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序

　本論文は、表魍の示す通り、古f丈儒家思想を展望し、　『易f云』に至るまでの時代を対象

としたものである。その考察の主軸は天命思想であり、その推移に伴って古代儒家の思想

榊造が如何に変化していったかを辿ったものである。

　天命思想について間うことは、天と人の間魍を論究することにつながる。古代中国人の

頭上に君臨し畏怖と畏敬の念を与えられていた絶対的な天は合理的思惟の覚醒とともにそ

の容貌を変化させていった。天に纏わる観念は、本来的にかれらの期待や不安を反映した

ものであるが、かれらはそれらの解決を望むべく知を駆使し、挑み、その緒果として生じ

た舶鯛がまた新たな思惟を生んだのである。そして、そこに連綿として存在するものは、

天に対崎する個としての人間の主休性であり、そうした新たな思推を要諦したものもその

主体性にほかならないというのが本論文の視点である。強いていえぱ、従来の中国思想史

研究とりわけ古代思想史研究において、個ないし圭体といった閥題は、西洋のそれに比し

て希薄であるとの見方が一般的であるかの感を拭えないのであるが、この間題にっいては

あらためて再考すべき点があるように思われる。

　ところで、このような間題意識がわたしにおいて強く惹起されたのは、平成元年十月の

日本倫理学会において「規範の某礎」との主魑のもとに発表の機会を与えられたこどによ

る、規範という個の倫理意識に支えられるべき課題の検討過程で気づきえたこの間題意識

は、かつてわたしな1）に理解してきた天命思想、ひいては古代儒家思想そのものに関する

認識を大きく変容させるものであった。振り返れば、学生の頃はへ一ゲルの歴史哲学を専

攻し大学院では東洋倫理学に転じ、　『岡易』に魅せられ．、それを中心に春秋戦固の諸子学

を細二解いてきたつもりである。そのなかで一貫して脳嚢にあったのは普遜と個の間魎であ

った。古代中国思想の研究に志しながら、この閲魎にどう自答すべきかを欄索しっっ明碗

な解答を得られないまま、先人の蓄書研究に從って典籍を読み流してきた。そうした点が多

々あったことに気づいたことも、本論文の作成に至る過程での碩要な収構であった。かか

る反省は新たな視点からみた古代儒家思想の再点検を強いて、ひいては儒家思想における

『周易功の位置を再認識させることにもっながり、っいには本論文の主題に至らしめたも

のである。これを従来の研究と比較して、すでに解明し尽くされた感のある間題、たとえ

ぱ孔子・需子の「天」であるとか、葡子の「天人の分」、「繋辞伝」の「命」などの問魍

において、そこに新たな意義を毘出したと思われなくもない。しかし、それはけっしてあ
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えて奇異を衡わんがための圭張ではなく、文字どおり牛の歩みのなかでみずから裏剣に吉

典に対座したところに到達した緒論である。本論の作成過程においては、かえって思想史

研究の領域の広大さと内容の深淵さを覗き込んで、儒家思想のみならず墨遭法その他の諸

家一連の思想についても、もはやかつてわたしが輪郭的に把撮していたものとの間に蜘鯛

を生じさせた点も少なくなかった。今更ながらに自分自身の浅学さに痛恨の念を覚えるぱ

かりである。

　ところで、本論文ではひとまず古代天命思想が合理的思惟の前に崩壊したことを確認し、

それが古代儒家思想の展開のなかでさまざまに位置づけられながら、新たな天の権威とと

もに☆代のそれとは全く異なる風貌をもって復活した点を咽らかにすること1に・全力を注い

だものである。そして、古代天命思想に連なる思惟の展開はr馴云』においてひとつの終

結をみたというのが本論文の趣旨でもある。しかし、中国の民族儘仰どもいえる天をめぐ

る思惟はその後も終焉を迎えることなく、漢代以降も続けられたし、あるいは現在、未来

にも連続するものがあるに違いなく、本論文はそのなかのきわめてかぎられた時代を扱っ

たにすぎない。それでも、『易伝』におけるひとっの終結が、その後の儒家思想ひいては

中国人の思惟に少なからぬ影饗を与えているのではないかと思われるのである。
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序説

第一章、本研究の目的及び対象

　本研究は、天命思想に焦点をあてながら、孔子、孟子、葡子、『易伝』の倫理思想を検

討することによって、東アジアの地域、歴史のなかで絶大な影響力を発櫛してきた儒家思

想の歴史的意鏡の…端を明らかにすることを日的とするものである。天命思恕と本研究目

的との関係を説明するためには、あらかじめ孔子を開祖とする儒家の伝統における礼楽制

度（礼制）のもっ意蛛に言及しておく必要があると思われる。

　周知のように、周代礼楽制度の理想的復興ということは、古代儒家思想において、きわ

めて堅固な理念として保持されていた。それは本来、氏族制（宗族制）に立脚する封建制

度を支える日常行為の基準として、祭祇はもとより樒令に至る譜規定であり、いわぱ周代

封建制の秩序そのものであった。ところが、社会経済的側面からいえぱ、氏族的封建制度

の基盤であった邑国家（城市国家）体制の崩壊に伴う社会的変動は、こうした秩序を根底

から揺がし、次第に形骸化させ、その存在意鞍を失わしめた。春秋、戦国の時代を通じ、

複数の邑を兼併した領域国家が出甥し、さらに統一帝国（秦）へと移行する過程において、

王権による民衆の直接支配を目指す専制菓権体制が胚胎し、確立されるにつれて、周代礼

制はいよいよ崩壊に瀕していったのである。

　ところで、そうした礼制の推移と不可分にあったのが天ないし天命の思想であった。そ

もそも礼制の崩壊過程においてその直接の契機となったのは、周代封建制のなかで価値の

根元を指示した古代天命思想に動揺が生じたことであった。この古代天命思想が動揺する

に至った要因は、一言でいえぱ、合理的思惟の台頭というこどにあった。というのも、古

f尤天命思想は自然界の絶対的威力に対して、人がこれに関与するありかたをそのまま祉会

秩序のなかに反映させたものであった。より勝義にいうならぱ、王の意志（王命）を天の

意志（天命）に比定することによって、祭祀の形式とそれに応じた身分秩序の制度を綱織

したのが圃代封鐘制度であり、別の視点からいえぱ、それは天命の代行者としての王を頂

点とする泣階的秩序のなかに宗教的f義礼をはじめとするさまざまな懐則を組み立てたもの

である。こうした身分秩序を支えたものは、人々の心憎に根ざした天（天命）への畏怖の

念である。ここでいう畏敬や恐怖は、もともとこの世界の中心を志向するものであって、

そのような心憎を秩序観念のなかに包摂することによって、人々の意識を共同体の中心へ
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と向かわせ、天を観るごとく王を仰視させたものであった。しかし、やがて自然の威力と

王権との懸隔は人々の注意するところとなり、次第に宗教的儀礼の神聖性が失われ、それ

が俗化するという傾向が顕著になるにつれて、こうした寧憎と1相表裏して、元来は神聖で

絶対の形式として思念されていた古代礼制に対しても合理的批判の目が向けられるのは避

けられなかった。その過程において、旧来の伝統観念を残した宗教、礼の外面的強制力を

徹底した法律、礼を内的規範に統合した遺徳の三者が分化。発展して、その後の中国思想

史において特色ある発展を遂げたのである。これら三者は厳密にはどの諸子学派がどの方

面を継承雅展させたといった簡単な図式では片付かない間題を包摂しており、細説すれぱ

複雑に錯綜していて一概には論じられないであろう。ただし強いていうならぱ、法の方面

には法家の存在があり、礼は圭として儒家によって古代天命恩想に代わる薪たな価値体系

の根拠が模索されたのである。さらに、その宗教的要繁は特定の宗教教団に受け継がれた

に留まらず、また広く民族信仰と1して中国の人々の糟神のなかに深く沈潜し、太く邊しく

流れていると考えられる。天ないし天命思想が時を変えところを換えながら、その生命力

を突わないのも、そうした根強い民族的心憎ないし観念に支えられていると：いう面が察分

にあること：を、われわれは閑却してはならないであろう。こうした観点に立脚しながら、

古代儒家思想を考究対象とする本論は、礼どその根底にある天命思想どに着目したもので

ある。

　孔子によって形式の内実に端を発した礼論は、孟子、葡子を経て主観・客観の両面から

遺徳的・実践的意義とその根拠を探求する方向に展開された。古代天命思想が統治理論と

してはすでに崩壊し、闇代礼制がその実質的機能を失った時代に生をうけた孔子は、形骸

と1化した礼制の内包に注意を向けたところで、遺徳的内実としての仁に逢着したのである

が、その根拠に予想されていた天命については他者に対して語ろうとはしなかった。孔子

が天を語り、命（天命）を口にしたのは、みずからの実存に関わる場面にかぎられていた

のである。孔子によって礎が築かれた儒家思想の体系をさらに人間存在の内面に即して展

開した孟子において礼そのものが徳と同視され、その形式としての意義は捨象されたもの

の、礼ど天（天命）と：の連関は論理のなかではじめて閥明されたのである。そうした思想

的営みの成果は、．やがて荷子の思想において築大成を迎えた。荷子は礼を遭徳法則（実践

の理法）へと昇華し、これを自然の法則（存在の瑚法）と一系の論理によって結んだので

ある。古代儒家思想の礼論の到達点と、古代儒家思想の展開が後世に及ぼした主たる意義

はここにあったといっても過書ではないであろう。しかし、この存在の理法ど実践の理法、
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換言すれぱ、天遭と人遭の相関（合一）ということは、萄子の思想において明らかに思識

されてはいたものの、より明確な論理としては、　r易伝』の思想を俊って構築されたもの

である。どいうのも、葡子の思想においては、その「天人の分」の主張から天遣と人遭と

が理論上は依然どして分離されるという課魑を残したことで、礼（人遺）と天（天命）と1

の関係がきわめて限定的に扱われたのであった。本論は、こうした古代儒家思想の展關の

方向を見極めながら、　『易伝』において、天命思想が新たな意毅をもって復活を遂げるに

至った思想史的展闘の過程を見定めようというものである。
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第二童、時代設定における本研究の視点

　これまでに述べてきたような観点からいえぱ、孔子の時代は古代天命恩想が退場した時

期であり、r易伝Jの成立は、それが新たな意義をもって登場した時であるといえる。こ

のふたつの時代相において顕蕃な相遼は、ほかならぬ闘王朝の存在の有無にある。

　周知のと1おり、燭王朝は平ヨ三の東遷（前七七〇年）を契機として蓑亡の一途を辿った。

その東遷から前二五六年に秦による滅亡を迎え、さらに秦が平原の統一を完成して中国最

初の専制的中央築権帝国を樹立した前二二一年までを、歴史家はほぼ一致して東周時代す

なわち春秋戦国時代と呼んでいる。そして、春秋と戦国との境界をどこに設けるかという

間題にっいては、歴史。思想に携わる研究者によって意見が分かれるところであるが、い

ずれにしても必然的な根拠はないというのが実状である。どりあえず醤が韓・魏。趨の三

家によって分割され、しかもこの三家が諸侯に列せられた前四〇三年で東周時代を二分し

て、前半を審秋時代、後堆を戦圃時代とするわが圃における遁説に従うとすれぱ、孔平は

春秋の中期から後期、孟子は戦国の初期から中期、萄子はやがて秦帝国の統一も近い戦国

の中期から末期にかけて活畷した儒者たちであった。そして、r馴引の成立には微妙な

間魎も含まれるが、思想的にもっとも注目されるその主要部分、したがって易の思想的精

華（易的諭理）を豊窟に盛り込んでいると認められる灘辞伝は、秦漢の際にほぼ完成して

いたと番倣されてよいであろう。この見解は従来から指摘されてきたことでもあったが、

今日それがほとんど定説であると1看倣されうるのは、今世紀に出土した「馬王堆漢墓串書」

の紀載に照らして、その存在が確蓋忍されたという難憎に費うところが多い。

　秦の統一帝国の成立を挟んで前半はいうまでもなく戦乱に明け慕れた時代でありまた百

家争囎の時代でもあった。この争乱の時代に活発な文化・学術活動が展開されたどいうこ

とも、やはり周代封建制度の凋落と密接な閲係をもつことはいうまでもない。この時代の

文化の担い芋は「士」階層であった。この「士」階層の出現こそは氏族制・宗法制が生ん

だ旧身分制からの歴史的発展形態である。かれらは周代封建制度の樫槽から解き放たれ、

価値観の混迷のなかで自己および社会のよるべき価値ないし原理を自己の思索のなかで追

い求め、そしてそれを実践し、また世に実現しようとした人々であった。かれら独立自律

の自由人こそはかかる時代の主役逮であり、統治階層と非統治階層の間に遊離して、中間

遊離層を形成したのである。こうしたなかからやがて、中国最初の私家教団である孔子教

団が形成され、さらに諮学が分化して互いに諭争を繰り返しながら、それぞれの学説に精
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繊を増していったのである。このように、「士」階層の興起のなかに儒家思想の出発点を

位履づけるということは、みずからの圭体的な生きかたと恩索のなかで遭徳、倫理の間魍

を深めまた実践し、他者にもそれを期待してやまなかった孔子の存在を歴史のなかに確認

するという目的によるものであるが、それぱかりではなく、このことは中国古代における

遺徳的実践者と1しての人間主体の存在を閲明するという意図をも舎意しているのである。

適徳・倫理の間魍は、畢寛するところ、主休性に自覚して生きる人間存在に帰されねぱな

らない。中国の古代史のなかで、孔子を含めて、そうした主体的実践者の存在を確認しま

た咽確にしておくこと：は、本研究の視点からは不可欠の作薬であった。

　さらに、本研究が対象とした時代には、儒家思想が大きな転機を余儀なくされた歴史的

璃件が起きている。前二一三年の「挟蕃の律」の制定がそれである。泰帝国の統一が思想

面においてもその統制と圧政を発摺したことを物語るこの事件は、儒家思想を考察するう

えで確かに看過できない歴史的出来事であり、儒家の被った打撃には計り知れないものが

あった。しかし、本研究においてはあえてその事項に深く論及しない。それは、本研究の

視点がそのような外在的要因にではなく、むしろ人間の内なる要因を志向しているからに

ほかならない②そして、この時期の儒家思想の変遷をみるうえで璽要な資料どしては、主

としてr易伝』とr礼記』中庸篇（r中魔』）とがある。しかしながら、いわゆるr中庸』

が子思の作かどうかは疑わしく、『孟子』と1の先後関係にっいても識論があり、その成立

間魍をはじめ思想史のどこに位置づけるべきかといった問魑についても定まらないと：ころ

がある。さらに重要なことに、先秦儒家思想と漢代の儒学を結ぶ架け橋として注意されね

ぱならないのは、「天人相関論」を打ち出し「命」の問魑を循環論のなかで解決し、漢代

儒家思想に連なる思惟を表白している肝易伝』の思想である。『易伝』のなかでも思想的

にもっと＝も注目される繋辞、文書、説卦の各伝の圭要部分は儒学の国教化以前の成立であ

る。しかも、本論のみるところそれらには葡子の思想的影響が明瞭に認められる。そうで

あるならぱ、古代天命思想に始まり、古代儒家思想を経由して、　r易伝』を経て漢代儒学

に連なる一本の筋があるのではないであろうか。以下は、そうした槻点から麗望して、縦

糸をr天命思想」におき、横糸をそれぞれの恩想に独自な論理に求めた、中国古代におけ

る儒家恩想の再構築のひとつの試みでもある。．
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本論

第一童、孔子思想の歴史的背景

　如何なる思想といえども時代の産物であるかぎり同時代及びそれに先行する時代のユー

トスを完全に脱却するものでないとすれぱ、その時代精神ともいうべきものを探ることは

当然ある思想なり恩想家にっいて考察する一肋となりうるであろう。さらにいえば、全く

時代認識を欠いた思想史研究というものが考えられない以上、概括的にせよその思想家が

生きた時代をあらかじめ把握しておくことはこの分野の研究に当然課せられるべき課魍で

あるといえる。そこで、孔子およびその徒の活勤を可能にしたところの種々の歴史的要困

にっいて、孔子及びその学派（孔子教団）の形成とその活動に関わる政治。経済的背景、

および文化的風土についてまえもって鳥口敵してみようというのが本章の目的である。

　孔子の生まれた魯襲公二一隼（前五五二隼、『史記パいは轟公二二年とする）から、哀

公一六年（前四七九年）に卒するまでの時期が如何なる時代風土にあったのかという事柄

に閲しては、まず、春秋時代をどのように区切るのかということから述べなくてはならな

いであろう。　『詩経』小雅・北山篇に、「鴻天の下、王土に非ざるなく、率土の演、王臣

に非ざるなし」’三〕と謡われた強大な王権の存在は、その当時すでに疲弊しており、周王朝

は平王の菓遷（前七七○年）を契機として衰亡の一途を辿った⑪圃知のように、この周王

朝の東遷から前二五六年に同王靭が秦による滅亡を経て、秦が平原の統一を完成して中国

最初の統一帝国を樹立した前二二一年までを魔史家はほぼ一致して東周時代、すなわち春

秋戦国時代と呼んでいる。しかし、春秋と戦国と1の境界をどこに設けるのかということに

ついては、歴史。思想に携わる研究者によってまちまちであるが、思想史の上からみても

これといって決め手となる根拠はないように思われる。わが国の研究者の間では、警が韓

・魏・趨の三家によって分割され、しかもこの三家が緒候に列せられた前四○三年で東周

時f尤を二分し、前半を春秋時代、後半を概国時代とみるのが一般的のようである。いま、

とりあえずこうした慣例に従うことにしたい。したがって、ここでいう春秋時代とは、前

七七○年から前四○三年にわたる三六七年間を指すのである。

　いうまでもなく「春秋」の名は孔子が魯の公室の記録をもとに編纂したと伝えられる『

春秋』にちなむものである。この年代記は魯隠公元隼（前七二二年）から哀公…・四年（前

四八一年）に及ぶことは知られている。もっとも、炉春秋穀梁伝』、『春秋公羊伝』の経
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と伝とはここまでであるが、r春秋左氏伝』には哀公一六年（前四七九年）の孔子の死去

に至る記事が、経文のなかに繍築者によって薔き加えられ、伝にっいては哀公二七年（前

四六八年）に終わっている川。ただし、この点についてはここであえて間魎と1しなくてよ

いであろう。要するに、本論は『春秋』に記された年代記を挟んで前史後史のほぼ一三○

年を含めて、これを一括して春秋時代として扱おうというものである。またかかる見方は

思想史的にみても何ら間魍はないど考えられる、

　さて、春秋時代について論述しようとすれぱ西周から諭を起こざねぱならないことは誰

しも首肯すると：ころであろう。本章の目的も少なからずこの点にかかっている。ただし、

ここでは諮々の事象がどのような経遇を経て遷移したのかといった、いわぱ漠然どした歴

史認識に向かって諭述を進めようというのではもとよりない。というのも、確かに匡亜明

氏が述べているように、西周は孔子が敬慕して止まなかった理想の王国という意昧をもっ

ており、総じていえぱ春秋時代はいわぱ西岡時代の継承発展であるという側面を有してい

ることから、西周社会の性格を明確にすることなくして孔子その人の思想形成の過程によ

こたわる雁史的習景を解咽しえない〕い、とする見解は、一般諭としては意鍍をもっものと

思われる。ただし、西周時代とりわけその初期の事憎にっいては、資料的な困難から今日

に至るまで十分に【蠣らかにされていると：はいえないし、孔子のいう閥（西周）がそのまま

歴史的存在であったとはなおさら考えられない。孔子によって敬慕された理想の王国とい

うものが如何なるものであったのかという間魍にっいては、孔子思想そのものの考究を侯

って深い理解が得られるであろう。そこでい談は間魍を極力限定して、西周末に生起した

と伝えられるところのふたつの歴史的事件を取p）上げ、．この時代の社会的憎勢をある程度

兇極めながら、孔子教団の成立とその活動に連なると考えられる時代的糟神を摘出するこ

と1に意を用いたい。

注

　（一）r史記』のテキストとしては、中華欝局刊行の願韻剛氏による標点木を用いた。

　（二）引用文は『十三経詩経注疏』（炉毛詩正義』、宋本、台湾商務印書館刊行本）によ

る。この一文は、くあまねく天の下は王の領地でないところはなく、土地の続くかぎりの

はてまで王の臣下でないものはいない＞という意妹に解され、強力な王権の存在を謡うも

のと一般的には理解されている。ただし、r孟子』万章上篇ではそうした解釈を示した戚
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丘繋の意が孟子によって退けられ、幽王の時の大夫が王事に労役して父撮に対する擬を尽

くせないことを嘆いたものとされる。この孟子と弟子との間の間答は親親主義を標構する

孟子思想の一側面を窺うには十分であるが、この詩句の理解としては成丘蒙の所説が古く

から一般的であったことが示唆されているであろう。　『春秋左氏伝』昭公七年伝にもまさ

しくそうした解釈がみえている。

　（三）春秋三伝については、r＋三経注疏』（宋本、台湾商務印書館刊行）をテキストと

した。

　（四）r孔子評伝』（斉魯書社、一九八五年）一○六～一○七頁。匡氏の所説においては、

孔子のいわゆる「理想王国」と現実の西周社会との関係が明確になっていないきらいがあ

る。

第一節、社会・経済史的背景

1、中原を巾心とする憎勢

　閥知のように、平王による東遷と前後して周王朝の王権は蓄しく失墜し、わずかに「王」

の廠名を事有はしたもののその実態は一諦候に等しいものであった。このことは、辛うじ

て命脈を保ったとはいえ実質的には周王朝を支える氏族的（宗族的）封建制度が根底から

動揺し、ひいては王靱そのものが滅亡の危機に晒されていたことを意蛛する。周王朝の支

配権力を根底から揺すぶった歴史的事件は、西周後期から春秋にかけての時代相というも

のを少なからず顕硯していると考えられる。

　周王靭（西周）が前七七一年に犬戎によって酋都鏑京を躁粥されるにさきだち、屈王の

暴虐に対してr国人」’いが立ち上がったと伝えられる。r史記』十二諸候年表はこの年（

前八四一年）から始まり、定説ではこの時をもって中国の歴史年代が比較的に剛ヨ確になっ

たとされている。そして鰯王は鏑京を逐われて扮水の鼠邑（現在の山西省麗県）に逃れそ

こで没したどいう。ここで注目されるべきは、この「国人」の存在である。国人の語は基

本的には国中の住人を意昧し、邑（都市）国家体制、なかんずく王都においては都城の内

に住居する人々を指していることは間違いない。今日の中国の学者の大方の見解ではこの

国人を平民と解し、階級闘争の理論にあてはめて群衆決起とみているようであるが、こう

した考え方に賛同する研究者は中国国外ではごく少数であろう｝。
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継いで即位した宣王が行ったどされる、太原の地におけるr料民」（戸口調査）である。

『国語』周語および酊史記』周本紀によれぱ、その直接の契機は西方、南方に相次いで萎

戎の移民族と戦って破れたことにあった。かぎられた賛料からは断定的にいえないが、こ

の場合の「民」ははおそらく庶民であろう。ただし、彼らは戦争において役夫として駆り

出されることはあっても、「土」のように武器を携帯する権利はなかった。したがって、

調費の主たる目的は兵の補強にあったのではなく、上述の所論とも関連してくるが、おそ

らくは経済的側面に爾点があったものと思われる，引。僻藤遺治氏は腫王の時代のものと考

えられる青鋼指「大克鼎」の銘文に、他頒に逃亡した農民を声籍に照らして取り返すこと

が許された記寧のあることを指摘している‘δ〕。このことは、それまで氏族的結合を維持し

てきた農民巣団の中に、すでに分解が生じていたことを示すどともに、血縁を基盤とする

氏族菓団から土地を基盤とする地城巣団への移行が徐々に進行していたことを物語るもの

で、土地の私有制が始まり、それに呼応して賛族階層の間には領地の争舞が激化していた

ことが窺われる。

　これを要するに、幽王・宣王による重要な施策は、氏族的（宗法的）封建制度を根底か

ら覆し、時代を転換させようとする大きなうねりに逆行するかのように、農民階層にまで

至る王権の直接支配を図ってなされたと想像される。翻していえぱ、氏族～血族という族

的体制の内部における分化が、王権による直接支配を必要とする状況にまで立ち至るとい

う、そうした琳態がまぎれもなく存在していたということであろう。

　っぎに西岡が滅亡する直接の契機となった、前七七一年の申、秦曾、西戎による王都鏑京

占領にっいても著干の検討を加えておこう。　『国語』鄭語、　『史記』周本紀の記載を総合

すれば、この堺件は、幽王による王妃申后の廃位および太子宜臼の廃嫡に端を発し、正室

を廃して寵姫褒似とその庶子（伯服）を立てようとしたことに対して、王妃の父で申国の

領主である申候が、維・西夷・犬戎（r鄭語Jでは申・綱・西戎となっている）を誘って

王都を攻略したというものである。難をいえば、　「螂語」および司馬遷の伝える褒似伝に

はその生い立ちからして如何にも奇妙なところがあり、史実としては億をおくに足らない

部分が含まれることは間違いなく、おそらくは史実と説語とが混然一体となっていること

は容易に想像される。しかし、かといってかかる模糊とした記述のすべてを説藷として否

定し去ることもできないであろう。褒似の芙在の如何にかかわらず、妾を正室とし世嗣を

換えるというのはありうることである。というのも、最初の覇者である斉桓公がその盟圭

を務めた「葵丘の盟」（前六五一年）のことは、　『春秋左氏伝』憎公九年の記事にみえる。
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れてよいど思われる。さらに一歩進めて推論すれぱ、東遷以前においてすでに王権の実体

そのものが潰えており、それ故に、歴史的大事として特筆するほどには大きな注意、が払わ

れなかったという見方も可能であろう。西周と東周とを時代区分のうえから咽確に函する

ことの困難さと、そしてそうすることの意義をさほど認めえないとする理由の一端がここ

にもあろう。

　いずれにしても、東遷ということは、周王朝の衰退と凋落を象徴する出来勢であったこ

どは指摘するまでもないことである。ここで看過しえない璽要な点は、中国史の展開に問

断なく多大の影饗を及ぼしてきた異民族の存在が、当時すでに大きな影響カを保持してい

たことである。ここで異民族という概念について一言ふれておきたい。遡ってみれぱ、般

の来歴は十分明らかではないが、周は明らかに西から移動して中願を支配下に治めた民族

である、このことに着目すれぱ、般周革命どいうものが一種の民族移動といえなくもない。

はたしてそうであるとするならぱ、「異民族」どいう概念そのものが極めて暖昧となって

しまうであろう、実は周の王棚自体が異なる民族の連合体であるといっても週言ではなく、

漢民族と異民族の抗争という後世の図式が、ここでそのままあてはまるわけではない。た

だし、周およびこれと同姓の晋、異姓の秦といった中原を中心とする周辺蕎者国が、この時

代に秋、（犬’）戎、　（推）夷、（荊）蛮の諸族と：抗争を繰り返していたことは、　r国語』、

『春秋左氏伝』、　『史記』等の記載にみえており、この点を祝えてより厳密にいえば、こ

の場合の異民族とは、閥王棚と同姓およびこれに服属する異姓の諸国に対して敵対関係に

あった諸族を指すものと一応は規定できる。

　と1ころで、一異民族の勢カが強大であるか否かは、その時々における中原の民族との相

対的な力関係をも考慮しなくてはならず、一概にはいえないが、それでも漢や唐の全盛期

においてすらその勢力が統一帝国の潜在的脅威となりえたことを合わせて勘案するならば、

その存在は巾国史の鋤向を決定づけた一大要因であったといっても過言ではないであろう。

割崎市定氏は、般代末から、春秋階代（前一二○O～四○三寧）までを都市国家の時代、戦

国（前四○三～二二一年）を領土国家の時代、そして戦国の七雄が統一された秦洩を古代

帝国の時代と規定し〔纈，、そのうえで、中国において都市国家の発達が十分ではなかった

ことを説咽して、異民族の勃興に主たる理出を帰している。そのなかで氏は、　「中国本来

の筋遭から言えぱ、春秋時代は都市国家全盛の時期であるべきであった。然るにそこに活

搬したのは、いわゆる棚者で、棚者なる国はすでに領土国家と書ってもいい程の、独大な

築権国家であった。」といい、あるいは、「然らばその頒土国家化した原困は阿かと書え
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ば、それは異民族の勃興にあったと考えたい。ガ〕）という兇解を披濾している⑪

　氏の指摘のような、春秋時代を異民族との交渉・対立を媒介として邑国家から菓梅的領

土国家（頷城国家）への過渡期に位魔づけることの鉦左は、ほかならぬr論語』のなかに

もこれを見出すこどができるであろう。すなわち、管仲は公子糾に殉職しなかったばかり

か、桓公の宰相にさえなっている、そうした人物が仁者といえましょうかというのが子買

の間いであった。孔予はこう応えている。

　　子日、管仲相恒公覇諮候、一匡天下、民到干今、受其賜、微管榊、吾其被嚢左妊集、

　　豊若匹夫匹婦之為諒也、自経於溝滴而莫之知也、　　　　　　　　　　　（憲間篇）

一見して明らかなように、くもし仮に管f巾の存在がなかったならば、桓公を補佐し諮候に

棚を帽えて天下を菓ねるといった大業をなさしめる者はなかった、おそらくは異族の侵略

を受けその風俗に染まり、まげを結わず髪をうっさばき、有まえでなく左まえの服を着て

いたであろう＞、という主旨には、覇と王とを峻別した孟子のようなヒステリックな叫び

はない。覇者の出規、いい換えれぱ頒域国家への推移ということを、孔子はいわば歴史的

必然と看倣していたようにも受け取れる。そしてまた、何よりも孔子の頃はまだ周王朝は

かろうじて王朝としての名目を保ち、その封建制度も形骸にしろなお存在していたという

事憎があった。あるいはこうしたところに、覇者をめぐって、両者の間でニュアンスを異

にせる理由があったのではなかろうか。

　これまでの所論を総合すると、平王による周王靱の東遷、すなわち審秋時代の幕開けと

される西周の減亡という歴史的璃件の背景には、氏族社会およびそこによって立っ封建体

制の崩壊と、中原を取り巻く異民族の存在という、圭としてふたっの大きな要因が挙げら

れると考えてよいであろう〕2）。そして、これらの要因は、西周末から春秋戦国を経て秦

漢に至る時代的推移のなかで、氏族（宗族）的封建体制を次第に崩壊させ、泰漢の尊制的

統一帝国への移行を押し進めた原動カであったといえよう。かかる視点に立脚すれぱ、前

七七〇年の周平王による東遷は、氏族社会の崩壊をはじめて露出した勢件であり、前四○

三年、韓度、魏斯、趨籍が周威烈王によって諮侯に列せられ、晋の分割を完成した出来璃

は、その崩壊過程に拍車を駆ける契機であったといえる、これらのふたつの契機は時代の

転換点というわけではないが、それでも中国古代史の節目であるということもできよう。

したがって、それらは躍史的変趨を捉える一応の圏安にはなるであろう。また、こうして

みてみると、これから述べようとする春秋戦国の時代的趨勢は、西周末に基本的に準碗さ

れていたと考えられるのである。
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　以上の論述をもって西周末の時代性がすべて論じ尽くされたとはとうてい考えられない

が、それでもこの時代の特色の一斑は闘明しえたと思われる。仮にこれらの所論に大過な

いどしたならぱ、平王の東遷をもって始まる春秋時代の幕開けとともに、氏族的。宗族的

体制のうえに構築されたところの閥代封建社会は、その崩壊の実態をはっきりと露呈した

といってよいであろう。このことは権カの基礎を宗法制に立脚しない新たな政治・社・会体

制が出現したことを意妹するのである。ということの謂は、閥王朝に替わる春秋時代の主

役すなわち覇者い31は、増大する農薬生産力と商薬の発達から齋される国カと強兵とによ

り、実力をもって諸国に覇を帽えた者たちであった。換言すれぱ、農業生産の向上に相応

する商薬の活発化と繍たな臓貿力と1は、相棄的に璽なり合って経滴構造そのものに絶大な

変革を引き起こした。かかる状況下において、欄極的な経済的・軍事的施策に取り組んで

効を奏した者が、周辺の小国を兼併してこれに覇者として君臨する一方、他の強国との間

に間断のない抗争を繰η広げたのであった。すでに自明のように、覇者の権威が立脚する

ところは、もはや血族・氏族の絆といった世醒的権威や宗教的紐帯の類ではなく、経済約

・軍事的基盤に立脚したより現実的で具体的な力であり、そのうえに欄築された結合体（

巣団）であった。かれらは経済の繁栄に支えられた軍事力によって、実力で政治的強権を

掌握したところに共遁の特徴をもっていた。カによる支配の傾向を漸次あらわにしていく、

その慕閲けが周王朝の東遷であったといってもよいであろう。こうした事憎を掘えて小鳥

祐馬氏は、この階代をゲマインシャフトからゲゼルシャフトヘの転換期であると述べてい

るが、政治・経済史の側面に焦点をあてたとき、そうした見方も十分可能であると考えら

れるのであるf川。

　また、この点に関連してさらに補足したいことは、かかる社会的変革一どくに注目され

るのはその質的変容である一が、当然のこととして、統治階層に留まらずより広縦な階願

のなかに浸透し、進行していったと考えられることである。郭沫著氏が、かかる祉会経済

史の契機となった直接的・貝体的な要因として、換言すれば、領城国家から秦の統一帝国

に至る一連の歴史的展開を促す原動力として、生産工具ないし兵器としての鉄器が巣たし

た役割を強調したこどはきわめて注目に値するであろうい5〕。これを襲った李亜農『中国

的封建頒主制和地圭制』には、郭氏の所説を敷術するかたちで以下のような屍解が披濯さ

れている。李氏によれぱ、斉樋公時代ないしはそれにやや遅れて鉄製の生産工貝が斉国に

おいて農業への広汎な使用をみたと1いう、さらに、氏は、r春秋左氏伝』昭公二九（前五

一三）年伝に、
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　　習趨鰍苛寅帥師城汝濱、遂賦晋国一鼓鉄、以鋳刑鼎、著苑宣子所為刑蕃焉、

とあって、醤の趨榊と荷寅とが軍隊を率いて汝濱に城を築き、轡国の民から箪賦として鉄

を取り立てて鼎を鋳造し、これに萢宣子の作った刑法を刻して公布したとされていること

を挙げ、この時代に斉の隣国である醤の冶金披術が鋳鉄を製造できる段階にまで到逮して

いたという旨を指摘している〔6，。

　鉄器が一般に用いられるまでにはなお幾分の階閲を要した一春秋の末以隣と推察される

一とはいえ、瑚者の出現とほぼ時期を同じくして、まず殿薬の方面から鉄緒の使用が閉始

されたという指摘は、これまでにも多くの学者によって開陳されており、すでに一般的に

支持された兇解でもある。この鉄措の使用という披術の進歩があって、より広大な土地の

耕作が可能となり、さらに農業生産の向上、人口の増加、農地の開墾等の有利な諸条件が

循環的に蘭されたと考えられる。それらが複合的・連鎖的に相関し合って、農業生産の規

模は拡大を続け、広大な土地を所有し且っ多くの奴隷を動輿できる者が出現した。そうな

れぱ、すでにふれたように、講候間にはより多くの邑国家を兼併して広大な領域を支配す

る覇者が出現するとともに、各国内においては土地の私有がさらに促進され、従来の貴族

階層のなかにも門閥と関わりなく権勢を有する者とにわかに没蒲する者との分化が起こっ

た｛川。こうした点が、後述する新たな「土」階臓の形成とも密接に緒んでくるのである。

　これを要するに、春秋戦国を通じて時代が下るほどに、覇者の出現はいうに及ぱず、一

国内にあっても旧来の家柄によらない新たな実力者が現れ、世は挙げていわぱ利益共同体

（ゲゼルシャフト）の様相を鮮㎎にしていったのである。

2、魯国の憎勢

　ここまでの所論においては、主として中原藷国の動向について鳥鰍してきたので、つぎ

に孔子の生国である魯国の動静についても一瞥を加えておきたい。泰山を挟んで東は斉国

に連なり、西は般の遺民が封じられた宋国ど隣接する魯国は、周公（厳密にはその子伯禽）

を祖とする周と同じ姐姓の国であり、西周の旧文化が文献の類を合めて比較的よく保存さ

れていたとされる｛川。しかし、時代の趨勢は否応なしに魯国をも潮流のなかに呑込み、

諸国の憎勢に呼応するかのように、魯国は、対内的には政権が次第に公室を離れて大夫の

三桓氏に移行し、また対外的には春秋戦国を通じてほとんど列強の下風に立ち、前二四九

年（魯頃公二四年）、秦の荘嚢王による東周の減亡と時を同じくして、楚の考烈王の躁麟
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を受けて減んだ。司馬遷は「魯周公世家Jの最後を以下のことばで結んでいる。

　　太史公日、余闘孔子称日、甚夷魯遣之衰也、湘四之間、扱鮒如也、観慶父及叔牙、夕昏

　　公之際、何其乱也、隠桓之事、襲仲殺適立庶、三家北面為臣、親攻昭公以奔、至其揖

　　譲之礼則従集、耐行勢何其戻也、

司馬遷によると、孔子が魯国の政遺がすでに衰え国内は互いに抗争に明け暮れていると語

ったとされているが、はたしてそれが孔子自身のことぱかどうかの真偽の程は確かめよう

もない。いずね、にしても、司馬避は孔子のことぱを敷衙するかたちで、当時の魯国の卯欄

を簡潔な文章のなかに兇率に描き出している。確かに、慶父、叔牙をはじめとする公権を

めぐる一連の争乱は公室の権威を著しく損なうと1ともに、また一方では、魯国の政憎に大

きな禍根を残したといえなくもない。というのは、慶父、叔牙ともに魯桓公（在位、前七

一一～六九四年、以下はすべて在位年である）の子で、荘公（前六九三～六六二年）の弟

であった。荘公には嫡子がなかったことから、荘公は庶子である斑を嗣子に立てることを

ひそかに末弟の季友に託した。そうしたことから、魔父を世継ぎに担ごうとした叔牙は、

自家の後嗣を絶やさないことを条伴に、季友の計になんら抵抗を試みることなく鳩毒を服

して果ててしまった。また、慶父は荘公の正室である哀姜と私通し、斑を殺害してその妹

叔萎が生んだ開をいったんは擁立して沌公（関公に同じ、前六六一～六六○年）を立てた

ものの、みずから立つことを企てて闘公をも抹殺してしまった。慶父の企みは魯の国人勢

カに阻まれて成功せず、やむなく革国に逃れ替わって季友が荘公の末子申を奉じて麓公（

嬉公に同じ、前六五九～六二七年）を立てた。

　こうした一連の争乱を固願しながら、最後に司馬遷は、遡れぱ隠公。樋公の頃の鄭繊は

もとより、後の文公1前六二六～六○九年）の嫡子、悪・視の二子を拭して庶予であるイ妥

を立てて宣公（前六○八～五九一年）を奉じた嚢仲、北面しながら昭公（前五四一～五一

〇年）を攻めて斉に出奔させた三桓氏など、魯の国は揖譲の礼においては伝承の慣例に従

っているが、その行跡は礼に背くものだ、という主旨のこどを開陳している。ちなみに、

孔子の時代を含めて長く魯国の公室を私した三桓氏の孟孫、叔孫、季孫は、それぞれ慶父、

叔牙、季友の子孫である。「孔子世家」によれぱ、前五一七隼に昭公が斉に逃れたあと孔

子もまた斉に奔ったとされる。このこ1とは、三桓氏という私家権カの存在が孔子の生涯に

璽くのしかかっていたことの一端を示す塾件であろう。

　こうしてみれぱ、「何という乱れ方だ」という慨暎は司馬遷のみならず維しも抱かざる

をえないが、そうした魯国の壊憎は諸国との間に大差なかったことになる。したがって、
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周礼に起源をもっ伝承の礼制をはじめとして、西閥の伝統文化がもっともよく保存されて

いたとはいいながら、宗主としての君権の衰退はいうに及ぱず、隅貨のような陪臣が国政

を専横したことに示されるように、氏族的。宗族的体制が魯国においてもすでにいきづま

っていたと1いうことである。司馬遷のいうように、形式は伝承の礼に従いながら実際の行

跡においてこれに戻るということは、いい換えれぱ、礼制が形骸化していたことを物諦る

ものである。魯国に生を得てかかる国勢に処しながら、礼の糟神を宣掲した孔子思想の歴

史的意籍は何処にあったのかという間題は、単にそれが周公の治世にその理想を見出し、

あわせて修己治人の遭徳思想を高調したといった平面的な理解では片付かない意蛛を合ん

でいるように思われる。次童においてこの間題を考究するための前段階として、つぎに、

礼の間魎を巾心としてこの時代の恩想状況を把擬しておきたい。

注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜）　（一）『国語』周謡に、　「於是国人菓敢出書、三年乃流王於地」（「四部薙刊」、上海古

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ籍出版社刊行本による。一九七八年）あるいは、「講侯不享、王流於醜」（同前）とある。

『春秋左氏伝』昭公二六隼伝には、「万民弗忍、居王干亮」という。『史記』周本紀は前

二者を敷柘したものと思われ、もっとも詳しい。ただし、　r国諮』r史記Jともにこのr

国人」が貝体的にどのような階層を指示しているのかは閉確にしていない。

　（二）ごく新しく表されたなかでは、中国人氏大学繍『中国哲学遡史』（中国人民大学出

版社、一九八七年、一〇四頁）は、これを漠然と「平民」と解している。張習孔他繍肝中

国歴史大蔀繍年』（北京出版社、一九八七年）も、「都城に住む人々で平民を主とし、百

エイ百人および下臓の群衆を舎む」（第一巻、七七頁）と説明して、いずれも国人の概念

から貴族を排除するが、その根拠は不明である。

　他方で、字都宮清吉『中国古代中世史研究』（創文社、昭和五二年）に、　「邑制国家の

支配階級としての諦候川い大夫。士らは、　『国』の主体的運営者であり、一般に『国人』

または『人』と称せられたのに対し、農民は『民』または『野人』と称せられて、郊外の

野を耕作した。」（五二頁）と述べて、これらと全く相反する見解を開陳している。同様

に楊欄氏は、国とは城郭であり、国人とは城郭のなかに居住する人をいい、奴隷主貴旅以

外にも平民や奴隷主貴族に仕える商工業奴隷がいたと述べている（楊欄1蒋禰亜。田培棟

主篤『中国古代史』光明日報出版社、一九八八年、五〇頁）。また、鴻友蘭『中国哲学史

一22一



~n~~~,~ ~i~-Wf ()~i~tLl~~4t )l~)¥O~pf~~.,.T~; ,~7: ~~~#~ R ~:Pf~~ ) c r~~~~~Cv~ ) 

+* F~l)~~~~~~~1cc(t*__*/UI~v¥~~)~~'~~D. :~tlr~~sJ~V(~>~t~ec~.__?~4f_~r. ~;4:--=~IHEI~;a)7~il:C~~ . *L* 

~sJ;(f(J.~~~a)~IEtl~r~iJl~~~~i.~"/J~~,_.~~~~~* J (tb~:) ~:~;~ ;~;~~~~f~~~a) i{So)~~~F:~~ 

~,_~Tv¥. f._-t._･'~. ?~;2!~~~l~~;'~~tL~c~i~J~. ~:a)'~~~i+a)rE5~:IAe~.~:..~.~~;iC'e~;~~~ < ~~~IEEI;t･2~v~U~ 

Etl~~1~;~;~~ ~57~) ~ v~v~r~M~;t~; ~~~f~~~:~~~:1Cv~ ~~~~. ~a)~~~~}~-~~,f~~C '-~~* ;t;~i~v.. 

( )_a) r~U~S:J cc~)v,1Cfy･~}~i~~*~~? ~~~*~lo),,~~,~_*~ ･ ~f~-'/*~,.R (~!:y･･~',)~*~4 f~}n~,*}17h~~ 

･""-'~--"･~"-s~~~~~_t. H~~D21lfufF). e~. ;~a)~]"~~?*~~A~~~*~~';t~~v~~: ~;t~~~~~_ . *"*~f~a)~:_-=1"~~. ~~:~flcc~l--~ 

;~. ~~{･~;o)~~~~j~. ~J?~a)~[JF~I~t~.. ;~･~i~ ~_ ()~ec;~~/J'>~'*~~~)~~~~~1~C~~~; ~#~,~i~~U~v~~ (~L 

~~:) S~~ /~.~~~l r~~~~~ e~~~~~~,*>~rA~~ 7f~4=~. ~1:a.+~i(. ~1.~~:. ~~~t~i･1~,~~a)~~~~:'~~{*~ 

d;~~Cv,;~ (t;-b.l~r.r--.-.-1 ) . 

(V!1)~!.'~ , f･J-}~~~~. ~f+~--~*'*+. --)¥~:. ~~.~~',~. 

(Tf:.)Fi]~~f. IE~~~:. ,Jr~~~7Lf~~~i. +A,*'it~~~~~c~). ~:a) r~(,~1~:-J a)~E~;~~~~. t!:~1C~t~/J~k-**~~* 

~:F'~*!~~~~J~~2~ ~~ ~)a)r~51) /i-~-~-~~~f!"r~~<,_.rn'=if'~~~-Cv¥~ (f~E;_~:) . 

(･.).~li~~ f~lT~~~~,:~. M,,f~~i: r~~A~i ~ 
(b) ~~I~E~(~~1i (~~7~~~=~~ED~~~. -fuli_t;iFf~~."-"~'--･T;~) Ji. E; -E~:i_~:. ~e~~~~t~ 

~~ ~iC~¥7~)~j,rrfT~~. ~'1) ~l'~:."*f~a)_~~~~~5~ ~~:*~-.~･-'.,*~ tLh~,~.~{.~~~~.~.L~~~c~. ~~cS~')1~a)~~fp'~~'~"~~ 

f**.Ttt~7~~Cv~;~J~O"~. ~~5;~. r Ep~~1^~~V~~!~j~~~~{. ,Ili":~::･...:~f-.･_1~-~*~!. 4'~･~~~~i6_~. ;f~~~t･T'. ;EA"~*1:~.. )~{F-

~~r~~4~n~ ,~,~~EFf EplA~; ~~,/~~ ~{i~EFI ~tit~:~~~o*{~~~~if~~~~f~~il. .~I;F~~f~~J ( ~ 

~I~~J ~~'-',~'-'･,~). r~: ~)~~~-~~1~!;~. J,j-~'-,~~~l5- ･･･~~~~e~~~~k(::~~~~lJ ( r~Elr~~"~~;/¥7^~!I 

fj~f~~,) . 

(f¥,)~:i'-~~ ･ f~}~}{~*,･~*. ~*.,"If~~. _ ~ E fb-i 1~1 -~~:. 

()t) r~~~~~Fl~T~~ }4#1J:~~~;~~. 7l~5-~'~;f~~. SSIEE~~~~:~;~._~~~~s~*~. ~i~*-'n~~~;~U~;~~)~. --,~'--･,~ 

f~~*~~:~f~ ~~~O#~;~~ T~_~)L~,j~~~ ~LiIEE ~~ ~~~(~~i~~!~(. ~~f~;Ff-.'~'*,. ~~f~･~,,~:d~;T~~~_^J ( r 

~I~~~~EJ ) ~v¥O ~i~~;y~T~i~~a)f~~#~~i~,~ ~;1l~-J~1)~r~~~-~~c~~lEE~~a)~;~j~~~~::~ 

,,~(~*~J*~{ff~U~:v~f~_,-~~ ~: ~~;7J~'~'r[1~~~. ~a)~>~) Ut~;~~~vl* f._.- ~ ~~~~. f~}. ~{I~;a)f~t~ec:J~tLc~'. 

IPEE~:~~,,~U~~~~:~~f'~'.a)EEfe~;~~;~~e ~~~~V~~~~~a) ~le~. ~_FEa)~~ 7)}(~~~~'~c~~C1~ 

~a)~_~/~~~,~i~'Tf~!,~~-Cv~f~_･-~:v¥~ (~jt~~. _ . ~ - o) J~ ~ ec;~~~~FE~~(D~f~I~{- ~ ~!~ ;~ iHj_~: ) 

~~~* **~f~a);K~~~*9[~=,,~* ~~* ~~~･~ITU~Cv¥~ ~~rt~c~ ~~Y~f~1)~~5~ ~ ~~i~lec~ 1)_ ~C~~f~15~~~ 

M~b~r. . =~!*<~~b~a)4~F-'~Ee~)~~;~~~~~t~~~:;~~~l)7~._~~:: ~:~~'~~. ;~O,". ~:~r~~~~ ~~i~la)T~~~je~#e 

~~: < UCf~'~7~)t~f._･-~)(D~. ~f~ta)~i;cc J~ ~;FEi~~ v¥ ~ ~: ~: c~~:7~~~~;t;~~~~.~~~1~2~_ ;~ :c ~ ~) 

-23-



考えられる、したがって、そのことと遷郁の滝接的契機とは分離してもよいのでぽないで

あろうか。

　（一○）「中圃凹ト代は封鰹制か都市国家か」（「兜林」三三巻二号、昭和二五年、　『中圃

古代史論』平凡社、昭和六三年、所収）五七～五八頁、「中国古代史概論」（ハーバード

1燕京。同志社東方文化講座委員会、昭和三○隼、同前、所収）六頁。

　（一一）「私の中国古代史研究歴」（「古代文化」三七巻四号、昭和六○年、前掲欝所収）

三二七頁。

　（一二）前者は後述する新たなr土」階層の鶏出とその活動に関連して、ひいては孔子教

団の成立とも絡んで重要なところである。後者がいわぱ潜在力として時代の趨勢の内に伏

在しつつ影饗を雅欄1したのと相表褒して、前者は直接的に政治。社会に対してその影響カ

を行使したのであった。さらに、この点に閲連の消息をあらかじめごく概括的に述べると、

都市国家から領ニヒ国家への変化があまりに急激であったことが、社会的変動の振幅を大き

くし、その結果と1して孔子をはじめとする諦子百家の輩舳にっながったといえよう。豪た、

その反而においては、薮ったく同様の理曲によって、彼らの活動の期間もほぼ三百隼閲で

終止符を打つこととなった、かくて、中国の思想史上もっとも多彩を極めた百家争鳴（春

秋戦国）時代は、その慕切れを迎えたのである。

　（一三）いわゆる春秋の「五覇」の名称は、戦国時代末以後の五行思想の影欝下に生まれ

た呼び名でそれ自休に慧昧はないであろう。知られているように、　『孟子」1尽心上篇、　『

飾子』王覇薦、　『白虎遡徳論』巻一、号篇（「四部叢刊」）、　『風俗適鞠』第一巻、五伯

篇（「四部叢刊」）等によってその数え方はまちまちである。念のために確認しておくと、

斉栂公（在位、前六八五～六四三年）、秦機公（同、前六五九～六二一隼）、宋籔公（同、

前六五〇～六三八年）、晋文公（同、前六三六～六二九年）、楚荘公（同、前六一三～五

九三年）、呉王闘閲（同、前五一四～四九六年）、同夫差（同、前四九五～四七三年）、

越王旬践（同、四九七～四六五年）、といったところが弼者に数えられている。また、そ

もそも鯛と王の区別ということを持ち出すのは儒家的な観点であって、歴史的事象とは必

ずしも一致しないと考えられる。割崎市定氏はこの点を指摘しており、なかでも周はその

本質において同盟の指導者たる覇者以上のものではなかった旨を述べているのは卓見であ

ろう（「中圃古代史概論」、前掲襟所収、二三頁）。

　（一四）ゲマインシャフトからゲゼルシャフトヘという考え方は、本来はテンニェス（Fe

rdj．nand　T㎝nies、一八五五～一九三六年）によって喝遭された概念であるが、こうした湘
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点を中国恩想にあてはめることは、多くの賛同者をもっものと思われる。すでに、小島祐

隅氏は「中圃の政治思想」（ハーバード1燕京・同志社東方文化諦座委員会、日召和三一年）

のなかで、こうした視点を首肯している。さらに、この点に関する電繋な指摘は宇郁営満

吉『中国古代中世史研究』に開陳された以下のような昆解である。「孔子においては、人

間牲の自覚は十分であったが、それはまだ、　『社会的人間（ゲゼルシャフトリッヒ）J］と

いう人間のあり方にまでは、到逮していない。これはやむをえない歴史的限界であろう。

けだし、　r社会的．人間』の雅毘は近代の聯爽に遡ぎないのだから。したがって、かれが到

達したr人間』とは、実は、強く竪くr三族制家族』と：いうゲマインシャフトの中に閉じ

こめられた人間であった。それは正に、r家籏的人間』というべきものであった。”。かれ

は、このような雁史的限界性あるr人間』をもって、泄界を見た。孔子は、　r士』の外側

にある下愚の社会を見ること冷淡を極める。…かれが『小人』として、概視する人間は、

政治的対象ではあったが、それ自身が目ざめた自主的人間には程とおい者とされている。

それはっねに、他律的．人間として毘られている。」（一六○頁）というのがそれで、氏の

見解は禰めて示峻に當むもので傾聴すべき点が許多ある。だが、その人間観にっいてはに

わかに左禍し難い点も皆無ではない。この辺りの議諭については次節であらためて取り上

げたいと思う、

　（一五）郭沫若氏は『中国古代社会研究』（一九三〇年初版、　『郭沫若金築歴史篇』第一

巻所収）の「後案」において鉄器が奴隷制から封錐制への転換の媒介となったことを指摘

している（三一頁）。ただし、氏はこのなかで封嬢制の關始を春秋時代と捉えているが、

後に『奴隷制村会』（一九五二初版、科学出版村、一九石六年）においてこの点を修正し、

戦圃時代以隣を封錐舳時代と規定している。ただし、この場合の「封建糊」という概念は、

ヨー口・ソパ中世のそれを念頭においたものであって、しぱしぱ述べてきたような、氏族的

（宗族的）封建体制とは区別しておかなくてはならない。

　（一六）「籍二童、鉄製生巌工具的使用、広渡使用和普遜使用時期」（．．ヒ海人民出版村、

一九六一年）、参照。そのなかで氏は、鉄撚の使用の開始を周が中腺に至るまえとみて、

『尚講』費欝篇に、「備乃弓矢、鍛乃支矛、砺乃鋒刃」とあるのをその根拠としている。

しかるに西岡はまぎれもなく脅鋼器時代であったことから、周民族が般を減ぼし中原に入

るに及んで何故に鉄器を捨て青鋼器を取ったのかという点について、つぎのような説酬を

試みている。すなわち、周はもともと北方に位置し南方の銅、錫が入手できなかったため

やむをえず岐山の裾野に理蔵されてある鉄を利用していた。しかし錬成の技術が劣悪のた
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め彼らの鉄推は般の青銅耕の鋭利さに及ぱなかった、というのがその主たる理由であると

いう。また、鉄裕が本格的に使用されだしたのは稗秋時代、より勝蒲には斉桶公の頃から

であるという点にっいて氏は、　『国諦』斉語に記載の桓公と：符仲の以下の間答を摘記して

いる。

　　桓公間日、夫軍令則箭諦内政実、斉圃算叩兵、為之若何、管子対日、軽過而移諦甲兵、

　　樋公日、為之若何、符子対日、制璽在踊以犀甲一駄慨罪踊以服席一戟、小罪晒以金

　　分、宥間罪、索訟者、三禁而不可上下、坐成以束矢、美金以鋳剣戟、試講狗馬、悪金

　　以緋組夷斤新、試諦壊土、甲兵大足、

氏の指摘にあるように、ここでいわれている美金、悪金とはそれぞれ脅鋼器、鉄器である。

してみると、初期の頃、鉄器はまだ武播としてはそれほど蒐用されておらず、農、興から普

及されだしたらしいことが知られる。郭氏も耕器、手工業器具、武器の段階を経て鉄耕が

普及した旨を述べている（同上、二三頁）。この点に関しては、今日ほぼ定説となってい

ると考えてよいであろう。

　ただし、鉄鼎使用の開姶時期にっいては、周代の遺跡から鉄器がそれほど頻出していな

いということもあり、反論する学者はある。李氏は楊根氏の「戦国雨漢鉄籍的金相学考査

初歩報告」（r考古学報』一力、六〇年第一期）による反論を挙げて、これに答えるかたち

で、郭氏の「鉄撚、我椚要知遺、古代貴族是不屑於棄来殉葬的、平民是捨不得掌来殉葬的。

閃此、従古代慕葬巾我尋鉄籍是相当困難的事。」という見解を引用しているが、現在まで

のところではどちらとも定論がないであろう。

　（一七）『春秋左氏伝』昭公三隼（前五三九年）伝に、斉の暴嬰と腎の叔向との会諦が記

されている。その一一殴を摘紀すれぱ以下のようなものである。

　　黒子日、1比季世也、吾弗知、斉其為陳氏棄、…叔向日、然、跳吾公室、今亦季世也、

　　戎馬不駕、卿無璽行、公乗無人、卒列無長、庶民罷撒、而宮室滋傍、…民聞公命、如

　　逃憲辮、灘郁腎原狐続魔仇隣在平納、政在家門、民無所依、

暴鞭のことぱは、斉国はもう末であり、公族出身で卿を世襲してきたのに捗わり、陳固か

ら亡命してきた隙氏の一族が斉国を掌握するであろうという。こうした事情は晋において

も同じであった。上文の叔向の言によれぱ、公族出身の大夫で卿となるべき鍵。含い腎。

原・柳い続・魔・伯の諦氏は「字隷」の位に降下し、政事は公案を離れ、しかも公族に関

わりない大夫に牛耳られていたので、庶民にはよるべきところがわからない程であるとい

ったとされる。杜預注に、「竿隷、職官也」とあり、あるいは『国語』晋語に、「公食買、
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大夫食邑、士食田、庶人食力、工商食官、竿隷食職」とあり、また『左伝』胴公七年伝に

も「故王臣公、公臣大夫、大夫臣士、土臣亨、竿臣輿、輿臣隷、隷臣僚、僚臣徽傑臣台」

とあることからみれ臥このr字隷」は全く自由を舞われた奴隷身分ではなくして、下級

役人とみてよいであろう⑪

　これと関連して、棉嚢公二九年（前五四四年）に呉の季札が晋に行き、趨文子、榊宣子、

醐献子に向って、晋国はやがて趨。韓。魏の三氏のものになるであろう（「腎圃其葦於三

族乎」）、といったとされる。これらの資料には後世の加簸が疑われるが、それでも少な

くとも当時の消息は繍えるであろう。ちなみに、三家が腎の分馴を卒実上完成するのは前

四五三年であり、その五○年後の前四〇三年には三家が諦候に列せられて晋は滅亡した。

　これらと1比較して程度の叢はあれ、やはり下層からの上昇を示すと考えられるのが、　『

左伝』定公九年（前五〇一年）f云に、　「鯛文子諌日、臣欝為隷於施氏夷」とある一文であ

り、斉最公の執政である鮪文子が、以前は橡国にて施氏の隷として什えていたことが記さ

れている。

　（一八）このあたりに関しては欄伯峻r論語訳注』（中薙譜局、一九八○年、六～八頁）、

及び木村英一『孔子と論語』（創文社、昭和四六隼、二六～三一頁）に比較的詳しく、且

つまと1まった論述があり、両者を参照した。

第二節、西周末の思想状況

1、礼制の崩壊

　礼の歴史的起源が原始社会におけるタブー・マナ観念の獺であり宗教的禁忌を木質とす

ることは、加藤常賢氏｛〕がこれをほぼ明らかにしたことであり、この説は今日多くの支持

者をもっものと恩われる、ただし、ここではそのことをもって直接的な考究対象としなく

てもよいであろう。後に詳論するように、孔子を開湘とする儒教においては、f云承の礼制

（古礼）は周代の礼（周礼）に起源をもっものと搬念されていたからである。そして岡礼

のおおよその惟格は、前漢の頃に成立したとされる文献ではあるとはいえ、周公の制作に

かかる官制を＝築成したとされているr周礼』、卿大夫や十の作法についての次第諦きども

いえるr儀礼』、前漢に伝わる礼の諦制度を繍築し、またそれについての識論を収めたr

礼記』を合わせた、いわゆる「三礼」によっておおよその内容を知ることができる。かか
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る蕎蕎文献が示すところでは、ごく概括的にいって、周の時代において・はそれが祭政一致の

社会。政治制度を維持するに不可欠とされた「察礼」としての慧義を有したほか、宗主を

頂点とする宗法制を支え上下秩序を維持するための実践規定としても機能したというのが、

今日一般的な理解である｛2）。これによって推測するに、宗教的禁忌に起源を有する礼の適

応椛囲は、その原初的意義を離れてますます拡大し、君臣。父子。夫婦・朋友。郷党等々

の糊疎にかかわりなく広く人間閲係一般に及んで、祭祇の㈱礼から習俗、冠婚聯祭の搬洲

燐礼の一切を包摂し、人閲闘係を細かく規定する格令でもあったことが理解される。それ

は、今日のわれわれが礼ということぱによって想像するよりも、はるかに豊寓な内容を有

していたとみられる、これを要するに、古礼は、宗教・政治。社会の金般にわたって、氏

旅的（宗族的）封敏制を維持統制する1突1践的規定であり、後世の法碑、遭徳、宗敬へと分

化発展する諮要素をその内に胚胎していたのであった。

　ところで、礼の原姶的意義が次第に儀式や制度までも包括したことはここに述べたとお

りであるが、そうした礼的秩序の拡大。発展は無限．定に敷術されたわけではなく、あくま

で天の権威に包括される樋囲において、礼と1しての存在意義を有しまた機能したのである。

この点についてはつぎのような説㎎が可能であろう。礼のなかでも最大1最高の位置にあ

る祀天の鰯式における主宰者はヨ三であった。この場合、神聖．性というものが天の照俳とし

て存するが、この神聖性はっねに地上の権カを代表する王との相関において生じた。っま

り、天を祀ることは、それを榊聖なものと認めて権威を付与することであり、逆に天に関

与し天に比肩すること1が王その人をして地上における比類なき権力者に抑し上げたのであ

る。天の神聖竹と干の一榊1力とはこのように相互補完の関係にあり、王の命令は同時に天命

たることをもって補械される。しかも、．祭祇はまつりごと（政蹄）の要諦であるから、そ

の形式を逓して壬を頂点とする位階的秩序がいっそう明確にされうるのみならず、祭祇を

軸に掘えることによって天への畏敬の念を、そのまま王権の正当性の根拠として設定する

ことができた伽したがって、古礼がそれ自休に貝有する機能を如何なく発棚するかぎり、

ヨ三は強権をもって民の日常生活を規制するだけでなく、その権威によっても民心を収欄し

えたのである。かくて、宗教的鱗礼としての古礼が、規範、つまりそれを共有する築団を統

制する紐帯として機能すること1の纂底には、明らかに天命思想の存在を認めることができ

るのである。

　ところで、周代封建制の基礎であった邑国家（城市国家）体制の崩壊とともに、こうし

た秩序は動揺をきたした。春秋・戦国時代を遜じて穣数の邑を兼併した鋼域国家が出現し
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さらに統一国家へと移行する過程において、社会休制がいっそう大きく変鋤するなかで、

吉礼は次第にその実体を失い崩壊の度を強めていったのである。ちなみに、晋の文公によ

る潟における会鯉の事（前六三二隼）、楚の荘王が鼎の慨策を間うたとされる薙（前六○

六年）、あるいは上述の魯国の憎勢など、そうした事憎を物語る出来事は数多く摘記でき

るであろう川、こうした古礼の腕壊ということは、それが単に政治・経済的嬰因からくる

社会休制の急連な変化に対応しなくなったということであれぱ、おそらく間魎は単純であ

り、礼制が変革されれぱそれでよいという見解も成り立っであろう。しかし、この間艘は

そう単純ではなく、そうした礼制の崩壊にはより本質的な原困が瀞んでいたのである。そ

の原因とはごく簡日月にいえば、上述の礼制を根底から支えた天命思想に動揺が生じたこと

である。拠言すれぱ、人倫的共同体において価値の根元を指示した天命思想に醐揺が生じ

るこどによって、その紐帯としての機能を果たしていた礼制に形骸化が引き起こされ、ひ

いては崩壊に瀕していったのである。そこで、礼制の形骸化の前換どなった天命恩想の鋤

揺ということの意蛛を探りながら、この間魍の本．質について考察することにしたい。

2、古代天命思想の惟格

　繭周の時代においては、人と対崎する外的世界の中心はすでにr天」であった。ただし、

このあたりの事憎にっいては若千の補足を要するであろう。ごく一般的にいうならぱ、こ

こに至る過程において、もともと各氏族のもっ禍先神が存在し、氏族ないし部族間の抗争

を経て唯一神の槻念が確立し、漸次上帝（帝）あるいは天において一元化されたものと考

えられている＝川。この「帝」の字義については禰々の解釈に分かれることはいうまでもな

いが、ここではそうしたことまでも問趣とする必要はないであろう。むしろここで考究さ

れるべき閉魎は、「天」の思想が「帝」の思想からの展開であることは疑いないところで

あるから、諦榊がいっの頃から人格神的上帝（帝）において一元化されたのかということ

にある。そして、その時期を特定することはいうまでもなく困撚な閲魍が・含まれ、一概に

断定することは不可能であろうが、それでもある程度は推棚がっくであろう。

　まず、般人の「帝」が柵先神であったこと1は郭沫若氏がすでに同月らかにしたことであっ

た（引。そうした「帝」が自然を支配し、人事の禍禰を左有するカを有する人格抑的仰楴に

おいて搬えられるようになったのには、磯耕によって燦団生活が縦持され、天候の順調な

岡期的循環が期待されて、且っ豊作を祈念する磯礼（たとえぱ祈年祭）が共同休を統制す
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る機能を担うといった状況を想定されなくてはならい、要するに、赤塚忠氏が論じたよう

に、そのことは、　「農業を国家経済の幕本とする困家の出現」｛6）と期を同じくするものと

考えねぱならない。そして、その岡家は、史実としての信獺惟からみてやはり氏が指摘す

るように殴王棚であったと思われる（同前）。そうすると残された間魎点は、「帝」と「

天」の関連をどのように把擬すべきかどいうことであり、ひいては至上神としての天の思

想、がいっの頃に成立したのかということにある。

　許悌のE「説文解字』によれば、「天」は「顛なり、至高無上、一大に杁う」とある、た

だし、　「一大に杁う」という字解がそのまま鱈棚できないことは郭沫若氏がすでに明確に

論及したことである。郭氏の所説をはじめとして今日までの成果によれぱ、ト辞、金文を

逝じて「天」の字は人休の象形で、しかも人休の頭部を強調したものであり、郭氏のこと

ばでいえば「顛の所在を一示す」ものである。頭部を示す魚（テン）は「一」に変化した。

ここから「天」は、およそ物の頭、頂（顛）の義となりさらに蒼空を指示する語となり、　「

大」の鞠を含むものとなったとされる。かくて、かかるr天」が、さきに述べた禍先神か

ら自然榊的雫卜榊へと鵬閉した「帝」と同視されたわけであり、おそらく両噺の統合は「

帝J概念の成立から逮くない時期、すなわち般代か遜くとも殿周の際には行われていたと

考えられる川。したがって、詩欝のなかで両者が混用されていることも奇とするに足らな

いのである。

　そ’してその天は、　『詩経』、　『欝経ぷが説くところによると、人間を合むこの廿界の一

切を牛み出し、主催するとされていたところの、いわゆる人格神的。有意志的存在であっ

た、ことぱを換えていえば、天は大自然の運行とそして時ならぬ天変地異といったものの

背後にあって豊澗と災害とを降し、民衆を鋤戒し為政者に蕃導を勧める絶対者として観念

されていたのである。この威厳と慈愛に満ちたr天」の風貌は、一而では、古代の人々が

大自然と対塒して生じたところの思いを、そのままの蒼空に向かって投影したものと解釈

することができる。しかし、その反繭においては、すでに竹内実氏が述べているように、

絶対であること＝と権威であることと1は一意ではなく｛8）、大自然の絶対的威カに権威が与え

られ、しかもそれが統治の手段として行使されたところに西周の天（1天命）思想の特色が

あったことを肴過してならないであろう。古代思想は、人間とそれを取り播く外的廿界、

つまり自然との関係を解釈する古代人の素朴な鯛念に沿って珊解される、換言すれぱ、こ

の天（天命）思想は一般民衆の心備のなかに自然成立した蝦のものではなくして、むしろ

外的世界に対する民衆の畏怖や敬仰の念といった宗教的心情を巧みに利用しながら、周公
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といういわぱ文化二聴雄に仮託され、意図的に粥築された理論体系つまり思想であると考え

られるのである。

　この視点から、西岡初期に成立したとみられる豚欝経』諦篇の記載を考検するところ、

その理論楴成にはふたっの方向性があったようである。まず第一一に、頑強に紙抗する殴の

遺民（頑民）たちには、般の滅亡の必然性を天・命喪失に帰してかれらを納得させ、その反

抗を封じるという意昧があった。そこで引用したいのは多士篤の一節であるが、多士とは

この場合、般王棚に仕えた者たちという調である。そこには、成王の命令をf云える周公の

ことぱを、っぎのように喬己している（9’。

　　爾、般の遺る多土、墨天弔（あわれま）ず、大いに喪を殿に降し、我が有岡は命を祐

　　け、天の明威を将（おこな）い、壬の罰を致し、般の命を勅し、帝を終う。ここ1に爾

　　多十よ、我が小圃敢て般の命を弍（と）るに非ず。これ天、票（あた）えず。允に乱

　　を固うする岡し。我を弼く。我れそれ敢て位を求めんや。これ帝弄えず。これ我が下

　　民の棄為、これ天の明畏なり、…成湯より帝乙に至る、徳を明らかにし祀を榊へざる

　　岡し。またこれ天、不（おおい）に敏て、有般を保又す。般ヨ三もまた脈て帝を失う岡

　　し。天に胴してそれ沢せざる岡し。今に在りて後嗣の王、ここに天に鋼かなる岡し。

　　矧（い矛）ん）や日（ここ）にそれ先．ヨ三の鋤家を聴念すること有んや。ここに淫しそれ．

　氷し、天顕民概を願みる岡し。これそれ上帝保せず、かくの料き大喪を降す。これ天

　　男えず。その徽を明らかにせざれぱなり。凡そ四方小大邦衷ぶる、嗣に辞有るに非ざ

　　る岡し。

これによると、＜畷1の卿降と減亡の輿困は天命の向背にあった。小邦である周が大邦般に

桝わてブζ統1治することは、天命の定めるとこ1ろによってこれを帆行するだけで胴の直推煎

志ではない。もとはといえば開柵湯王から帝乙までに行われた祷政を嗣がなかった後王の

邪であり、安逸に耽って費族や民の諌めに耳をかさなか・）たその罪は罰せられる理出があ

った＞というものである。また、成王のことばとされる大言害篇にも、

　　予れ惟れ小子、敢て、卜帝の命を祷（すて）ず、天は寧ヨ三（文王）を休（よみ）して、

　　我が小邦の岡を興せり。いa）

とあり、概から周への政梅の移行はまったく天の命令によるものであって、岡はあえて天

0〕煎志に背くことをしなかった旨を閉らかにし、殴岡0）政変を天が・命を1叩：したことに鼎し

ている。そのうえで、

　　またこ1れ爾多十、服する牧、奔走して我に唖と1し多く遜（したが）えよ。爾乃ち尚爾
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　　の七を有せよ。爾乃ち尚幹止を寧んぜよ。爾克く敬する、天これ爾に昇矛今せん。爾敬

　　する克わざる、爾衝だ爾のニヒを有せざるのみならず、予また天の罰を爾の鯛に致さん。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（多土繍）

と1いい、岡・公は、般の遺民に対して周に帰順することを勧め、服従するものは土地を有し、

反抗するものにはさらなる天罰が下されるであろうことを告げた。かくて、般の遺民の反

抗を取り除き周の天下統治の正統性を根拠づけることが、天命思想を納織したひとっの理

由であったみられる。

　そして殴王棚の天命得失の一事を辮戒として、内（周人）に向かってはみずからの行い

を鏑考して天命を保有せよというのが、天命思想を組織したいまひとつの意図であった。

『史記』周本紀によれば多土篇と一連のものとして製作されたのが無逸篇であるが、そこ

には岡公が成王に述べたと：される訓戒としてつぎのような一段を載せている。

　　鴫呼、今より継ぐの嗣王は、則ちそれ襯に、逸に、遊に、田に淫する無く、万民と以

　　（とも）にこれ正をこれ供せよ。皇（いとま）あり今日耽楽すと日う無れ。乃ち民の

　　訓（のっと）る枚に非ず、天の著う牧に非ず。この人不（ここ）に則（おい）て慾有

　　り。般ヨ三受の迷乱し、酒徳に、醐’るが若くする無れ。

すなわち、〈先王の後嗣としてこれからヨ三位を嗣ぐものは、稲々の遊興に耽ることなく、

民の手本とならなけれぱ天に轟みされることはないから、くれぐれも般王の如く鏑乱して

酒に溺れてはならない＞という。同様に酒を戒めることを厳命して、殿人に鑑みるべきを

説いたのに酒諮瀞がある。そこにもやはり、

　　古人に言う有り、日く、人L姐於上口○監渇狐し。．＿当に風にj虹エてj泌べ上。今これ

　　般その命を蹄す、我れそれ大いに監て1時（ここ）に撫せざるべけんや。

と1あって、般の興一亡に言及し天命に説き及んでいる（下線部には後に論及する）。いうま

でもなく天命保有の要は戒酒にかぎったことではない。たとえぱ康諾篇は康叔を衛に封じ

るに際して、周公が成．王に楼わってその命令を伝えた内容とされているが、そこでは刑法

の適、正な遜用を説きながら、さらにことぱを締けて、

　　鵬呼、灘（いま）汝小子封、これ命は常においてせず。汝念え。事を我砂する無れ、

　　乃の服命を明らかにし、乃の聴を高うし、用って民を康又せよ。

というように康叔に告誠している。天命に常なしといっている主意は、君爽篇にr天命易

からず」、　「天信ずべからず」といい、またr詩経』大雅文王篇（川に「天命常照し」と

ある趣旨と同じであって、天を信じないことではなくして、人間の恩量をもって湖りにく
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いという調である。このことは、天命が地上の如何なる楴力をも趨越していることを、統

治拷たるみずからに対して認識させるという効梁が期待されたのである。君礎篇の下文に、

　　我が道はただ寧（文）王の徳を延（なご）うし、天廟って文、王の・命を受くるを釈（す）

　　てざらしむ。

とあるように、それは、文王という伝説の聖王を想定しっっ、あくまで天命の傑有に努め

る者のみが砂滅を免れうるという旨を言表することによって、為政者としての爾務が耕政

にあることを高調するという意義を伴うものであった。この点もまた西周成立二期における

天命思想に認められるひとっの特色である。

　ごく概括的ではあるが、以上の考察を逓していいうることは、その実際の成立事憎ない

し実態がどうあれ、周王靭の存在およびヨ三権は天命を代行するというかたちを取ることに

よって、論理的には、その．正統俳が保証されるということである。換言すれぱ、かかる天

命思想は、周王蜘という共同休における価備の根元を指示したものであり、そうすること

によって、周王朝は単なる力による部蕨連合に留めることなく、王権を頂点とする人倫共

同休としての・存立を論理的に圭張したのである。ここに古代天命思想、が果たした枢要・な思

想史的役剤があったといえる。

　かくて、かかる天命思想は、合理的な思、推に某づいて形成された統治理論であったとい

うことができる。独いていえぱ、これこそ中困思想、史における合理思想の萌芽として注視

されるべき点であると思われるが、合理的思推との閲遼にっいては後論でふれることにし、

ここではしばらくおいておこう。ここで注意したいことは、古代天命思想の理諭の外に出

てあらためてこれを眺めてみると、その辛張するところの天命が、実は王権を趨えてはお

らず、ひたすら王椛脇諦に奉什する理諭であると1考えられることである。この点こそ後述

する合理的思推が次第に顕在化してくる契機として重要なところであったと思われる。

　そこでまず肴遭されてならないことは、確かに天・命をひたすら戒欄せよといっているか

にみえるその反而においては、有徽拷には天祐がもたらされるという力強い自筒を覗かせ

ていること1である。すなわち、このことは、すでに所引の君夜篇の一文において、天の所

為は定かにし難いといいながら、文王の徳を永続するように醤力すれば天もまた文ヨ三が受

けた大・命（統治）を奪うことはないとする趣意にも現れている。この場合の徳とは、r配

天」の能力すなわち天の恩寵を得るような才能として思識されたものである。鴛　篇の岡

公にことぱとされる内容のなかに、

　　在昔（むかし）上帝は割（おお）いに、寧（文）王の徳を申ね勧めて、それ大命をそ
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　　の躬に集（な）せり。

とある一文がその論拠となるであろうし、あるいは、　『詩経、』大雅文王瀞に、　「文王附卿

して、帝の左右に在り」とあることもその証左である。この徳の概念の創出こそは西周に

おける倫理思想の発逮を示す徴表ともいうべきものであろう。というのは、そもそも威厳

と慈愛に満ちた天の風貌は人の自然な心憎に生藻れたものであるとはいえ、天の存在が漠

然とした形禦の段附に留まるかぎりは徳の概’念も生起しないであろう。天の実休（自然）

がいわぱ主観的意識によって対禦化されること1なしには、天概念に対する従属概念である

徳の概念も成立しないと考えねぱならない。　「徳」の概念は、外的自然に対する対象化と

相表裏して、人間の主槻（主体）に対する覚醜の深まりを端的に物語るものであるい2）、

かかる欄点からみてみると、諦朴な心憎に発した天鯛念の本質である畏敬の・念を利用しつ

っ、自然を明確に対象化して天命思想を榊築したその人（逮）は、今日それが壽帷というこ

とを特定するのは、不可能なことで、伝統的には周公の名に仮託されるが、いずれにしても

人間の主体的営為に覚醍した人であったと推湖される、しかも天の脅威を民衆に向かって

説くその人は、もはや天をひたすら恐惚する人ではなかったであろう。こうした観点に立

っならば、天命に服順することが周．ヨ三棚の統治目的であるというのも、あくまで政治的喬

辞にすぎないことが知られる。いうまでもなく、その奥には、天・命思想、を胴王棚～人倫共

同休における王椛の棚護という政治目的に使用しようとした意、図が閉瞭に肴取されるので

あるい3）。

　ところで、天と1いう洲線的実体（概念）は、政治理諭一トの要諦から王権の上に瓶する分

には統治にとって何ら障害と1はならない。繰り返し述べてきたとおり、古代天命思想は天

の楡1威を王椛の沸言婆に利用するところに成立したのである。それでは、大諦篇にみえるよ

うなト間の事例がいったい何を舎意するのかということがここで閲われてよいであろう。

というのも実質的に王椛が最高位に掘えられていたとするならぱト間は不用であるに廷）か

かわらず、それがなおも用いられたという事実は、卜間自体もまた王権に追従するもので

あったことを窺わせるものである⑪ここで注目したい大言筈篇の記事は、管叔・薬叔・簾叔

の謀反を討伐した三監征伐の宣言文と伝えられているが、そのなかで吉トを得たことが諦

候をはじめとする属下の者たちに告げられ、東柵して三監を伐つことは天命であると述べ

られている｛川。無論、反乱は見過すわけにはいかないであろう。当然、ここには従軍を

忌避しようとする者たちを促す意図があった。こうした記載のほかにト間の事例がほとん

どみえないことを勘案しても、王権にとって天意の媒休者としてのト占本来の意燕はすで
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に稀薄であったとみられる。にもかかわらず殴代の神政政冶を蹄簸するかたちでト占が使

用されたということは、王の意志に反して凶トを得ることが想定されておらず、したがっ

て王権と天命との摘瀞はあらかじめ阿避されており、そうした前提条件が備わったうえで、

統治機構のなかにおける王権強化の一環としてのみそれが行使されたと考えざるをえない

のである。

　かくて、天意を直接的に媒介するとされたト間が壬権に従属するものであったとしたな

らぱ、天意を間接的に媒介するとされた民意の位衝は推して知るに難くないであろう。こ

のことは民本的な襯念にかかる間魍としてしぱしば取り上げられるところである。

　そこで吉代天倫思想の竹格をより閲明するために、いわゆる民本的な棚念なるものの竹

楮についても検討しておきたい。まず、ここでいう「民本的Jどは何かを閉らかにしてお

こう。梁啓超はr先秦政治思想史』の前諭．第三童において、　「民水的思想」の項目を設け

ていくつかの興昧ある論点を閥陳している。かれによれぱ、天に作為があるからには、必

ず意志がある、では天意1は何に瑚れるかというと、それは民意、に蜆れる、これが天治主1鵜

と民本主携とが結合する所以であった、一という。さらに梁啓趨は、天子が天の代理であ

るとすれば、天の監督下に政治を遂行することになり、本来の最高主権者は天とみられる

が、抽象的夫は「人民」を経由して知・能・試。聴を具．体的に現すものであるから、論理

の帰締としては「人民」をもって璃実1二の最騎幸締者と肴倣さざるをえないともいう（川。

こ0）ように、人民が箏実上の椴商ヨl1椛者であるという思倣こそ民本的な棚念の木概であり、

こうした点は後の需子によって革命是認の理論が坐み出されてくる淵源ともみられるとこ

ろである。あるいは、近代的デモクラシー思想、とも類似竹．をもっ襯念であると一般的には

考えられている、J二うである。仮にそうであったならぱ、孟子の思想は別にして、それがこ

の時代の為故者みずからによって携示されたことはきわめて注目に値しよう。しかし、は

たして凋実にはこうした思想が存在し、また実行に移されたと考えてよいものであろうか。

焚啓超は、古代の民本的思想が一痩でも爽現したか否か、どういった方法によって実現し

たのか、どの程度において実現したのか、これらのいずれの閥いについても確’蕎’し難いと

いう（1引。確かに、周欝の主要部分を榊成する大諾篇をはじめとする緒篇において、古代

天・命思想と民木的な思想とが襟接な関係において説かれていることは、上記に引用の諮童

からも棚い知ることができよ；）。これら各繍が爽行の伴わない空肴を記鍬していないとし

たならぱ、少なくともこうした民木的襯念が執鉤に贈遣されたことには何らかの意昧があ

ったはずである。この閲題に閥連して、たとえぱ朱日耀氏やその他のように、これをその
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ままr敬天保民」の思想とみている中国の研究者は多いようである。しかし、その「敬天」

が、．巾純に王権のうえに天命を粥えるものでないことは既述したとおりである。では、　「

保民」の巾身はどうかというと、理論的には、同氏が論じているように、　「去競政」、　「

察民憎」、「偵刑罰」といった事柄を指示すると考えて誤りないであろう。しかしそれら

がこの場合の民本的観念の本質を遭破しているのか否かは、なお考慮の余地があるとしな

くてはならない三川。こうした一連の閲願点を解明するうえで、梁啓超の「民木的思想」

の項目の締諭部に相当する以下の一節は、われわれに璽要な示峻を与えてくれる。

　　要而論之，我先民極知民意之当尊踊。推民意如何而始能実現，則始終未欝当作一閲題，

　以従璃研究。故執政若遼反民意，除却歪悪賢満薇、群起革命外，在平時更無相当的制裁之

　法，此吾国政治思想中之最大欠点也。い8j

これによると、先人は民意、を韓璽すべきことは知っていたが、民意を如何に実硯すべきか

については間題にしたことがなかったという。この前半の．主意は、上文の酒諮篇にみえる

古人の格言に（下線部）、「古人に言有りて日く、人、水において監る無く、当に民にお

いて監るべし」とある文意にも示されている。それがいわんとすることは酬瞭であり、一

毘して理解されるように、これは統治者たる者はわが身を水鏑に写すのでなく民意に写せ

という調である。しかし、鍍考することど反映することとは一意ではないであろう。朱氏

の所諭をはじめとして諦説の風’落としがここにあった。すなわち、ここでいう民意とは鏑

の如くものいわざる民意が想一定されているのであって、政卒に対する庶民の欄棚的な発書

といて）たことは命く考廠されていないとみるべきである。この点は肴遡されてはならない

点である。

　このように考えるならば、民意を如何に実踊するかが間わオマ、ないのはむしろ当然であっ

た。民木的な槻念とはいってもその本質は、繰り返し述べてきたように、統治者みずから

に対して自戒せよといっていることと何ら異なるところはなかったのである。仮にブ）・かる

時代相のなかで民意を輿に反映しうるものがあるとすれぱ、梁啓超はそれを中国政治思想、

の最大の欠点どいっているが、武力による「革・命」ということ以外には考えられない。そ

して、殴岡の．壬輔交替とは、そうした意蛛におけるまぎれもない「革命」であった。その

こと：をもっともよく心得ていたのは、ほかならぬ周ヨ三靭の統治者自身であったはずである、

かれらが戒惚したものが、天意ではなくして実は民意の向背にあったことも想像に燃くな

い、これを黎するに、かかる民本的思想はあくまで支配を胃的としたものであって、民慧

の尊箪ということは、どこまでも王権の側の自己裁婦に黍ねられるにすぎない。まして「
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革命」それ自体が実際に容認されるなどということがありうるはずもないことは無論であ

る。民意尊璽の根底には王権撚護と相候って「革命」を未然に防ごうとする統治目的が明

らかに存在しているのである、棚言すれぱ、西岡二期におけるこの民本的な槻念を舎む天命

思想こそは、いわぱすぐれた非革命の論理休系なのである。

　ところで、この民本的槻念の存在はそれがどのような政治形態や統治目的から産出され

たものであれ、巾胴の補神、文化の歴史的展開にとっては著しい推歩であったとみて閉遼

いないであろう。というのも、こうした思想は論理形式としては．王権を天・命のもとにおく

ことで壬権を擁譲してはいるものの、同時に爽在の王権カが民意に立脚しその向背に左右

されるこどを遭破したものであり、天の権威と王権との間に懸隔があることを根底におい

て承認するものであったと1看倣されるからである。赤塚忠氏はこうした両者の間の懸隔を

指摘して、それが周王国の人倫共同体としての健全さを物語っているとみている＝19）。確

かに、概念ないし思想としてはそのように受け取ることも可能であろう。ただし同氏は上

帝の権威と王椛を分離するところに、人倫共同体自休を実在するものとみる中同民族の思

想の健全さがあったという旨を述べて、それがあたかも実在したかの如く論じているよう

であるが（川、歴史的薙実と1しては、むしろ逝であったと考えられる。っまり、天威と王

権とを分鮒しなかったところに、梁啓趨のいう中国政治思想史の最大の欠点があったとみ

るべきであろう。

　ちなみに、中国思想史のなかで真に天威と王権とが分辮された時期（時代）が存在した

とすれぱ、それはいつ頃であったと：いえるであろうか｛21〕、西周の時代にそれがあったと1

するのは、無批判に西周の時代風土を理念化し美化するものである。また後の中国史のな

かで、仮にそうした時期があったことを摘摘できれぱ、おそらくはかかる天命思、想が民本

主義の商芽としてよりいっそう高調されてよいに違いない。だが史実としては、民本的な

棚念は近代的意昧における民本思、想とは似て非なるものであって、またおそらくはそのこ

と：の故に、後の巾国史を遡じてっいに雅逮を遼げるには至らなかったのではなかろうか。

いわばそれは来成熟のままに終わったのではないかと思われる、確かに、璃代中国におい

ては「祀天Jや「封禅」の儀式こそなく、天壇の地もその重要性を完全に奪われているか

にみえて、実は実在の指韓者を神格に祭り上げようとするいわゆる「造神運醐」の類が近

年になっても行われている。あるいはこうしたことも民本思想の未成熟ということと無閲

係ではないように思われる。それだけに、なおさらこの時代に民本思想に似遡った鯛念が

出現したとみられることは、かえって、これを含む古代天命恩想の全体粥造が、王権擁言褒
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の理論として如何にすぐれたものであったかを、端的に物語っていると考えられるのであ

る。

3、合理的思、推の台頭

　ここでさらに考究すべき間魍は、そうした宗教的天棚念ないしは、それを包摂する統治

理諭としての古代天命思、想に動揺が生じたということである。その最大の源因は、一言で

いえぱ、すでに指摘したように合理的思惟の台顕ということに帰納されるであろう｛22）。

合理．的思俳の雅展のなかで休系的な思想を櫛築したのは孔子をもって囎矢とするが、その

先駆をなすとみられる人物は『左伝』のなかにもしぱしぱ登蜴している。ここでかれらに

おける馴准の特色に焦点をあてながら、まずは合理的恩推なるものの意峡を閲明すること

から論述を始めたい。

　孔子を遡ることさほど逮くない時期に、螂の宰相で孔子によっても敬慕された賢人子産

がいた。郷の火災に際して神鰯という人物を用いることを退けて、

　　天遭は遠く、人道は遜し。及ぶ所に非ざるなり。何を以ってこれを知らん。粥、焉ん

　　ぞ天遭を知らん。これまた多言なり。豊に信或らざらんや。＝23〕

といったとされる子産のことぱは、辞義どおり解釈すれぱ、迷憎的呪術を廃し人的営為に

対する信頼を表明したことによって、合理的思推を端的に表白したものと理解される。さ

らに遡れぱ、たとえぱ、

　　故に周蕃に日く、皇天に親無し、ただ徳これを棚く。｛川

と語った虞の宵之奇や、

　　それ民は神の辛なり。ここを以って聖王はまず民を成し、而る後にカを神に致す。故

　　に牲を奉げて以って告げて日く、博禰肥栃。民力の普く存するを調うなり。その畜の

　　仰大撚滋を洲うなり、…故にそのヨ時を努め、その五教を催め、その九旅を糊しみ、

　　工以ってその稗祀を致す。ここに於いて民和して柳これに禰（さいわい）を降す。（川

どいって随公を諌めた季梁といった人物を挙げることができよう。こうしたいわぱ孔子の

先駆者ともいうべき人物は、天（ないし神）の禍禰は人の努力によって変えられるといっ

た思惣の特ち†であったようである。すでに閉らかなように、かかる一迦の思怖は、旧禰

に泥んだ固定的価備襯に理没していたわけではなく、一方では、旧来の価倣湖の根幹たる

天・鬼神い抑といったいわぱ人倫を趨えた存在に対する畏敬の念を保持しながら、また他
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方において、人間みずからによる価値創造の領域を確保せんとしたところに、かれらの思

推に共遡する特微が認められる。要するにそれは、人間の思倣能力、より勝鞠にいえば人

の理性的思推に対する億棚を表白するものであった。こうした思推の特色を掘えて、一般

的に合理的思推と呼称されているのである。

　さて、合概的思推ということの意味をかかる槻点から提えてよいとするならば、これま

でに述べてきたように、西周の時代にみえる天命思想のうちに、すでにそのi痂芽が包蔵さ

れているといっても過言ではないであろう。璽ねていえぱ、古代天・命思想は、それ自．身が

すでにすぐれた統治理論であって、宗教的畏怖や畏敬の念そのものではなかった。それは、

天意という本来は宗教的心憎にすぎない抽象的観念を、統治の理言鯖に紺織しヨ三権の強化に

凡］いた、いわぱ合珊的な思推によって榊築された人為の雌物であったといえる。そして、

この天命思想のなかに合理的思彬がすでに胚姶していたということは、槻座を換えていえ

ぱ、古代天命思想がその自已展開のうちに必然的に合理的思倣そのものを客休化し、対自

的閲係をより顕在化しっっ、っいには自已に対立するものとしてのかかる思推によって、

その揺るぎない位置を脅かされるに至ったことを意味しているといえよう。

　私見によれば、この点は従来の研究のなかでほとんど閑却されてきたところであるよう

に思われる。従前の諦研究の多くは、古代天命思想の動揺ということを西周末の時代相と

祓緒して、もっぱら政治・経済的変動を巾心とする社余休榊の変化という棚庶からこれを

説閉しているようである（26）。確かに、古代天命思想の醐揺ということと、すでに所論の

西周末という時代的諦相とが、非常に密接な関係にあることは何人も否定できないと思わ

れる。そうした外在的要因が古代天・命思想に反映し、その動揺を誘引したことは酋肯され

ねばならないであろう、しかし、そのことが蔵ちに古代天命思想の動揺を惹起したのでは

なく、むしろその契機にすぎないというのが本論で辛張したいところである、前者の所説

はひとつの歴史概としては成立可能であると思われる。しかし、本論はそうした立場をに

立たず、思、想それ自体の展開における内在的要素を、より璽視したいと考えるものである。

　ここで確認しておきたいことは、合理的思、惟が何処ともなく忽、然として勃興し、そうし

た外花的禦困によって古代天・命思想、に勅揺が引き起こされたのではないというこ1とである。

こうした視点を窺付けるのは、西周の天命思想、に対塒するものとしての合理的思惟が、天

に対する機概灼態皮としてまず解最したことである。すなわち、襯擬とは懐疑諭を持ち出

すまでもなく信獺（篤信）を前擬とする。いうまでもなく、ある命魍ないし事象にっいて

輿偽決定の判断をなそうとするとき、まず前提となる命駆があって、さらにその命題にか
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かる真偽の間に一定の振幅があってこそスケプシス（検証～懐疑）の生じる余地がある。

この懐疑が篤信のなかに伏在するということは、われわれに璽要な璃柄を示唆している。

この襯点からいえぱ、西周末に生起したところのかかる天に対する懐擬的態度は、既存の

天命思想に対する反定立として現れたにほかならないとみられるのである。したがって、

古代天命思想それ自体における自己展開のなかに合理的思推が顕現してきたという解釈は、

ここに大幅に補強されるであろう。

　そこで西周末の社会憎勢に相応して顕在化してきた、天（天命）に対する懐凝的態度と

いう間駆についてしぱらく検討してみたい、その資料となるのはr詩経』国風および小雅

。大雅の諦篇に敬見される諦童である。周知のように、善に嘉し悪に禍す天を賛英すると

いったそれ以前に成立した諮章とは著しくその趣を異にしているために、これらは一般に

総称して変風。変雅と呼ぱれている｛27）。いま、変雅のなかから若千の薙例を抜き出して

みると、たとえぱ、「異天は弔（あわれ）まず、乱．定る有る燦し」（小琢ポ節南山篇）、

「異天は忠ならず、この大戻を降す」（同上）、　「浩浩たる黒天は、その・徳を駿（なごう）

せず」（岡・雨無正篇）、「暴天は疾ましめ戚す、慮せず図らず」（同上）、　「如何ぞ黒

天、僻言信ぜず」（同上）、　「黒天は已（はなはだ）威、われ傾（まこと）に罪無し、異

天は秦伽、われ懐に募無し」（同・巧言篇）、「疾ましめ威す上帝は、その命碑（よこし

ま）多し」（大雅・蕩篇）、　「黒天上帝、寧ぞ我れをして遊れ僻めん」（同。雲瀧篇）、

といったところが挙げられるであろう。これらの諦童が諮るところからは、変雅の作者た

ちの天ないし天命に向けられた甚だしい不宿と怨嵯の声が感じられる。とくに大雅・薄篤

の「（民）を疾ましめ威す上帝、その命、癖（よこしま）多し」とあることぱなどは、不

層のなかでも最大級のものであり、天命に対するあからさまな怨望を告自するが、それで

も天観念そのものの絶対否定ではないようである。このことはなにより、かかる天命批判

は禰醤禍悪の天を予想し、それを根拠とするものであることからしても明らかであろう。

っまり、傲概ないし批判とはいいながら、その榔腐においては、こうした言辞は、天を叫

んで天に哀訴乞求するもので栃ったと看倣されるのである。赤塚忠氏によれぱこの薄篇と

それに繍く抑篤とは同一作者によるものであり、その抑篇は、徳行。謡言。猷謀。武事な

どの教訓を述べて、西周の遭徳鯛念をほとんど尽くしているという。そうしたうえで氏は、

　　爾の窒に在るを棉（み）るに、なお尿漏に惚じず。顕かならずと日う無れ、われを云

　　（ここ）に槻る菓し。神の格る、度るべからず、矧や射（いとう）べけんや。

とあるのを引用し、「天命の正善を疑ってもっいに疑いえず、いっそう強く古訓、徳行、
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威儲をば1賂守して、依然、再び天命の循畷する時、王固の余栄の回復するを待とうとした」

のが、この時期の詩人たちにみられる一般的な態度であったという（28）。こうした氏の所

論は、厳密な考証に立脚して論理的にもすぐれたもので、おそらくはこの時期における天

命思想の実態を的確に捉えた、きわめて説得的な論説である、

　いま、これに欝言を加える意図は毛顕ないが、本論の趣意からあえて明確にしておきた

いことは、堺党するところ古代天命思想の鋤揺ということは、それが統治理論として無力

化したことを意昧するのであっても、直ちに天の繍念が潰えたことにはつながらないとい

うことである。いうまでもなく天を畏敬するかれらの意念はなお堆きていた。天はかれら

詩人たちにとっても、頭上にあって背と1変わらぬ紬対の威力そのものであった、ただし、

その威力が善に福を下し悪に禍を下すことを教戒として、天意を代行する王権において冊

傭襯の一元化をなそうとした企図は、それこそ周王靭の安泰を謀った統治理論～古代天命

思想の核心であったが、ほかならぬ天（この場合は鯛念ではなくしていわぱ自然の威カそ

のもの）によってその無力さが暴露されたのである、かれらはそのことを見逃さなかった

ということであろう。こうした槻点からみれぱ、かれらが天に向かって怨暁のことぱを投

げたということは、敬天の念をその天命思想から切り離して深く沈潜させたものであり、

天命の不正を緋ったかにみえて閲糠的には為政脅を天に壽鷲訴するものであったといえる。

いい換えれぱ、それは天に繍訴するという形式を備りた政治批判であった。このことは．上

天の権威とヨ三権との間の懸隔が存在することを明瞭に衝いたものであったとみられる。し

たがって、古代天命思想の動揺ということの本質は、天意と王権との間にある懸隔が指証

されたこどによって、その論理的破綻を決定的に表出したということであったといえる。

　今日からみれぱ、風雅の詩人たちは、この時期の天命思想が西周末と1いう時代柵のなか

で、社会的変動に蔵繭するのを服のあたりにして、もはや硯実の検誠に耐えないことを知

ったにすぎなかったであろう。しかし、このことは、人類の英知の遊歩にと1っては偉大な

歩みであった。というのも、かかる馴稚こそは、宗教的天槻念を統治理論の前繭から引き

離して内奥へと深く沈漕させ、共同体の価値理諭の根元を指示した西周の天命思想を動携

させ、漸たな個噛体系を模索する出発点に立つものであったからである。より勝燕にいえ

ぱ、古代天命思想の動揺とその崩壊は、宗教的心憎に支えられていた天の絶対的威力（天

威）を自然のなかに遼元することよって、人知の活動の頒域をいっそう押し広げ、人間み

ずからの思推能カに従って現実の場面に対処しながら自己を律する態度を坐むことに脇を

開くものであった。西閥末にみられるこうした合理的思推の存在は、すでにふれたr春秋
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左氏伝』の「民は神の主なり」ということぱに表白されたような、春秋時代の自然襯ない

しそこから滴緯される人生観に連なるものである。翻していえぱ、子産をはじめとする諦

貿人の思推にみられる思考態度は、西周末に生起した合理的思脩の継承。発展を閉確に物

語るものであろう。そうした思想史的展閥は、ひいては人間主体の白覚的営為に璽きをお

く孔子思想、を生む滞鵬ともなり、っいには儒家を礪矢とする諦家の思想とその活鋤とを生

む榊抑約周1胎となったといっても藻し支えないであろう。

　また、これと対応して、天威と相互補完の閲係にあった王権はおのずから価倣の混迷の

なかに投げ出されねぱならなかった、こうした棚点からいえぱ、春秋戦国期（東周時代）

に出現した覇者の権力（覇糀）は、天威に桝わるその椛力の根拠を経済的実力を根底とす

る珊卒力に求めたものであった。しかし、瑚実付界の締状況のなかにその根拠を兇出さざ

るをえない棚糀はあくまでも拮チ沈と平衡の酬確であったにすぎなかったのである。緒果と

して、それらが常に過液的で相対的な性格を帯びたのも当然のことであったろう。

　古代天命思想、を崩壊へと：導いた合理的思推の展開は、宗教的天の確威に立脚する統治理

論を瓦解させるものであったが、同時にそれは、人閲の羊休性への覚醍を促し、そうした

人間主体の自覚的営為のなかから新たな・剛商体系が剣出されてくるのである。

注

　（一）『中同照始襯念の発遼』（脅確社、胴如二六年）

　（二）郭守傭「閥代祭渕初諭」（「巾国史研究」巾国村会科学院照史研獅祈、一九八穴年

籍二期）は、岡代の礼制にっいて、幸として「三礼」によりながら、　「祭天神獺」、　「祭

地祈頬．1、　「祭禍先類」に分獺して簡潔にこれを論じている、この点に関連していえぱ、

ヨ三圃縦氏の「殿周例度論」（『鯛堂壊林』巻第十）には、礼制を論じて儒家がキ張する如

く岡公の制定とみて、これをト辞に存する般代の制腹と比校し、般代の氏族制廠を打破し

新たな封敬箭帷を制定した事莱が閥公個人の力に、たって突然に実踊されたことと推繍して

いる。しかし、これに対しては、儒家の粉飾があるとする点を舎めて、貝塚茂樹「中圃古

代史学の発躍」（弘文堂、昭和二一年、　『著作1繁』第四巻、所収、二八三～二九三頁）の

反論がある。さらにいえぱ、貝塚氏も表た開公を実在の個人とみているようであるが、も

っと1も悩双な態腱を取るとすれぱ、その実在のすらも疑わしいと思われる。この点にっい

ては、割崎市定氏の前掲論文「中国古代史概論」（一三～一四頁）を参照されたい。
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　（三）r左f云』繍公二八年伝の記事に、「晋候召王、以諮傑昆、．〔．使王狩、仲尼日、以臣

召君、不可以訓」とある。これに先立ち、文公は城湖の戦いで楚を破り弼者どなった折に

も、践土に王宮を築き王を招いた（「践土の盟」同年経）。同伝には「王謂叔父敬服王命、

以綴四国糾遜王惹、醤侯三辞従命、日重耳敢再拝稽首、奉揚天子之不顕休命」とあるが、

この場合には、王命を奉じるとはいっても内容は空廠である。というのも、最初の翻者に

列せられた斉桓公が前六五一年に葵庁で盟したとき、下賜された昨をモ使周公孔から下拝

して受けたような王権への畏敬はすでになかったからである。さらに、r左伝』宣公三年

伝には「楚子間鼎之大小幌璽焉」とあるように、楚荘王が周定王の使著の王孫満に鼎の軽

重を間うたことが、王椛に対する露骨な挑戦であったこと1はいうまでもない。

　（四）梁啓趨『先秦政治思想史』（入手の便宜上、台湾東大図韓出版公司から一九八七年

に蒐刊された貿薇茗氏の標点による刊行木を使用した。同書には中華書局刊行本と商務印

欝館刊行本どがあるが、闘氏の標点本はその璃憎に何らふれられていない。華い爾沢俊郎

氏のすぐれた邦訳があるので訳諮を舎めて、こちらをより璽視した。なお、同氏の訳本は

昭和一六年、馴元社から刊行され、中華蕾局刊行木に依拠し一九二三年雅行の商務印欝餉

刊行本を参照したことが、その序文に表記されてい．る）三八～三九頁、参照。梁啓趨はそ

の論拠としてr国語』楚語に観射父のことぱとして記された、　「古者民神不雑、民之精爽

不携弐者、而．又能斉粛衷正、楚之智能上下比鞠、其聖能光逮宜朗、其明能光照之、其聡能

聴徽之、如是即明神隣之、在男日硯、在女日巫、是使制神之処位次主、次為之牲糊時服、

…使名姓之後、能知四時之生、織牲之物、玉鳥之翔、采服之鱗、難器之最、次主之鹿、屏

摂之位、欄場之所、上下之神、氏姓之出、而心率旧典者為宗、於是乎有天地神民郷物之官、

足洲万官、各司其序、不棚孔也、…」という一段を引き、これを巾同最初蜘の榊政一・致に

よる祉会納織を記述したものとみている。

　さらに、この点の消息にっいては、赤塚忠『中国古代の宗教と文化』（角川譜店、昭和

五二年）がもっとも明解に説閉している。すなわち、氏の辛張は、　「殿王靭はヨ三族を中’じ、・

に諦族同をその統制下に解くとともに、…諦族の抑々を、或は薫。河のように地緑惟によ

り、或は多くの族神のように祭典の場に列ねることにより、或は高柵神のように般王族の

系諦中に紺み入れることによるなど、さまざまな方法で統合し、その識神には普遜共適的

神竹を持たせて、その神惟を上帝に燦巾し、また上帝の国家防衛の機能によって諦族の抗

争の綱停を図り、とりわけ地上の股棚延の細繊と対応して帝姓の細織を整え、ここに臼然

界と人間界とを統一的に支配する上帝を至上神とし、統合された諸神をその扶駕とする国
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家宗教を成立させるに至った。」というものである（五一二～五一三頁）。

　また、ほぼ同様の論旨は、朱日搬氏が『中国古代政治思想史』（同氏主編、吉林大学出

版社、一力、八八年）のなかで、一、禍先榮拝之棚念、二、由袖先崇拝発展起来的王椛至上

的観念、三、崇拝上帝的概念、の三段階に分けてきわめて簡明に述べている（五～八頁）。

　（五）「天の思想J（岩波識座「東洋思潮」昭和一○年）八頁。

　（六）前掲書、五〇六～五一二頁。

　（七）「天の思想」四～五頁。池田末利「釈帝。天」（「広鳥大学文学部紀要」第三号、

昭和二八年）には、r（ト辞の）時代に所喬胃天の鰯念が全然無かったとするが如きは宗教

的堺実を無視するもの」（三二頁）とし、般代においては柵先（先王）榮拝によって完全

に秩序づけられていたから天の概念が存在すべき理由はないとし、般と閥を帝と天によっ

て徽然と区別した平岡武夫r経書の成立』（昭和二一年初版。一八六～二一五頁、創文社、

昭和五八年、再刊）の尾解を退けている。池田氏のいうように、ト辞の天が大の鍍に用い

られているということは、すでに天襯念の存在を前擢するという見解はほぼ首肯されるで

あろうし、あるいはきわめて惚箪に考えてみても、すでに述べた人格神としての帝鯛念に

よって、天ないし天命の思想へと展開する基礎が定まったといういい方は可能であろう。

近年の中圃の研究では、さきの郭守信「周代祭祀初論」に、卜辞において「天」が「上帝」

と呼ぱれているという指摘がある（七九頁）。また、三浦吉閉「経書より毘た天の思想」

（「東洋学」三四、昭和五○年）には先学の研究を踏まえて、詩書の天概念に閲して氏独

臼の見解が披源されている。その論旨は本論の主張とは異なるものの、そこから多くの示

峻を得たことをことわっておかねばならない。

　（八）『中国の思想』（日木放送出版協会、昭和四二年）二○一頁。

　（九）『譜経』各篇の成欝時代にっいては多くの識論があることは周知のとおりである、

ここでは陳夢家『尚欝通論』（中華欝局、一九八五年）の締織な研究をはじめ、屈万里『

尚蕃集釈』（市湾聯経出版事業公司、一九八三年）、原寓男『補史記芸文志』（春秋社、’

昭和五五年）、赤塚忠『欝経。易経』（平凡村、昭和四七年）等のすぐれた成果に依拠し、

以下に所引の「周欝」各篇は一応西周時代の成立とみてよいと思われる。なお、引用文は

台湾芸文印1鮮館刊行のr＋三経尚讃注疏』により、解釈に関しては注疏、繋伝に依拠した

ほか、羊として加藤常賢『欝糸幻上（明治欝院、胴和六○年）、及び赤塚忠、屈万里雨氏

の前燭譜を合わせて参照した。

　（一○）この「寧」は、満の呉大激r字説』に従ってr文」の誤釈とするのが通説であり、
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この場合も「文ヨ三」と解釈する・。この点にっいては、屈万里氏の『尚欝菓釈』（一三六頁）

を参照した。一

　（一一）引用文は、台湾芸文印欝館刊行の『十三経詩経注疏』による。また各篇の成蕎年

代と解釈については屈万里r詩経詮釈』（台湾聯経出版琳薬公司、一九八三年）を、訓読

にっいては境武男『詩経全釈』（汲古欝院、昭和五九年）等を参照した。

　（一二）「徳」とは、その文字が示すとおり人の心に根ざした主体的はたらきを意峡する

概念であり、本文に述べたように、天ないし榊の恩寵に与りうるようなすぐれた才能の調

と解釈される。そのことを端的に物蓄誓る鄭例をさらに捨ってみると、

　　我聞在昔成湯既受命、時則有若伊評、格子皇天、在太甲時則有若保衡、在太戊時則有

　　料伊紗、臣魑、格干．上帝、巫成又王家、在柵乙時則有耕凧賢、在武丁崎則荷若甘盤、

　　率惟荻有陳、保又有般、故礼隣配天、…天推純祐命則商実、百姓王人岡不棄徳胴伽、

といったところが挙げられる。「徳」の概念の歴史的変遜にっいては、西田長佐術門「徳

の概念とその飛展」（「漢学会雑誌」第二号一巻、昭和九年）、小野沢締一「徳論」（『

巾圃文化龍蕃』第二巻、大修館蕃店、昭和四三年、所収）、伊東倫厚「徳の原鞠について」

（「菓京支那学報」第一六号、昭和四六年）にすぐれた諭述がある。

　（一三）この古代天命思想の歴史的性格にっいては、郭沫若「天の思想」が、「閥公の思

想は西周の指導精神と且つ伝統であった。一方では天の観念を利用して愚民を統制し、他

方では徳：躁を励行して政権を蟹固にする」（二一頁）という論旨のなかに明解に述べてい

る。こうした考え方は現代の中圃では歴史、思想の分野を閲わず、ほぼ一般的な見解であ

ると思われる。最近の著作においても、たとえぱさきに難げた朱日搬『中困古代政治思想

史．呵はかかる棚点に立っている（一一～一・二頁）。これに対して、わが同ではこうした毘

解が目別寮に支持されているのをそれほど広汎には認め難いようである。例外的には佐野学

r般周革命』（二四一～二四二頁、青山欝院、昭和二六年）といったところがある。

　また思うに、古代天命思想が、そこに「徳」の概念を提起して遣徳思想へと展開する碗

芽を舎むものであったとはいえ、それがあくまでも政治思想（統治理論）としての竹格を

顕著にもっものであったことを閲明しなけれぱ、天命思想を遭徳論のなかに展關した孔子

恩想の歴史的意義も十分に鯛らかにされえないであろう、

　（一四）この箏件に関するト間のことは三ヶ所に認められる。

　　日、予得吉ト、予’帷以爾廠邦、干伐脇鮒羅匿、

　　寧（文）ヨ三怖ト用、克纏受裁命、今天其相民、矧亦推ト用、

一45一



　　天亦’帷休干前寧（文）人、予罵其概ト、敢弗干従、率寧（文）人有指彊土、矧今卜井吉、

　　鯉朕誕以爾東柵、天命不憎、ト陳惟若裁、

　（一五）『先泰政治思想史』三五～三七頁。厳擦には梁啓趨はかかる内容を「民木的思想」

っまη民木的な思想といっているのであり、「展本思想」そのものとはいっていない。は

っきりと民本思想とはいいえないと：する臓蹄が感じられる。おそらぐ璽沢氏の邦訳は訂正

を粟するであろう（邦訳、四九，頁）。

　ところで、梁啓超が自説の論拠として挙げている簡所は以下の四例である。

　　天聡明、自我民聡明、天醐畏、自我民明威、　　　　　　　　　　　　（幕陶諜篇）

　　天槻自我民視、天聴自我民聴、　　　　　　　　　　　（秦探篇逸文『孟子，1所引）

　　天畏来枕、民憎大可毘、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（康諦篇）

　　民之所欽、天必従之、　　　　　　　　　　（泰醤篇逸文『左伝』覇公三一隼所引）

　（一六）前掲欝、三八頁。

　（一七）前掲講、一二～一六頁。

　（一八）前禍謂二、三九買。

　（一九）「中固倫理思想の淵源」（『中国の倫理思想史一東洋思想の週歴』学芸欝房、昭

和三八年、　『赤塚忠蕃作築二巻　中国古代思想史研究』研文社、昭和六二年、所収）四二

頁。

　（二○）同．ヒ、二五頁。

　（二一）戸川芳郎氏は肝儒教史』（列1卜蜂魔邦夫。淋口雄三薪、山川出版社、胴和六二

年）のなかで、漠代に興った国家教学としての儒学は、神秘思想をはらむ天人相関説を採

朋してその教鵜を粉飾した縦学であり、中国古代巾世の思想史を遡じて荷子ほど叩確に「

天」（自然）を対象化した思想は現れていないという指摘を行っている（四九頁）。こう

した毘解は、すでに多くの研究者が指摘していることでもある。この視点からいえぱ、天

を対象化することなしに、天命～天威と王権とを分縦するということも不可能であろう。

　（二二）この点に閲しては、重沢俊郎「支那古代に於ける合理的思推の展開」（ハーバー

ド・燕京・同志村東方文化諦座第四棚、同委買会、昭和三一年）にもっとも多くの示峻を

得た⑪

　（二三）肝左伝』昭公一一八隼伝。ここで注意したいのはその後文に、r郷子産為火故、大

為粁祓旙於四方、振除火災、礼也」とあり、子産が穰をして社神に祈ったことである。こ

のことなどを勘案すれば、上文の謂が神幣的存在を完全に否定したとはいい鮒く、子巌の
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思想、が究概的には伝統的宗教的鯛念を脱却してはいなかったことが知られる。

　（二四）r左伝』・鶴公五年伝。前文に「公日、吾享祀豊潔、神必拠我、対日、臣闘之、鬼、

神非人実糊、惟徳是依」とあり、神の加護は祭祇の供物に閲係なく為政者の徽に応じて齋

されるというのがその全体的趣旨である、なお、周書からの引用文は、現行の『欝経』繋

仲之命篇にみえる文童であるが、同篇は偽古文である、

　（二五）『芹伝』桓公六年伝。

　（二六）その代．表ともいうべきは、侯外廠㍉搬紀彬・利二国陣『巾国思想逝史』（人民舳反

村、一九五七年）の第一巻．第五童第二節「悲蜘詩歌的思想性和人民性」を中心に開陳され

た1紛説であろう。赤塚忠氏の前掲論文も同様の視点に立っている。

　（二七）候外臓氏の指摘を候っまでもなく各童の年代を㎜縦に考定することは燃．しいが、

この場合はその文意から推測して差し支えないと思われる。なお抜粋に際しては、梁・候

。赤塚・屈各氏の、いずれも既出の緒献を参照した。

　（二八）前掲諭文、五三頁。

第三節、小結

　周知のように、孔子を開禍とする儒教においては、伝承の礼制（古利、）は閥代の礼（胴

礼）に起源をもつとされていたが、それは本来氏族制（宗族制）に立脚する封建制を支え

た実践規定であり、祭祇はもとより格令に歪る諸規定として、封敏制の秩序そのものであ

った。しかし、氏族的封建制の瑛盤であった邑岡家（城市圃家）休例の崩瑛とともに、こ

うした秩序は醐揺した。かかる鋤採の本質は、古代天命思想の動柵に伴う古代礼制の形骸

化ないし崩壊ということに起困している。古代天命思想は自然の絶対的威力に対して、人

間がこれに関与するありかたをそのまま村会秩序のなかに反映したものであり、ヨ三の蕊志

（王命）を天の意、志（天命）に比擬することによって、祭祀の形式とそれに応じた身分制

腹を細織したすぐれた政治瑚壽紡であった。やがて自然の威カと壬廠との間の懸隔は人々の

注意するところとなり、次第に宗教的儲礼の榊聖性が失われ、それが俗化するという傾向

が顕1著になるにつれて、元来は神聖で紬対の形式として思念されていた古代社、制に対して

も今｝1帥勺批判σ）〔が向けられたσ）である、炊汚すれぱ、合理的思怖が台卵するにて）オして、

察祀の俄式そのものの神聖サ牛が次第に失われていき、これと柵表斑して元来榊聖な俄試1を

中軸として、それに対応する身分制度を綱織した古礼に対しても合理的解釈が迫られたと
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いうことであった。その過程において、圭要な柱としては、旧来の伝統観念を色漉く残し

た宗教、礼の外而的強制力を徽底した法律、礼を内的規範にまで昇華した遭徳の三者が分

化。発握して、その後の中国思想史において特色ある発展を遂げたのである。

　この天命思、想の鋤擶という間魍の本質にっいてさらにいえぱ、天（自然）と人との閲わ

りにおける自然襯の変容ということ、これと相表灘して、自然に対塒する人間の幸休性な

いし馴推能カヘの覚醍という粟因が潜んでいたのである。ここで、まず確認しておきたい

ことは、合理的思倣とは、人間みずからによる棚個創造の領域を思惟のなかに反映するも

のであり、仮に人倫を超越する何らかの存在に対する畏敬の’念を保持するものであっても、

その棚念のなかに人間の思惟能力、より端的にいえば、人間の理性に対する信瀬を反映す

るものである。こうした視点からいえぱ、」占代天命思想のうちにすでに合理的思惟σ）i腕二芽

を見出すことができたのである。蓄し、それ自身がすでにすぐれた統治理論であって、宗

教的畏怖や畏敬の念そのものではなく、天意という宗教的心憎にすぎない抽象的観念を統

治理論に紺繊し王椛の強化に用いた、いわぱ人間理性によってなされた人為の所産であっ

たからである、この吉代天命思惣のなかに合理的思推がすでに胚胎していたことは、古代

天命思想がその自己展關のうちに必然的に合理的思推そのものを客休化し、対自的関係を

より顕在化し、っいには自已に対立するものとしてのかかる思惟によって、その揺るぎな

い位置を脅かされるに至ったと1考えるべきであろう。要するに、古代天命思想、の動揺と最

終的にそれが逮着した崩壊という結果は、想、想史（歴史）的必然であったといえる。

　しかし、従来の研究においては、吉代天命思想の動揺ということを西周末の時代相と結

びっけ、もっぱらその政治。経済的変動を中心と1する杜会体制の変化という搬点から説明

がなされている。確かに、本言紡においても確認したとおり、古代天命思想の1肋撫と西周末

という時代的諦相とは非常に密接な閲係にあることは盃定できないし、そうした外在的要

閃が古代天命思想に反映し、その動擶を誘引したことも酋肯されねぱならない。しかし、

それ（外在的興閃）が直ちに天命思想の醐揺と崩j燕とを惹起したのではなく、むしろその

契機にすぎなかった、木論は、思想それ自休の展開における内布的要素に着目したのであ

る。その舳1むは、かかる合理的な思推が何処ともなく忽、然として勃興し、古代天命思、想に

動揺を引き起こしたのではないということにあった。こうした視点を棄付けるのは、古代

天命思想に対崎するものとしての合理的思俳が、天に対する臓概約態度としてまず照皐し

たことである。したがって、古代天命思想の醐梯ということは、その統治理論としての無

力化を意、昧するものであったとはいえ、人々の概敬の心憎に根ざす天棚念が直ちに漱えた
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ことにはつながらなかった、天を畏敬する古代中国人の意念はなお生きてお1）、天はかれ

らにとっても絶対の威カそのものであり続けたのである。仮にそうした榊念が液えたとし

たならば、おそらくは錫の理論化、つまり甥的諭理の成立ということも起こらなかったで

あろう。あらかじめ述べるならぱ、易の理諭は険隅の消長のなかに天地自然の変化をみて

取り、これに則して来事に対処し、誤りなく生きていこうとするところに紺立られたもの

であった。

　ここで確認しておきたい第二の点は、かかる人間と自然との関係において注目される、

天に対する心怖はいわぱ古代（あるいは現代）中国艮族の民族信仰と1もいえるものであっ

たことである。すなわち、天概念は自然と人間との闘わりのなかで、かれらが民旅として

培ってきた世界鯛であり、またそこから液緯される人生搬の中心であった。　r禅経』洪棚

篇は戦国時代に成立したものとされ、その晩出が疑われているが、それでもそこには古代

中国人の自然槻の特質がよく現れている。洪範篇には、天（自然）の五行をかき乱し治水

に失敗した燃と、洪範に従って大業をなし遂げた萬の姿がきわめて対象的に捕写されてい

る。こうした人と天～白然との関わりという点に属目するとき、かれら古代巾国の．人々の

態度には、自然の猛威に立ち向かうよりは自然のなかに秩序の不変性を見出し、それに従

順たろうとする思推が認められる。それは、自然と人間とを対立するものとして捉え、臼

然を征服せんとする思椛どは異なるものであった、かかる思惟の型は、中国古代の人楮神

的自然襯から法則的自然棚への腿閲のなかで一賢して保持されており、それはいわば古代

巾国．人の物の見方・考え方を遜底するものであったといえるであろう川。

　かくて、天の威カが善に欄を下し悪に禍を下すことを教戒として、天意を代行する王糀

において価他の一元化をなそうとした企図のなかに、そして、それを崩壊に媒いた粟閃の

なかにも、上に述べたような、かれらの天に対する閲わり方を見出すのである。換言すれ

ぱ、統治理論としての古代天命思想は、民衆の心憎を巧みに利用するところにおいて、す

でに天～自然を対銀化するものであった。また、ほかならぬ自然としての天のなかに王糀

の無力さを肴破した、いわゆる「悲蜘詩人」たちも、天の権威と王権どの閲の懸隔を毘抜

いた点において、自然の天を対象化した人々であったといえる、これをいい扱えれぱ、古

代天命思想の酬需とは、人間の辛体竹のまえにみずからの論理的破綻を暴瞬したものであ

った。こうした人と天（自然）との閲わり方は、法則的白然の棚念をより咽確に人間判本

に意識させ、人間キ体そのものに対する覚醍の深まりということと相候って、天人闘係を、

天遭（自然ないし存在の理法）と人遭（実践の理法）との相閲という思想に集約させてい
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ったとみることが可能であろう。そして、古代天命思惣の動辮ということを、このように

豚史的卒銀のなかに措定したならぱ、天命恩想の滴変という間魎の本質には、天～自然と

人間の閲わりにおける自然棚の変容どともに、白然に対崎する人間の主休性ないし馴推能

カヘの覚醍ということを巾心として、人間棚がその預要な要素となっていることが知られ

るのである。

　そして、さらにいえば、対象としての自然（この場合は外的自然を意昧する）と、それ

を槻る主休としての人間と＝が、本質的には区別されないところに、中国古代思想の特色も

あったのである｛2，。そうすると、さきに述べた「合理的」という意昧も、それが今日いう

と1ころの科学解ゾ実証的合理でなかったこと1は、いっそうはっきりするであろう。

　以上の鯛点からみれぱ、中圃史における人間の英知の遊歩は、西周において人倫共同体

の価倣の根元を指示した古代天命思想を崩壊させ、新たな価価の休系と価燗の根元を模索

するところから始まったのである。繰り返すように、それは人間みずからの思推能カに従

って、現実の場面に対処しながら自已を律する態度を生むことに脇を開くものであった。

人間辛休に頭きをおき、そこから人倫およぴ人倫秩序を某礎づけようとした孔子の思想は、

かかる歴史的課魍への最初の解答であったといっても遁言ではなく、そこに儒家思想の礎

が確立されたのである。

注、

　（一）岩間一雄「中国の天について一中国的神鯛念の特質」（「中嗣一村会と文化」第三

号、口榊］六三年）勢照。氏の論旨は多くの示：峻に常むものであるが、納諭においては木論

の主張とは必ずしも同じではない。

　（二）金谷治「巾岡自然槻の研究序説」（「東洋学J三五号、昭和五一年）、参照。
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第二童、孔子の倫理思、想

第一節、孔子の歴史的怖置

1、孔子伝

　現在、孔子の伝記を獺い知るうえで策嬰な資料となるのは、まず『論語』、　『謙子』、

r春秋f云』（とくにr春秋左氏伝』）、r史記』といったどころである。これらにつぐも

のとして、　『国語』、　『荷子』、　『大戴礼』、　『礼記』、　『孔子家語與等を数えること1も

できよう。ただし、前者の資料といえどもそれらのすべてを信頼するわけにはいかないし、

後者の一群はその成立と伝承の卒憎から考えて、前者よりさらに慎重な取り扱いが求めら

れることはいうまでもない。ごく概括的にいって、これまでに著された大方の研究は、　『

論語』ないし『需子』を考察の巾心に掘えて、これらの言行録に欠けている卒情にっいて

は『春秋伝』（就中『左氏伝』）と比較対照することである程度までこれを閥明し、ある

いはまた厨史記』のr孔子世家」、「仲尼第子列伝」等と比較することによって確認・訂

正するといった努力を欄み璽ねることで、孔子の全休像を把握せんとするものであったと

いえよう（1）。こうした研究方法による成果は、やむをえず断片的に磯存する資料を総合せ

ざるをえないことから、孔子その人の全体像にある程度迫ることは期待できるものの、や

はり後世の手になる粉飾が紛れ込むこどは避けられないであろう。

　周一知のように、孔、子の牛一年については魯頚公二一年（前五五二年、r春秋公羊伝』r春

秋穀焚伝．1）とす乃説、その翌年の前一石．五一年（r史記』孔子泄家）とする説のふたつが

古来より併存するが（2〕、両者の相違はおくとして、哀公一六年（前四七九隼）に卒したと

する点では『春秋伝』『史記』孔子世家がと＝もに一致しており、先学の研究のなかにも敢

えて異説を帽えるものもないようである。この七○有余年の牛探を通して中同思想史に多

大の足跡を残し、ひいては後の東アジア世界に絶大な影響を齋した儒家の禍師孔子が、橡

国の昌平郷阪邑（現在の山東省漉阜市）に牛まれたことは確からしいどしなければならな

い。しかしながら、その系諦にっいては判然としない点も多い。「孔子世家」にはごく簡

潔に以下o）ようにある。

　　孔子箏韓愚平郷阪邑、其先宋人也、日孔防叔、防，叙牛伯夏、伯夏生叔梁糸乞、地与彦頁氏

　　ケ野合而牛孔子、
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一見して明らかなように、ここでは孔子を宋国の後窩とする系譜が語られているが、これ

をさらに敷桁して宋国の名族と璽ね合わせて説く伝承も、戦国末から前漢の初期にかけて

纏められていたもようである｝。すなわち、　『春秋左氏伝』桓公元年伝にf寸された晋の杜

預の注に、「華父蟹宋戴公孫也、孔父嘉孔子六世祖」川とあるのを受けて、孔纐達の疏（

は『世本』を引きながら、これをっぎのように敷桁している。

　　孔父嘉生木金父、木金父生祁父、其子奔魯、為防叔、防叔生値夏、伯夏生叔梁禾z、叔

　　梁紬生仲尼、是孔父嘉為孔子六世祖、

r世本』は宋代に敵逸して今に伝わらないが、孔願遠のころにはまだ存していたのであろ

う。しかも、それは戦国時代の後半から前漢初期の頃に成立した文献であると考えられる

ことから、宋国の名族の系譜を孔子と結ぶf云承が、前漢初頭のあたりにはでき上がってい

たことが容易に想像されるわけである。ただし、ここで注意を要すると思われることは、

その系譜が宋国の公室に連なることまでは明言されていないことである。ところが『孔子

家語』本姓解篇（台湾世界欝闘刊行の王粛願注本による。蜜山房の漢文休系本を参照し、

その何孟春補注本から補った語旬には下線を施した）によれぱ、

　　及轟公煕、煕坐弗父何、及鰯公方祀、方祀以下、世為宋卿、弗父何生宋父周、周生世

　　子勝、勝生正考甫、考甫生孔父嘉、五世親尽、別為公族、故後以孔為氏焉、一日、孔

　　父者生時所賜号也、是以子孫遂以氏族、孔父坐子木金父、金父生筆夷、睾礎生防叔、

　　避華氏乃禍而奔魯、故了」氏為腐二人、防叔生他夏、値夏生叔梁余乞、

とあって、上記の系譜がそのまま宋国の宗室に組み入れられている。いうまでもなく宋国

は周武王の克般の後、紺王の庶兄である微子啓が封じられ、いわぱ般の後祀を継ぐ国であ

ったとされる。すれぱ、この点に閲連して直ちに想起されるのが、　『礼記』欄弓上篇に、

「而丘也、般人也」とある一節である。このことばは孔予が死に臨んで子貢に語ったとさ

れるもので、仮にこうした点までも含めて事実と認めるとすれぱ、とくに礼講を中心とす

る孔子思想の中心部分において、孔家の系諦が何らかのかたちで孔子思想の形成に与った

可能性があるとする解釈にとっては、この一節はひとっの論拠を与えているようにも受け

取れる。しかし、やや細説すれぱ宋襲公の即位は『春秋左氏伝』では魯僖公九年（前六五

一年）の事とされており、したがってその予の弗父何が孔子の第十代祖先であることは考

えにくい。また、『史記』宋微子世家によれば、鍵国の祖微子啓から数えて第一九世の轟

公の名は照ではなく荻甫であり、第六世が燭公照である。こうした点を指摘するだけでも、

『家諦』の記述が杜撰であることは明自であり、その史料としての信煙性は乏しいといわ
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ねぱならない、さらに注目したいことに、r春秋左氏伝』昭公七年伝の疏において孔頬逮

は、

　　家語本姓篇云、宋混公煕生弗父何、何生宋父周、周生世子勝、勝生正考父、考父生孔

　　父嘉、其後以孔為氏也、孔父生木金父、金父生牽夷父、夷一生防叔、防叔碑華氏之イ昌

　　而奔魯生伯夏、伯夏生梁純、梁禾乞即生孔子、

と：述べている。ここでいうr家諮』は木村英一氏がいうところの古本ではなくして、やは

り今本であろうし、知られているように、今本のr家語』は魏の王粛の偽作になるもので

あることはほぼ定説である川、したがって、王粛以前においてすでに失われていた古本r

家語』を、麿代の孔穎達が参考に供しえたとは恩われない。

　仮にこうした一連の論理に大過なしとすれぱ、孔纐連の博覧をもってして同所に『家語エ

のこの一節を配したことは注意すべきである。これらの点を総合すると、孔子を宋の公族

の系譜に加える説は前漢初期（司馬遷の頃）にはまだ定着しておらず、その説が広く流布

するに至ったのは実はずっと後世の、おそらくは王粛以降のことであり、あえて推論すれ

ぱ孔家の系譜を宋嚢公に始まるとしたのは王粛の創作になることが考えられる。したがっ

て、この点に関して孔穎逮は王粛以前の文献に徴することができなかったと考えるならぱ、

論理的にはもっとも辻襖が合うであろう。漢代以降の儒家思想の圃教化とその後の展閥の

過程のなかで、祖師としての孔子が歴史上の人物を離れて、そのf云記を舎めてさまざまに

粉飾されていったことは想像に難くないであろう。

　つぎに、粉飾とは逆のいわぱ貝乏損の事例を、孔子の出生と生い立ちを例に検討してみた

い。先述のr孔子世家」には、すでに引いたように孔子は「野合」によって生まれたとさ

れているが、その意口来はほとんど不明である。先学の研究を劇I敢するところでは、察尚思

氏が「孔子世家」｝ならびに、『礼記』（欄弓上篇）川にf寸された鄭玄注をよP）どころ

として、この辺の消恵に比較的詳しく論及しているので、しばらく氏の戸片説によって検討

を進めてみることにしたい。氏は、まず孔子の鳳顔氏（鄭玄説は名を徴在とする）が父の

墓戸行を長く孔子に告げなかったことからみて、彼女は生前孔家とは交渉をもたずに暮らし

ていたと想像されること、しかも顔氏の先世のこと1は先秦。両漢の文献にはみえていない

こと、あるいは後に述べるように、隣人に車夫の母親がいたとされること、こうした点を

根拠にして、孔撮は貧困の家柄の出身で、おそらくは奴隷か平民の子女であろうと推断し

ている。さらに統けて、いわゆる「野合」とはこの子女が奴隷主によって野に辱められた

ことを意蛛するものであり、そうした理由によるものか、顔氏母子すなわち孔子とその母
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は孔家の承認を得られず、孔子みずからが後に「吾少也鰹、故多能都事」（『論語』子孕

篇）ということばを発したものだという｛引。察氏の見解もまた確実な歴史的資料に依拠し

てなされたものではないので、こうした論述はどれも想像の域を出るものではない。しか

し、孔子が幼くして父を喪ったとはいえその纂所すら告げられなかったとすれぱ、やはり

父母の結婚は世間一般に行われていた通婚の制に沿うものでなかったか、少なくとも母が

正室でなかったことを葱蛛しているようである。司馬遷の趣意、もおそらくはその辺にあっ

たであろう。ただし、孔子には「常師はなかった」（r諭語』子張篇）にもかかわらず刻

苦勉励してやがては独学で六芸に通暁したように、そうした孔子の学間形成の遺を啓いた

ということ：であれば、教養を具えた孔母の姿が容易に想像されよう。視点を換えてみれぱ、

察氏と同様の史料に依拠しながら、氏の所兇とは異なる孔母の姿を描くこともできる。一

無論、氏と相反する兇解といえどもあくまで推測の域を出ない。一孔子思想一の批判者とし

ての氏の面目の如河は間わないとして、孔子枇判を圭眼に掘え、そこに偏向した察説には

根本的に擬間の余地があるといわねぱならない。それは、孔子思、想の歴史的評価を見極め

ようとする意図とは．本質的に異なる兇地に立っているからである。

　以上の事柄を踏まえながら、ここで確認しておきたいことは、今日伝えられるところの

孔子の系譜に纏わるこうした故意の腿損といい、あるいは粉飾といい、そのいずれもが史

実よりもはるかに多くの説諮や憾測の獺を含んでいるとみられることである。したがって、

伝えられるところの世系にかかる史料をどのように整理したところで輩強f寸会を免れない

とすれぱ、そのことを思想解釈のなかに安易に持ち込むことは慎まねぱならないであろう。

孔子の思想形成に与ったであろうような確たる事実を世系のなかに言忍めることができると

する知兇は、成立可能であれぱそれに越したことはないが、突際にはどのように理論を細

み立てようと、結筒は葦強の言幾りを免れないど思われる。今日に伝えられているような断

片的な記事に基づいて日旧らかにしうることがあるとすれぱ、それは孔子という歴史上の人

物のおおよその輪郭とその行動の足跡がせいぜいのところであろう。醐；かに、孔子にかぎ

らずある思想家の思想形成の過程を含めて、外在的要困との相関を閥明することは、方法

論としてはきわめて有効であり、思想解釈にとっても大いに役立つことは間違いないであ

ろう。しかし、本論の目的はあくまで恩想それ自体の理解にある。孔子思想が恩想史（な

いし歴史）的価傭をもっとするならぱ一確かにそれを有するからこそ研究されるのだが一、

その価値は孔子の世系や生い立ちとは切り離して考察されてよいであろう。まして、思想

研究の過程において、往々にして粉飾や艇損といった研究者の圭観が紛れ込むとすれぱ、
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むしろそのことの方が、仮に時代考証やビィプリオグラフィーを疏略にするよりも思想解

釈にどってはいっそう有害であろう。あらためて述べるまでもなく、研究対象からさまざ

まな爽雑物を取り去るためには、可能なかぎり主槻的関心を排除し、また個人の成兇を廃

する必要がある。そうした作業を経たうえで、孔子思想が思想史のなかに定位されてはじ

めてその真価が了解されるであろう。

　いま、遠まわしな識論を省いて直入にいえぱ、当面する課魎である孔子思想、の理解にと

って差し迫って必要なこ1とは、まさに歴史的存在と1しての「孔子」という輪郭をまず明ら

かにすることである。とりわけ、孔子の活動に一定の頷域と意義を与えた歴史的要困に関

しては、「士」の果たした時代的役剖が考察されねぱならないであろう。後に言羊しく述べ

るように、ここでいう「土」は、一般に土駿工商と呼称される士階層の謂とは必ずしも一

致しない。旧来の身分制度のもとでの士とは、概括的にいって、頒地をもたずまたその地

位を世襲しないことを原則とする階層を意蛛しており、講候・大夫に連なる最下級の統治

者階層であった。孔子以後、諸候を遊説して学間的教捜と政治的献策どによって身を立て

た「土」は、階臓的には大夫と庶人との中間隅にあったことでは変わりなかったが、他方

では「士」たることの自覚と誇りにおいて、旧来の士とは意識形態をはなはだ異にしたと

みられる。前童の論旨ともおのずから閥連するが、泣階的秩序に固く拘東され、したがっ

て階層相互の間に流動性の乏しい社会構造のなかでは、「士」が活躍できる空間はきわめ

て限定されたものであったろう。蓋し、氏族的宗族的秋序に紳られた旧f木制がその根底か

ら動揺をきたし、新たな秩序観念が胚胎し、そこに立脚する新社会へと推移していく過程

において、必然的に輩出されたのが新たな「土」階層であったからである。ただし、その

歴史的経緯に閲しては次節において論じるので、ここでは論理を先取りすることを避けて、

孔子と「土」階層どの連閲を確認するに留めておきたい。

　さて、年少期の孔子が孔家においてどのような境遇を強いられたのかははっきりしない

が、畏じてからの状況を窺うに足る賛料は『論語』に認められる。すなわち、

　　子謂南容、邦有遺不廃、邦無遺、免於刑毅、以其兄之予糞之、　　　　（公冶長篇）

　　南容三復白圭、孔子以其兄之子妻之、　　　　　　　　　　　　　　　　（先遊篇）

とあるのがそれであり、ここから推察すれぱ、孔予には少なくとも兄があり、その娘の緒

婚を世謡したどいうのであるから、その兄は早世したのであろう＝9…。しかも、母が逝世し

たときには、「孔子世家」によると、畷人である鞭父（r礼記』欄弓上篇では「曼父」と

ある）の母から父の墓所を知り、そこへ母を合葬したとされる。こうしたことをも勘案す
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ると、孔子は長じてからは孔家と隔絶せる境遇にはなく、むしろその圭人であったことは

確からしい。そして、孔子の当時の孔家の状況を窺い知る史料はほかにもある。まず、孔

子の父叔梁純に関する蓄己璃をr審秋左氏伝』から摘記してみよう。

　　孟氏之匿秦糞父繋重如役、中亀陽人瞥門、諮侯之士門焉、鮮門発、阪人禾乞挟之以出門者、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（嚢公一〇年伝）

　　秋、斎公伐我北跳圃桃、高厚畷械粂乞干防、師自陽閲逆滅孫至干旅松、脈叔系乞減鵬、

　　織質帥甲三百宵犯斎帥、送之耐復、斉師去之、　　　　　　　　　（襲公一七年伝）

前者にっいては一般に杜預注に従って、魯の孟献子の臣で秦簸父の部下である「阪人純」

を孔父とみる説が支持されており、後者においてはそうした主旨がはっきりとr伝」文か

ら看取される。これらの資料から知られることは、少なくとも粂幼｛すぐれた才覚を具えた

武人であったということである。この点に関連してつぎの事柄を考慮にいれておきたい。

もともと兵役は農工商に従事する市民（庶民）に課せられた鞍務ではなく、武器を帯して

従軍することは士、大夫の特権であった。しかし、打ち続く戦争は市民の予備軍を編成し

ただけではまだ不十分であり、庶民のなかの屈強な者を選抜して常備軍を組織する必要性

を生じた。明記されたと：ころでは、醤では文公三年（前六三三年、『史記』晋世家では文

公四年）に、すでにあった二軍を拡充して三軍とし、これに遅れること半世紀以上を経た

嚢公一一隼（前五六二）には、魯国もまた三箪を備えたことがr春秋左氏伝』に記されて

いる（10j。したがって、この当時にすでに庶民から募兵したという事憎は考慮のなかに入

れておく必襲は確かにあるけれども、それでも甲兵三百を従えて両滅氏とともに斉の軍隊

を鰯ったというのであるから、叔梁純の身分が「土」を下るということは考えられない、

　もうひとっの注目すべき記搬は、さきにもふれた孔砥の葬機に関するもので、「孔子世

家」につぎのような内容がみえている。

　　孔子母死、乃残五父之衛、講其憧也、陳人1娩父之母講孔子父纂、然後往合葬於防焉、

この「五父之徽」がどのような場所であったかということについては、　r春秋左氏f云』に

これに閲する記琳が四例ある。木村氏によれぱ、それはおそらく魯国城外の四逓発逮の地

点で、公開の盟蕎且が行われ旅人が徳泊するところであったらしく、そうしたところに母を

彊したということは孔家にとって名誉なことではなく、土族ではあっても零落の状態が思

われるどいう｛川。いずれにしても、孔子が孔家の当主であったこと、零落していたとは

いえ「士」の階層に属していたこと、これらの二点についてはかなり確からしいとみられ

る。そうした外的要因（環境）が、孔子の活動に領城を与えたことはほぼ承認されてよい
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と・考えられる⑪

　今日の孔子f云から明らかにされうることは、結論的にいってこの程度の内容であろう。

ということの謂は、宋の公族の後商であることを表自したり、さらに遡る般人としての血

統が孔子にとって矛今持であったとは、今日孔子思想を知りうる最醤の資料である『論語』

によるかぎり認められないということである。とすれぱ、孔子が宋人であることが確から

しいとしても、あるいは孔防叔より後の魯における三代の系識にっいては信をおくに足る

にせよ、そこから直ちに孔子思想の特燭ないしその雁史的意1畿に迫りうる事柄が導かれる

ということではないということである。あるいは、よく指摘されるような孔子思想の尚古

主義ということと孔子の生い立ちとの間にも結びっくべき必然性は見出し難いであろう。

そうした兇解は尊僑のあまり孔予を神樒化したり、その反対に故意に誹講した1）すること

と同類にすぎず、既成の枠（イデオロギー）にとらわれた成見と同様に、本来は学間研究

の外にあるべき事柄である。かかる視点に拘泥することは往往にして孔子思想の歴史的意

義を見誤りはしないであろうか。っいでに言及すれぱ、宋国の費族の後蕎であることをも

って、幼くして伝承の礼に醐るかった（「孔子世家」）とする見解なども憶説にすぎない。

その系譜が孔子の思想形成と全く無関係であったとはいえないにしても、それが自已の思

想を確立する立脚点であったというわけでもないであろう。孔子の生い立ちがその思想形

成に影饗を与えたということは容易に想像されるが、そこには魯国の歴史的風土というこ

とがより重要な要因としてはたらいていたと考えるべきであろうし、あるいは思想、活動の

うえからは、これから述べる「士」階層の歴史的役剖といったことが看過できない要素で

あったとみられる。むしろ、孔家の系譜に至っては、それと孔子思想との直接的な困果閥

係は明示しえないと思われる。そうであるならぱ、やみくもにこれを思想解釈のなかに持

ち込むべきではないであろう。

　これを要するに、孔子伝は、孔子およびその思想に対する欄極・消極的評価の如何を間

わず、史実よりもより多くの粉飾を含むものである。したがって、それをそのまま塾実で

はないとみるのが、現在のわれわれが導きうるもっとも僑頼できる兇解であろう。つぎに

論じる内容とも関わってくるが、こうした観点に立つどするならば、孔子思想の性格とし

て中国においてしぱしば取り上げられるような識論、より具体的な例でいえぱ、孔子をど

の階級を代表する思想家とみるかといった間魍についても、これを政治的イデオロギーか

ら切り離して考察すること1は可能であり、そのことに敏感になる必要性はさらさらないと

いえる。それぱかりか、ことさらな議論の多くは確実な史料に依拠していないことが少な
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くない。孔子思想の性格とその歴史的意義にっいては、その思想解釈を候って輿の理解が

なされうるであろう。

2、中間遊離の燭と孔子教団の出現

　孔子のまわりに形成された巣団いわぱ孔子教団とでも口乎ぶべきものは、古代巾国に誕生

した最初の私的教団であった。では何故にこの時代こうした教団が誕生しえたのでおろう

か。こうした間魍に関しても、さまざまな角度からの説明が可能であろう。確かに、孔子

という一個のとりわけ卓越した人格の存在なくしては、こうした教団が形成されうるはず

もなく、したがって、孔子その人にその主たる理曲を帰することができる。とすれば、こ

の点にっいては孔子思想の考察を通して次第に闇明されねぱならないであろう。ところで

また一方では、岡知のように孔子教団とは別に墨家、遺家、法家、名家をはじめどする後

世のいうところの諸子百家が、時期を遅れてほぼ同時代に出現したこども奮過されてなら

ないであろう。こうしたことに多くの閲心を向けるならば、私的教団ないし学派がこの時

代に一斉に放声し、互いに異を帽えて議論を交えた事由の全てを、単にそれぞれの開禍と

みるべき個々の人格に帰納しうるわけでもないことが了解される。かかる状況を現出した

背景によこたわる歴史的条件について、これをまえもって検討しておくことは本研究の視

点からも必要な予備的作薬である⑥

　ここでとくに注目されねぱならないのは、さきの諭述で少しくふれた「土」階層の雁史

的性格ということである。遡ってみると、中国古代の族的身分制度のもとにおいては、お

よそ「治める者」と「治められる者」の区別が存在するのみであった〕2〕。やがてこうし

た二臓構造のなかに中間層が発生した。かれらの地位の向上にっれてその政治的発言カが

増大するのは当然の趨勢であったが、そのような寮態を硯出する根底には、もっぱら弼権

争奔に㎎け慕れた春秋戦国という崎代相が色濃く反映しているのである。その経糠にっい

て、宮崎市定氏によれぱ、箪塾はその初期において欝族の特権であったが、戦争が永続す

ると市民にも兵役を書累す必要が生じ、兵役は義務であると同時に権利でもあったから、そ

れが市民にとって負担の加重であるとともにその地位の向上を意妹した。市民が学問をし、

職業を換え、移転の自出を得たのはおそらく兵役の鞠務を負う代価と1してであって、市民

が「土」としての自覚をもち始めたのもこの頃からであり、こうしたr上」から珊人がi1三

まれ官僚が輩出することによって、新たな「士」階隔が形成されたといケ≡三■。ここて氏
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のいう「巾民」とは、　「上」の下に位縦する脈民であると考えられる。ただし、いわゆる

「土」と呼ばれる階層それ自休はもともと存在したのであって、庶民を基盤として忽然と

して形成されたわけではないことは自明である。そうすると、かかる指摘にはやや説明が

必要であると思われる、

　これまでも再三ふれたなかで慣重に使い分けてきたつもりであるが、念のために確認し

ておきたいことは、新たな「土」階層という謂は、氏族体制下における統治階腐の最下級

者を指してはいないどいうことである。名称としては新しいものではなかったが、それは

春秋戦国を通じて時代が下るほどに、質的にも数的にも発遠を続けたものと考えられる。

質を後固しにして、その数の面から諭じてみると、上に述べたとお1）宮崎説では被治者階

屑（庶民）からの上昇という面に圭たる閲心が払われているが、字都宮滴吉氏が指摘する

ように、賢族（大夫ないu即を指す）そのものの変質、一部の没落、総じていえぱ氏のこ

とぱでいうところの貴族身分からの参加という、その正反対の側面をも考慮に入れなくて

はならないであろう｛川。ちなみに、そうした場合に思い合わされるのが、警の公族出身

の大夫で卿となるべ湿難。奮1い腎・原・狐・続・躍■自の諮氏が下級役人に降下したとさ

れたり、逆に斉の執政である鮒文子はかつて魯国の施氏に「隷」として仕えていたとされ

ていることである〔引。これを別のいい方をもってすれぱ、原當男氏のいう「下層から成

り上がった者と上層から零落した者が混交して中間に遊離した新階層」が、ここでいう新

たな「士」階層というこどになる。氏はこの階層を「中間遊離の願」と名f寸けているりり。

この「ヰ澗遊離」という意妹には、氏は醐言していないが、思うに質的な変化の方により

多くの注意が払われているようである。この質的変化ということに閲しては、しぱらく宗

法制度との関連から検討してみなくてはならない。

　上に述べた上層からの没落ということに関わることで、従来の研究においてしばしぱ閑

却されてきた点に、かれらが宗法制度から必然的に輩出された階層とみられる要素がある

という箏悩もまた考廠されねぱならない。というのも、宗法制度の規定によれぱ、国君と

大宗とを除き、小宗はみな五世を経て宗法の外に立つとされた｛一7’。宗法の外に立つとは

いっても、膿耕や商いに従事する「庶民」階層に加わるといった割列はごく少数で、おそ

らくその多くは常備軍に加わって職薬箪人どなり、あるいは官吏どなって宮府に職を求め

たか、さもなくぱ大夫に伺候したものと推察される。いずれにしても、かれらもまた新た

な「土」階臓の重要な構成員であったわけで、ここでとくに注意されるべきは、このよう

なかたちでかつては貴族階層の専有であった知識・技芸が、より下層の「士」に及んだこ

一59一



とであり、ひいては「庶民」を感化して「庶民」から「士」への参加を促したと考えられ

ることである。こうした各種の理由に促され、しかも時間の経過とともにかかる「士」階

層が急速に溌遠を続けたことは見易いことである。かくて、従来の身分制からみれぱ、最

下級の統治者たるべき部分が膨張して、上下のいずれに帰属するとも看倣し難い、強いて

呼称すれば、巾間遊離の層ともいうべき中間階層が再形成されたのであった。この社会階

層の出現は、したがって、宗法制度それ自体が生んだ旧身分制からの歴史的発展形態であ

るといっても過言ではない。こ1の中間階層に属する「士」には、　「尾羽うち枯らす者も少

なくない中に、新生面を開拓」11e’した者もいたわけで、当然、後者の人士によってその

存在意義が宣揚されたのであった。

　かれらが歴史の舞台で活麟したのには、やはり相応の理由があった。まず、かれらはそ

の身分制度上の位置関係からすれぱ、被支配者としての立場におかれたものの、一方では

統治の基礎的存在として、貴族階層と連携を傑つことで政治に対する発言権を留保してい

たと考えられるのである。この統治の基礎的存在ということと関連して直ちに想起される

ことは、庶民階鰯の実力とそれに伴う地位の向上ということが、「土」階層の地位を押し

上げるに力があったとみられることである。繰り返すが春秋戦国の世は領域国家の時代で

ある。棚者にかぎらずこの当時の藷国は複数の邑を兼併した頷域国家であったから、一邑

の攻防がそのまま一国の存亡にはっながりえず、かえって、緒国間の抗争はいきおい総カ

戦の様相を呈していたであろう。ちなみに、孟子に向けられた梁恵王の、「無如寡人之用

心者、隣国之民不加少、寡人之民不加多、何也」（『孟子』梁恵王上篇）どいう索朴な質

間からも、軍賦や募兵等にかかる廠民勢カの向背が、国の命運に璽大な影饗力をもってい

たことの程が獺われる。さらに貝塚茂樹氏は、旧来の門閥賢族の社会的勢力が、陪臣っま

り門地はないが知識や武カをもって仕える階級に移行した塾憎を取り上げて、諦侯が意図

的に新興のr土」を起用して旧封建貴族の打倒を企図したとする注目すべき諭述を開陳し

ている‘川。こうした言杳々の塾情は、春秋戦国を遜じて時代を下るにつれて顕著なものに

なっていったと1推察され、それが中間階層としての「土」の台頭、ひいては孔子を噌矢と

する遊説家（諸家）の活畷ということとも決して無縁ではなかったとみられる。儒家も他

の諸学と同様に「土」階層を母体とし、その歴史的展開のなかに胚胎したと看倣しうると

すれぱ、「土」の歴史的性格および儒家の興起とは密接に関連していることはいうまでも

ない。従来の研究においても、この点についてはさまざまに諭じられてきたのであるが、

にもかかわらず管見によれぱ、いまだ十分に論じられていない点も皆無ではないように思
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われる。先学の兇解を参考にしながら、以下において、若干の私屍を述べたいと思う。

　孔子を袖師とする儒家の興起に諭及する前に、　「土」階瞬の性楮にっいていま少し別の

角度から掘り下げて考察してみる必要がある。当而注目したいのは、かれらにおける階鰯

意識ということである。端的にいって、「士」階層が発逮しかっその存在が次菊に璽きを

なすと同時に、一定の文化的謙養に支えられながら自己の主体性に覚醒してくると、そこ

に「士」としての自覚が芽生え、あるいは「土」たる者の資格が反求され、さらには「士」

としての階層意識が形成されるのは自然の趨勢であろう。『諭語』に散兇される如下の若

干の事例は、いわば「土」階層の意識形態を窺ううえで、参考に供すべき価値をもっもの

と恩われる。

　　子買間日、何如斯可謂之土集、子日、行己有恥、使於四方、不辱君命可謂土集、…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子路篇）

　　子路閲日、何如斯可謂之土集、子日、切々偲偲恰悩如也、可調士葵、朋友切々偲偲、

　　兄弟恰恰如也、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

前者における「土」は主に官吏を意妹しているように解される。後者のそれは、より一般

的な「土」としてのありかたを表白しているように受け取れるが、前者との連関に引き寄

せて解釈すれぱ、そのいわんとするところも、やはり官吏たる資格に力点があるように思

われる」2田㌧とすれぱ、ここでいう「土」には旧来の身分制でいうところの「土」にかか

る資質ということが、そのまま反映しているようである。しかし『論語』にみネる多くの

嗣例においては、位階的身分制に閉じ込められた狭臨な意味はほとんどどその影を潜めて

いる。たとえば、樂溺が子路に向かって語ったとされるっぎのことぱなどは、そのことを

もっとも鮮閉に物語っているであろう。

　　且而与其従碑人之土、豊若従碑世之土哉、　　　　　　　　　　　　　　　（微子篇）

ここでいう「碑人之土」とは仕えるべき人を選んで東西に奔走する人、っまり孔子をいう

のである。確かに、孔子も諦候に遊説して官府に同候せんことを志向するかぎり、一見す

るところ、旧来の「土」の範鴎を一・歩も逸脱していないかの如くみえる。これに対して、

「僻世之土」とはいわぱ世捨て人である。何曇は、碑人と碑世とはともに「土」の処世法

であるとの旨を述べているが’川、これを突き詰めていえぱ、いずれの（いかようの）方

途を遜んでも「土」たることに変わりはないということになる。してみると、r土」たる

か否かはその人の出処進退に左有されないということであるから、「士」たる所以はひと

えにみずからの自覚ど自負にかかっていることになる。そうすると、r土」には、出身や
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あるいは階腐にさえ拘菓されない多様な人物が合まれてよいわけで、長沮、桀溺の如き隠

者が「士」をもって自認した理出もそこにあったであろう。とはいえ、広く世人に知られ

ることは隠坐を目的とするかれらの生き方にそぐわないであろうから、かれらを真の「土」

と認めてよいかはよくわからないということもいえる。

　むしろわれわれは、一命を賭しても「士」たる坐き方を貴くといった、そうした熾烈な

死節のなかに「土」のひとっの典型を見出すことができるであろう一22’。『史記』刺客列

伝には、魯荘公（在位前六九三～六六二年）の臣であった暫沫1にはじまり荊輌に至る五人

がその名を列ねている。ここでの検討は時代的には概国にもかかるが、この間魎に関して

いえぱあえてそこに時期的な区分を設ける必要はないであろう。さて、与譲、轟政、荊河

の三者一これに「節侠Jのために自刎した田光を含めてよいであろう一は、みずから「士」

をもって任じた人物で、結果的にはそのことの故にいずれも壮烈な死を遂げたといえる。

与譲、轟政を死地に赴かしめた理由は、「土は己を知る者のために死ぬ」（同前）という

みずからの信念にほかならなかった。また田光の意を体した荊楓にとっても璃憎は同じで

あった。では、かれらにそうした生き方（遺）を遜ぱせたものは何であったのか、土ない

し壮土（このことぱは荊輌のかの有名な歌、　「風館辮号易水寒、壮士一去号不復遼」にみ

える）を白認するかれらはむやみに乱暴をはたらく無頼ではなく、まして殺生をなりわい

とする剣客などではなかったようである。司馬遷はとくに荊河にっいて、　「人となり沈着

にして謁1を好み、遊雁した繍国ではいずれもその地の賢人、馴染、艮替と交わり」、むし

ろ「刺剣の術」を知らなかった程であったことをf云えている（同前）。後世に名を留めた

事曲がその剣の腕前に負うていないとすれぱ、こ1とはいっそう咽瞭である。土の土たる所

以、つまり土たることの白賃を支え、また土たることを世人に承認させしめた理由はほか

にあった。一ここに「義」の概念が登場する。一司馬遷は、同列f云の最後を締めくくって、

　　自曹芥至榊河五人、1比其義或成或不成、然其立意較然、不欺其志、名垂後世壺妄也哉

と述べ、かれらの所為は「義」において或は成り或は成就しなかったが、いずれもその意

あるところは明らかであり｛2？i、しかも己の「志」を曲げることがなく、後世にその名を

垂れたこども虚妄ではないという。この論旨を「士」に即してさらに補足すれぱっぎによ

うに説明される。この場合の「義Jは、自己の職責とも時宜に適った行為とも解釈される

が、「志」どの関連からみれば、両者のいずれと解しても意昧的には差異はない。己の「

志」に従ってそのときどきの状況に応じて主体的に遜択される行為がここでいう「鍾」で

あり、これを一言でいえば義挙であるといえよう。そして、自己の志に邪念を混じえるこ
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となく、なお且っそれを「義」としてカ行することこそ、司馬遷が「己の志を欺かない」

といっている真意であろう。

　そして、このことは「義」の字義のうえからも確かめられる。補足的に若干の検討を加

えてみると、まず佐藤嘉祐氏の諭証によれば、「義の原義は礼容の芙なることを調ったも

のゴ2ポであるという。氏の見解によれぱ、　『説文解字』｛2弓1に、「義、己之威儀也、以

我羊」とあるのは引仰義ということになる。しかし、それでもやはり『説文』における「

義」の字解は、人の容姿という外面的な形式性に関わるもので、燦礼的行為と全く無閑係

ではないであろう。これに段玉裁が「威儀出於己」と注しているのは、一毘したところ本

文の繰り返しのようにみえて、実は幟礼的行為にかかる時宣ということが、自己自身に判

断規準をおくことを示峻している点で注目される、かかる意味が、さらに、より客棚的な

方向に昇華されれぱ「義、宜也」の声訓を生み、かっ正遺とか正義といった意蛛での晒値

判断を合意することぱに近接していったことは見場いことである。たとえぱ、　r論語』に

有著の言として、　r幅、近於義、言、可復也」（学而篇）とあり、同様にr孟子』にみえ

る「春秋無義戦」（尽心下篇）とある「義Jの用例などは、いずれも「ただしい」と訓め、

これらの例などはまさにそうした歴史的展開を示す術語であろう。

　ところで、仮に今日の社会通念を適用すれぱ、刺客などという存在自体が容認されず、

「義」ないし「志」どいったところで、負の社会に属する事柄として一・般的な価値観から

は排除されることになるが、いうまでもなく、こうした見解は時代認識を誤ることになる。

これまで纏説してきたように、みずからの「義」とするどころに従って「志」を曲げない

といったr士」の理念は、なにも儒家の人土にかぎったものではない。凋友蘭氏も述べる

ように、「儒は土の…種ガ川であったにすぎない。儒土（儒士の名は『墨子』非儒下篇

にみえる）も侠土も「士」であることに変わりはなかったし、隠者が「土」を自認するこ

とすら奇異ではなかった所以もここにある。ちなみに、　r孟子』縢文公下篇に、孟子の論

争相手として登場する陳禍は、かつて儒学を修めた人物であったが、後に神駿を信奉する

許行のもとに走った人物であったという、主鵜を変えれぱ儒土も儒土でなくなる。これと

は対照的に、子路の例などは、よそから儒士の門に参入した人士の典型といえるであろう。

『史記』仲丘弟子列伝から知られるような、　「雄鶏の羽で作った冠をかぶり、牡豚の皮で

作った剣飾りを楓びる」｛川といった出で立ちは、おそらく侠客に近いものであったに違

いない。その子路は、孔予が礼をもって教鱗するに従い、っいには燃服を繍い逃物を持勢

して孔子の門に参じたといわれる。さらには、　r史記集解』f川に引く徐広が、戸子のこ
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とばを引用して、「子路、†之野人」と説いていることが鄭実とすれぱ、子路はもともと

農民っまり庶人階層の出身であったことになり、こうしてみると士と庶（民）とを隔てる

境界さえ、さほど厳密なものではなかったことも窺われる。というよりは、土と民の区別

は、階層の壁に固く閉じ込められたということではなくして、むしろ個々人の覚醒ないし

帰属意識、すなわち精神性がより大きな比重を占めていたとみるのが妥当であろう。とま

れ、土と風との閲係については、後にあらためて取り扱うこと：にして、儒土とはいったい

全体どのような「土」であるのかを、このあたりで明らかにしなくてはならないであろう。

　この点にっいては、　『論語』のなかに、っぎのような一連の文童に徴することができる。

まず、取り上げたいのは曾子のことぱである。

　　曾子日、士不可以不弘毅、任重而遺遼、仁以為已任、不亦重乎、死而後已、不亦遠乎、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（泰伯篇）

曾子は「士」としての大いなる自覚を述べて、後に詳述する人遭（仁遺）を天下に実現す

ることをおのが任とすべきことを説き、そうした儒土としての役割はいのちある限り継続

さるべきものであるという。かかる「士」としての自覚からすれぱ、

　　子日、土而懐居、不足以為土集、　　　　　　　　　　　　　　　　　（憲間篇）

とあるように、ひたすらに安逸を庶幾するようではとうてい「土」たる資格に適わない。

孔子はさらにいう。

　　子日、志士仁人、無求坐以害仁、有殺身以成仁、　　　　　　　　　　（衛霊公篇）

この「志士」の術語は、r孟子』縢文公下篇にも「志士不忘在溝盤」く志士は屍をみぞに

晒すこどを覚悟する＞という一文にもみえ、これに後漢の趨岐は、「志士、守鍍者也」（

r孟子越岐注』、「四部備要」、台湾中華欝局刊行本）という注を施している。上文の堀

合にも趨注に即して解釈すれぱよく意蛛が遡る。すなわち、この…文の趣冒は、儒上とし

ての義を守る人、それはと1りもなおさず仁者（仁人）であるが、そうした人土は生きるた

めに仁を損なうことはなく、かえってわが身を殺しても仁をなし遂げることさえある程の

人土ということになる、ただし、漕の劉宝楠が「非調仁必死、非調死則仁也J（『諭語正

義』衛霊公篇注、「四部備要」、台湾中華蕃局刊行本）とわざわざことわっているように、

孔子に始まる儒家思想のf云統的基調からすれぱわが身を犠牲にしないことが理想である（

r諭語』泰伯篇にみえる曾子の言を参照）。したがって、上文の主意はあくまで仁の実現

にカ点があるとみなくてはならない。　『論語菓解』に引く孔安国注は、　「不愛其身也」な

どと1いとも簡単にいうが、必ずしも正鵠を得てはいないと考えられる。この一文のほか、
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かで次第に深められ、孟子に至ってその論理に精織さを加えながら、儒家の外に対してい

っそう力強く主張されたことで、その全体象がはっきり示されたのであった、この点に関

しては、孟子の倫理恩想の項においてあらためてふれる。

　以上の内容を纏めると、氏族制（宗法制）に立脚した封嬢体制の崩壊という歴史的状況

のなかで新たなr土」階層が登場し、かれらは中間階層として1鼠的に拡大するとともに質

的にも次第に変化を遂げた。それは族的体制に深く閉ざされた旧来の身分制度からは生ま

れてくることのない階層であった。そこにおのずから新たな「土」どしての階臓意識が萌

芽しr士」たる自負が生まれたのである。当然、それぞれの場面に相応した歴史的社会的

役剖と、r土」としての自己規定とによって、かれらの果たした歴史的役割は一薬て’はな

かったが、その精神に基づく主体的な実践によってかれらの存在意義は大いに宣掲された

のであった。そうした「土」階層の発連のなかに儒家の興起があったのである。こうした

塾柄が、これまでに論述してきたところの概要である。

　ところで、孔子教団の歴史的性裕をより閥！狐するために、視座を撚えて、ここで「儲J

との閲連にも論及しておきたい。孔子教団が当初どのような自称を用いていたのかは明ら

かでなく、あるいは特定の名称を有していなかったことも想像される。儒家をもって孔子

の学派に連なることを自任したのは、「孟子日、逃墨必帰於楊、逃楊必帰於儒」（r孟子』

尽心・下篇）とあるように、孟子が最初であり、「儒」が孔子教団という固有名詞と同義

に用いられるようになったのも、おそらくは孟子の頃に始まると考えられる川、。諸橘倣

次氏はこの間の消嵐をっぎのように説明している。孔子の時代には未だ褐・墨の説は世に

なく、孔子としては、みずからの遺とするところを遺として世に臨めば足り、特定の旗幟

を掲携してその色彩を鮮明にする必要はなかった、後に墨・褐の説が相次いで起こり孔門

の学風と相対し、さらに遺家・陰陽家・法家・名家。縦横家・雑家・農家・小説家の類、

『漢警』芸文志にいう九流と称するものが叢坐するに至り、世人は儒の名称を孔門学徒に

冠したというドい。そうすると、後世称するところの禰とは、　「土」階層に属する儒土を

指しているのであり、換言すれぱ孔子を閲祖とする儒家の「士」をいうのであるから、孔

子以前にすでに存在した儒の一群どはおのずから区別されることになる、このことは凋氏

がつとに指摘している。璽ねていえぱ、儒とは「教欝相礼」等をなりわいとした…種の職

薬人であるのに対して、禰家とは光秦諦家のなかの一学派であった。したがって、禰は儒

家の輩出する母胎となり、儒家の人士が儒の業を操ることはあったどしても、両者はけっ

して一体のものではなかったといわねばならない｝’。
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　ところで、…見して日囲らかなように、傭説は儒者を孔子以前の「儒」とは…応は区別す

るとしているが、またここに示唆されているように、両者の所為にある種の連統性が存す

ることも否定しない。知られているように、儒家の祖師孔子みずから、「女施君子儒、無

為小人儒」（『論語』薙也篇）といっており、孔子の前にすでに「儒Jと称される一群の

人々が存在したことは確実である。また、r周礼』天宮家宰（r＋三経周礼注疏』、台湾

芸文印響館）にも「儒以遺得民」とあり・、この「道」は「遭芸」であり、ごく一般的には、

かれら（儒）は詩蓄を涌説して術芸に精通することによって人々の尊敬を菓めていたとみ

られる。かかる旧来の「儒」のなりわいを捉えて、後世の孔子教団もまた「儒」と呼称さ

れるのにはそれなりの理由のあったことは、やはり諮橘説がもっとも明解を与えている。

氏によれぱ、孔門の教科は易・書。詩。礼。学。春秋であった。そして、旧来の「儒Jの

遺芸は礼・楽・鮒・御・欝・数の六芸であった。そうしたうえで、氏は、　「孔子六経を推

尊するに至りて、六芸といえる実物教授は、いっか六経と称する教科教授に其の歩を譲る

に至れり。是に於て孔門の醒沢講習する所は、遂に儒の職掌する所と相近似し、相交錯す

るに至れり」川，と説口蝿している。これを換言すれぱ、孔子によって遺徳に立脚する学間

体系が構築され、儒家の理想が顕彰されることによって、儒士としての自覚的ありかたが

はじめて明らかにされたのである。したがって、仮に孔子の学徒に列する人士（儒者）と

いえどもその末流に至っては、あるいはその補神性にまで覚醒するに至らないとしたなら

ぱ、旧来の「儒」の…群と何ら変わるところはなかったであろう。上文の「女為君子儒、

無為小人儒」という孔子のことぱは、儒士としての自覚を喚起し、ついては一般的知識や

披芸の教導に携わるに留まるこどなく、より高度の学間の修得とその普及に務めよという

謂に解釈することができる｛川。

　こうした所諭を承けて重ねて明言すれぱ、われわれは儒家の始まりを斯たな「土」階層

の興起のなかに位置づけ、儒土としての義を明確に示した孔子をもって儒家の臓矢と捉え

てよいであろう。したがって、それ以前から存在したとされる「儒」については、一・応は

これを括弧のなかに入れてよいと考えられる。いう辛でもなく前者は後世にその歴史的意

義を留めたのに対して、思想的にみるべきものをもたない後者は、思想史の潮流のなかで

おのずから閑却される趨勢にあった。かかる観点からいえぱ、儒家の人士とその文化的起

源を般の遺民およびその「宗教」に淵源するものと看倣し、孔子をイェス。キリストに比

定するといった姻適氏の毘解は川’、本稿の論旨と1蕃しく蔀離するものではないが、かと

いってとりわけ重要な所見とも思われない。そもそも、鯛説の可否にっいては議論がない
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わけではなく、たとえぱ後述する「三年の喪」を一度は孔子の創制としながら、儲斯年説

に従って般代の遺制と再論定するなど、その説は、新奇さと裏腹ににわかに首肯し灘い面

もあり、郭沫若氏をはじめとする多くの研究者の痛烈な反論を惹起したことは周知のとお

りである川’。本諭は胡説の所論を金面否定はしないぱかりか、むしろ種々の示峻に當む

ものとみているが、こと孔予教団の興起に関しては既述のとおり諸橋説をより妥当と考え

るものである。一また、付書するならぱ「儒」の声訓をめぐる譜説なども、ここであらた

めて詮索するに足らないと思われる、

　以上の所諭を纏めると、孔子教団は旧来の身分制の間垣を越え、歴史的祉会的な状況と

要求とに呼応して、自発的に形成された私的団体であり、倫理学的色彩の濃い学間菓団で

あった。凋友蘭氏の表現を惜りれぱ、孔子教団の成立によって非農・非工・非商・非官瞭

としての土階級が、創立ないしは大いに顕彰されたどいうこどになる川’。ただし、氏の

指摘には実業に従事しない菓団というニュアンスが強調されているが、このことを除けぱ

その主意は本諭の主張とほぼ岡じ点を衝いている。孔子教団は農工商官といった階層と隔

絶して存在したことを意蛛しないし‘川、かかる「土」階層（孔子教団）への参入と離脱

は、基本的に各人の自発性によるものであったから、孔子を頂点とする教団といっても、

その人倫は、孔子の学間をともにせんとする緩やかな紐帯によって互いに結ぱれていたに

すぎなかった。かかる教団にみずからを繋ぎ留めておくものは、自己の意志以外にはなか

ったであろう。孔子という一一■固のすぐれた人樒を中心に、個々人の自由意志と自主参加に

よって、「儒士」たることを追求するまったく私的な教団が形成されたということである。

　このことと閲遮して想起されるのは、　『諭蓄謡』に、

　　子日、不欄不啓、不γ杯雅、挙一隅不以三隅反、則不復也、　　　　　　（述而篇）

　　子日、不日如之何如之何者、吾未如之何也已夷、　　　　　　　　　　（衛霊公篇）

とあることである。発憤して向学心に燃えるのでなけれぱ、誘うことをしないという教育

方法にも、自発と自律に期待する孔子の姿勢が示されている。そして、さらに看過されて

ならないことは、孔子がかかる儒士としてのありかたをもって万人に臨んだことである。

孔子において、「人」とは「庶」（民）と峻別された特定の階層や特に秀でた才能をもつ

者を意蛛しないこどは、鐘肇鵬氏の論証によって明らかであるf州。すれぱ、如何なる人

も（とはいっても「下愚jは除いて）儒士となることが期待された。すなわち、

　　有能…日用其カ於仁葵乎、我未見カ不足者也、蓋有之乎、我未之見也、　（里仁篇）

　　醤如為山、未成一欝、止吾止也、蟹如平地、雄覆一繋、進吾往也、　　　（子雫篇）
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という孔子のことばは、意志さえあれぱ遭徳的修養が如何なる人においても可能であるこ

と、したがって一切の行為の帰結は自己の意志にあることを表白しているものと理解され

る。またその故に、後世の史家（その最初は『史記』五宗世家であるとされる）から「儒

学」と呼称されることになった、そうした学間と理念の普及に生涯を投じた孔子の信念が

あったであろう⑥

　孔子の学間と後世の儒一学、とりわけ国教化以後の儒学の展開とは一体のものではないこ

とは、多くの研究者がすでに指摘したことであった。しかし、儒学の後世に果たした役割

と、その影饗力の故にかえって孔子その人が実在の人物を離れてさまざまに脚色され、今

口に至ってなお偶像を脱却していないようにも思われる。わけても、封建思想の守護者と

いう極棺は璽く孔子を隅像のなかに閉じ込めている。既成の価値観によって立っ故意の批

判は、過度の擁護と同様に本来学間の外にあるべき塾柄であり、われわれはそうした毅誉

褒貝乏に目を奪われてはならないであろう。本論の意図のひとっにはそうした成見を廃した

いということもある。確かに、意志とか主体性、自発性といった概念はヨーロツパ近代の

産物であろうが、そうした概念が内包するところのものが孔子の学に皆無であるとはいえ

ない。それは春秋という時代性によるものであろう。こうした点をも念頭におきながら孔

子思想の歴史的意義を考究することは、今日、この分野の研究に課せられた電要な課題で

あると考えられる。

3、　『諭語』の歴史的性格

　孔子の思想を研究するためには、圭として『論語』によるべきことはいわれて久しい。

しかしながら、一一口に『論語』と1いってもそれがどのような経緯を経て今日のようなf本裁

を整えるに至ったのかというこどすら十分に解明されていない。周知のように、その成立

の経緯を解明しようとすると、班固の『漢欝』芸文忠（本論では中革審属刊行の標点本を

用いた）にみえる、武帝の頃孔子壁から出たとされる二子張篇を舎む古論二十一篇、ある

いは間王。知遺二篇を含む斎論二十二篇と魯論二十篇の三論に関する諸間魑をはじめとし

て、伝承に纏わる著しく困難な課魍に直面せざるをえない。しかし、かといって思想史研

究のうえからは、かかる間魍を全く無視して遜二ることもできないことであり、　『論語jの

歴史的性格にっいて、少なくともその輪郭にふれておく必要はあると思われる。

　今日までに知られる資料をもとにいいうることは、孔子教団のもっとも古い言行録とし
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たものの世に伝わらず、後漢の順帝の時に馬融がまたこれに訓説をなした。さらに、後漢

末に鄭玄が魯論に基づき斉論・古論に対校して書主を作り、魏に至って陳群・王粛・周生烈

がそれぞれ蕎主をなした。いったい、前漢においては師説を伝授して訓解を設けず、後漢に

なって訓解が生まれ、魏に至っては甚だ多い、それらは互いに得失があることでもあり、

いま譜家の善説を巣めてその姓名を記し、まま自説を補ってr論語菓解』と名づけた。こ

のように、何曇の説明はきわめて簡潔に「諭語」のf云承とr巣解』成立までの事憎を伝え

ている。

　ところで、前漢における三諭の存在にっいては、『菓解』、　『漢蕃』葵文志ともに前漠

末の劉向（釧林）の『七略』に依拠している。したがって、如上の内容を細説しようとす

れぱ、前漢の頃にすでにあったとされる三諭から魏の『菓解』に至るまでの間に、「諭語」

がどのように伝えられたのかということが間魍になる。今本『論語』をめぐる成書間魍は、

およそここに起因しているどみて差し支えないであろう。

　さて、現行本が後漢末の鄭玄に至って魯論をもととし、斉論・古論を折衷して整えられ

たとする通説は、武内義雄氏のr論語之研究』によって大幅な修正が加えられた。その要

旨を氏の提要から摘記すると、斉論・魯論は古論の異本であり、現行本は古論ひとっに基

づいていること、古論が現れたのは前漢の中期で、それ以前に斉魯二篇本、河間七篇本、

およぴその他の種々な語録があったこと、現行の『論語』の学而。郷党二篇が斉魯二篇に、

為政から泰伯に至る七篇が河間七篇にあたり、先進から衛霊公に至る五瀞と、子張。尭日

（第一章のみ）の二篇を含む七篇が独立した語録で、斉人のf云えたものであること、こう

した三点がその重要な指摘である。そのうえで、氏は、河間七篇本がもっとも古く曾子。

孟子の学派に伝わる語録であり、斉人の七篇本がこれにっぎ子買を中心とした語録である。

そして、斉魯二篇本は新しく、子貿派と曾子派を折衷したもので孟子以隣の巣成である。

また、季氏・陽重む微子篇。子張間（現本、棄日篇の第二・三章）・子孕の各篇は雑築で、

その成立も戦国末に下るであろうと推論し、こうして編纂された古諭二十一篇が少しばか

り変化を遼げて現行本になったと結諭している’川。武内氏のきわめて楠級な考言旺と内容

の分析に立脚する新説は、和辻哲郎氏のr孔子』の執筆を刺激したほどで、和辻氏はその

r付録」のなかでこの研究を画期的薬綬といい、r論語』研究の新たな出発点を示したも

のどして賞賛している｝1。私見によれぱ、武内氏の考蕎正は確かに中国の研究者の問でも

獺をみないほどの卓越したものであろうが、しかし、これがはたして鉄薬といえるのかは、

目下のわたしの研究能力が足りないことであり、また武内説に対する反論も皆無でないこ
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ともあって現段階では明確な判断がっかない、

　ただしいいうることは、富崎氏が提起したように、武内氏の所説が王充のr論衡』をや

や偏璽しすぎたきらいのあることは否定できないと思われる。というのは、たとえ『論衡』

が信をおくに足る資料であるとしても、その「正説篇」（「諮予築成」、台湾世界書局刊

行）にみえる、

　　至武帝発取孔子壁中古文得二十一驚斉魯二河間九篇三十篇

とある難解な一文が、「斉魯二篇」と「河間九篇」の存在を物謡るのかどうかは断言でき

ないという兇解も成立不可能ではない。こうした点を衝いて、宮崎氏は、この箇所の前後

に著しい誤字のあることから考えて、原文には「斉論又多間王篇治遭篇」とあったものと

推定している。かくて氏は、上文を含む『論衡』正説篇の一段からは新たな知識が得られ

ず、これに依拠して新説を立てるのは無理であり、さらに有力な賛料が出現するまで利用

しないのが無難であるどいう、結局のところ氏は従来の通説を支持しているのである川’。

　また、宮崎氏にやや先行してr論語』の成立をめぐる間魍に独自の知見を示したのに、

すでに取り上げた木村英…氏の『孔子と論語』の研究がある。氏の研究は武内説を踏まえ

ながら、本文批判を主どする方法によってr諭語』各篇の構造。性質・成立事憎を綿密に

推定していったものであ乱嘩は、その全体的結諭ともいうべき「論語の編輯」の一節に

説き及んで数項目を立てているが、とくに注目したいのは、「河間九篇」についてはその

内容が全くわからないとして武内説に真っ向から対立しながらも、結果的に現行本の編成

をみるかぎり、上論一○篇が古く下論…○篇が新しいとした伊藤仁斎『論語古鞍』の所説

を嚢付けうるとしたことである‘川。この見解は、やはり仁斎を肯定した武内氏の所諭と

も、大筋において近い。璽複を厭わずに再び引用すると、武内説は、現行の薙也・公冶長

・為政・八fポ里仁・述而・泰・伯の各篇（先後は氏による、以下同様）を「河間七篇本」

に、先進・顔淵・子路・憲閲・衛霊公。子張。棄日の各篇を「斉論語七篇」に、学而。郷

党の二篇を「斉魯二篇本」にそれぞれ比定し、季氏・陽貨・微子・子張間・子窄の各篇を

孔子語録の補遺どし、この順序で成立したと1みた、したがって、氏の所説においても、も

っとも吉いとされた「河間七篇本」に相当する部分が、現行本『論語』上諭の主要部分を

構成しているのである。とまれ、視座を換えてみると、両氏のこうした結論は今日のr論

語』に依拠するかぎり、またそうせざるをえない目下の状況では、ある程度は予期された

緒果ともいえる。

　これを要するに、以上の諭述は、何婆の『諭語築解』に纂づき、武内氏の『諭諮之研究』
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を中心として、これに宮崎・木村両氏の学説を勘案したものである、これは、概略に終始

したものの武内氏の所説が従来の通説を著しく糟密にした、きわめてすぐれた学説である

ことを確認したが、にもかかわらずそれが決定的に遁説を覆すには至っていないことを述

べたものである。本論は『論語』の成立過程を明らかにすることが主要目的ではないので、

考証にっいてはひとまずこの段階に留めて、いまはこれらの諸説を参考に供することとし、

より詳細な考証に関しては今後の研究に俊ちたいと思う。

　ところで、われわれが武内義雄氏のr諭語之研究』のなかでもっとも注目したいのは、

実は考証そのものではなくして、むしろ考証に立脚した内容分析のほうである。氏は上の

如くr論語迎を四つのグループに分けそれぞれを独立の単位として検討を加え、それぞれ

が内包するどころの意鐘、思想を簡激かっ精繊に論じている。氏によれぱ、如上の順序に

よって儒教の中心が時代とともに’推移したとし、各グループの要訣は以下のように概括さ

れるという。その要旨を纏めてみると、

　（一）「河間七篇本」では、孔子の理想は周公の礼楽を復興することにあるが、それは単

　　に形式の復興ではなくしてその糟神を活かそうと考え、そこに仁遺を捉噌し、仁遺は

　　また忠恕を行うことだと教えた。

　（二）「斉論語七篇」では礼楽の形式がより重要視された。すなわち仁遭の実践方法とし

　　ては恕だけが重んじられて忠が欠け、その代わりに礼の形式が重んじられてきた。

　（三）「斉魯二篇本」になると、忠信が重んじられ仁道は結局人を愛して信あること、信

　　あるためには忠でなけれぱならないされた。同時に礼が尊重され、礼をもって節しな

　　けれぱその思想も実現されないと説かれ、郷党篇では孔子の挙動が皆礼の貝現である

　　とする。これは仁遭の精神的方面ど礼の形式的方面とを併説した魯学と斉学の折裏で

　　あった⑪

　（四）隣って子雫。季氏・陽貨・微子・子張間の各篇は雑駁で一概に論じ難い。これらは

　　戦国末から秦漢の際にまで隣る思、想である’岬。

というものである。こうした角度からみてみると、和辻氏が指摘しているように‘川、r

論語』各篇が曼然たる語録ではなくして、一連の意味的連閲をもつ体系として構築されて

いると理解されてよいように思われる、より具体的にいうと、周公の遺制としての礼楽の

形式に出発して、その糟神としての仁逆に説き至り、さらに仁遭の実践を追求することか

ら忠恕を韓き、精神としての仁と形式としての礼という論理欄造が明確に認識されるよう

になった、そうした、孔子の思想に向かってなされた弟子達によるたゆまない追思考の軌
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跡が、現行の『論語』に収救された内容であるということになろう。これを極言すれば、

『論語』の一書は礼にかかる語録であるともいえるのである。そうした昆方に大過ないど

するならぱ、後世の孟。苛の基本的懸隔には、礼の形式と糟神をめぐる子貢・曾子両学派

の立場の違いが反映していることもまた見易いことである。

　また、最後に付言しておきたいことは以下の点である。この礼をめぐる問魍に関して、

「占来の民族的生活を遭徳的に合理化すること1によって、儒教を成立せしめた孔需の教え

が、畢寛礼俗の内面的倫理的意義を明らかにしたに過ぎず、礼俗を離れては理解し得ない」

ことを論じたのは小糸夏次郎氏であった｛川。加藤常賢氏に至っては、礼は儒家思想の根

幹であり起源であるのみならず、礼思想の雅遼は儒学の発逮とも看倣されるという見解さ

え披湘している’川。もともとこうした考え方は、皮鍋瑞の『継学逓諭』’川にすでに示

されているので、とりわけ独創に竃む見解とはいえないが、期せずして武内説はこうした

視点を文献考証によって大幅に補強したことになろう。

　かくて、仮に氏の戸η説における時間的推移という要素を棚上げにしたとしても、その思

想分析が厳密な資料批判を通して得られたところに璽要な意昧をもっものと考えられる。

無論、細説すればさまざまな興昧ある事柄を指摘できるが、ここでこれ以上思想内容に深

く立ち入るのは適当でない。r論語』の思想解釈は次節以隣に譲りたいと思う。

注

　（一）木村英・一『孔子と諭語』（創文社、昭和四六年）四～五頁、参照。

　（二）銭穆氏は『先泰諦子難年』（番港大学出版社、一九五六年）において、二千年来争

われてきた孔子の生年をめぐる間魍について、古今の書籍を広く渉猟しながら、五○有余

を二説に分類し列挙している。その締めくくりに、氏は『史記』の説を取る者がやや（数

において）勝るようで、しぱらくr史記功に従っておくことにするとしたうえで、つぎの

ように述べている。「至於詳考確諭、不徒不可能、抑且無所用、今調孔子生前一年或後一

年、此僅属孔子私人之年寿、与世運之升降、史跡之転換、人物之進退、学術之流変、無足

重軽如毫髪、…今所考論、一以確有援拠而有関大体者為断、至於細節、則略勿致弁、以避

労而且拙之織」（二頁）。銭氏の主意は匡亜明氏の左組するところでもある（r孔子評伝』

三三頁）。いずれにしても、孔子の生年を今日確定することは不可能であることには変わ

りない。ところで近年、多くの研究は、銭、匡両氏と同様に『史記・孔子世家』の魯嚢公
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二二年説を支持する方向にあるようである。たとえぱ、劉蔚華氏「孔子」（劉蔚華・趨宗

正篇『山東古代思想家』山東人民出版社、一九八五年、所収）、『中国歴史大事編年』（

北京出版社、一九八七年）といったところがその例である。とはいえ、　『史記』、『春秋

f云』の双方の記述にっいて、その確証性を疑えぱ疑えるわけであるから、こうした傾向も

あくまで便宜的な目安を設定しているにすぎないといえよう。

　（三）木村氏、前掲蓄、一九～二○頁、参照。

　（四）伝の本文は「宋華父瞥孔子父之婁干路、目逆而送之、日、美而艶」である。

　（五）前掲書、二○頁。また、今本『孔予家語』が偽書であることは、張心激『偽書通考J

（台湾商務印蕃館、一九七○年、再刊）下六○九～六一八頁に詳しい考証がある。

　（六）「孔子世家」には前摘の引用文「孔子生魯團平郷阪邑、其先宋人也、…」の後に、

r丘生而叔梁絶死、難干防山、防山在魯東、曲是孔子疑其父墓処、母識之也、…孔子母死、

乃残五父之衛、蓋其慎也、陳人娩父之母梅孔子父纂、然後往合葬於防焉」とある。

　（七）察尚思氏の基づくところは肝礼記』楓弓上篇に、「孔子少孤、不知其墓、殖於五父

之衛、人之見之者、皆以為葬也、其慎也蓋残也、問於阪曼父之母、然後得合葬於防、隣有

葬春不相、里有残不巷歌」とあり、またこれに鄭玄が注して、　ザ孔子之父阪叔梁糸乞与顔

氏之女徴在野合而生孔子、徴在恥焉不告、欲有所就而閲之孔子亦為隠罵、顧於家則知之者

無由怪己欲発間端五父之簡名蓋阪曼父之隣、……曼父之母与徴在為隣相善」としたどころ一

にある。

　（八）r孔子思想体系』（上海人民出版社、一九八二年）四～六頁。

　（九）『孔子家語』は、　「叔梁緬竪於魯之施氏、生女九人、無男、其妾生孟皮、病足、叔

梁絢日、雄有九女、耐無適、是無予也、其妾生孟皮、孟皮一字伯尼、有足病、於是乃求婚

於顔氏、顔氏有三女、其小日徴在、…徴在遼日、従父所制、将何間焉、父日、即爾能案」

というが、これが何処に依拠するのかよくわからない。憎獺性は低いとしなくてはならな

いが、一応の参考にはなるであろう。

　（一○）三軍の歴史的意義にっいては宮崎市定氏「古代中国賦税制度」（「史林」一八巻

二。三。四号、昭和八年、rアジア史研究』1、所収）を参照した。ついでに言及すると、

氏は魯・誓ともに三軍を作って常任の将軍を任命してから、兵権が公室から将軍の手に移

り、公室の勢力は衰微し、ついに三卿に分割されることになったことを指摘している（八

八～八九頁）。

　（十一）前掲蕃、二四頁。楊伯峻・徐提繍r春秋左f云詞典』（中華蕃局、一・・九八五年）に、
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その場所を「魯曲阜城外東南地名」と説明し、哀公一一年伝、昭公五年伝、定公六年・八

年伝を列記している（九○～九一頁）。

　（一二）宮崎市定「古代支那賦税制度」は、これを「貴族」と「平民Jの二階級といい表

している。梁啓超r先秦政治思想史』の「第六童階級制度与興替状況」に、すでに同様の

見解が開陳されている。

　（一三）前掲論文、及び「中国古代史概諭」（ハーバード。燕京。同志社菓方文化講座委

員会、昭和三○年、　『中国古代史論』平凡社、昭和六三年、所収）参照。

　（一四）『中国古代中世史研究』一四…頁。

　（一五）前節、注一七、を参照されたい。

　（一六）『中国恩想源流の考察』（朝日出版社、昭和五四年）九二頁。

　（一七）宗法にっいて窺い知る手がかりは、後世の資料ではあるが、『周礼』『礼記』に

記されたところが唯…の資料となる。当面する間題に関する部分は、『礼記』大伝篇に、

「別子為祖、継別為宗、継禰者為小宗、有百世不遷之宗、有五世則遷之宗、百世不遷者、

別子之後也、宗其継別子者、百世不遷者也、宗其継高禍者、五世則遷者也」である。っけ

加えると、この点の論述に関しては緒橘轍次氏の『支那の家族椥』（大修館欝店、昭和八

年）「襯属篇、第三節、宗法」に学んだところが多い。藻た本論の主張は梁啓趨の所論と

も基本的に変わらない（『先秦政治思想史』邦訳、七五頁）。

　（一八）原氏、前掲醤、同前。

　（一九）「古f尤中国の精神」（『貝塚茂樹著作巣』第六巻、中央公論社、昭和五二年、所

収）二六～三三頁。

　（二○）吉川幸次郎『論語』（朝日新聞社、昭和四一・年）…二九頁ならびに一三六頁、参

照。

　（二一）「士有碑人之法、有碑世之法、長沮桀溺謂孔子為士、従碑人之法、己之為土、則

従碑世之法」（『諭語菓解』微子篇注。なお本論では、台湾芸文印欝館刊行の宋本『十三

経論語注疏』を用いた）

　（二二）余英時氏は『士与中国文化』（上海人民出版社、一九八七年）のなかで、「歴史

的視点から土の起源の閲魍を討論するとき、多くの近代の学者は士の始まりは武土であり、

春秋戦国の激烈な社会変動を経て文士に転化したとしている」とみて、顧吉頁剛「武士与文

土之蜆化」（『史林雑識初篇』中華書局、…九六三年、所収）を引いて、武士と文士、い

わば侠と儒とは別系統に淵源するという内容の批判を加えているが（六～八頁、二六頁）、
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　（三四）余英時氏はかかる慨成の枠綱みに対す一る斯たな意義づけを挽えて、社会学ていう

r哲学的突破」（州1oso州c　breakthroUgh）とみている。また｛国とりわけ儒学におい

てそれがおだやかであった瑚山を儒家の「改榊托古」（制を改めて古に托す）という姿勢

にあったとしている（前掲1諜、二七～三…頁）。

　（三五）r説儒」（r歴史語言研究所集刊」第四木第三分、一九三四年、同篇はr棚適論

学近著棚一旋』として上海商務印諜鮒から一九三五年に出版され、後に『棚適文存，1柵四

集婿一巻に収められ台北遠東図響公司から一九五三年に再刊された。この『文存』に某づ

いて一九工八六年に遠流出版確薬公司カ）ら分・冊、再発行された『胡適作晶巣一五・説儒』に

よる。）七○頁。

　（三六）「三年の災」に閲しては後述するのでここでは蒲述を竹く。棚適氏に対する灰諭

としては、郭沫若「駁説儒」（『青鋼時代』重慶文治出版社、一九四五年初版、所収。こ

こでは『全集』歴史篇第一巻、人民出版社、一九八二年、所収による）をはじめとして、

銭稜「駁湖適之説儒」（「東方文化」一巻一期、香港大学。いま『胡適作品築一五。説儒』

甘録三による）、候外巌『中国吉代社会史論』（上海新知欝店、一九四七隼初版。三聯書

店、一九七九年修訂再刊、ニプ1、六頁）といったと1ころが挙げられる。幾考は寡闘にして多

くはみないが、全繭的に賛同するものに、寓川尚志「儒教の宗教的性格」（「宗教研究」

第三ノ＼巻棚一i胴、　口召禾n匹10勾三）カざある。　なお、　弓ま者区箇’沖㍍与氏は、　イ』、．鴎字右共罵「贋…浮宥J　（　「皿〔

唖経液研究」第二○巻粥三号、胴和一…年。　『古代中国研究』筑摩欝房、昭和四三年、所

収）ど箪沢俊郎『周漢層、想研究』（弘文堂、昭和一八年）を挙げるが、両諦は棚適の名を

挙げていないこともあって、はたして胡説に同意するものと1いえるのか、前者については

とくに疑問とせざるをえない。

　（三七）「孔子在印国歴史中之地位」（「燕京学報」第二期、一九二七年、『古史弁』第

二冊所収、頁数は以下すべて同蕃による）二○四頁～二一○頁。　『中国哲学史』（本論で

は、巾文出版社、一九六九年刊行本を用いた）第一篇、第四童、「孔子及儒家之初起」、

　（三八）『史記』儒林伝に、「白孔子卒後、七十子之徒、散遊諸侯、大者為師僻卿相、小

者友教士大夫、或隠而不見」とあ｝）、あるいは貨殖列f云には子買が名を連ねている。廿に

隠れ佳む者がないではなかったものの、孔子教団は、世に出てさまざな役割を波じること

になった多くの人士を．藷出した。

　（三九）『孔子研究』（中国社会科学出版村、一九八三年、増訂版）七頁。またこの点に

閥迦して示峻に富むと思われるのは、朱伯屍『先奏倫理学概論』（北京大学出版社、一九八
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四年）が、　「（一）孔子は人民大衆の思想家ではなく、その倫理学説は奴隷。農民の利益

を代表しない。　（二）孔子は如何なる階級にも厩さずまた如何なる階級の利益をも代表し

ない知識人である。」（一二頁）と述べている、とくにその第二点である。

　（四○）『諭語注疏』序解。

　（四一）『論語之研究』（岩波譜店、口召和一四年）一○六～一○七頁、二五四～二五七頁。

　（四二）岩波欝店、昭和一三年、初版（なお、本論では角川書店、昭和三〇年発行の『孔

子』を用いた）。同韓は武内義雄氏の昭和三年になされた識満の内容に啓発されたものと

和辻氏はいう。後に公刊された武内氏の『論語之研究ぷと比鮫するとかなり出入りがあり、

氏は昭和二三年に楠村書店より再行されるに際して、この点に関してことわりがきをけし

ている。その事白休はどうということはないが、氏の、奥付とみられる「付録」に閑陳され

た見解は、いわば『論語之研究』の解説ともいうべきもので棚概としてもすぐれている。

　（四三）『諭語の新研究』（岩波書店、昭和四九年）一四～一七頁、

　（四四）『孔子と論語』四七三～四八四頁。

　（四五）前掲二欝、二五七～二五八頁。

　（四六）『孔子』付録、一一八買。また宮崎氏は『論諦』の成蕃間題に閲しては見解を異

にしながらも、　『論語之研究』のほかの部分までも否定する考えのないことを表閉してお

り、「その内容分析が精細を棚め、不朽の価楠をもつことは十分に尊頭している」（前掲

書、一七頁）というのであるから、こうした点にっいては肯定しているものと受け取れる。

　（四七）西晋一郎・小糸夏次郎『礼の意義と繊造』（畝傍欝房、昭和一六年）二六頁。同

諦は「刺、の鷲燕」一～二一頁（西薪）と「礼の思想と楴造」二三～四六七買（小糸著）の

二部に分かれる。

　（四八）r中国原始概念の発達』五頁。

　（四九）「六経之文、皆有打、在其中、六経之韓、亦以礼為尤珊」（中華欝店、一九五四年）

八一頁。

第二節、遭徳規範

］．、礼紛

古礼は宗教儀礼と世俗儀礼のふたつの1昨格を混然一休のものとして合わせもっていたの
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であるが、それは主宰神ないし人樒神としての風貌をもっ呪術的・宗教的天との関係にお

いて成立したものであった。天に対塒するものとしての人間が、その合理的思推への信頼

を深めていくなかで自己の圭体性に覚醒し、みずからの営為による価値創造の領城を自覚

していき、それにつれて古礼はその宗教性を次第に希薄化していったことはすでに論じた

とおりである。そこで、まずr論語』にみえる礼の事実から考察していこう。

　r諭諮』には礼の術語が七四例認められるとされているが、古礼との閲係に瀞目してf云

承の礼制の実態を比較的よく示す事例ということでは、中心となるのは当然八侑・郷党の

両篇である川、郷党篇にっいては後で扱うことにして、まず八f甫篇からみていこう。いう

までもなく八f盆篇は、「前篇末の二童を遁じ、皆礼楽の事を論ず」という朱子『論語築注』

（八伶篤注）の説明にもあるとおり、為政篇の篇末二童と合わせて、およそ礼楽に関する

孔子とその門弟の言行録を整理したものと看傲される、

　①孔子、季氏を謂わく、八侑して庭に舞わす、これを忍ぶべくんば、軌れか忍ぶべから

　　ざらん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八f青篇）

　②三家は薙を以って倣す。子日く、相くるはこれ碑公、天子穆穆たり、いずくんぞ三家

　　の堂に取らん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

　③季氏泰山に旅す。子、再有に謂いて日く、女、やむる能わざるか。対えて日く、能わ

　　ず。子日く、鳴呼、すなわち泰山を林放にすら如かずと謂えるか。　　　　（同上）

　④然らば則ち管仲は礼を知れるか、日く、邦君は樹して門を塞ぐ。管氏もまた樹して門

　　を塞ぐ、邦君は両君の好しみを為すに、反ル有り。管氏も亦た反沁有り。管氏にして

　　礼を知らぱ、軌か礼を知らざらん。　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

・一見して明らかなように、これら諸章の主意はみな悩上の批判に注がれている。①におけ

る季氏は当時、魯国の実権者であった季孫氏であり、孔子の頃の当主は季桓氏（実名、季

孫蜥）である。八倫は八列、六十四人からなる方形の群舞であり、本来は天予の祭祀に際

してのみ行われた。諸侯は六侑、卿大夫は四侑、士は二倫｝というのが礼本来の槻定であ

った。したがって、卿大夫である拳氏が八情の舞を舞わせるのは脳上であるというのが、

季氏に対する孔子の批判理由であった。

　②に関しては何婁r論語巣解』に、「馬融日く、三家は仲孫、叔孫、季孫を謂う。薙は

周頒臣工篇の名、天子、宗廠に祭りて、これを歌いて以って祭りを徹す。今三家またこの

楽を作す」とあることが明解を与えている。これによると、三家は供物をさげるどき天子

が祭に際して用いる歌を演奏させていた、薙の歌は、祭の手伝いとして菓まる諮候、天子
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はそのなかにゆったりとしておられる（現在本『詩経』周頒臣工雛篇にみえる）、という

意妹であり、これに閲する孔子の非難には、〈どうして陪臣である三家の堂（みたまヤ））

で行ってよいのか〉とある。

　③では八帽の舞で非難された季氏が今度は泰山にて旅（山の祭）の儀式を行ったこどが

批判の対象になっている。すなわち、孔子と季氏の執塾である陶有との間答は、〈おまえ

救えないのか。特有は対えていう、救えません。林放さえ、礼の根本を質間した。泰山の

神といえば、輿い存在であり、礼の精神を心得ているに遼いない、おまえはその泰山が林

放にも劣るどいうのか〉というのがその意昧である。肇氏を抑えることのできない内有へ

の叱責を通してやはり季氏の憎上が批判されている川。

　④においては管仲の僧上が批判の対象になっている。管仲は礼を知るかという間いに対

する孔子の答えは否であった。く管仲は門の内側に衝立をこさえ、邸内が見通せないよう

にしているし、また、堂内の二本の柱の間には、二人が相対座して献酬しながら杯を置く

ための彫占という台がある。こうした遭具立はもともと君主にのみ許された特権であるの

に、管仲がそれを行うのは彼が礼を知らない人間だからである＞、というのが管仲批判の

内容であった。っいでに言及すると、ここで管仲が批判されていることは、憲間篇のやは

り管仲に関する記事と好対照をなしていることに気づかれる。このことは武内氏の諭証に

合致するところでもある。ということは、孔子思想（儒学）が斉国に伝播した後に成立し

たのが後者であるとみて、単にテキストのうえの相違と考えれぱ、この点は取り立てて間

魑にするには及ばないであろうN’。また、八脩篇がより古いものであれぱ、管仲に向けら

れた批判が孔子の真意をより素直に反映していることも推察されよう。

　かくて、これら四童は当時における礼制の衰微を慨口糞しながらその破壊をにくむ内容で

ある。孔子の批判は、天子や蕎蕎候にのみ許された俄礼的行為でありながら大夫によって僧

用されたことにあったようで、かかる憎上つまり位階的秩序の破壊が強く指賛されている

のである。そして、こ1うした階上の行為を礼制の破壊と認め手厳しく議賛する根拠は、周

礼の理想にあった。そのことを示しているのがっぎの諸童である。

　　子張間う、十世知るべきか。子日く、般は夏の礼に困る、損益するところ知るべきな

　　り。周は駿の礼に因る、損益するところ知るべきなり。それ周に継がんものは、百世

　　といえども知るべきなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（為政篇）

　　子日く、夏の礼は吾れ能くこれをいわんとするも、杷徴するに足らざるなり。殴の礼

　　は吾れ能くこれをいわんとするも宋徴するに足らざるなり。文献足らざるが故なり。
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　　足れば吾れ能くこれを徴せん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八悔篇）

　　子日く、閥は二代に監みて郁郁乎として文なるかな、吾れは閲に従わん。　（同上）

最初の文童はさきにも引用したところであるが、朱予が＜為政篇末の二童を含めて八侑篇

はみな礼楽のことを論じている＞と説いたなかの一童である。武内氏もやはりこの一一童を

八f肯篇（厳密には河間七篇本）のなかに貼りっけている川。そしてこのようにみてみると、

夏・般・閥と伝えられた礼の大綱は百世後も変わらないといい、それが周礼においてもっ

とも完備していることを述べ、夏般の祭祇をそれぞれに嗣いでいる杷宋両国には夏礼般礼

を徴するに足る典籍賢才がないことであるから、したがって周礼（周の文化）を美として

これに従おう、というように一賢した趣旨において理解されてくる。

　ところで、もとを正せば形骸化しているからこそ僧用も生じるわけで、形式に堕した伝

承の礼の必要性ないし妥当性が疑われてもよいはずである。ところが、「告朔の儀羊」に

関する子貢との問答のなかで注意すべきは、形骸（形式）それ自体の消失すら容認しえな

いとしたことである。両者の間答はつぎのように記されている。

　　子貢、告朔の奮細全。を去らんと欲す。子日く、賜や汝はその羊を愛しむ、我れはその礼

　　を愛しむ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八帽篇）

告朔の「朔」は毎月のっいたちで、その月に行われるべきすべての行事の起点として、そ

の日には君主の親臨のもとに一新しい月を迎える磁式があった。　『巣解3に引く鄭玄注には、

「魯は文公より始めて朔を視ず。子貢その礼の廃せるを見ゆ。故にその羊を去らんことを

欲す」とあるように、文公（在位前六二六～六○九年）の頃から君主は臨席せず、形式的

に欄牲の羊だけが（朱子によれば有司によって）供えられたという。それをやめようとい

い出したのが予買であった。孔子の答えは、くおまえは羊をもったいないというが、私は

当然行われるべき鱗式としての礼の伝統を憎しむ＞というもので、たとえ形だけでもなく

なるよりはいいといったとされる。確かに、孔子思想のなかには、「子日く、麻箆は（古

の）礼なり、いまや純にするは倹なり、吾れは衆に従わん、」（子雫篇）といい、質朴を

重んじる立場から古今の礼を餅酌してより質素な方を取るというような態度も窺われる。

しかし基本的には、わけても、こと人倫の秩序に関わる部分では、やはり伝承の礼制をそ

のまま存置することを強く望んでいたことには違いない。上文に続いて、孔子が「（臣が

君を）下に拝するは礼なり、今や上に拝するは泰なり。衆に違うといえども、吾れは下に

従わん。Jといい、古礼の伝統に立ち帰って臣は階下で君を拝すべきであるとしたことは、

そのことを端的に示しているであろう。そして孔子が古礼をそのままのかたちで承認して
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いたことはほかにも徴すべき資料がある、

　　子日く、君子は争うところなし。かならずや射か。揖譲して升下して飲む、その争い

　　や君子なり⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八俗篇）

　　子日く、射は皮を主とせず。力を為すこと科同じからず。古の適なりJ弓’。　（同上）

　　子日く、締既に潅してより往は、吾れこれを観ることを欲せず。　　　　　（同上）

この第一一・例と第二例は「鮒」の礼に閲することばを録したものであ丁）、当時における礼の

事実というよりは、古礼本来のありかたが強調されている。第三の例文は難解であるが、

いま『薬解』に引く孔安国注によってその大意を把握することができよう。そこから理解

されるところでは、＜魯国の先祖の祭は欝魁の酒をかけて神を降すまでは古礼に則してい

るが、その後で位牌を列する段からは、憾公をさきにして父子の順位を乱しているからみ

ようとは思わない＞というのが孔子のことばの輿意であったらしい。

　このように古礼をそのままに受け入れてこれを尊守しようとした孔子の姿勢は、八帽篇

と並んで孔子教団の礼諭を詳しく伝えているとされる郷党篇にもよく現れている。八侑篇

が礼の理論であるとすれぱ、この郷党篇は孔子の行動の記録であり、古注が全体を一童と

みているように、この篇全体はまさに礼の重要性をその実践の姿のうえから示したもので

ある。

　朱子は全体を一七の節に分けているが、武内説に従って一四の童に区切るほうがより意

昧の連関としては纏まりがよいようである川。すなわち、「孔子郷党においては胸．陶如た

り、書う能わざる曹に似たり。その宗廠・靱延に在るや、便便として蕾い、唯繊しめり」

の第一節（朱子『巣注』による分節、以下同じ）に始まり、「圭を執れば、鞠躬如たり、

膀えざるが如し。上ぐることは摘するが如く、下すことは授くるが如し。勃如として戦色

あり。足は粥馳して幡う有るが如し。享礼には容色有り。私鯛には愉愉如たり」の第五

節までのところは、宗廟・朝延における公的生活における礼的行為を記したものである。

また、「君子は．紺級を以って飾らず」の冒頭の・…旬ではじまる第六節から、「人を他邦に

間えば再拝してこれを迷る」とある第一・一節の開頭の一旬までを第二童とみれば、ここで

は孔子の私生活における合礼的行為が描録されている、合礼的とはいってもそこに礼楽制

度の子細が囎示されているというわけではない。にもかかわらず、孔子の起居動作が比較

的ことこまかに描出されている以上、そうした動容周旋のすべてがみな礼の貝休的表硯で

あるとする主意が含まれていることは見易いことである。そしてさらに、第…一節の後半

以下（武内説では第三章以下）も孔子の公私にわたる生活の描写が中心となっている。そ
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れらは断片的で纏まった意峡を取り難い面もあるが、他者に対する心持ちの硯れという要

素が新たに加わっている点をも含めて、基本的にはやはり礼の具体的な表睨を摘録したも

のと考えてよいであろう。そして武内氏がいうように、そうした孔子の一挙一動には礼の

規定に意識的に含致させるどいった窮魎さはなく〔㍉、臼然な心持ちのままに礼の規定を外

れないということであったと理解される。

　ところで、この郷党瀞に開陳されたような礼は、人倫のなかに溶け込んで慣習と…イ木に

なったものであって、制度として意識されるよりは習俗そのものとして感得されるような

類のもので、いわぱ礼俗という性格づけが相応しいであろう。とくに第三童以下において

看取されるように、そのひとつひとつに固有の名称があるわけでもないようである。これ

らは日用の実践のなかで長い間にわたって培われるものであり生きているものであるから、

仮に煩墳を蝋ってそれを否定しようとしたところて’、共同体の総意のなかでは人々の心悩

のなかからそうたやすくぬぐい去ることができるものではない、f云承の礼制という鰯念は

かなり根独く生きていたであろう。ただし郷党欝が比較的細説を尽くしているのにはそれ

なりに理由があり、西周から春秋にかけての争乱と無関係ではないように思われる。とい

うのは、礼俗までが急激に崩’壊に瀕していたということではないにしても、それなりに廃

れていく傾向にはあったと推察される、したがって、郷党瀞の繍菓の意図には、孔子の合

礼的動容を共同体に映して、もって範を垂れるという意妹はあったであろう。そして、そ

のことと相表裏して、その全体的基調としては、孔子が礼の全般に明るかったことを閥咽

せんことを意図しているのであろう⑰やはり八帽篇に、　「子、大廟に．入りて、事ごとに間

う⑪或るひと口／・軌カ卿人の子を礼を1細ると調うや・大廟に入りて批とに間う・子こ

れを聞きて日く、これ礼なり」と：あることに対応するかのように、この一篇全体が、八f青

篇と相倹って礼に通じる人として世に聞こえていた孔子自身の姿をかなり鮮明に描出して

いるからである｝⑪

　以上の所論によって、孔子の時代における礼俗を合めた広義の礼制の実状と、そうした

状況に処して孔子が如何なる態度をもってこれに臨んだかはおよそ了解されてくる。まず、

前童どの関連からいえぱ、かっての古礼は、大別して宗教儀礼と世俗儀礼とのふたっの性

楮を混然一・体のものとして合わせもっていたのであるが、それは主宰神ないし人格神とし

ての風貌をもっ天を機軸とする、統治理論と1しての天命思想に包摂されることで成立・機

能したのであった。孔子の時代にあっては、天に対1時するものとしての人間が自己の主f本

性、ないし合理的思惟に覚醒するに従い、古礼はその宗教性を次第に希薄化して社会的規
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範としての意義を深めるのは自然の趨勢であった、すでに論じたように、合理的思惟の台

頭は、同時に古代天命思、想それ自体の諭理的破綻を露呈させたことによって、人倫共同体

はその価値の根元を失い、礼制は動揺して人倫の秋序も混迷のなかに投げ出されたのであ

った。かくて『論語』に記された礼の術語からは宗教的神聖性を欠落させた古礼が、形骸

化して通過鱗礼あるいは礼俗に堕した痕跡を認めることができるのである。前者が祉会的

規範とすれば後者は習俗である，Iω。そしてかかる礼制においては、とりわけ社会的規範

のほうがより重要な意味をもっのが普適である。しかし、位階的秩序を明確にし日常行為

を規制するいわぱ準則どしての機能はすでに失われていたのであり、その顕著な現象は憎

上の横行に証示されていたのである。孔子がそうした秩序の破壊を厳しく指責したことに

は、人倫的秩序の固復というはっき1）とした目的、意識があってのことであり、その批判の

根拠となったのがf云承の礼制つまり孔子のいう周礼であった。礼の諮制度が周礼において

もっとも完備していたことから、その理想的復興によって人倫秩序の確立を目指そうとし

たところに孔子の意図があったのである。

　ここでより煎要なことは、同時にそれが聖人の遺制として観念されていたことであった。

というのも、　『諭語』のなかでは礼制の起源は詳しく論じられていないが、それでも夏王

靭においてそれが創制をみ、閥代に至って大いに憲童されたとされている。また、　「子口

く、甚だしいかな吾れの衰えたる、久しいかな吾れまた夢に岡公を見ざること。」（述而

篇）という述懐は、夢癖の間にも脳裏を離れなかった周公の治世が、それが現実にはどの

ようなものであれ、孔子には理想社会として感得されていたこどを示している。とすれば、

その再現を希求する願望が孔子にf云承の礼制を聖人の遺制として思念させ、これを現実に

実効あるものとしたいという実践目標に駆り立てたとしてもいっこうに不思識ではない。

「予日く、述べてf乍らず、層じて古を好む」（同前）という表白も、そうしたところに理

由があったと看倣される。

　ところで、この周礼の復興という理念は、孔子が歴史をみる見方ないし態度と一体のも

のであって、かかる歴史認識から乖離しては孔子の主眠する礼論の意義も理解しえないて

あろう。それがひとっの歴史観ないし歴史認識としてどの程度すぐれたものかは別として、

宮崎市定氏はこうした歴史認識こそ漢代に儒教が国教化する要因であったという趣旨の興

味ある指摘を行っている‘川。いまその内容はともかくとしても、周公の治世に理想祉会

の現出があったという観念は、合理的糟神をもって聞こえる苛子においてさえその例外で

はなかったことからすれぱ、先秦儒家思想そのものがかかる歴史言忍識に立脚していたとい
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っても過言ではない。そして孔子のいう礼が、その歴史認識に立脚するものであったどい

うことは、いうところの周礼はもはや現実に伝承したところの礼そのものとは認められな

いということである。これを翻していえぱ、古代の遺制に回帰するとした孔子の理念は、

f云丞の礼制を形式どおり実行に移したところで達成されうるはずはなかった。孔子はf云承

の礼制をほぼ全面的に肯定してはいるものの、それが孔子によって教説として語られると

き、理想的人倫社会の秩序として再構成されていたことを糊塗してはならないであろう。

礼にかぎらず孔子の教説そのものが、既成の観念ないし概念に新たな意義を注ぎ込むもの

であったことに留意しておきたい。

　そこでまず明確にしておきたいことは、孔子においては形式として礼の正当性は与伴と

されていたわけであるから、それがどこに根拠をもつのかということについての識論は、

さほど意蛛をなさないということである。孔子の関心は礼の成立根拠にあったのではなく、

口常的実践のなかで合礼的行為が「いかに」にして可能となるかに向けられていたのであ

る。すなわち、

　　子路、轡予を間う。予日く、己を修めて以って敬す。日く、斯くの如きのみか。口く、

　　己を修めて以って人を安んず。日く、斯くの如きのみか。日く、己を修めて以って百

　　姓を安んず。己を修めて以って百姓を安んずるは、棄舜もそれ猶おこれを病めるか、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（憲間籍）

とあるように、修己と治人とを．不可分の閲係におき、「修己治人」をみずからの理念に掘

える孔子の学っまり儒学は、．遭徳論ど政治諭を一体のものとして包摂する日用実践の学で

あった。孔子の礼論のなかにおいてその泰実的根拠、いうなれぱ起源については間われず

にその実践的根拠に主要な関心が菓中していた所以であろう。

2、仁諭

　さて、礼の実践的根拠を間うということは、人倫のなかで礼制が「いかに」機能するか

を考究することである。しかし人倫共同体の価値の根元を指示し礼制の存在意義を規定し

た古代天命思想はすでに二頼替し、これに代わる人倫の統一目標が示されないとすれぱ、礼

制は別の何らかの論理体系に依拠してその価悩ないし存在意戴がけ会されねぱならない。

さもなけれぱ、それは形骸のままに放置されることは必至であり、人倫の紐帯どして履行

されることは不可能であろう。聖人の遺制を如何にして再現するかという書粟魑に向かった
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孔子の探求においても、聖人の遺制の一再現のためには、礼制の存在意義をまず閲咽するこ

とが意、務とされたであろう。かくて、礼制の形骸化の現状と対崎することに発したその遡

源的探求は、形式から精神への層、想的発展の過程において「仁」に逢着するに至ったので

ある。すなわち、

　　林放、礼の本を間う。子日く、大なるかな間いや。礼はその審らんよりは寧ろ倹せよ。

　　喪はその易めんよりは寧ろ戚め。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八侑篇）

　　子日く、礼といい礼という、玉鼎をいわんや、楽どいい楽という、鏑鼓をいわんや。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（陽貨篇）

とあるように、く礼はおおげさにするよりはっっましいほうがいいし、葬礼にしても遭貝

立に腐心するよりはこころから哀しむほうががいい＞りいといい、〈礼といってもお供え

物の玉や絹を意昧するのでない＞ことを力説しているのが、それである。これらのことば、

礼の形式は多様であってもそれに関与する人が、自己の内面に意を用いるべき点では同じ

であることをいうものである。これをいい換えて、人として仁がなけれぱ礼のかたちなど

何にもならないという謂が、

　　子日く、人にして仁に非ざれば礼を如何せん、人にして仁に非ざれぱ楽を如何せん。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（八侑篇）

という一文において語られている。これは、視座を換えてみれば、已の内面を深省すれば

結局は仁に逢着せざるをえないという趣旨を示すものと解釈され、したがって、ここに孔

子は仁の概念を捉起し、っまるところ礼の内実は仁にあることを主張しているのである。

ちなみに、禍値1唆氏によれぱ、春秋時代は儀礼・礼制・礼滞等を合めて礼の形式が重視さ

れた時代であった。『春秋左氏f云』には礼の文字が四二九例を数えるにもかかわらず、仁

は三三例にすぎない。これに対してr論語』には仁の術語が一○九例みられ、よって孔子

の思想はかかる春秋の思想潮流を批判的に継承したものであるというf川。こうした点も

また、礼の内実を重視した孔子の立場を端的に示すひとつの資料であるといえよう。

　そこで、r論語』における仁とは何であるかが間魍となるが、知られているように、か

くも多数の用例のなかで明確な定簸と呼べるような例は見出されない。そこで字義をはじ

めとして古来からさまざまな解釈を生んできたのであるが、あくまでr論語』を責料とし

てみたとき、そこにはやはり一一定の意昧連関が看取されるようである。まず、つぎの一童

からみてみよう。

　　子張仁を孔子に問う、孔子日く、能く五者を天下に行うを仁と為す。これを請い間う。
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　　日く、恭・寛・信・敏・恵。恭なれぱ則ち侮られず。寛なれぱ則ち衆を得。信なれぱ

　　則ち人任ず、敏なれぱ則ち功あり。恵、なれぱ則ち以って人を使うに足る。（陽貨篇）

ここでいうところの内容においては、恭・寛。憎・敏・恵という憾目を内包とする言畜触の

総合としての仁の意薮が示されている〔い。そして、有憾者とはそうした徳を身にっけて

いる人ということであり、

　　君子、仁を去りていずくにか名を成さん。君子は食を終うる間も、仁に違うこと無し。

　　造次にも必ずここに於いてし、顛流にも必ずここに於いてす、　　　　　（里仁篇）

とあるように、有徳者の完成の境位である君子に至っては、如何なる際にもそれを離れな

い、そうした徳であるとされる。さらに、孔門の高弟である有若が教団の正統的解釈を示

したとみられるところでは、その根本思想が孝悌（悌は弟に同じ）にあるとされている。

そのことは、

　　有子日く、その人となりや孝悌にして而も上を犯すことを好む者は鮒し。上を犯すこ

　　とを好まずして、耐も乱を作すことを好む者は、未だこれ有らざるなり。君子は本を

　　努む。本立ちて遭生ず、孝悌なるものはそれ仁の本たるか。　　　　　　（学而篇）

とある。繋言を要するまでもなく、朱子注に、　「善く父母に事えるを孝と為し、善く兄長

に事：えるを悌と為す」どあるように、孝は子の親に対する親愛のこころ〔りの表現であり、

悌は狭義．には弟の兄に対するそれであるが、広義には年少者の年長者に対する親愛のここ

ろの表蜆を含むものである。この孝悌が根本となって遭が確立する。とすると、この遭が

間題であるが、後文の仁が遭をそのまま承けていることから考えて、この場合の遭は仁と

およそ同競である〔ポ。したがって、孝悌つまり親兄弟に対する親愛のこころこそは仁の

根本である、というのが上文の圭意であると解される‘川。このようにみてくると、

　　奨遅、仁を問う。子日く、人を愛す。　　　　　　　　　　　　　　　　（顔淵篇）

とあり、衆論もまたほぼ…・致しているように、＜仁とは人を愛する＞ことであると考えて

よいであろう。ただしここでいう「愛」は個別的な閲わり合いにおける華見愛のこころでは

なくして、梁啓超が、　「もっとも大ざっぱな現代語でいえば同憎心である」といい、また

「人類に対する同備心ゴ1s’であると述べているように、より一般的な人と人との関わり

における親愛のこころであると捉えられよう。

　ただし、それはあくまで人間主体を起点とする個別的・内在的な触である。したがって、

　　伯夷叔斉は何人ぞや。日く、古の賢人なり。日く、怨みたるか、日く、仁を求めて仁

　　を得たわ、また何をか怨まん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（述而篇）
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　　仁は遼からんや、我れ、仁を欲すれぱ、ここに仁至る。　　　　　　　　　（同上）

　　仁を為すは已による、而うして人によらんや。　　　　　　　　　　　　　（顔淵篇）

とあるように、仁はみずから進んで求め、進んでなすべきものであるどされる。ここから

仁を実践しようとする人間主体の意志に言及され、また実践的徳である仁の性格が、個別

的・主体的行為者の立場において強調されることになるのである、

　ここで、三年の喪期を長すぎるから一・年にしようといった宰予を、親に対する愛のない

不仁者として賓めた孔子のことばを想起すれぱ、礼と仁の性樒及び両者の関係がいっそう

理解に容易であろう。喪は人世の大事であり、宗教的禁忌を本質とする礼の事実的起源と

ももっとも密接に関連するためであろうが、孔子によって特別の注意が払われたようであ

る｛川。畏文を厭わずその一段を摘記してみよう。

　　宰我問う、三年の喪は、期己にながし、君予三年礼を為さざれぱ、礼必ずや壊れん、

　　三年楽を為さざれぱ、楽必ずや崩れん、旧穀すでに没し、新穀すでに升る、燧を鎖り

　　て火を改む、期にして已むべし。子日く、かの稲を食らい、かの錦を衣る、女（なん

　　じ）において安きか。日く、安し。日く、女安けれぱこれを為せ、それ君子の喪に屠

　　る、旨を食らえども甘からず、楽を聞けども楽しまず、居処安からず、故に為さざる

　　なり、いま女安ければこれを為せ。宰我出ず。子日く、予の不仁なるや、子生まれて

　　三年、然るのちに父母の懐を免る。それ三年の喪は天下の通喪なり。予や、三年の愛

　　その父母においてあるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（陽貨篇）

ここでいわんとする趣旨は、＜子が生まれて三年を経て親の憾を離れるから、三年の間、

喪に服することは襯への報恩という意味が含まれる＞ということである。三年の喪を孔子

の創制とみる見解もあるが‘川、その詮識はここでは必要ではないし、孔子みずからこれ

を天下の通喪と規定して、それを伝承の礼制と認めその内実に遡及するというかたちで報

恩を説いていることが重要である。すでに述べたように、親への襯愛のこころがこの場合

の仁であり、単に不孝といわず不仁と表現したところにその概念の外延を窺い知ることが

できる。また、三年といういわぱ客観的尺度を内面のこころと結びつけたことは、報恩と

いう論理があるとしても唐突の感を禁じえないが、「子日く、恭にして礼無ければ労、偵

にして礼無けれぱ貫、勇にして礼なければ乱、直にして礼なければ絞」（泰値篇）とある
　　　　　　　　一㌧

ように、節度のない丁寧さ、慎璽さ、勇気、正直がそれぞれの悪弊を惹起するという論旨

とも符合しているようである。また、陽貨篇においては、「六言六弊」を挙げてより咽確

に、仁・知・信・直・勇・剛の徳が学を通じて愚・蕩・賊・絞・乱・狂に陥らないように
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すべきことを子路に教諏している文がみえる｛2い、これらを勘案すれば、仁にもそれに適

しい形式ないし準則のあることが意識されていたと解される。またこのことは、　「質の文

に勝るときは則ち野、文の質に勝るときは則ち史、文質彬彬としてのち君子なり」（來也

篇）といい、内面の質朴と形式としての文采が調和してはじめて有徳の士（君子）である

する圭張と軌を一にするものであろう。畢寛するところ、かかる主意は薙也篇にいうとこ

ろの「中庸」の謂に帰着するであろう。

　こうした一連の論理からすれば、礼の外的形式が直ちに己の内面に発する親愛のこころ

の表現であり、翻って礼のないところに仁はもとより存在しないことになる。以上のよう

な理解に立てぱ、晃方によってはこじっけとも受け取れる論瑚によって、宰予が不にの責

めを負ったことも全く理由なしとしないであろう。要するに、ここにおいて、孔子は礼を

その本来のありかたに遼元するといういい方によって、それ自体の内に仁を前提とし仁を

内包すべき形式としての礼の意義を高調したのであった。こうした点をさらに閲明したの

が、顔淵篇の冒顕の…節である。

　　顔淵、仁を閲う。平日く、己に克ちて礼に復るを仁と為す。…顔淵日く、その目を諦

　　う。子日く、礼に非ざれぱ視ること勿れ、礼に非ざれぱ聴くこと勿れ、礼に非ざれぱ

　　言うこと勿れ、礼に非ざれぱ動くこと勿れ。

ここで孔子は仁を克己復礼といい表している。ちなみに、古注は馬融を引き、　「克己とは、

身を約するなり」といい、これを襲った皇侃は、　r論語薙疏』において、　「書うこころは

若し能く己の身を約倹すれぱ、礼に返反（かえ）る。中（あた）れぱ則ち仁と為すなり」

w’という。この「約身」は子竿篇に、顔淵のことばとしてみえる、「我れを約するに礼

を以ってす」に同鞍である。また八倫篇にいう、「礼を為して敬しむ」とも通じるであろ

う、要するに克己とは、己の灘意を克倒し放窓を慎むことであり、そこにはおのずから「

己の欲せざるところは人に施すことなかれ」（顔淵・術霊公篇）といった自己抑制を本質

とする緩やかな禁止が含まれる。一言でいえぱ、克己とは自律自制であるといってもよい

であろう。そして、より具体的な内容は、上文の細目に示されているように、時・処・位

に適って礼を適宜に選択することを意味するのであり、そのことが礼に復るという調であ

る。

　これを要するに、自己を抑え自己を律するという主体的営為のなかで礼にあたる（中）

ことが、直ちに仁の実践一仁をなすこと一であるという意味に解釈される｛＝～；〕、ここで注

目すべきことは、孔子が、礼の内実に仁をもってあてたことによって、礼に遺徳的意義を
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付与したことである。換言すれば、礼を遺徳規範として規定したことで、その存在意義を

与えたところに孔子の礼論の特色があり、またその歴史的意義があったといえよう。

　ところで、仁と礼とがどのような論理によって統一されているのかという間魍にっいて

は、より厳密な検討が求められるであろう、というのも、この間魎は如阿にして礼が人倫

共同体の紐帯として機能しうるのかを解明するための前段階として、それが日常的・個別

的実践のなかでどのように成立しうるのかを間うことでもある。そこで、礼の内実として

の仁に焦、点をあてながら、この間魑をさらに掘り下げてみよう。そもそも、仁が実践的な

徳とされるからには単に対己おけるに留まらず同時に対他に通じることが要諦される。そ

こで注目したいのが忠恕である。この「忠」の術語はr諭語』のなかに一八例みえるのに

対して、「恕」はわずかに二例を数えるのみである。ここで属目したい「忠恕」と熟する

例は、

　　子日く、参や、吾が遭は一以ってこれを賛く。曾子日く、唯。子出づ。門人問いて日

　　く、何の謂ぞや。曾子日く、夫子の遭は忠恕のみ。　　　　　　　　　　（里仁篇）

とある一一例のみである。ここでいう「忠恕、」がどういった意昧に用いられているのかは、

すでに多くの注釈が論じているこどであるが、その説き方は一様ではない。そこで『論語』

において「忠」の多くが「儘」と熟するか、あるいはそれとの連関のもとに説かれている

ことに注目しながら、　「忠恕」の意、蛛を閥明していきたいと思う。まず、　「忠」について、

若干の用例を挙げてみよう、

　　曽子日く、吾才？一日に三たび吾が身を省みる。人の為に謀りて忠ならざるか。朋友と交

　　わりて信ならざるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学而篇）

　　子日く、君子は重からざれぱ則ち威あらず。学べば則ち固くなならず。忠信を主とし、

　　己に如かざる者を友とすること無れ。過てば則ち改むるに欄ること勿れ。　（同上）

　　子日く、十室の邑にも必ず忠信、丘の如き者有らん。　　　　　　　　（公冶長篇）

　　子は四つを以って教う、文、行、忠、f言。　　　　　　　　　　　　　　（述而篇）

　　子日く、忠信を主どし、己に如かざる者を友どすること母れ。過てば則ち改むるに1閑

　　ること勿れ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子睾篇）

　　子張、徳を崇くし惑いを弁ぜんことを間う。子日く、忠信を主とし、義に徒るは、徳

　　を崇くするなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（顔淵篇）

　　子張、行を間う。子日く、雷、忠儘ありて、行、篤敬なれば、蛮貌の邦と難も行われ

　　ん。言、忠信あらず、行、篤敬ならざれば、州盟と雄も行われんや。　（衛霊公篇）
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　　孔子日く、君子に九っの思いあり。視ることは明を思い、聞くこどは聡を思い、色は

　　温を周、い、貌は恭を思い、言は忠を思い、事は敬を思い、疑わしきは問うことを思い、

　　急りには難を思い、得るを見ては撞を思う。　　　　　　　　　　　　　（季氏篇）

これらを通覧して知られるように、忠、信の謂は第一例にほぼ尽きているといってもおよ

そ過言ではない。そして、一般的には忠・信はともに「まことJと訓まれ、　「誠」と同義

において解釈されるが、文字の構造から論じても、忠には内省してみずからを偽らないこ

と、僑はことぱで他者を欺かないという調をそれぞれ合意、している。極書すれぱ、前者は

自己自身に対する誠実さ、後者は他者に対する誠実さである｛川。

　また、他方の「恕」についてみてみると、上文にその…部を引いたように、

　　子買間いて日く、…替にして以って終身これを行うべきものありや。子口く、それ恕

　　か、已の欲せざるところ人に施すこと勿れ。　　　　　　　　　　　　　（衛霊公篇）

とある。端的にいえぱ、恕とは他者へのおもいやりを意味する。こうした点を踏まえるな

らば、「忠恕」の意妹はおよそ了解される。すなわち、忠・恕とは、こころのまこと。お

もいやりであり、自己に向かう誠実さ、つまり忠がそのまま他者への誠実さとして折れ返

るところに恕が成り立っといえるのである、

　そして、この「忠恕」は、自己の内から出発する親愛のこころが他者に及ぼされ、他者

との関係性において仁として成立する契機となる。このことをもっとも明解に述べたのは

朱子であった。朱子は上文に注して、　「己を尽くす、これを忠と調い、己を推す、これを

恕と謂う」（『論語集注』）という。忠は己のこころを自省して偽りないことであり、ま

ことを尽くすことである。こころのまことをもって他者を思いやることが恕である。この

ことは、「己の心を尽くすを忠と為し、己を推して人に及ぼすを恕と為すJ（『中魔童旬』

第一三童）とある…文にも徴することができる。さらに、朱子がこの「忠恕」をもって仁

と同義とみたことは、「恕は己を推して、以って人に及ぼすなり。身に反りて誠なれぱ、

則ち仁なり」（『孟子切尽心上篇注）といい、　「己を以って人に及ぼすは、仁なるものの

心なり」（擁也篇）とある諮童がこれを物語っている。前者においては、みずからのここ

ろに反求して偽りないことが仁であるとされている。これは内省の根底にはすでに他者が

予想されていることを意妹する。つまり、すでにふれたとおり、仁は自己愛ではなくして

その基底においてすで1三他者に向かう親愛のこころとして思惟されたものであった⑪後者

の引用文において、己をもって人に及ぼすといわれているその己は、「克已」の解釈にお

いて解明したように、単にわれとして在る自己ではなくして反省された自己、怒意を克倒
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された自己である。したがって、朱子の注においては、一見したところもっぱら恕につい

てのみ言及がなされているようであるが、上に述べた論理からいえぱ、恕は忠を前提とし

て成立すると考えねばならない。

　これを要するに、忠恕はその意昧頓域からいえぱ仁に包摂されるものであり、より膀義

には、対己に生じる親愛のこころが対他に向かって押し出され、仁として成立する契機で

あるというこどができる。いまこれらの所論を礼と仁の連関という図式において構成して

みると、孔子の礼論は、対己に発する親愛のこころが、忠・恕という契機を経て対他に向

かって仰し出される、その運動過程において礼と…体化する、そこにはじめて仁は行為に

おいて実現（実践）され、剛時に礼は遺徳規範として成立・機能する、一という論理徽造

をもっものであるといえる。

　そして、かかる仁の実践は、それを行おうとするかぎり誰にでも期待される、というの

が孔予の信’念であった。すなわち、

　　能く一一日もその力を仁に用いること有らんか。我れ未だ力の足らざる者を見ず。講し

　　これ一有らん。我れ、未だこれを見ざるなり。　　　　　　　　　　　　　（里仁篇）

とあるように、〈一日でも仁をなそうと欲して、それすら力不足でできないという人はい

ない。いるかもしれないがみたことはない＞というのが、それである。かかる趣旨と共通

する内容は、

　　碑求日く、子の遺を説ぱざるに非ず、カ足らざるなり。子日く、力足らざる者は、中

　　遺にして廃す。今、女（なんじ）は画（かぎ）れり。’　　　　　　　　（薙也篇）

にみえる。ここでいう逆はやはりすでに述べたように仁と同義であると解釈されるが、ま

たその外的形式を・含めていえば礼をも包摂するものである（この点はさらに後述する）。

柵求は、師の遭をよろこんで実行したいのにもかかわらず、みずからの力不足でそれがで

きないという、これに対する孔子の応えは、〈本当に力の足らない者は中途でひきさがる

ものだ。お談えは自分からみずからの限界を設定している＞というものであった。そして、

その場合に個々の人間主体における仁遺の実践に向けて期待されたのは、周知のように教

育の効果であった。それが、前引の「子四っを以って教う、文・行・忠・信」（述而篇）

とある意峡である。まず第一の「文」が、詩書を意味することは容易に理解される。第二

の「行Jすなわち実践とは、「仁」の完成を期することを目的として設定されているわけ

であるから、その趣意、は畢寛「礼」と意妹領域を同じくするものであり、それがおのずか

ら「忠恕」の謂に重なることも上述の諭旨によって明らかであろう‘2引。ここに、伝承の
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礼楽制度を学ぶこどが重視され、またその実践を遁して修擬することが高調されたのであ

る。とくに、礼楽のっいては、

　　子日く、詩に興り、礼に立ち、楽に成る。　　　　　　　　　　　　　（泰値篇）

　　孔子日く、…礼を学ぱざれぱ以って立つなし。　　　　　　　　　　　　（同上）

　　孔子日く、礼を知らざれば以って立つなし。　　　　　　　　　　　　　1棄日篇）

どあり、詩によってこころの憎（憎緒、憎念）を興起し、礼によって晶格を陶冶し、楽に

よって徳をいっそう錬成させることによって、はじめて身を修め世に立っことができると

いう点が強調されている。以上を要するに、「子の雅言する所は詩書、礼を執るもまた雅

書す」（述耐篇）とあるように、孔子においては、実践を含めた遣徳論の体系を支えるも

のは詩書礼楽にあったのである。

3、人倫

　これまで論じてきた内容は個ないし個と個に限定された場における遭徳規範の成立理論

を中心に論じてきたものであるが、それはまだ人倫規範ないし社会規範として定立される

には至っていない。われわれはさらに、人倫および人倫規範が如何なる論理によって織築

されているのかという間魍へと識論を進める必要がある。

　そこで注意されねぱならないのが、さきに所引の、

　　子路、君子を間う。子日く、己を治めて以って敬す。日く、かくの如きのみか。日く、

　　己を修めて以って人を安んず。日く、かくの如きのみか。日く、己を修めて以って百

　　姓を安んず。己を修めて以って百姓を安んずるは、尭舜もそれ猶おこれをなやめるか、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（憲間篇）

とある、修己から治人へという論理である。ここでまえもって明確にしておきたいことは、

この論理の型が対己から対他へという諭理ときわめて類似しているこどである。しかしな

がら、常識的には両一者は一意ではないとみなけれぱならない。というのは、対己から対他

へという論理は個別主体において適徳規範が如何に成立するのかを説明するものである。

端的にいえば、それは自己の格率を扱う論理である。これまでに述べてきところからも明

かなように、人倫は圭休的実戯者としての個を前搬として榊成されるのであるから、人倫

的遭憾規範の根底ないし出発点には、個別的行為の規則（格率）が当然のこととして存在

しなくてはならない。しかし、個人の格率から直ちに人倫の一般的遺徳規範が演緯される
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というわけではないというのが諭理的常識に沿った考え方である、では、孔子においては

それがどのように定立されるのであろうか。まず、孔子はここで己、人、百姓どいう術語

を提示している。この場合の「人」とは、朱子が「人とは己に対して言う」と注して洩然

と他者と解釈するよりも、古注に引く孔安国が「人とは朋友九族を謂う」といい、地縁血

縁に基づく族的巣団と解する方が意妹的にははっきりする。というのは、っまるところこ

の三者は人倫の領域（ないし層次）を指示する概念であると看傲されるからである。さら

に看過できないのは、個（己）一族的築団（朋友九族）一人倫共同体（百姓）の三者が、

修己治人の論理によって一一系のもとに結ぱれてはいないということにある。ということは、

ここでいわんとする意昧は、いま1道徳規範の間魍に即していえぱ、個別者における準則を

そのまま人倫…一般に及ぼせぱそこに人倫規範が成立するといった単純な内容ではないとい

うことである。三者の連関によく注意してみてみると、その織造は、個一族的巣団、個一

人倫共同体という関係にあることに気づかれる。したがって、これはあくまで個と族的築

団あるいは個と人倫共同体が対崎する関係にのみ言及するものであり、端的にいえぱ、こ

こでいう個は、族長であり、王であることは容易に理解される。このようにみてみると、

修己治人の論理は、一般的には遭徳論と政治論を結合させたものとされるが、より厳密に

は、統治を究極の目的とする為政諭であるといっても過言ではない。したがって、それは

工（個）一諦候（旅的菓団）一百姓という図式においてのみ有効な諭珊である。こうした

意妹では確かに、孔子の礼論において、かかる論理が存在するということからしても、礼

諭そのものが、王一講候一大夫一士一庶民という周f尤封嬢制下の位階的秩序を擁護するも

のであったことは否定できない。一こうした側面が孔子思想の保守制と後進性を示すとい

うことはよく指摘されることである。しかし、その場合の革新や進歩が何を意蛛するのか

は疑間である。孔子に先行するいわゆる賢相の施策が、すでに述べた子産をはじめとして

法治主・鍾に向かっていたこどに逆行するというこどであるならぱ、孔子の立場を一概に保

守。後進とはいいがたい。なぜならぱ、人間の主体性に対するf言頼が孔子思想、の根底によ

こたわっている。こうした思惟を体系的にはじめて宣掲したことは、中国における歴史・

思想、史のうえで不朽の功繊であったと認められるからである。これを進歩と呼び保守と呼

ぶも現代の基準（これも暖日未である）をもってするにすぎず、そうした分頬に拘るよりも、

現代のわれわれがそこから何を教訓として学ぶべきかを考えるのがより有意義であろう。

一そこで、被統治者としての個別存在における格率と人倫共同体にかかる遺徳規範の懸隔

ということがあらためて間題とされねぱならないであろう。
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　ここでまず解明を迫られている間魍は個別的規範と社会的規範一っまり個人の格率と共

同体規範一とがどのような論理によって矛盾なく措定されているかどいうことであり、ひ

いては人倫共同体における統一的規範がどのような姿において構想されているかというこ

とである。まず取り上げたいのがっぎのような孔子のことぱである。

　　天下に適有れば礼楽征伐天子より出で、天下に遭無くば礼楽征伐諸候より出づ。講候

　　より出づれぱ、蓄し十世にして失わざること希な｝）。大夫より出づると1きは、五肚に

　　して火わざること希なり。陪臣の国命を執るときは、三世にして失わざること希なり。

　　天下に遺有れぱ、政大夫にあらず、天下に遺有れぱ、庶人議せず。　　　　（季氏篇）

いうまでもなく孔子は春秋の乱世に生を碍た人である。その当時、諮侯が礼制をみずから

製作するといったことが茶飯琳であったからこそ、位階的秋序を擁護するためのこうした

厳しいことばが語られたものと思われる。孔子にあっては、礼楽征伐があくまでも人倫共

同体全体の統率者である天子を中心として発動し、行われることが天下に遭あることっま

り秩序あることと観念されていた。したがって、孔子においても人倫共同体の遭徳規範は

王という身分制度の頂点を中心として、下層に及ぶという構造のなかで履行されるものと

されていたのである。このことは座視できない重要な事柄である。ただし、それは命令の

如く強制されるものではないとしたところに、礼を遺徳規範とする所以と、またそれによ

って立つ徳治政治の理念があったと考えねぱならない。

　このことを右に掲げた例文の圭意に即し、また諸童をも勘案しながら掘り下げてみよう。

まずここでいう「出」の意味に留意したい。孔子のいう周公の統治の再現ということは、

具体的には礼楽制度の理想的復興であったから、時の天子がこれを便宜に改変することは

舳猟的には容鰍されないはずである。よしんぱ二多少の更蚊があったとしても、閉礼の榊糾1

（仁）を外れないことが肝要とされたであろう。王に対しても有憾者たるべきことが求め

られ、その精神を含めた周礼の忠実な履行が求められていたことは閑却されてならないの

である。仮にそうした実例を雅げるとすれぱ、西周末の中興の賢王である宣王が籍田の礼

を廃止して言者候のf蕎頼を喪失したことなどは、孔子のことぱとf云えられるかかる諭理から

すれば礼に背く行為であったろう。すなわち、周公の遺制の前では王もまたその履行に責

務を負わねばならない存在である、翻していえぱ、その履行を率先して世人に示すところ

に一王の王たる役割があるというのが孔子の観念であった。

　この趣旨をさらに敷桁していえぱ、君臣の関係もまた礼を媒介とするものであることに

なる。そのことはつぎのことばにもっとも閉確に現れている。すなわち、孔子は君主が家
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臣を使い、家臣が君主に勢えるにはどうするべきかを郷定公（在位前五○九～四九五年）

に間われて、　「君は臣を使うに礼を以ってし、臣は君に璃うるに忠を以ってす」（八侑篇）

と応えている。ここで、君は臣に礼を、臣は君に忠を、それぞれ尽くすべしという区別が

設けられているようであるが、実はそのような図式的な区別が存するとみる必要はなく、

行為に現れた忠のかたちもまた礼である。同篇に「子日く、君に事えて礼を尽くせば、人

以って謁らうと為す」とあり、顔淵篇では、「子脹政を間う。子日く、これに居りて倦む

ことなく、これを行うに忠を以ってす」といっていることが、その証左となる、

　要するに孔子の主張からいえぱ、君臣関係もまた礼を媒介とすることで徽築され、礼に

よって規定されるべきだとしているのである。したがって、礼を媒介とする君臣関係から

すれぱ、武力や取締りによる威嚇を根底とする強権力の発動は、本来は省かれてよいこど

になる。かくて、孔子は徳治と法治とを明瞭に区別した。

　　子日く、これを遺くに政を以ってし、こ1れを斉うるに刑を以ってすれぱ、民免れて恥

　　無し、これを遺くに徳を以ってし、これを斉うるに礼を以ってすれば、恥有りて且っ

　　楮る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（為政篇）

この「政」は朱注によれぱ「法制禁令」である。法制によって統制したうえでこれに逸脱

する一者を刑罰によって一律に均すのが法治である。これとは対蹴的に為政者の徳によって

民衆を感化し礼制によって節するのが徳治である。徳治によって人民は恥ずべきを知り善

に至る。上文のいわんとする主意はこのように解釈できる。ということの謂は、征伐を含

む刑法の衛用性をまったく否定すること：ではなくして、その効用は認めながらも、もっぱ

ら外的強制に依拠する法治政治を外最においやり、遭徳規範によって立っ徳治政治を高調

するこどに孔子の意図があったのである。両者の関連は、　「礼楽、興らざれば、則ち刑罰

中らず。刑罰中らざれば、則ち民、手足を錯く所なし」（子路篇）とある一文において、

もっとも閲明されている。すなわち、あくまで礼（楽）が根本にあってそれを補うところ

に、刑法の用があるとされ、徽治は人間みずからの自省と胸冶に期待するものであって、

強制カによって拘東するものではない・という主、意がここから読み取れる。孔子にとっては

政治の要諦は支配にはなくして徳化にあったのである。それは、r君子の徳は風にして、

小人の徳は草なり」（顔淵篇）といい、上に立っ者の徳次第で下の者はどのようにも感化

されるという諦がこれを端的に示しているであろう。

　すでにみてきたように、仁はそれをなそうと意志するところに実があるという主張は、

孔子の人間観の基本ともいえる観念であった。さらには、衛霊公篇においてはr教ありて
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類なしJといい、里仁篇には「萄しくも仁に志せぱ、悪しきこと無きなり」ともいってい

る。朱子が前者の注のなかで、「君子教うること有れぱ、則ち人は皆以って善に復るべし」

と解釈しているのが当を碍ているであろう。これらの事柄を勘案し、またさきに学閲との

関連のなかでも指摘したように、如阿なる人間も教化によって仁に志し、悔悟して悪を去

ることができるというのが孔子の観念であったといえる。ここに孔子の人間主体に対する

信頼が余すところなく伝えられていることはいうまでもない。かかる孔予の立場が、法家

思想にみられるような、いわぱ人間に対する絶対不信とは相容れないものであったこどは

盤言を要するまでもないであろう、

　以上の所論に大過ないとするならば、礼およびそれを媒介とする人間主体相互の関わり

合いの総合体ともいうべき人倫共同体の輸郭が、孔子において如何なるものであったかも、

ここからほぼ明らかにされるものと思われる。それを説明するためには、「政を為すに徳

を以ってすれぱ、霧えぱ北辰の、その所に居りて、衆星のこれに共（むか）うがごとしJ

（為政篇）とある比峨が示すところの像形を持ち出すのが捷径となろう。すなわち、繰説

してきたように、周代封建制の理念的再現を志向する孔子の人倫共同体は、やはりその頂

点に王の存在を掘えるものであった。北極星とそれを幾重にも取り巻く衆星は、王を中心

とする同心円的、位階的な秩序構造の像形そのものに比擬されるのである。より細かくい

えぱ、同じく同心円的・位階的秋序をもっ族的菓団に分かれながら王のまわりを岡旋する

という構造をもっものと解すべきである。それは身分制を堅固に保持する規範としての礼

に支えられるべきものでもあった。かくて礼、すなわちここでいう人倫規範は、「斉の最

公、政を孔子に間う。君君たり、臣臣たり、父父たり、子子たり」（顔淵篇）という間答

に示された厳格な分限の標準という性格をもっている。それは人倫にすじめを適し、けじ

めをつけることで共同体を維持する原理であり、位階的秩序にかかる個々の人問の分限を

共同体全体に示すという役割を担うものであった。そうすると、かかる礼の破壊、たどえ

ぱ現実の諸俣・陪臣の機上、甚だしきは臣下が君主を拭するといったことが、孔子の構想

する人倫のなかに生起するとすれぱ、それは単に制度の破壊に留まらず、共同体そのもの

を崩壊に導くことになる。憲問篇において、斉簡公が大夫の陳恒によって柔式されたことを

聴いた孔子はこれを討伐するよう哀公に進言した。この進言が三卿に拒絶されて、孔子は、

「重臣の末席にっらなる以上、進言せざるをえない」といったとされる。本論の視点から

解釈すれぱ、孔子にそうした行動をとらせた理由もやはり、人倫の統一的規範という鯛念

と無関係ではなかったであろう。この一事が魯国にとって重大な意妹をもっていたという
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ことでなくして、他国のことながら遺徳論を根底とする人倫の統一体ないし統一規範を重

視する立場からそれを放置できないと観ぜられたのであろう。個々人の分限を㎎示しなが

ら同時に人倫全体を調和させるところに礼の機能があり、それは孔子において、ひとっの

完成態として思念されていたことは、有若のことぱによく示されている。すなわち、

　　礼の和を用って貴しと為すは、先王の遭もこれを美と為す。小大これによるも行われ

　　ざる所有るは、和を知って和すれども、礼を以ってこれを節せざれぱ、また行うべか

　　らざれぱなり。閉，（学耐、篇）

というのが、それである。そのいわんとするところは、＜礼の形式にかかる節度、儀則は

人倫に分裂を瀞すものではなく、かえってその分限の故に個々の存在は、統治と被統治の

閲係を間わず、それぞれ己のところを得て落ち着く、先王の制度（礼）とはそうしたもの

だ＞という謂に解釈されてよいであろう。有若の主意はやはり』孔子の理念を憲童するもの

であったといえる。

　かくて、かかる位階的秩序の和譜的な樹立ということに人倫を支える遺徳蝿範としての

礼の機能があったのである。ただし、位階的秩序の和言砦的逮成という礼の機能に関して厳

密にしておきたいことは、一個々人が没圭体的に獅近することによって縦横的関係に基づく

区別を超克し、ひいては自他の和睦を完遂できるとされていたわけではないということで

ある。礼はあくまで個の主体的における格率と1して定立されながら、そのうえでおのずか

ら自他和合して人倫の統制原理として機能するとされていることを看過してならないであ

ろう、そうしてはじめて、それが人倫の統一規範として確立されるのである。孔子が「君

子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」（子路篇）といった意昧はここにあったf川。’

ここにわれわれは、個の格率がその意義を捨象することなく人倫的規範のなかに止揚され

ていることを知るのである。

　以上を要するに、礼は仁を内実とする形式である。礼が礼として機能するためには仁を

人閲個々の主休の内に獲得しなけれぱならない。仁は自己の内に発する襯愛のこころを前

捉とする。そして、親愛のこころが忠恕という契機によって対他に向かって押し出される

ところに一自他の間における偽りない思い合いという運動過程のなかで礼と一体化しっっ

行為に表出するところに一、仁が仁として成立する。ここに自已の格率が定立されるので

ある。ところで、礼に立脚する人倫共同体は、他方で、周代封建制の理想的再現に仮託さ

れて、徳者としての王を頂点とする身分制度として構想されていた。礼は個の樒率である

と同時に、節度ある対人関係を規定する人倫共同体の統一的規範であった。いい換えれば、
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個の格率は人倫の統一的規範のなかでおのずから．止欄されているのである。そして、かか

る徳治国家の突現という理念の要諦として、人倫共同休の楴成に与る王を頂点とする個々

の存在には、時処位に応じて圭体的に、且っ適官に礼を遭守することが求められたのであ

る。かくて、礼がその完成態において機能するかぎり、人倫共同体における位階秋序が和

言砦的に逮成されるという。これが孔子の思想から読み取れる礼の機能であり、また礼を基

底とする人倫共同休の理想的な形態であった。

注、

　（一）梯伯峻「論書吾詞典」（『論語訳注』所収）三一一頁、参照。また、本諭で使用した

『論語』のテクストは、基本的には武内鞠雄『論語』（昭和三八年、筑摩書房酉刊）に某

づくが、それに従わなかった点もある。ただし、いちいちその部分をことわらなかった、

　（二）「九月、考仲子之宮、将万罵、公間羽数於衆仲、対日、天子用八、諦f柔用六、大夫

四、士二、夫舞所以節八音、而行八風也、故自八以下、公従之、於是初献六羽、始用六f甫

也、」（『左伝』隠公五隼伝。）馬融（古注）、朱子（新注）ともに左伝を踏醒している。

なお、f巾子は魯国の十四代の君、恵、公の三人目の夫人で、隠公の次代、十六代桓公の生母

である⑪

　（三）この林放にかかる部分は燃解であるが、　『集解』に包威を引いて「林放尚知間礼、

泰山之神、反不如林放、欲諏而祭之也」とあるによった。

　（四）憲間篇には、「子脇日、桓公殺公子糾、召忽死之、管仲不死、日未仁乎、子日、枢

公九合諦候、不以兵砲、管仲之カ也、如其仁、如其仁」とあり、両者は全く相反する瀞味

を開隙している。礼を知らない人間が仁者であるはずはないという疑間は当然古くからあ

ったようである。吉川幸次郎氏は狩野商喜『支那学文叢』の「孔子と管仲」のなかから、

漠の禍雄r法書』が屈原を評してr如其智、如其智」というほか二度ぱかり、　r如其仁」

を模倣したいい方があり、それらはどれも「いかんぞ智ならん」というふうに反蕎晋によめ

るという同氏の説を紹介している。吉川氏はこうした毘方を否定しているが、確かに、斉

国に好意的な人物の㎜定によるものかどうかは別として、上文に統いて、　「子貢日、管仲

非仁者与、桓公殺公子糾、不能死、又相之、子日、管仰相桓公、．鯛言蕎候、一匡天下、民到

干今、受其鵬、微管仲、吾其被髪左祇集、豊若匹夫匹婦之為諒也、自経於溝滴而莫之知也、

」どあることをみるならぱ、憲間篇の意図が管仲を肯定するところにあったことは疑いえ
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ないであろう（『論語』下・一六○頁）。

　（五）『論語之研究』一一八頁。

　（六）新注と古注とでは訓みが異なるが、ここでは古注に馬融を引いて「為力、力役之寧

也、亦有上中下設三科焉、故日、不同科也」とあるによった。

　（七）前掲欝、二四三～二四九頁。

　（八）同前、二四九頁。

　（九）孔子が礼に通じる人であるという毘方は世人一般のものであったと想像され、「箪

弥言斉侯日、孔丘知礼而無勇、若使莱人以兵劫魯候、必得志焉」（『左伝』定公十年伝、

「爽谷の会」）という記事もみえる。

　（一〇）加藤常賢氏は、『論語』を通じてみられる孔子の礼に対する教説が、『春秋左氏

伝』にみえる諸大夫の礼説に比して樒別の差異はないという。すなわち、　「『論語』を遜

じて見られる孔子の礼に対する考えは、前に述べた左伝に見える講大夫の礼説に比して格

別の差異を見ない。即ち国の本としての礼と：身の本どしての礼、換言すれぱ国家の規範と

しての礼と遭徳としての儀礼の二方面を述べて居るを見るのである。論語の中に就いて、

八侑篇は前者を代表し、郷党篇は後者を代表するJと述べている（前掲書、一五二頁）。

　（一一）「古代中国史概論」（『中国古代史論』所収）で氏は、「始皇帝は自身の行動力

によって皇帝であることを実証し得たが、武帝は歴史家によって正統な天子であることを

証明して貰わなけれぱならなかった。そういう際に何としても宮廷学間として最も適当な

のは歴史の体系を有する儒教であり、…」といっている（三五頁）。この内容を敷術すれ

ぱ、氏が、尭舜を祖述し、文武を憲童し、云々と『中廠』にいう一見伝説とも単なるf云承

ともみられる観念を、ひとつの歴史認識つまり史観と．して祝えなおしたことは重要である。

また、その歴史認識ということは、孟子のいわゆる易姓革命や、萄子の後王の思想にも関

わってくるであろう。

　（一二）古注は、「包日、易和易也、蓄礼之本意、失於籍、不如倹、喪失於和易、不如哀

戚」といい、「易」を「和易」すなわち「おだやか」と解釈する。古注の意もまた遜じる

であろう。いまは新注に、「易、治也、孟子日、易其田麟、在喪礼則節文習熟、而無哀痛

惨但之実者也、戚則一於哀而文不足耳、礼貴得中、奮易則過於文、倹戚則不及而質、二者

皆未合礼、然凡物之理、必先有質而後有文、則質乃礼之本也」とあり、　「治める」と解す

るのに従う。

　（一三）『論語訳注』一六頁。また礼を形式、仁をその内実とみる捉え方は、すでに武内
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義雄『儒教の精抑』（岩波書店、昭和一四年）に明確に主張されている（一三頁）。

　（一四）ここでいう「徳」とは、『説文解字』に「外得於人、内得於已也」とあり、『礼

記』楽記篇に「徳、得也」といい、また同じく郷飲酒競篇に「徳也者、得干身也」とある

ことから一般に解釈されるように、身にっいたよき性質である。また「恭J以下を徳の細

目っまり徳目と看倣す理由はほかにもある。『論語』泰伯篇にも、「子日く、恭にして礼

無ければ労、慎にして礼無けれぱ苗、勇にして礼無けれぱ乱、直にして礼無けれぱ絞」と
　　　　　　　　　　　　　　　、）’

いうのが、それである。

　（一五）一見したところ、朱子注では孝悌が行為そのものを形容しているようにも受け取

れるが、そうではないであろう。この文脈では「仁の本」がいわれているのであるから、

そうした行為を導くものを指している。っまりそれは醤意とか愛憎ということになるが、

そうした身にそなわった性質、すなわち徳である。朱子は程子を引いて「孝悌、順徳也」

という。また肝鵬の疏には、　r書孝悌之人、性必恭順」とある。ここでは徳といってもよ

いと思われるが、　「固やそのこころ、三月仁に違わず」（薙也篇）とある「こころ」によ

って総称した。なお、それを「心」と区別したのは次童の孟子思想を考慮したためである、

　（一六）孔子のいう遺が仁の一一字に尽きていることは、武内義雄『中国思想史』（昭和一

一年、岩波書店）がすでに指摘している。氏は、この一文のほかにも、本論になかですで

に部分的に引用した里仁篇の「君子仁を去って、…」の文脈において、仁が遺を承けてい

ることを論拠にしている（一四頁）。

　（一七）この部分の原文は「有子日、其為人孝弟也、而好犯上者鮮棄、不好犯上、而好作

乱者、未之有也、君子務本、本立而道生、孝弟也者、其為仁之本与」（学而篇）であり、

この一章は有若のことぱとして『論語』には記されているが、そのまま孔子患想の正当な

理解をf云えるものと考えてよいであろう。ただし、この最後の一旬については、わが国に

f云わる足利本、正平本には「為」の宇がないテクストもあることが知られている。また「

為」がある場合には「仁を為うの本かJと「仁の本為るかJという二っの訓読が考えられ

る。後者は「仁の本か」という訓みに同じであるが、閲題は前者の立場を取り、宋の程伊

川の、「孝弟行於其家、而後仁愛及於物、所謂親親而仁民也、故為仁以孝弟為本、論性則

以仁為孝弟之本」（『河南程子経説』巻第六、　『二程巣』中華書局、一九八一年、所収）

という解釈に示されたように、　「仁の本」ではなくして「仁を為うの本」どみるべきこと

を強調した蜴合に意昧が違ってくることである。っまり、これは最高の徳であるが故にま

た絶対の上位概念である仁こそ孝弟の根本であり、孝弟はその具象的・個別的な実践規定
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であり幕礎であるから、ここにその始点を求めるべきことを説いたものと解釈するのであ

る。こうした点については、狩野蔵喜r中国哲学史』（潜波群店、脈1和二五年）二一～二

二頁、畜川幸次郎『諭語』」∵五頁、王欝林『諭語訳注及異文校勘』（台湾商務印講：鮒、

一九八二年）下。一六頁、などにおいて論じられている。本論では吉川氏等に従って宋学

の説を採らない。その理曲は宮崎市定氏の以下のような見解を支持するからである。すな

わち、　「原始儒教は実践の教であるから、この所を仁之本と諦んでも、仁を為すの本と1諦

んでも突際には大した変わりはない。仁は実践して為すべき徳であって、為さない仁など

は無かった筈である。だから間：魍はむしろ文童としてどちらの読み方が自然かを考えるの

が我々の立場である。……仁も孝も空な存在ではなく実際の行為の総名なのであって、仁

の巾の煎腰な部分を孝が占めてもおかしくはない。ある場合には孝がそのまま仁でありう

る。陽貨に宰我が親の喪を三年とするのは長すぎると言ったのに対し、孔子はこれを不孝

と言わずに不仁と言っている。J（『諭語の新研究』一六二．頁）というのがそれである。

さらに付言すれば、安易に宋儒流の解釈に拘るべきでないとする氏の主意は、吉川氏とも

一致している、

　（一八）r先泰政治思想史』．八○頁。

　（一九）礼の起源に関しては、すでに指摘した加藤常賢氏の前掲蕃（八○、一五八～一六

○頁）に的確な論述がある。また、葬礼が孔子によって重視されたことは、礼削にっいて

の識諭から知られるが、より直接的には、「子の傾しむ所は、斉、戦、疾」（述而篇）と

あることからも明らかである。

　（二○）「三年の喪」が孔子の創制であるとすれば、天下の通喪であるといういい方は成

立しないことになる。その根拠となるのは、主としてr墨子』非儒篤にそれが儒家の礼と

されていることであり、また『需子』縢文公上篇に、文公が三年の喪を実行に移そうとし

て、縢国の父兄百官の抵抗に合った。その理出は、「吾が宗国魯の先君これを行うことな

く、吾が先君もまたこれを行うことなし」というものであった。この間魍では僻斯年「岡

東封与般遺民」（一九三三年、　『湖適作晶簾一五。説儒』、所収）が、東国の民間では相

当広＜行われた般の遺礼であるといい、胡適「説儒」がこれを承認する態度を取るのに対

して、鍍橡「駁湖適之説儒」はこれを文献から微することができないどいう。僻氏の所説

は先後に矛庸すると思われる簡所もあり、説得的ではないようである。さらに厳しい反論

はすでに述べた郭沫若「駁説儒」であり、これを承けた杜国庫「略論礼楽起源及中圃礼学

的発展」（一九四四年、　『柑国庫文焚』人民出版村、一几六二年所収、二七八～二七九頁）
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　（二五）同前、…八～二○頁、参照。

　（二六）朱子は体用の理諭でこれを説いているがこれは後世の思惟である、いま皇侃の『．

義疏』に「若小大之塾、皆用礼而不用和、則於塾有所不行也、…」とあるに従い、この「

用Jを「もってJと訓む。

　（二七）商橋進『人倫の理法』（大明堂、昭和五六年）「第八童、礼と＝倫理J、「断論語』

の遭触諭J（『人間の研究』文理、昭和四八年、所収）、劉照。

第三節、天人思想

　これまでに論じてきた内容から、人倫規腕としての礼の性格とそれに立脚する人倫の榊

造はほぼ明らかにされたと思われる。つぎにその論理的根拠へと主魎を砿じながら検討を

進めていかなくてはならない。そこで、この問魍にっいて論じようとする場合に間題意識

のなかにおのずから生起してくる点は、西周の天命思想がどのようなかたちでかかる論理

体系に関与しているかどいうことである。

　前章ですでに指摘したように、古代天命思想は、天の権威をf昔りて王権の正統性を擁護

し、その身分秩序を根底から支えた統治理諭であった。しかし、孔子の理論体系において

は、王は天の権威を要請することなく民に対して王どして君臨できるど考えねぱならない。

ヨ三の位置をf呆証するものは天の権威ではない。それは間接的には聖人の遺制としての礼楽

制度の完全性であり、直接的には、その礼楽制度を実行しうる者と1しての王自身の徳であ

った。いい換えれば、王の王たる明証惟はみずからに具わる徳にある。孔子はこの点をや

や峻昧にしているようであるが、孟子ははっきりとこれを帽遭した。すなわち、「不仁に

して国を得る者、これ有り。不仁にして天下を得る者、来だこれ有らざるなり」（尽心下

篇）とあるのがそれである。朱子はその注に、「然るに一たび再伝すればこれを失う、猶

お得ざるがごときなり」といっているように、此文は、不仁者が藷侯に封じられてもそれ

が長久のものとはならず、まして王たることはありえないという謂に解される。孟子の思

想にはここでは立ち入らないが、主張するところの不仁不得天の思想は孔子の思惟を継承

して精織に展聞したものである。このことに閲連して看過しえないのは、王のみならず個

々の存在における徳もまた礼楽制度、つまり礼制を支える関鍵となることである。すなわ

ち、ヨ三の徳に応じて民が感化されるという前提のもとで、はじめて礼は人倫の統一規範と

して機能することが保証されるからである。要するに、ここで間魍になるのは礼制の完全
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性ということ、そして個々の人間主体における・憾の存在根拠がどこにあるのかということ

の二点である。

　閥知のとおり前者については、孔子はその完金性を聖人の遺制にみていたわけで、これ

を所与としたと肴倣さざるをえない、この間駆は荷子を候ってはじめてその論理的解決が

図られたのである。そのことは後論で口喝らかにされるであろう。したがって、孔子の思想、

において問魎となるのは、その第二点である。

1、天の思想

　ここで「推己及人」の諭理を想起してみよう。この対己を起点として対他に向かうとい

う特色ある論理の型からすれぱ、わがこころが他のわれのこころと本質的には共通の基盤

のうえに立脚していることが不可欠の要件と1なる。さもなければ礼の内実としての仁の一

般惜は保証されないであろう。この点にっいて、孔子においてすでに朋確に意識されてい

たことを示峻する帷一の論拠が、　r論語』陽賀篇にみえている。すなわち、

　　子日く、性は相近く、習は梱逮し。

とある、「性Jがそれである。一般に性の文字は、械物の芽が地上に伸びてくる銀形とし

ての「生」と「心」を細み合わせた会意・形声文字で、人間の生まれながらの心（こころ）

を意昧する概念と理解される。ただし、孔子においては、性が如何なるものかはいまだ明

瞭に概定されておらず断定的にはいえないとしなけれぱならない。それでもこの一文は人

がもって牛まれた性に大薙なく微天的な修得。学淑の如何によって個別差を生、じる、とい

う二蔵昧に解釈することはできる。この点に留意しながらさらに、　「天、徽を予に坐せり」

（述耐篇）とあること＝、　「触の修まらざる、…これ吾が蟹いなり」（同上）とあること、

これらを勘案して以下の瑚解が得られるであろう。一天の概念がここに登場するが、それ

は少しおいておく。一・徳はそれが所与とされながら、同時に櫛修の対銀とされていること

からして、それは修得の’横み璽ねをもって貞、に徳とされるものと解釈せざるをえない。こ

れを一言でいえぱ、孔子は人の本性のなかに徳が可能態として既存するとしたと一考えられ

るのである。ここで、孝悌と仁との関係を思い合わせれぱ、このことはいっそう理解に容

甥であろう。

　さらに注目したいのは、孔子が．人のいわゆる遭徳竹を天の所与としたことである。すで

に明らかにされたように、孔子の礼諭のなかでは、直携に天に論及されてはいなかった。
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いうまでもなく、この間魍が儒家思想のなかに本椿的に登場するのは孟子を候たねぱなら

ないのであるが、天が孔子の礼論においても廠視すべからざる位置にあったことは凝いな

い。すなわち、板野長八氏がすでに述べているように、「礼に雌拠して行勅した人の行為

及び徳と得られた緒果との間の不均衡」川という閲駆がここに存在する。より具体的にい

えぱ、それは、・礼を学びその履践に励む者が摘瀞する不幸を眼前にして、その心備を吐添

した孔子のこと1ぱのなかに表白されたものである。すなわち、触行によって闘こえた弟子

の瀬阿は粗食・荒犀をも．蟹いと1せず学を終生の楽しみとして貫き（確也篇）、仁者たるこ

とを孔子に認められた人物でありながらいわぱ世に容れられることなく早世した。その死

に臨んで孔子が繰り返し働災した徹子を、先遊篇はっぎのように伝えている。

　　醐洲死す。子日く、臓、天、予を喪せり、夫、予を喪せり。

　　顔淵死す、子これを架して働す、従者目く、子、働せり。日く、働すること有るか、

　　かの人のために働するに非ずして誰がためにせん。

この「天はわれをほろぼした」ということぱは、深い哀悌の念を表自するとともに、その

異常とも思える落胆の、奥には、自己の存在もが鯛壊の淵に立ったことを一含意するものがあ

ろう（2〕。

　ここで、さきに綴説した孔子0）歴史意、識ということを想、起すればこの間題の本筒はっぎ

のように説明できる。すなわち、孔子においては、その締神を合めて聖人の遺制に立ち戻

ること1はとりもなおさず仁を修め礼を履むことであると襯念されていた。しかも、孔子に

おいては、形骸化した伝承の形式に仁の内実を付与することが、恵ちに「先王の遭」（学

而、篇）、r文武の適」（子張篤）に固帰することであると1思議されていたのである。そし

て、それは、なそうとするかぎり何人においても実行が可能なはずであった。したがって、

それは人倫の理想的ありかたと相応して、およそ社余の安寧とそこに齋されるであろう個

人の至禰を実現する雌一の方途として襯念されていたのであり、ここから人として在るべ

きありかた、実践の準則として思識され、孔子はこれを諦行為を一貫している遭と表現し

たのであ為（．里仁踊）。これが「人が遭雀弘めるのであって、遭が人を弘めるのではないJ

（衛霊公）ことを、ことぱを換えて繰り返し高調した所以であった。こうした理解に立て

ぱ、その微表ともいうべき顔回が最終的に遭遇した緒果は、孔子において単なる遇否とは

肴倣されなかった理由も理解されてくる。ここで預要なことは、ある意疎では瑚実と理念

の相克ともいうべき冷厳な卒態が、孔子にはあくまでも、われが天に対塒する閲係として

受け取られていたということである。
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　孔子が天をどのように捉えていたかという間題にっいては古くからさまざまな識論があ

ることは周知のとおりである、ここでは礼論との関連に焦点をあてながらこの間魍を考究

してみよう。『論語』のなかで直接的に天の性格に言及された箇所としては、

　　子日く、天、阿をか言わん、四時行われ百物生る、天、何をか言わん、　（陽貨篇）

といい、く天は何もいわないが、四季はくるいなく運行し、それにっれて万物は生じてい

る、天は何もいわない〉とある一文が唯一の賛料となる。ここから知られる天は自然の運

行であり、そこに一定の法則性をもっという意味では自然の理法とも看傲される。弟子の

子貢が、「先生が惟と遺とにっいて語るのを聞くことができない」（公冶畏篇）といって

いることからしても、孔子教団において「天遭」一この一例だけでは判断にくるしむが、

その後の思想史の鵬開から逆に辿れぱ天の理法と理解すべきであろう一がすでに殖要な間

魍と1なりつつあったとみて疑いない。ここでいう天は少なくとも般周以来の人格神として

の威容を留めていないことは間違いない。にもかかわらず、孔子思想においては、天遺が

明言され自然の理法どして規定されるといったことは教説のうえからは確認できない。の

みならず、他方では、天が意志を有する主体であるかの言辞が表白されている。

　　罪を天に獲れぱ、祷るところ無きなり。　　　　　　　　　　　　　　（八f肯篇）

すなわち、＜罪を天に得たのでは、どこにも祷るところはない＞とある一例からすでに自

明のように、天は人を罪しまた人の祈りを受けるという面を有し、明らかに人樒神の風貌

さえ呈している。祷ること久しいことを明言し（述而篇）、祭りをいい（八倫篇）、山川

の神に言及している（薙也篇）ことからみても、確かに孔子が諮神ひいては天に対する敬

塵と信仰の念を持していたこと1は否定できない。これを矛盾といえぱそれまでであるが、

むしろf云統的観念の痕跡を留めていたという方が多くの説明がつくであろうし、あるいは

現代に生きる中国の人々の思惟の根底にある信仰ないし観念にも通じるものがあろう｝。

　しぱしば指摘されるように、凋友蘭氏は「天」の文字がもっ意蛛を、物質。主宰・運命

・白然・義理の五遁りに分けて説明している。賛否両論を合めて多くの研究者がこれを出

発点として独自の理論を組み立てているようであり、この考え方は、あたかも中国におけ

る天解釈のひとっの古典的理諭ともいうべき観がある。それらは互いに重なる部分もある

が、全体としてはほぼ天の概念の歴史的意蛛を綱羅するものであると思われる。ところで

同氏は孔子のいう天を主宰の天と解釈した。氏はこれを有意志的人樒神とみたわけである。

しかしながら、西周の天観念とは必ずしも完全に同一視してはいないようである川、そこ

には人格神から自然の理法への移行段階にあるという視点がはたらいているようであり、
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儒氏と同意見に立っ候外慮氏はそのことをより明確にしている（引。そして、これに対塒す

る見解が郭沫若氏等によって提起されたもので、天を自然ないし自然のなかの理法と解釈

するものである。その場合には上蕎己の「天何言哉…」が立論の論拠とされている川。その

場合に問魍になるのが人樒神的風貌であるが、これにっいて和辻氏は、信仰の対象ではな

いが孔子は十分な敬度の念をもってこれに対していたと解して、已を支配する理法を感じ

てそれを天の命令といい表したとみている川。要するに、それは、人格化が擬人法にすぎ

ないという考え方に立ったものである。

　いましばらくこの間魍を離れてみてみると、天の概念が一人の人間ないし、思想におい

て…意、でなくてはならないとする理由はどこにあるのであろうか。こうした視点は、双方

の解釈に対する疑間とされてよいであろう。いい換えれぱ、解釈者のリゴリズムが孔子思

想にいずかの決定を遺るということでしかないのではないかという疑間がある。今日の科

学者が憎仰をもっていることは、別に奇異なことどはされないであろう。むしろ間魍があ

るとすれぱ、それはおそらく両一者がまったく分裂し自己撞着することで自已矛廠として露

呈するところにあるであろう。私見によれば、大演口告氏の所諭にあるように、孔子思想に

おいては理法的天と人格神的天とが併存していたとみるのが、解釈としてはもっとも素直

である。ただし、氏の所諭にはそれらを統…一・的に解釈しようとするという試みがなされて

いないといううらみが残る閉、ここでいう統一的という意口未は、具体的には孔子という一一・

個の人格のなかでそれらが論理的に矛盾なく連関しているということである。この間題に

関してきわめて示唆に當むと思われるのは、李沢厚氏が述べた「双層含意」（二層的意味）

という指摘である。氏は遠古から今日に至るまでの天という中国語の日常的使用のなかで、

定命・主宰ど自然どいう二層的意昧において「天」ということぱが存在している旨を開陳

している｝。氏のこうした指摘にあるように、天の概念が二重構遺をもつと看倣されてい

る意、蛛は重大であって、それは単にふたっの意、義が重なり合っているということではなく

して、天という術語が用いられる場合、それ自体において概念のレベルつまり層次性があ

ることを指摘しているとみられるのである。かかる観点からいえぱ、一方においては、孔

子のいう天は確かに民族億仰としての天観念を反映している。したがって、それは単に理

法ないし法則に遼元しえないものを内包していたということができる、より膀義にいえぱ、

孔子において天がかくあるものとして把握されたとき、それは単に「もの」としてある蒼

空を指すのではなく、すでに、そのように観ぜられた天という「こと」を合意している。

据友蘭氏のことぱでいえば、物質としてある天は同時に孔子においては思、惟の事実であ｝）、
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それは要するに義理（ロゴス）の天であった。したがって、それは単層平面的ではなく1洩

層約摘造をもっ概念であると捉えられねぱならないであろう。

　そして天の概念が人格神と理法という複層的構造をもっことは、　「天命」の概念からも

裏付けられるであろう。このことにっいては、天に対1時して当面する難関が孔子において

どのように超克されたかを検討することによって明らかにされよう。このあたりの消息に

ついては、匡国で生命の危険に出くわした孔子のことぱがこれを示峻している。すなわち、

　　日く、文王すでに没したれども、文、ここにあらずや、天のまさにこの文を喪ぼさん

　　とするや、後死の者、この文に与ることを得ざるなり。天の未だこの文を喪ぼさざる

　　や、匡人それ予を如何。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子翠篇）

とあるのが、それである。孔子は、＜文王以来の文化を継承する者はこのわたしであり、

しかも天が文化のf云承を絶やそうとしないかぎりは、匡国の人々がこのわたしをどうもで．

きない＞といったどされる。このことぱの主意は、周の文化（その具体的表れが礼である）

はいまやわたし（孔子）自身においてあり、天に由来する自己の使命は匡人によって打ち

砕かれるものではない、と・いう強い自負を表明したものである。かかる使命は天に対塒し

た孔子において自己の内面に自覚（確儘）されたものであった。換言すれぱ、この使命ど

は、

　　子日く、遺が行われんとするも命なり、遺が廃れんとするも命なり。　　（懸間篇）

ということぱに明言された「天命」の自覚である、

　ここで注意したいのは、命が遺の興腕を決定するという意昧において二義的に語られて

いることである。前者はさきに述べた遭徽的使命であるのに対して、後者はむしろ遭触的

使命の逮成を阻止する命、つまり、個人の扮カを超えたままならない迎命を指すものと解

釈される。院元r性命古訓・（呼経室巣1一菓巻十）、劉宝楠r論語正剃為政・尭日

篇においては、遺徳的使命どしての「命」が「徳命」、運命としてのそれが「禄命」と呼

ぱれている。しかし「徳命」と：いい「禄命Jというも、その当体は珊寛するところ、孔子

の内面において白覚された「天命」にほかならないり日’。ということは、自己の信じる遭

が行われる否かは天命の向背にあるという謂は、孔子においては遺徳的営為を含む一切を

自已の内に感得したところの「天命」に任せきることであったろう。それは、換言すれば、

如何ともし難いままならぬ運命を深く自覚しながら、しかもなお自己の使命を確信してこ

れを断固として貴徹することでなくてはならない。したがって、孔子が「天命を知った」

（為政篇）というときのその「知」は、認識論的なそれではなくして、天命としてわれに
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ある随命を確信し大悟したという謂を含意するものであった｛川。この「命」の二鍍性ど

いうことは矛盾ではなく、行為する主体としての孔子において、天命としての統一体たる

ことを失ってはいないのである。そのことは、子貢に向かって投げられた孔子のことば、

すなわち、

　　天を怨みず、人を尤めず、下学して上達す。我れを知る者はそれ天か、　　（憲間篇）

という逮棚のなかにも判然と見出すことができる。

　以上を要するに、みずからの理念と現実の事態との分裂を食い止め、われのありかた（

遺）を天の意、志に調和させることで、礼に準拠して自己陶冶するわれを天にっなぎ止めて

おく使命の自覚がこの確鱈の本質である。この確信を媒介として孔子の礼論は間接的なが

ら天の概念をその根拠として獲得していたといえるのである。教説の上からはf云承の形式

に仁どいう遺徳的内実を付加されたことによって、遺徳的性格を鮮明にした孔子の礼は、

その根底において、人の遺徳的実践を可能にし、それを支持する根源者としての天を予想

するものであった。換言すれぱ、孔子の礼論は、「天」の下に設定されていながら、天の

概念をそのなかに持ち込んではおらず、あくまでこれを伏在させたものであった。

2、遭の思想

　孔子において、天の概念と礼とが「確f言」ということを媒介として間接的に統合された

に留まるかぎ！）、両者の連関が論理的には明確にされないのも当然であった。あくまで孔

子という一個の主体において両者の統合が図られていたにすぎなかったのである。このよ

うに、孔子という…個の人間存在と天との関わ1）方が個別的なものであったということは

きわめて重要な間魍を合んでいる。つまり、両者はあくまで別々の原理のうえに立脚して

いたわけで、孔子思想において、天と人ないし天遺と人道との間にはまだはっきりと距離

のあったことが証示されているのである。そして、孔子は天ないし天遭については他者に

謡ることをしなかった。金谷氏が指摘したとおり、孔予が天を口にしたのは、あくまでや

むにやまれぬ心憎の吐露としてであって、孔子自身の実存にとってこそ必要とされてのこ

とであった‘川。孔子のいう「遺」はあく薮で人遺であり人倫の頒城を越えていないので

ある。ここであらためて遺の意義に注目しながら、孔子における天人関係の本質について

問い直してみたい。

　すでに論じてきたように、孔子は「吾が遺は…以ってこれを貫く」と述べた。この遺と
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は端的にことわり～ありかたであり、実践の準則としての理法であった。そして曾了・はこ

の遺を忠恕をもって解釈したことも述べたとおりである。このことは、やはり指摘したと

おり、遺と仁がその意昧内容からみて同義であるという論旨からも容易に演緯される。し

かも、仁の形式が礼であったことを想起すれぱ、遭はまた礼をも包摂していることになる。

っまり、ここでいわれている遭を、　（仁を内実と1する）礼といい換えてもおよそ不都合で

はない。それが忠恕とされ、もっぱら（礼を形式とする）仁によって言咽されたのには、

内省を翼’び人の主観的側面を璽視する曾子学派の立場が反映していることが思、い合わされ

ねばならない。このことはr論語』にみえるつぎの…章からも裏付けられる。

　　君子の遺に貴ぶ所のものは三。．容貌を動かせぱ、ここに暴慢に遠ざかる。顔色を正し

／すれぱ、ここに信に近づ／。辞気を出だ帆こ湖倍を遭ざ／。藍豆の事は有

　　司存す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（泰伯篇）

これは曾子が臨終に際して孟敬子に為政者の重んずべき事柄を説いた内．容である。螂玄が

いうように、ここでいう「道」は礼である。しぱらく古注に引く鄭玄・包成注を参照する

と、この文章の意昧は、＜立居振舞いが堂々どしていれぱ、人の暴力から遠ざかり、かお

いろをととのえて、人の信頼が得られ、ことばづかいによって、いやしく遺理に合わない

ことばを遼ざけることができる。祭の礼器のことは役人にまかせればよい＞ど解釈される。

吉川氏の解釈にあるように、〈礼といえぱもっと低次元のことをお考えかもしれないが＞

というニュアンスを合んでいるからこそ、最後のこどばが発せられたのであろうf1；〕。こ

れから明らかなとおり、礼というべきところを、曾子は遭と表現したのであった。もっと

も、朱子のいうように、終食・造次・顛満の間も礼を離れないことを主張していると解釈

すれぱ、本来、遺もまた仁の形式としての礼を鮒れては存立しえないことはいうまでもな

い（里仁篇注）。纏めていえぱ、遭は礼を形式とし仁を内実とする全体であり、ふたっを

兼ね合わせた統一的総称であると考えられる。

　いま、このことを別の角、度から検討してみよう、ここで『礼記』楽記篇の「徹は、碍な

り」を想起してみたい。簡潔にいえぱこの「得Jは道を得ることであって、その身につい

たものが徳である。つまり遭という理法の総体の個別的存在相が徳であるとされている、

しかし、これは後世の理解であって、　r論語』のなかではそのことは咽確になっていない。

確かに、徳は天の所与であるとされるが、その天が遭と同義とされない以上、遺つまり天

遭から徳を導出するといった諭理が存在しないのは当然であろう、たとえば、　r論語』に、

r先王の道」（学而篇）が一例、「文武の遺」（子張篇）という術語が二例ある。これは
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古聖王ないし文武の徳が行為（為政）に現れたものとして思議されているのであって、そ

の行為のありかた（型）自体を対象化し、これをそのまま実践目的ないし理想と看倣した

ものである。同じく、「天下（ないし邦）に遭あり・なし」といういい方が、八帽・公冶

長。泰伯・憲間・衛霊公・季氏の諸篇に散見される。注意すべきはやはり、遭の個別的存

在相が徳とされるのではなく、徳が世に行われて遺があるとされていることである。これ

を要するに、　『論語』においては、徳といい遭といい畢寛同一の当体に冠せられた呼称で

あると考えねぱならない。遭の概念は、あくまでも人倫共同体の範囲に意味頒域が限定さ

れているのであって、礼・仁ともまったく位相を等しくするものであったことを看過して

はならないであろう。

　かくて、孔子は、「子日く、斉は一変すれば魯に至らん。魯は一変すれぱ遺に至らん」

（薙也篇）といっているが、それが現実とはかけ離れたイデアを希求するものではなかっ

たことも理解される。このことぱは、一見したところ確かに遺の世界という超現実的な原

型をあらかじめ設定しているかように受け取れるが、実はそうではなく、魯国のおかれて

ある硯実の存在相から反省的に導かれた理想態を語ったものにほかならない。ここで注目

したいのが、子貢との間に交わされたつぎのような間答である。

　　子貢日く、如し博く民に」施して、能く衆を済うもの有らば、如何。仁と謂うべきか。

　　子日く、何んぞ仁を事と：せん。必ずや聖か。尭舜もそれ猶おこれを病めるか。それ仁

　　者は己立たんと欲して人を立て、己逮せんと欲して人を連す。能く近く欝えを取る。

　　仁の方と謂う可きのみ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（薙也篇）

古注に引く孔安国が、　「若し能く広く恩恵を施せぱ、民を鞭難より済うJど注している旨

にしばらく従えば、子貢の間いは、〈もし恩恵を多くの人々に及ぼして、これを鍛歎から

救う人があったとしたら、どう評個されるべきでありましょう。仁といってよいでしょう

か＞．というものであった。孔子がこれに応えていう内容はふたつの要点からなる、まず、

（一）それはもはや仁を超えた「聖」の範曉に属すことである、古聖人の棄舜さえこれを容

易になしえなかったであろう⑪（二）おのが立たんとするところで人を立て、おのが達せん

とするところで人を達せしめようとする。わが身に即して物事を考えること、これが仁の

徳を行う方法である、という。

　第二点から諭じていこう。古注はやはり孔安国を引いている。それによれぱ、後文の意

昧は「皆恕なり、己の欲する所にしてこれを人に施すなり」とある。自己の欲するところ

を人に及ぼすという旨がここにも高調されている。繰り返すまでもなく、対己から対他へ、
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近くから遼くへ及ぼすどいう形式が仁をなす方法とされた。しかも、孔子は仁をなすこと

さえできれぱ、それで足れりと1したらしい。仁を趨えたところ一つまり「聖」の境位一と

いった高遼な理想は、究極的には無限遭求の対象とならざるをえない。そうした、繁辞伝

のことぱでいえぱ形而上的であまりに抽象的理想を目指すことよりも、もっとも身近なと

ころに目を向けてこれを出発点とし、且っ人倫の領域に到達点を設定すべきだというのが

孔子の考え方であった、このことは、　「聖人は我れ得てこれを見ず、君子者を見ることを

得ぱここに可なり」（述而篇）とある文意とも相応している。君子は人倫共同体の範憾に

あり、修徳によって到逮しうる人格である。しかし、そうした範畷を趨え出ている聖人は

現実具体の場における存在者ではないということ：になり、杣象的理念としては示されうる

が、現に生きているわれわれの努カ目標とはっいになりえないf川。孔子にはそう思われ

たのであろう⑪

　ところで、こうしてみると、鬼神が敬して遠ざけられた（薙也篇）理由も、孔子の宗教

的立場の如何とも切り離して説明がっくと思われる⑪っまり、世に迷信がはびこる当時と

して、鬼神の間魍が、人倫を超えた不可知の存在に関わるが故に、思惟から排除されたこ

と1は遺徳理論ないし遺徳教説としての孔子思想、からは必然であった。孔子にとっての最大

の関心事は人間の間魍であったのである。それは如何に己を修め人を治めるかという課魍

を中心として、遺徳諭から政治論に及ぶ論理体系として構想されていた。人倫を趨えた形

而上のことは、人に向かって説かなかったのが孔子である。しかし説かなかったことと思

惟に登らなかったこととは違う。遺徳教説を語るぎりぎりのところ、己の実存にかかわる

ところでは、孔子ははっきりどそれを口にしている。っまりそれは、明確に孔子の層、推構

造の部分を占めていながら背後に隠されていたといえる。といっても孔子の意図からすれ

ば、それはあえて隠そうとしたのではなかった。弟子に向かって「我れ爾らに隠すことな

し」（述耐篇）といったのが、それを示している。人間の問題を扱うには人倫の範囲でこ

と足りる、天遺といった難知の事柄を語れぱ（鬼榊がそうであるように）かえって人々を

惑わす。孔子の思想は、人倫の範囲を趨えた班象を外蟹におき、背後にある統一的全体的

世界を括弧に入れながら、より具体的な礼。仁を核心とする遺徳教説に終始したのである。

それが証拠に孔子教団の英才は孔子の教説の背後にあるより全体的体系を感じていた。子

買は、「夫子の文章は得て聞くべし。夫子の性と天遺とを蓄うは、陽て間くべからざるな

り」（公冶長篇）と遺破したことにも、それが現れている、性と天遭とは、孟子・萄子に

継承されて思想史的に大いに展閲されたことを想起すれぱ、子貢は真っ先に孔子の背後に
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ある諭理体系の核心を衝いた人物であったともいえる。

注

　（…）『巾国古代における人間観の展開』二九頁。

　（二）悪疾を患う伯牛を見舞った孔子は、「命かな、この人にしてこの病を得るとは、こ

の人にしてこの病を陽るとはJ（薙也篇）と暎じたという。周知のように泊牛も孔子の弟

子でやはり徳行にすぐれた一人であった。ここで明らかなことは、命を発する主体が天で

あり、したがって、このr命」が、孔子においては、遇否といった単なるめぐりあわせの

謂いではなくして「天命」であったことである。

　（三）候外盧『中国思想通史』第一一巻は、「主観的理想と客観的歴史の矛盾が天遺観と人

遺観の矛層に転化している。よって、孔子の天遺観と遭憾のなかには矛盾を調和する体系

が充満している」（一五二～・…五三頁）と述べている。また、「天遣と敬徳を結合させた

思想、いわゆる徳をもって天に配するという思想は、本来は西周の伝統であり、孔子もま

たこうした精神を脱却していない」（一五五頁）という。しかしこの点には信仰ないし宗

教をどう規定するのかといった微妙な閲題も緒んでいる。むしろ伝統を色濃く残す現代の

中国人が、候氏を含めて、かかる天遺観からどこまで脱却しているのか、この点は興妹あ

るところである⑪

　（四）r中国哲学史』第一篇第三童（三）「天」、第四童（二）「孔子対於f云統的制度及

信仰之態度」、なお本諭で指摘の箇所は五五頁にみえる。これとほぼ同じ見解を取るのが

候外盧『中国思想遁史』第六章第三節（三）「天遺鰯与遺触諭」である。金谷治「孔盃の

『命』にっいて」（「日本中国学会報」昭和三…年、　『死と運命』昭和六一年、法蔵館、

所収）、宮崎市定「中国古代における天と命と天命の思想」（「史林」四六巻一号、昭和

三六年）もこうした視点に立っている。これに対して自然の理法と解釈するのが郭沫若「

天の思想」（岩波識座東洋思潮、昭和一三年、）、和辻哲郎r孔子』（一○○～一○三頁）

がある。さらに新しくは、内山俊彦『中国古代思想史における自然認識』（創文社、昭和

六二年）第二童一「『論語』」に同様の昆解がある。また、大濱賠「孔子思想の三支点」

（「中国の文化と社会」昭和三八年、　『中国古代思想諭』頸革書房、昭和五二年、所収）

は、孔子のいう天とは人格神でありまた自然の理法であったどする（一八頁）。

　（五）前掲書、同前。
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　（六）前掲書、同前。

　（七）帥掲欝、同前。

　（八）前掲書、同前。

　（九）「試談中国的知慧」（『当代思潮与中国的知慈』風雲時代出版公司、一九八九年、

所収）三一～三二頁。

　（一○）金谷治氏は、　「孔孟の『命』にっいて」のなかで、性と命の分析から出発してい

るが、この考えかたは、基本的には院元「性命古訓」（ここでは一九七六年の台湾商務印

書館刊行本による）の考え方を根底にしたものである。すなわち、孟子のいう性命は孔子

の天命を両節したものであること、「知天命」の天命は孟子の命にあたること（二○二頁）

、これらの見解に依拠したもので、武内義雄『中国思想史』（六一頁）ど同様の主張であ

る。しかし、『論語』にみえる「性」はその意義がほとんど不明であることは指摘したと

おりで、氏の見解は、孟子の理解としては妥当であろうが、　『論語』そのものに即した考

えた場合、そこまで断じるのは無理であろう。さらに、氏は、　『諭語』の命がすべて禄命

であるとしているが、本論で指摘したように、遺徳的使命と認められる用例はあるど蕎倣

してよいであろう、

　（一一）服部字之吉「孔子と知天命」（「斯文」第九篇第九号、昭和二年）五一○頁。為

政篇に「これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らずどなす。これ知なり」とある

ように、可知を可知とし、不可知を不可知に留めることが知である一知の触のはたらきで

ある一とされる。そうすると：、「天命を知るJと1いう場合の「知」は、単に「知る」とか

「信じる」といった謂よりも、もっと㎎確にいえぱ感得するということ、つまり、みずか

らの確憎すらも一旦は突き放したうえで得られた深い諦棚を意峡すると思われる。それは

憾命とともに禄命をも兇通したうえでの天命の臼覚であったと理解される。

　（一二）「孔子の宗教的立場」（「東洋学」六、昭和三六年、前掲書、所収）一三四頁。

　（…三）螂玄・包威の注は以下とおりである。「鄭日、此遣調礼也、鋤容貌、能済済燃倉、

則人不敢暴慢、正顔色、能矛今荘厳栗、則人不敢欺詐之、出辞気、能噸而説之、則無悪戻之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．’一言入於耳」r包日、敬子忽大努小、故又戒之以此、鉦礼暑1・。この遺が礼であるとする

解釈は、武内義雄『論語』（七八頁）、吉川幸次郎『論語』（二四○～二四三頁）が明確

にこれを支持している。

　（一四）高橋進「『論語』の遭徳論」一八八～一九○頁、参照、
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第四節、小結

　一般に、尭舜を他述し文武を憲章し、礼楽と仁義を崇び、忠恕と不偏不筒の中庸の遭を

捉噌し、政治的には、漉治と仁政を主張して倫理・遭徳教育を重視したのが、孔子を開祖

とする儒家の遺統であったといわれる川。いうまでもなく、棄舜は伝説の聖王でありその

実在はf蓄ずべきもなく、文武あるいは周公にしても周王靭の礎を築いた聖人とされるが実

際の事繊はよくわからないというのが実状であろう。しかし、これまでに述べてきたよう

に、西周の初期に理想国家があったという歴史認識が儒家にはあり、またそれが儒家思想

の根幹をなす遺徳論の形成に関与していることは疑いない。礼といい仁といい、忠恕、中

庸にしても、これらを包摂する遺徳思想の基底にある歴史認識に立って、孔子は自己修養

が経世済民において完成するとみ、そこに古聖王の治世が再現されるとしたのである。

　では、かかる孔子思想の歴史的意義はどこにあるのか。そもそも周f尤礼楽制度は古代天

命思想によって基礎づけられたものであった。この天命思想の崩壊に伴う周代封建制度の

解体期に生を受けた孔子は、当時の社会的。政治的風土が混乱し無秩序と化していく状況

を、社会的・人倫的規範としての礼が本来あるべき姿として機能していないことに起因す

ると捉え、礼が形骸化しあるいはその形式すら失われようしていることに鑑みて、荒廃し

た世相を変革して岡公の治世に近づけるべく、「仁」の重要性を高調したものであった。

周代の礼楽制度（礼制）を形式のうえからは聖人の遺制と看倣し、伝承の礼制の正当性を

与件とすることから出発したものであったとはいえ、これを遺徳論のなかに展聞した孔子

の倫理思想には、礼を形式とする仁という徳の存在が思考されていたのである。孔子の立

蜴は、遭徳的行為を遂行しうる人問主体を根底におき、そこから人倫を基碓づけようとす

るものであった。

　そして、礼を媒介とする人倫共同体の理念においては、没主体的に押近することによっ

て自他の和睦が完遂され、位階的秩序の和諮的な連成がなされるどはみられていなかった。

孔子が帽遭したところの礼は、あくまで個の主体における格率として定立されながら、お

のずから自他和合して人倫の統制原理としても機能する人倫の統一規範として思議された

ものであった。こうした孔子の倫理襯念の成立の背景には、自律的・主体的に行為する人

問存在が予想されていたのである。それは旧来の身分制度の樫棺から解き放たれた新たな

「土」階層を念頭においたものであった。一面では、遭徳的実践の主体をそうしたr土」

階層を徴表として措定しただけに、その倫理教説は、王を頂点とする位階制度をそのまま
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宵定せざるをえず、したがって礼制のなかに族的体制を混存するという時代性を覗かせた

ことは孔子恩想の避けられない限界であった。だが、その反面において、あくまでも人倫

を離れず人間相互の親愛のこころに期待して、相互の思い合いのなかに人倫秩序とそれに

立脚する人倫共同体を志向したことは、その人間観と相俊って中国思想史における孔子の

思想を位置を不朽のものとしていることも否定できない。張岱年氏は、中国思想史におけ

る孔子思想の買献を、「遺徳と精神生活璽視の価噛観が中国の文化形成とその発展に寄与

した計り知れない影饗」と表現して、その内容をふたっの側面から要約している。氏によ

れば、その第・一は、中国文化のなかで遭徽教育が宗教に取って替わるというf云統が存在す

ること、その第二点は、歴代の知識階級、労働者階級のなかに「気節」、「剛正不屈」を

重視するという伝統が存在するということ、こうした伝統はすべて孔子思想（の継承とい

うこと）のなかで養われてきたものであるという（2、。無論、かかる見解には中国の内外を

間わず議論のあることは予想される。ただし、柳詰徴氏がいうように、孔子は中国文化の

中心であり、孔子なくして中国文化はなく、孔子以前の数千年の文化は孔子によって伝え

られ、孔子以後の数千年の文化は孔子によって開かれた｝といった極端な立場を表明した

ものではないだけに、張氏の所論は十分考慮に値するであろう。孔子思想の人間主義的な

精神に注目するならぱ、その主張は、むしろ本論の視点からも大いに首肯されてよいと考

えられる。

　ところで、本論の趣意にとって重要な問魍は、礼制の完全性ということと、人間主体に

おける徳の所在という問魍が孔子によって保留されたこ二とである。孔子は前者を聖人の遺

制にみて取り、これを所与としたことによって、間魍の解決は苛子を候って図られ、また

後者にっいては孟子を倹って説咽がなされたことは周知のとおりである。ただし、人間の

遺徳性の根拠は諭理の上からは明示されなかったとはいえ、孔子において、それは天に由

来する自己の使命という強い自負を通して蓄誓られたのである。その使命とは「天命」の自

覚であった。孔子における天命の意蛛は、人遭の興廃を決定するという意昧において二義

的に語られていた。そこにおいても、天人関係は璽要な命魍であったのである。そして、

天命とは、上に述べたように、遺徳的使命と運命という二面的性楮を有するものとして自

覚されていたのであったが、孔子においては、運命を深く感得しながら使命を確信してこ

れを賛徹するということで、両者の融合が図られたのであった。かくて、孔子のいう天が

f云統的天観念の痕跡をなお留めていたことは自明の如くであり、法則的ないし理法的天道

観からはまだ距離があったことも屍易いことである。そのこどをもっとも端的に証示して
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いるのは、遺徳的使命の自覚（確僑＝）を媒介として、わが遭を天の意志（天命二運命）に

調和させようとした孔子自身の姿勢にある。この確信を媒介とする、いわぱ天と自己の調

和という間魍の解消は、孔子においては、あくまで主観的・自己内在的な解決でしかなか

ったのである、孔子の倫理思想のなかで天の概念が明確に位置づけられなかった所以はこ

こにあったであろう、

　孔予において閥㎎されなかった性ないし天遺の間魎は、儒家思想の性格と深い閥係にあ

った。修己治人の理想からすれぱ逆徳と政治と1は不可分にあ一）、ひいては漉治による人倫

共同体の欄想においては、遭徳規範がその中心間魍であったわけで、それにより遺徳規範

を担うものが思索されてくるのは当然の趨勢であっれ孔子思碑を継承した孟予が性諭を

真っ向から諭じ、しかも遺触性を担うものとしての性の意義を主張した戸η以もここにあっ

た。また一方で、遺徳規範そのものに対する理論化が葡子によってなされたことは、人倫

を趣えて人倫共同体の価値鰯の根元へと思索の領域を拡大したものであった、蓋し、人倫

はあくまでも相対の世界であり、絶対的価f直は相対の世界のなかからは基礎づけられない

からである。ここに新たな天の権威の回復に方途を開くものがあった。

　孔予の教説において定位されなかった間題は、最終的には、　r易f云』においてその解決

が図られたのであるが、その間には、孟子。萄子によって継承され展開された、主に「性

諭」と「礼論」を中心とする思想史的展開があったのである。かくて、孔子の教説から排

除されたr性」とr天遺」の間魍は、孟子・萄子に継承されて発展を遂げ、その行きつく

ところにr場伝』があったと考えられる。

注、

　（…）『辞海』（上海辞書出版社、…九八○年、修訂版）「儒家」、一五二頁。

　（二）「孔子与中国文化」（「孔子研究諭文築J教曹科学出版杜、一九八七年、所収）九

～一○買。

　（三）『中国文化史』（…九四七隼、中国大百家全蕃出版社、一九八八年、刊行）二三一一

頁。この見解に対して、梁漱漢氏が「孔子在中国歴史上的地位」（一九七四年、前掲書、

所収）において開陳しているように、孔子個人の歴史的位置を過大視しすぎるという趣旨

の批判はきわめて妥当なものと考えられる（八三頁）、

一ユ】．9一



第三童、孟子の倫理思想

　　　一遺徳的実践の可能根拠一

　周知のように、　『韓非子』顕学篇には、「子張の儒有り、子思の儒有り、顔氏の儒有り、

孟氏の儒有り、漆離氏の儒有り、仲良氏の儒有り、孫氏の儒有り、楽正氏の儒有り」川と

あり、孔子の死後、儒家は八派に分かれていたという。またこれに子貢までも含めるとす

るならぱ、儒家は九派に分派していたことになる。そして、いうまでもなくそのなかのと

くに有カな二派が、これから間魍にしようする孟氏と孫氏、っまり孟子と荷子の学派であ

った。

　司馬遷の肝史記』孟子荷卿列伝によれぱ、孟子は郷に生まれたとされるが、その生没年

などを知ることのできる確実な資料はみあたらない。いまは、とりあえず狩野直喜氏の論

証に従って前三八○年から前三○○年頃に生存したとみることにする｝。したがって、本

論での区分からみれば、孟子は戦国時代の初顕から中期を生きた儒者であった。それが如

何なる時f尤であったかにっいては、序童で春秋の時代相との関連から少しくふれた川。ま

た、孟子の思想が孔子思想継承的発展であるということには、基本的には、孔子の帽道し

た周代封建制の理想的再現という理念を事実として出発したことが含意されているのであ

る。しかし、ここでいう勢実は歴史的事実ではなくして、恩惟の事実である。っまり、孟

子の圭張するところは、間接的には周代封建制の理想的再現であり復興にあったが、直接

には孔子の理念の普及と実現に向けられていたということである。墨子が文武の前に萬を

おいたために、儒家の教えは棄舜の遣であること1を説いて、周代を棄舜と孔子の間に位置

づけたという事憎はあるにせよ、孔子もまた義舜を書番っているから、そうした説をもち出

すことは儒家の教えとしても間魑はないであろう。より璽要なことは、孟子の主張が直接

的には、「生民より以来、未だ夫子有らざるなり」（公孫丑上篇）といって言を極めて賛

葵した孔子の存在、その理想の普及と実現という目的に巣約されていたということである。

すなわち、「願う所は則ち孔子を学ばん」（公孫丑上篇）、「孔子より而来、今に至るま

で、百有余歳。聖人の世を去ること、かくの若くそれ未だ遠からざるなり。聖人の居に近

きこと、かくの若くそれ甚しきなり。然り而うして有ること無しとせぱ、則ちまた有るこ

と無からん」（尽心下篇）とある。このことぱは、孔子の時代に比して周代封建制度がそ

の荒廃の度を増していく現実のなかでどのような意義を帯びてくるのであろうか。板野長

八氏は、族的体制が弛継しそれに代わる体綿トちなみに前三五九年、商榊は変法を実施し
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封建制から郡県制への途を開いた一が進展しつつあっただけに1孔子の理想の遭求という

ことは、孔子の立場以上に伝統的。復古的な意昧をもち、現実との遊離の度を深めるのは

避けられなかったというui。ただし、その主張するところが現実とどれほど乖離している

かという間魍は、本論においてはさほど重要ではない。孟予はあくまで孔子の祖述者とし

てみずからを位置づけたのであった。そして、r孟子』の書がそうした孟子の事繍・言行

録として信頼のできる資料であるという兇解は、今日ほぼ定説どなっていると考えてよい

であろう川⑪

注、

　（一）引用文は、王先謙『韓非子集解』（「講子巣成」、台湾世界書局）に基づく。

　（二）『諭語孟子研究』（みすず書房、昭和五二年）一七○～一七二頁。

　（三）春秋時代の諸相について李亜農氏は、願炎武のr日知録』周末風俗篇の一段により

ながら、きわめて簡潔に、…）大商業資本の出現、二）分封頒地の継承権の解消、中央菓

権の大国の台頭、官僚制の確立、郡県制の拡大、三）氏族制の弱体、文土階層の誕生、来

る可き文化の高潮、という分類を試みている（『中国的封建領主制和地主制』、六一頁）。

こうした事態がより顕在fヒしてきたのが戦国時代であったといってよいであろう。貝塚茂

樹氏の『中国の歴史。第一巻』一○「戦国時代の意義Jは、宗教的権威の衰減による七国

対立、世醒貴族制の崩壊ど斯官僚制の発生、封建的君臣閥係の国家という祉会椛造の変化

をこの時代の特色とみている。こうした見解からも春秋戦国の時代相における連続性とい

う視点は盛f寸けられるであろう。いずれにしても、ここで確認しておきたいことは、孔子

がそれに直面して憂いた塾態は、孟子の時代になって、その深刻の度をいっそう増してい

たことである。

　（四）『中国古代における人間観の展闘』六九～七三頁。

　（五）この点に関しては武内義雄「孟子にっいて」（小林膀人訳注『孟子』昭和四七年、

岩波文庫、所収）が論じており、この兇解は今日多くの支持者をもっと思われる。また本

論では、すでに挙げた『孟子趨注』をテキストとし、『十三経孟子注疏』（宋本、台湾芸

文印蕃館刊行本）、朱子『盃子菓注蠣（「四部㈱要」）をあわせて用い、解釈にっいては

趣岐・失子注を主に参照した。なお、訓読にっいては、安丼息軒『孟子定本』（「漠文体

系」）、内野熊一郎『孟子』（㎎治書院、昭和三七隼）等を参照した。
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第一節、性論

　前童において述べてきたように、孔子の遭憾教説は礼と仁とを根幹として禰築されてい

たものの、そうした論理体系の基底には天人思想があったのである、これを承けた孟子が、

諮子学各派、たとえぱ鑑と暢朱がとりわけ意、識されていたようであるが（縢文公下篇）、

かれらとの論争に応じてその論理に糟致を加えつつ、より根源的な原理への探求のなかで

天人の閲係を次第にその論理の表面に押し出してきたことは、思想史の展開としては当然

の趨勢であったといえよう。また、孟子の関心が孔子の遭憾教説の主観的方面に向けられ

ていたことは定説であるが、いま、孔子思想との比較において孟子の立蜴を閲閉するため

には、その礼論を取り上げるのがもっとも近道となろう。

　r孟子』を適1覧して、礼の術語および礼について論じた記事がしぱしぱ認められること

は、もどより礼楽制度を重視する儒教の伝統としてみれぱ当然のことであった。しかし、

伝承の形式を無自覚に墨守することを首肯せず、よろしきに適った臨機の処履（権）を容

認したことは（離婁上篇）、孟子がその形式自体を礼の根本規定と提えていなかったこと

を示すものといえる。この点に関して注目されるのが「非礼の礼」（離婁下濡）というこ

とばである。このことぱは、具休的な儀礼にかかる形式の輿偽創峻別し、それを規定する

より根元的な概念が孟予において思索されていたこどを示しており、皆子上篇ではそれが

「恭敬の心」（公孫丑上篇では「辞譲の心」とある）と規定されている。知られているよ

うに、これは四端説のなかでいわれているこどである。四端説とは、側隠の心を仁の端、

養悪の心を義の端、恭敬（辞譲）の心を礼の端、是非の心を智の端とするもので、心のう

ちに礼仁義智の四憾の端緒が、興わるというものである（告子上篇）。これらの四心そのも

のが徳であるともいえるが、それらはいわば可能態であって、よ一）厳密には徳の兆しとも

端緒ともいうべきところから、孟チはこれを「端」と呼んだものである。そして、合礼的

行為とは、礼徳が拡充され行為に抑し出されるところに成立するというものであった。

　ここからほぼ明かにされるように、孟子の礼に閲する議論は、人の内面における遭徳的

修養と密接に結合している。視点を換えてみれば、この識論は、礼の成立根拠を人間の内

而に位置づけることで、孔子のそれを二陰鯛的側而からよりいっそう深化させたものといえ

る。そこで、いま述べてきた論旨をより明確にし、あるいは、本論の中心課魍である「天

命思想」へと諭及していこうとするとき、心の所在を性においた孟子の所総に従って、い
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わゆる性善説を取り上げ、これを間い直すことから考察を始めるのが適当であろう。

1、性

　孟子以前にすでに性に関する議論があったことは告子上篇から知ることができ、そのこ

とが、当時においてすでに「性」の閲魍に対する閲心の高まりを物語っていることはいう

までもない、孟子の門人の公都子は当時の世に行われていた三説を挙げている。すなわち、

　　告子日く、性は善も無く、不善も無し。ある人日く、性は以って醤と為すべく、以っ

　　て不善と為すべし、…ある人日く、性善なるもの有り、性不善なるもの有り。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（皆子上繍）

とあるのが、それである。告子が性に醤悪なしといい、さらには「生、これを性と謂う」、

「食色は性なり」（同上）と述べたことをも勘案すれぱ、人間圭体の本性そのものを閲魎

とし、一櫛の白紙の状態に近いと主張していることが知られる。これを除けば、他の主張

は朴会的行為の基準としての醤悪を間魍と：していることも窺われるが、それもごく一般的

で感覚的なもののようである、こうしてみると、　『孟子』における性論をめぐる重要二な論

敵が皆子であったことも理由なしと＝しないであろう。

　いずれにしても、孟子の性善説はかかる諸説の否定としてr孟子』に登場している。そ

して、その諭理は以下のようなものであった。

　　側隠の心は、人皆これ有り。叢悪の心は、人皆これ有り。恭敬の心は、人皆これ有り。

　　是非の心は、人皆これ有り。側隠の心は、仁なり。兼悪の心は、載なり。恭敬の心は、

　　礼なり。是非の心は、智なり。仁義礼智は、外より我れを鎌るに非ざるなり、我れこ

　　れを固有するなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（告子上篇）

さきにふれたように、まず孟子は四徳の端緒が心に存するとした。ここでは仁義礼智が「

心」そのものとされているようであるが、　「君子の惟とするところ、仁義礼智は心に根ざ

す」（尽心上篇）という一文からみれば、孟子は仁義礼智を心そのものとはみていなかっ

たようであり、厳密にはやはり公孫丑上篇にあるように、これを四端と番倣すべきである。

また、公孫丑上篇では「恭敬Jが「辞鍛」となっているが、このふたつをいい換えたまで

であって、この点も深く究㎎すべき閉魍でもないであろう。ここでは、仁載礼智の四端は

ア・プリオリに性に内在することが、性善説の意義とされているとみて差し支えないであ

ろう。そして、その論拠として擬起されたのが儒子のたとえであった。すなわち、
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　　人皆人に忍びざるの心有りという所以のものは、いま人乍ち磯子の将に井に入らんと

　　するを兇れぱ、皆Ψボ幅側隠の心有り。交わりを蠕子の父母に内る所以に非ざるなり。

　　誉れを郷党朋友に要むる所以に非ざるなり。その声を悪んで然るに非ざるなり。これ

　　によりてこれを・観れぱ、側隠の心無きは、人に非ざるなり。義悪の心無きは、人に非

　　ざるなり。辞譲の心なきは、人に非ざるなり。是非の心なきは、人に非ざるな丁）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公孫丑上篇）

どいっているのが、それである。ここでいう「状1馴則隠の心」は「忍びざるの心」と同義

である。孟子は、＜人は言鮭しもはっとしていたましいとおもう心をもっている、それはし

かも生まれながらにおのずから，興わったものだ＞という趣旨を、性善説の論拠に掘えてい

るようである。

　しかし、従来からすでに指摘されてきたように、これは厳密な論証といえるものではな

い。まず一見して気づかれることは、側隠の心の論証には言及されているが、義悪・辞譲

・是非についてはまったく論じられていない。つまり、弼子の例の一点から四端の本性に

おける内在、ひいては性善説を．導出するのには論理的飛膿がある。そして、第二点は、棚

隠・義悪・辞譲・是非の心なきは人ではないと断言しているのであるから、「人」という

範購に属する存在には、はじめから四端が具わっているのは当然であり、ここに同語反f夏

がある。別の視点からいえぱ、端的に「側隠の心なき人は人でない」といえばはっきりす

るが、この命魑は形式的には「非礼の礼」とおなじ論法である、この場合には、意味領域

を異にする同一の術語を用いて巧みに論じているようで、実は性善の説明としては何の説

得力もないのである。第三点としては、側隠の心が人に生まれながらに具わっていること

は、性が響である論証にはならないということがある。っまり、く禰子を救うのはその両

親に交際を求めるのでなく、郷党・朋友から誉められたいのでもない、かといって．見殺し

にしたという悪評を恐れるのでもない、何の騰踏打算なくそうするのだ＞といういい方か

らすれぱ、閉隠の心の存在を遡して性嚇を部分的には説閉できても、性が蔀であるとする

説明にはなっていない。このことはっぎに繍じようとする間魍とも絡んでくるが、人間の

感覚・感性もまた孟子において、性に内在するとされている。さらにいえば、性にっいて

は、以下で述べるようにその・全体的輸郭は把撮されるが、そもそも「善」の概・念について

はほとんど無規定に使用されている感もある。こうしたことにも問魍があるといわねぱな

らず、苛子の諭理に比較するまでもなく、それが諭理的には如何に素朴であったかは指摘

するまでもないであろう。
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　しかし、だからといって、中国思想史上における孟子の性善説の重要性は抹殺されてよ

いわけではない。要するに、需子が性普説の根拠とするところの繍旨を厳密に考察すれば、

人の本性のなかには善なる要素があることが説明されたに留まるであろう。一もっとも、

それも「醤」の意蛛を曜昧に残したままであることは補足されねぱならない。一しかし、

この内容が性善説の本質的意義であるどはとうてい考えられない。この間魍については、

さらに別の角度から検証される必要があると1思われる。

　いま、「善」の間魍についてはいったん保留して、「性」について、その概念の榊造を

検討することから性醤説の意競を考えてみようと思う。そのためには告子上篇にみえる公

都子との以下のような対謡を引くのが捷径となろう。

　　公都子日く、鉤しくこれ人なり、あるいは大人と為りあるいは小人と為るは、何ぞや。

　　孟子日く、その大体に従えば大人と為り、その小体に従えば小人と為る。

　　（公都子）日く、鉤しく是れ人なり、あるいは大体に従い、あるいはその小体に従う

　　は、何ぞや。

　　（孟・子）日く、耳目の官は、思わずして物に蔽わる。物、物に交われば、則ちこれを

　　引くのみ。心の官は、則ち思う。思えば則ちこれを得るも、思わざれば、則ち得ざる

　　なり。これ天の我れに与うる所の者、先ずその大なるものを立っれぱ、則ちその小な

　　るものは、稀う能はざるなり。これ大人たるのみ。川

ここでいう「大体」と「小体」とは、朱子がいうように、「心」と「耳目」とを指示して

おり、またそれぞれ「心の宮」と「耳目の官」とに対応していることは見易いことである。

では、その「心の官」、「耳目の官」とは何か。朱子の注に、「官の言為るは司なり。耳

は聴を司り、目は視を司り、各々職とする所有るも思う能わず。ここを以って外物に蔽わ

る。…心は則ち能く思う。而うして思を以って職と為す」（『孟子菓注』）とあるのが、

明解にこれを説いている。こうした点を踏まえていえば、要するに、心のはたらきとは補

神作用であり、耳目のはたらきとは感覚作用であると解釈されてよいであろう。しかも、

「心の官」（精神作用）に従えば大人、「耳目の官」（感覚作用）に従えぱ小人であると

されるのは、心が適徳的行為を遂行しうる本体であることを咽らかにすると同時に、外物

の刺激に支配される耳目に対するその能動的機能の優位をも表白しているのである。

　ここでまず確董忍しておきたいことは、両一者がともに「天」の所与とされていることであ

る。一「天」にっいては後に詳しくふれるのでしぱらくおいておこう。一孟子は、「心の

官」と「耳目の宮」がア・プリオリに性に内在するとしたのみならず、「形色は天性なり」
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（尽心上篇）といい、からだ・かおつきをも合めて、生得的形質をすべてをザ天」の所与

とみたわけである。しかし、いまは遭徳的醤悪にかかる性を間魍としているわけで、とり

あえず「形色」は考察から除外してよいであろう。要するに、ここでいう性とは、孟子の

規定によれば、r心の官」と「耳目の官」、そしてさきに述べた「四端」をも包摂したも

のということになる。ところで、

　　孟子日く、口の妹に於けるや、目の色に於けるや、耳の声に於けるや、蹄の奥に於け

　　るや、四肢の安侠に於けるや、性なり。命あり、君子は性と謂わざるなり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尽心下篇）

という一文からみると、一見して明らかなように、この口、目、轟、四肢の機能（はたら

き）は、上文でいう「耳目の宮」にあたる、それは所与であるから・一応は「性Jと肴倣す

ことができる。そこで、いまこの「耳目の官」を狭義の性’2〕としておこう。そうすると、

趨岐がこの箇所で、「これ皆人性の欲する所なり」と注しているように、孟子においても、

r性」（広簸の性二心の官と耳目の官と四端とを包摂したもの）には「欲」が含まれると

されていることになる。このことだけを掘えるならば、かかる「性」は、告子が、「生、

これを性と調う」といい、あるいは「食色は性なり」（告子上篇）といっている内容とも

意妹頷域において蓬異はないといえる。しかし、孟子の論理はなお統いて、耳目等の欲望

が満足されるかどうかは「・命」の要・素があるからわからない、そこで君子は「耳目の官」

っまりここでいう狭義の性を「性」とはいわない（これを排除する）という。この「命」

についてはあとであらためて論じるが、すでに先学によって論じられたことでもあり、あ

らかじめいえぱ、「これを致すことなくして至るものは、命なり」（万童上篇）とあるよ

うに、人間の意、忠とは閲わりなく外からやってくるもの、っまり棚然的・運命的なもので

ある。したがって、君子の性とするところ、換言すれば、人が性と1すべきは何かどいえぱ、

広義の性から感覚にかかる狭義の性を捨象した残りの部分、すなわち所与として人間に具

わっている一…切のものから感覚的欲望を除いた、遮憾にかかる狭鵜の性と1いうべき「心の

官」と四端である。かくて、孟子は、この「心の官」と四端とを具備した「性」を悩想、す

ることによって性善を説いたものであるΦ

2、醤

これまでの所論においては、まだ醤とは何かが規定されていないので、性善の説明とし
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てはなお不十分であろう。善の間魍にっいては、これを「心の官」と四端との関連からさ

らに考究しなくてはならない⑪この「心の官」っまり、心の機能～はたらきは、さきに述

べたどおり「思」（おもう）ということであるとされる③端的にいえぱ、それは思惟の能

力である。では思惟する対象は何かどいうど、それは当然四端でなくてはならない。四端

に即してみても、「およそ我れに四端ある者は、みな拡めてこれを充すことを知る」（公

孫丑上篇）とあるように、縦にでも四端が具わっている以上、それを拡充することは、や

はり誰もが知っているという謂のことがいわれ、四端の拡充に与る能力が心であるどされ

ているのである。告子上・下篇では、かかる心が「本心」、「良心」、「仁義の心」ど表

現されている。心には、四端を直覚し実行に移す能力としての良知。良能もが含まれると

いうものである。このことは、

　　孟子日く、人の学ばずして能くする所のものは、その良能なり、慮らずして知るとこ

　　ろのものは、その良知なり。披擬の童も、その親を愛することを知らざる無し。その

　　長ずるに及びては、その兄を敬するを知らざる無し。親を親しむは仁なり。長を敬す

　　るは鍍なり。他無し。これを天下に逮するなり。　　　　　　　　　　　（尽心上篇）

とあることによって知られる。ここで越岐は、「学ぱずして能くす、性の自ずから能くす

る所、良きこと湛しきなり。これ人の能くする所の甚しきなり。知もまた猶おかくのごと

く能くするなり」と注している。良知・良能の、意蛛はここからいっそう咽らかであろう。

これを要するに、良知・良能とは後天的な修得によらないで、それができ、また知るとい

う、そうしたすぐれたはたらきであるとされる。かかる意味をより厳密にいえぱ、孟子の

諭理においては、良知。良能の四端に対する関係はまったく無媒介的であり、したがって、

良知・良能は、臼己目的的に四端の拡充へと向かい、それを完成するはたらきであると理

解される。

　いまこのこどを、いわぱ「薔性」から排除された狭薮の性（「耳目の宮」／と比較する

ことによって、「蕃」の意妹がようやく明確になるであろう。っまり、「耳目の官」すな

わち感覚作用は、　r思う」というはたらきが含いことをもって外物に蔽われるとされた。

ここでいう「物」にっいては趨岐が「物は事なり」と注しているように、外的世界の存在

一般と解釈してよいであろう。したがって、このいい方をもってすれぱ、人間の感覚作用

は外在的事象のなかに取り込まれ、その誘引によってのみ作用する他律的なものであると

いえる。しかも、孟子の論理のおいては、しばしぱ「不善」ということがこの「耳目の官」

に相即して説かれていることを勘案すれぱ、　「不善」とは「他律」という意妹である。こ
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れを翻していえぱ、「薔」とは「自律」どいう調であると理解される｝。そのことは以下

の一段からも明瞭に肴取されるであろう。

　　孟子日く、人の身におけるや、愛する所を兼ぬ。愛する所を兼ぬれば、則ち養う所を

　　．兼ぬ。尺寸の腐も愛せざること無ければ、則ち尺寸の腐も養わざること無きなり。そ

　　の善不醤を考うる所以のものは、豊に他有らんや。已に於いてこれを取るのみ。体、

　　貴艘あり、小大あり。小を以って大を害すること無く、膿を以って貴を審するこど無

　　かれ。その小を養うものは小人たり。その大を養うものは大人たり。　（告子上篇）

すなわち、孟子は、＜人は自分の身体にっいてはどの部分でも愛し、養おうとする。その

方法に醤不醤があり、その醤不善はみずから反省して得られる＞という。そして、いうと

ころの善と不善とは、それぞれ身体の貴とすべきと、艘とすべき部分に対応しており、さ

らには「大」と「小」の概念にっながるのである。また、ここでいわれている「大」、　「

小」は糠説するまでもなく、すでに述べたように「心の官」、「耳目の官」であるから、

「小」が「大」を損なわないようにするということは、要するに、心のはたらき（良知・

良能）が、感覚に生じる欲望に揺動覆謹されないことである。心のはたらきは、本質的に

外在的璃象に左右されず自己目的的に四端を拡充しうるものであり、そうした遺徳それ自

体を自己目的とし、自律的に遂行するということが、孟子のいう善の本質的意味である。

　かくて、需子は人間存在の遭触的行為にかかる主体性を論理的に説咽したのである。こ

れとは対蹴的に、外在的事象に誘発され、っねにその支配下にあって、しかも欲望にかか

る感覚的なはたらき（「耳目の官」）は全く他律的なものとされ、したがってそれ自体に

おいて反省的に捨象されるべきもの、っまり．不善と肴傲されているのである。ここにおい

て、「寡欲」（尽心下篇）、「浩然の気を撞う」（公孫丑上篇）といった消極と横棚の両

方面にわたる方法を通じて、また異説に惑わされることなく、っいには「不動心」（同前）

に至らねばならないとする。このことは、修養諭にすでに入り込んだことになるが、「学

間の遺は他無し、その赦心を求めるのみ」（告予上篇）といい、学間の目的がr心」を取

り戻すことであるとされ、それが修養論のなかに泣置づけられるいることとも遁じている。

これを孔子思想に比較してみたところ、「学」の重要性の占める比重が軽減されているか

にみえる。とまれ、いずれにしてもそうした修養ないし白己鍛錬を前提としたうえで、　r

心の官」は「耳目の官」を超えて機能しうるというのが孟子の主張であった。

　こうした緒々の点を踏まえるならぱ、浩生不審という人物に「醤」とは何かを問われて、

　　欲すべき、これを善どいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（尽心下篇）
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と応えた孟子のことぱも理解されてくる。この場合の「欲」はいうまでもなく欲望ではな

い。趨注は、「己の欲する所、すなわちこれを人に欲せ使むるは、これ醤人為り。己の欲

せざる所、人に施すこと勿れ。」といい、この点を『論語』の「忠恕、」をもって解してい

る。焦循は、こうした「忠恕…貴」によって説いた趨1岐の解釈はまだ不十分であるいう。

かれは、『呂氏春秋』長攻篇に、「代を善（この）む所以は、すなわち万故あり」とある

のに、後漠の高誘が「醤は好なり。代を好む所以は一事に非ず」と注していることと、『

中論』夫寿篇に、　r孟子』の「坐は我が欲する所なり、鍍もまた我が欲する所なり」（告

子上篇）を引いて「欲」を「好」に作ることを指摘し、この上文にいうところの「欲」は

「好」と訓むべきことを主張している川。確かに、「欲」を「好」とみた方が替・を予想、す

るところの意志的な意昧ということはより明確になるであろう。あるいは、ごく単純に考

えてみても、「それ天は未だ天下を平治するを欲せざるなり」（公孫丑下篇）ということ

ばにみられる「欲」なども「好」とおき換えられうる。おそらく焦循の見解は正鵠を得て

いるであろう。

　また、ここで重要なのが「欲すべし」という場合の「可」である。一般的にいって、そ

れは「すべし」という当為と、「できる」という可能の意妹を含むものである。当為とし

ては「耳1ヨの宮」を克倒した「ほっする」であり、可能としては「心の官」を予想しての

「できる」である。このことからも、外的事象に支配される他律的な感覚作用を排除して、

自己目的的に「四端」の拡充に向かう精神作用の自律性が、孟子のいう善であることは咽

らかである。

　以上を要するに、性がその内に「耳目の官」（感覚作用）を包摂するものとしながら、

孟子が性を善と断じたのは、「四端Jおよび良知・良能を兼ね備えたr心の宮」（精神作

用）を挽えてのことであった。このことは思惟作用がないことによって外物の刺激に支配

される「耳目の宮」に対して、修養を前提としっっ、能鋤的思惟の作用を有する「心の官」

の優位を認めたことにほかならない。孟子のいう性醤説の意、鵡はここにあったといえる。

　しかも、この良知・良能による四端の拡充ということにっいて、孟子はこれを本質的に

は統一あるものと看傲していたようである。すなわち、

　　孟子日く、仁の実は、襯に事えることこれなり、義の実は、兄に従うことこれなり、

　　智の実は、この二者を知って去らざることこれなり、礼の実は、この二蓄を節分する

　　ことこれなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（離婁上篇）

という。このように孟子は、仁義の根本を親・兄に事えること一この仁義は、孔子の孝悌
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～仁にあたることは自㎎である一としたうえで、智は仁義を知って去らないこと、礼につ

いては仁義を節文する（ととのえかざる）ことと規定した。これを敷術的に解釈すれば、

仁鵡の心が曳知。良能によって自己冒的的に拡充される過程において恭敬（辞綴）の心、

すなわち礼の心とおのずから統合され、そこに人としてのあるべきありかた（君子の遭）

が具現されるどいうものである。孟子はいう。

　　萄しくも能くこれを充せぱ、以って四海を保んずるに足るも、萄しくもこれを充さざ

　　れぱ、以って父母に薙うるに足らず。　　　　　　　　　　　　　　（公孫丑上篇）

すなわち、＜四端を拡充していったならば、仁燕礼智の徹は行われて一遮があると1いうこ

と、孔子の所説に同じ一、天下四淋さえ保っに十分であるが、これを拡充せずに放一）てお

くならぱ、父母のような身近な者に接することさえ爽はおぼっかない＞というものである。

さらには、孔子と同様に、孟子においても、四徳の実現っまり遼の突践は身近なところか

ら遠くへ及ぼすべきことが高調されている。

　　遭は爾きに在り、耐もこれを遠きに求む。薙は易きに在り、而もこれを靴きに求む。

　　人人その親を潮とし、その長を長として、天下平かなり。　　　　　　（燃婁上篇）

　　藷舜の一遺も孝弟のみ。子、棄の服を服し、藷の言を諏し、棄の行いを行えぱ、これ棄

　　のみ。桀の服を服し、桀の言を諏し、桀の行いを行えば、これ桀のみ。（告子下濡）

すなわち、孟子もまた孔子の理想、とした胴代礼楽舳度の理想、的復一卿を志胸したことは、胃

顕で指摘したとおりである。これらの引用文からも、そのことは容易に肴取される。人倫

規範の和識的実現は礼楽糊度の理想、約酉現に依拠しなけれぱならない、という理念は孔子

の継承者を自認する孟子においても同じであった。いたずらに分不相応で高遼な目標に遜

・進しようとすることは、人倫共同体の全休的調和にと1ってはかえって有審である。当然な

すべきことを、それぞれがしていれぱそれでよいという主張が言外にある。そこで、糞舜

をもち出して、尭舜の・遊も孝弟にあることを帽遭し、轟舜も家にあっては糊に孝、目上に

は弟を尽くすのみで、その遭を広めていっただけであるという、換肴すれぱ、丁逝はまた

孝弟～仁義の実現にすぎないどいうことであり、このようして、孟子は王遭政治を力強く

主張したのである。

　　吾が老を老として以って人の老に及ぼし、吾が幼を幼として以って人の幼に及ぼせぱ、

　　天下は箪（たなごころ）に運らすべし。　　　　　　　　　　　　　（梁恵、王上篤）

　　仁政を行いて王たれぱ、これを能く禦むる無きなり。　　　　　　　（公孫丑上篇）

　　忍びざるの心を以って、忍ぴざるの政を行えば、天下を治めること、これを掌上に運
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　　らすがごとし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

孟子のいう王遭とはいうまでもなく仁政である。したがって、それは、圭張すると：ころの

性醤説に立1脚しているものと解釈されてよいであろうから、政治論でありながら、それは

同時に王に向けられた修養を含む遭徳論である。前童でふれたように、そこには「不仁に

して国を得る者はあっても天下を得た一者はいまだかつてない」（尽心下篇）という意妹が

包摂されている。すれぱ、王が王遺を践むこともまた王どしてのf壬に適うこどであり、王

たる者に課せられた義務である。原當男氏は「政治教育には、仁鍍が実践されれぱ、それ

でいい、仁義が実践されていさえすれば、人倫のもとが立って、天下は平和に治まる、…

親子の関係に仁を、君臣の閲係に義を、あてて、おやこ、夫婦、きょうだい、君臣、朋友

いっっの人倫をおおっているのである」～と述べている。かかる思想、を非蜆実的というの

は容易であるが、孟子がそうした理想に趨進したことは事実であり、またかれのそうした

主張と行動とはその性醤説からくる帰結であったといわねぱならない。

注

　（一）「これ天の我れに与うる所…」の原文には、「此天之所与」とある。肌元の被勘蕎己

には岳本、孔本、韓本には「比」にっくるという。1日本には「此」が「比」になっており、

趨岐も「比方」と解しているものの、今本は「此」である。朱子はいずれが畏かは未詳と

しつつ、意妹としてはザ此Jがまさるという。朱子に従って「これ」と訓み心や耳目を指

すと解釈した。

　（二）穴沢辰雄r中国古代思想、論考』「孟子性諮説の本義」（汲古欝院、口帥1五七年）に

は、　「広義の性」を「一般的に先天性を意妹」するもの、「狭鞍の性」を「本性、木分」

「人格性あるいは遭徳性」と使い分けている（九三貫）。しかし、この定鍍も峻昧さが残

る。内山俊彦『巾国古代思想史における自然認識』は、「広義の性」を告子の「生之謂性」

と同義1とみて、「狭義の惟」を「心の官」とみる（三○～三一頁）。広義の場合には本論

と同じであるが、しかし、「狭義の性」といういい方をすれぱ、「耳目の官」もまた「狭

義の性」どいえるわけで、厳密には狭義には二種類あるといわなけれぱならない。また四

端も、氏のいう「狭義の性」に当然含めなくてならないはずであるから、「狭義の性」が

「心の宮」であるといういい方はやや厳密を欠くであろう。

　（三）穴沢氏は、前掲書のなかで、すでに善・不醤を他律・自律と解釈している。本童の
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執筆に際しては、氏の所論から多くの示唆を得た。自律と他律をめぐる解釈にっいては、

本論は同氏の兇解に同意するものであるが、しかし細論においては首肯できない点もある。

　（四）『孟子正義』（中華書局刊行本）には、「趨氏以己所不欲勿施於人為可欲、按此忠

恕一貫之学、不僅於善也、呂氏春秋長攻篇、所以善代者乃万故、高誘注云、善、好也、所

好於代者非・一箏、中論夫寿篇引孟子、生我所欲也、義亦我戸斤欲也、欲作好、好醤亦為善、

醤可欲、即可好、其人善則可好、猶其人不善則可悪、其人可悪、即為悪人、其人可好、自

為善人也」とある。　肝呂氏春秋』の一文は、醤の大夫である趨無枇（嚢子）に関するもの

で、かれが代国を好んだのにはいろいろとわけがあったという論旨である。なお、ここで

の解釈においては陳奇猶『呂氏春秋校釈』（学林出版社、一九八四隼）を参照した。

　（五）『現代語訳　孟子』（春秋祉、昭和四七年）七頁。氏はまた、孟子が治者に求める

その実践の要頷を消極・積極のふたっの側面から以下のように纏めている。消極：不贈殺

人、非仁無為、取民有制、衿伽窮民、横極：以仁存心、推恩愛人、与民同楽、以仁導民（

七～一一頁）。ところで、かかる王遭思想にっいては渡辺卓氏の鋭い指摘がある、氏は『

古代中国思想の研究』（創文社、昭和四八隼）において、「孟子は当代盛行の『客』の風

潮に乗じて巧みにその王遭論をくみたてr客』としての高い位置を要求するために王遭講

説者としての矛今狩を理論づけたのである」（三六三頁、三八九頁）という。この間魍に言

及することは本論の主魍を逸脱するので詳しくふれないが、指摘の内容は、確かに儒家の

政治論に閲わる璽要な間魍であると思われる。ただし、王適思想についてはそれをみる視

点によって葱味も異なって理解されるということがあろう。本論では人間圭体に焦点をあ

てて性藩説からこれを捉えたものであるが、それを性善説からある程度独立させて政治諭

としてみた場合には氏の解釈も十分に首肯されるであろう。

箔二節、天論

1、天

　孟子のいう「天」は、すでにふれたように性善説の論理的根拠を咽らかにするうえで重

要な概念である。同時に、それは次童で述べようとする孟子思想を批判的に継承した苛子

思想との関連においても大切なところである。

　前節で指摘したように、孟子は「性」を天の所産と規定した。そこで、かかる思惟の思
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想的意義を明確に把握するためには、尽心上篇に開陳されている「心・性1天」一賢の論

理について、ここで詳しく考察してみる必要があると思われる。

　　孟予日く、その心を尽くすものは、その性を知るなり。その性を知れぱ、則ち天を知

　　る。その心を存し、その性を養うは、天に寧うる所以なり。

いま、これを前節との関連から解釈すれぱ、孟子は人の性に遭徳的要素（四端）とともに

善への志向性を本質とする思惟作用（良知・良能）を認め、これらを天の所産と番倣し、

ここにいう心一性一天の一貫せる諭理体系を組織したものであった。まず、ここでいう「

尽」にっいては、これを趨注に徴することができよう。かれは、「性に仁義礼智の端有り、

心以ってこれを制す。これ心は正しきが為めに、人能くその心を尽樋す」とあるように、

この「尽」を「きわめっくす」と解している。また上文の意昧もその注の主意にほぼ示さ

れている。これを前節のことばを補っていい換えれぱ、「心を尽くす」という謂は、四端

の拡充を「きわめる」ことである。そうすると、ここで孟子がいわんとするところは、＜

四端を拡充する者には、天与の性が醤であることがわかる。それが臼己に内在する性二天

をわかるということである。かくて、良知・良能を有する心を火わないこと、　（すなわち）

善性を守ることが天に従うということである、＞ということになる。ここで注意を要する

のは、天が心一性の根拠として設定されていること、しかもそれが内省的探求を遜じて到

逮しうるものとされること、天と性とが同視されていること、一これらの点である。こう

した薙柄は、閉らかに天の理法惟を物語るものと一応は解釈される。孟子は、

　　詩に日く、天の蒸民を生ずる、物有れば則有り、民の棄夷、この鋸徳を好む。孔子日

　　く、この詩を為る者は、それ遭を知るか。故に物有れぱ必ず則有り。民の棄夷や、故

　　にこの奮窓徳を好む。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（告子上篇）

といっている。この「詩」は今本のr詩経』大雅・蒸民の篇にみえる。この場合の「則」

とは諸注が一致しているようにr法則」である。また鋤岐、朱子の注は、r夷」を「常」、

r魏」を「芙Jどみる。そうすると、この詩の一文の謂はく天は万民を生ずるにあたって、

物あれば必ずそこに法則あるようにした、民はこの常性に従いこの美徳を好む＞というも

のであろう。一孔子のことぱから以下の部分は、万人が固有する性善という自説の主服を

強固にするためのいい換えにすぎないであろう。一

　ところで、孟子のいう天が、基本的に理法を、意昧することは認1めて差し支えないとして

も、その理法とはいったいどのような性格のものかという間駆については、なお考慮の余

地があるであろう。っまり、この理法性ということ1を従来の研究は外的自然と：直結して自
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然の理法と捉えているようであるが、はたしてそういい切ってよいかは閥魎である。たと

えぱ、侯外盧氏が指摘するように川、万童上篇には、　「天は奮わず、行と班とを以ってこ

れに示すのみ」といい、ものいわざる天が孟子の口を遜して語られている。確かに、　『孟

子』の全編を通じて咽確に有意志的天の風貌を伝えるような記述はない。が、かと1いって

直ちに自然界の理法と断定できるような直裁な論調もみあたらない。候氏が指摘する「天」

は、いわぱ「自然の天」とは肴倣されても、それが直ちに自然の理法と同鵜であるという

根拠にはならないと思われる。『孟子』における「天」の術謡のなかで、明らかに「自然J

を意昧すると確認できるのは、上記の劉列を除けぱ、

　　天、油然として雲を作し、配然として雨を下せば、則ち苗は勃然としてこれに興きん。

　　それかくの如きなれぱ、軌か能くこれを禦めん。　　　　　　　　　　（梁恵王上篇）

　　天の高きや、星の遠きや、萄しくもその故を求むれぱ、千歳の日至も、坐して致す可

　　きなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（離婁下篇）

といったどころにすぎないであろう。前者の例文における「天Jは自然現象を意蛛してい

る。また後者のそれは麓空である。後者の用例で注目されるのはそれが、日至っまり冬至

と麗歪といったr暦」との関連で語られていることであり、ここに、孟子において、臼然

の運行の規則性が自覚されていたと思われる資料が見出されるのである。しかし、同時に

間魍とすべきは、こうした自然の規則性が明確に諭理として展關されていないことであり、

また人間の営為との関係がなお不明瞭なことである。確かに、前者は王遭政治、後者は人

間の本性との関わりから論及されたものであるが、孟子はあくまでこれらを比峨として用

いているにすぎない。したがって、後に詳しく述べるが、孟子は「天」そのものを対象化

して語ってはいないと考えられる。そして、何よりもこうした自然の天が語られるのは、

r孟子』においては例外的なことであった。

　そこで識論をもとに戻して、心一性一天の論理における「天Jにっいてさらに分析して

みよう。このなかで、すでに自明なのは「心」の概念である。それは、「心の官」と四端

とを合わせた道徳性を担いうる存在であり、人間が遭徳的行為をなしうるその根拠であり

当体というべきものであった、ではこの場合の「性Jとは何であろうか。右の論旨からい

うならば、この「性」は狭義の性であり、「心の官」と四端とを含む善性（遭徳的本性）

であるとみて異論はないであろう。したがって、この論理においては、その輯性の根拠が

天っまり理法ということになる。いま、これを逝に逃れぱ、この論理は、天どいう理法の

人間主休における存在相が善惟であり、そこには「心の窟」と四端とが包摂される、とい
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う榊造をなすものであることが理解される。と同時に、ここのどころにいま指摘した間魍

の本質も潜んでいる。すなわち、「性」には広義と狭義とが分けられることは前節で諭じ

たとおりであり、遺徳的行為にかかる「性」っまり遭徳的本性から捨象された「耳目の宮」

（および「形色J）にっいては、この諭理のなかに包摂されていないことが番過されてな

らないであろう。あえていうまでもなく、さきの善性一天という諭理とは別に、　「耳目の

官」一天という論理的連閲が存在するのである。再説すれぱ、「耳目の官」も「性」に含

まれる、しかしそれには「命」の要素もあり外物に支配されるから君子はこれを「性」と

はいわない、というのが孟予の主張であった。ここで注目されるのは、　「耳目の宮J一天

という諭理から醇かれる天の性格は、理法であるというよりは、むしろ外在舳で運命的な

ものとみられることである、凋友蘭氏はこのことを掘えて、孟子のいう「天」は「命運の

天」であるとまでいっている｝。このようにみてみると、尽心上繍に展開された孟子の書

辞は、天の性格の一半を開明したにすぎないことが理解されるのである。

2、命

　このことをより閲㎎する閥鍵は、　「性」と「命」の関隊にあることはすでに知られよう。

「性」については従来述べてきたところから、それが明らかになったと思われるので、こ

こでは「命」についてさらに検討してみたい。すでに引用したところでもあるが、以下の

例文から「命」の性格が明らかにされるであろう。

　　その予の賢不肖なる、みな天な｝）。人の能く為すところに非ざるな｝）。これを為すこ

　　となくして為るものは、天なり。これを致すことなくして至るものは、命なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万童上篇）

すでに臼口喝のように、この・一一文は、〈賢と不肖とは人為の及ぶところではない、それが天

（の仕薬）というものである。人為を超えて、人のうえにはたらくものが天（の仕薬）で

あり、人為とは閥わりなく外からやってくるもの、それが命である＞と解釈される。さら

に、語＝子は、

　　孔子日く、命有り。孔子は進むに礼を以ってし、退くに議を以ってす。これを樽ると

　　得ざるとは、命有りと日う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万童上篇）

という。「これを得る」といっているのは、この場合には卿の位を得ることである。これ

は、〈礼義を尽くすといった人為にかかる営みと、その結果として生起するところの、位
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を得るか否かといった人為の帰緒と：は別ものである＞という意昧である。その緒果が実現

冒的なのではなく、礼の実践そのものが目的とされねぱならないというのが、いわんとす

る意昧である。ここにおいても、明らかに人為を趨えた「命」どいうものが孟子によって

意識されていたことを窺うに足る根拠がある。また、

　　君子、法を行いて以って命を俊っのみ。　　　　　　　　　　　　　　（尽心下篇）

ともある。ここでいう「法」は趨岐によれぱ「法度」である。それは、礼にかかる行為の

儀則であり、端的には人の遺と解釈してもよいであろう、朱子はこの一文に注して、「法

は、天理の当に然るべき者なり。君子これを行い、而うして吉凶禍福は、計らざる所有り」

とする。朱子の注においては、天遭と人適の一貫という圭張からくる「天理」という概念

が強調されているが、この点を留傑すれぱその大意は首肯されてよいであろう。

　これを要するに、孟子における「命」とは人間存在に外在し、これを制約し限界を与え

るものとして思議されていたのである。いい換えれぱ、それは天によって齋される運命と

いう調である。ここに、性と命との関連から天の性格を把握する手がかりがあるが、この

ことは後述する。

　さて、以上の諭述を踏まえながら、「性」と「命」の概念をさらに厳密にしてみよう。

そこで取り上げたいのが、粛子が「耳目の官」を論じた前引の部分である。いま、その全

文をここにあらためて引用してみたい。

　　孟子日く、口の蛛に於けるや、目の色に於けるや、耳の声に於けるや、轟の奥に於け

　　るや、四肢の安侠に於けるや、性なり。命有り、君子は性と謂わざるなり。仁の父子

　　に於けるや、礼の賓圭に於けるや、智の賢者に於けるや、聖人の天遭に於けるや、命’

　　なり。性有り、君子は命と言胃わざるなり。　　　　　　　　　　　　　（尽心下篇）

この前半部はすでに解釈してきたところであるが、「命」の概念に注意しながら繰り返す

と以下のようになる。耳目の感覚作用は、天によって賦与された感覚的本性～性として人

に具わっている。しかし、それが結果的に充足を得るか否かは、やはり天の範騰にある命

に左右される。人間圭f本からみれぱ他律に委ねられるべき感覚的本性は、君子は性とはい

わない、っまり人はこれを性とすべきではない。後半の部分はいろいろと識論のあるとこ

ろであるが、前半の論理との相関において趣旨を把握するのがもっとも素直であろう。仁

礼智の触および聖人が、それぞれ父子・賓主・賢者および天遭との関係のなかで、十分に

発現しあるいは充足を得ているかは、命（運命、偶然）によって左右される。しかしそれ

らは心の精神作用（良知・良能）によって四端を拡充するという遺徳的本性～性にかかる
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営為のなかで発現され充足を得るべき～できるものである。人間圭体の自律的営為にかか

る遭徳的本性の発現と：いうことを、君子は外在的。他律的である命とはいわない、っまり

人はこれを運命だとすべきではない。後半は以上のように解される。一なお、純足すれば、

ここでいう聖人と天遭とがまったく同一の層位において語られていないという間魍がある。

徴すべき注釈はないが、思うに、それは孔子を聖人と毘立てているからであろう。一

　ここから明かなように、孟子においては、性と命とはどもに天の純鴎に属するものとし

て思識されており、一方は人の遭徹的行為を可能にし、…方はその逮成の可否を左有する

という否定的な側面から述べられているのである。この天ないし天命からみたところの人

間の主体的営為にかかる肯定と否定（横極と消極）の両面は、剛侍に孟子のいう天の性格

の二面性を物語るものであろう。そうすると、この「天」の概念にっいては、鴻友蘭氏の

所説を含めてあらためて間い直す必要がある。

　その前に「命」の概念に関連してここで想起したいのは、孔子における「命Jの両面性

ということである。前童で論じたようにそれにっいては、「徹命Jと「禄命」という規定

がなされていた。また、そうした思惟の型が、古くは西周の天命思想にまて遡及できるこ

とも指摘したとおりである。それは、古f犬中国民族が固有する天命概の柵型ともいうべき

ものであろう。そして、西周の天命思想にみられた天命の二面性が孔子の「敏命Jと「禄

命」とに反映していることが確認された以上、その思想史的変遷（演変）からみれば、盃

子もまたそうした観念を継承しているということになる。そこで注目したいのは、院元の

所論であり、孟1子の「性」・「命」は孔子の説いた「命」を両節したものであると指摘し

たことである。院元はそれを明言していないが、「徳命Jが孟子のいう「性」～遺徳的本

性にあたり、「禄命」が「命」、感覚的本性にあたると考えるならば、両者の閲係はきわ

めて咽瞭になってくる‘三’。むしろこのようにみることによって、「性」、　「命」の意鍍と、

両者の連閲とがはじめて理解されてくるのである。端的にいえぱ、両者はともに天から賦

与されたものであるが、個々の人間存在に視点をおけば、「性」は天よ1）与えられた欄極

的側面を意識した呼称であり、また「命」はその消極的側面を意識した呼称であるといえ

る川。こうした襯点に立つならぱ、孔子が、「天は徳をわれに生せり」と説いたことと、

孟子がみずからを先覚者と位置づけたこととの間には、論理的に考えても、ある種の相関

があるとみなくてはならない。というのも、孔・子にとっては、天はあくまで臼己臼身に対

塒するものであった。これとは対臓的に、孟子は天を人間に内在する本性として、これを

一般化して掘えたわけである、ここに、孟子の倫理教説がそのf本系のなかに遺触的本性二
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r天」の概念を措定できた理由があったとみてよいであろう。

3、天ど人

　孟子の「天」の概念には、遺徳的本惟と運命とにかかる両面が認められ、しかも、両者

がともに天の属性と看倣されるわけであるから、天が理法であるどしたならば、それらが

如何なる諭理によって統合されているかを解明する糸口も見出されうるはずである。さら

にいえぱ、天が理法と解されうるならば、それ自体のうちに矛盾ないし分裂を包蔵してい

るということはありえないであろう。

　ここで孟子の説口蝪をみていこう。尽心上篇の「尽其心者、知其松也」に続く一般の最後

には、

　　妖寿弐わず、身を修めて以ってこれを侯つは、命を立つる所以なり。

とある。いうまでもなく、妖死・長寿は運命によるものであるから、これが人為によって

随意に改変されるはずはない。孟子もやはりそれが不可能であるとみていた。そして、孟

子の天命に対する態度は、ひたすら人為を尽くしてあとは、天命に委ねようというもので

あった。したがって、孔子におけると同様に、孟子においても人間存在の営為と天命との

和解という間魍は、あくまで人間主体（主観）において果たされねぱならなかったわけで

ある。これとまったく同一の思惟は、既出の、「君子、法を行いて以って命をf集つのみ」

（尽心下篇）ということばのなかにもみえ、あるいは「その成功の若きは則ち天なり。君

（縢文公）、彼を如阿せんや。彊めて善を為さんのみ」（梁忠王下篇）といったことばに

おいても認められる。さらに注目されるべきは、

　　その正を順受すべし、この故に命を知る者は、厳糟の下に立たず。その遺を尽くして

　　死する者は、正命なり。橿槽して死する者は、正命に非ざるなり。　　（尽心上篇）

ということぱである。ここでいう「命」の正不正ということは、　「命」そのものにっいて

語っているのではなく、それを受け取る側、つまり人間主体の対処の仕方を間魍としたも

のである。いわんとするところは、〈「死」という運命を迎える場合に遺（仁義に適った

ありかた）を尽くして、これを迎える者と、刑に処されるのとでは、命の受け取り方に相

違がある＞というものである。ここで気付かれるように、語子の書辞においては有触者が

遭遇する悲哀といったものが全く感じられない程である。これは顔淵の死に臨んで孔子の

働巽した様子とは違った印象をわれわれに与えるであろう。
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　いま、孟子の教説のうえからこのことを説明しようとすれば、前節で述べた修養諭を介

在させて考えるべきであろう。すでに指摘したように修養論における到連点は「．不動心」

にあった。この不動心を志、向する修養を前捉として、遣触的本性（「心の官」「四端」）

は感覚的本性（「耳目の官」）を克倒することが可能とされたのである。ということは、

いま間魍にしている「命」についても、これを遭徹的行為にかかる「性」の間魍とは分鮒

して考えることができないということである。より膀燕にいえぱ、　「命」はあくまでも感

覚的本性にかかるものであり、遺徳的本性は外在的事象（命）に支配されないというのが

孟予の論理であった。この論理からすれぱ、孟子における遭徳的実践者という意妹は、感

覚的本性を克倒したどころの遭徳的本性を具えた人間主体を予想、したものである。また、

かかる主体は同時に、不動心を志向しこれを獲得した存在であることが想定されていると

考えねぱならない。したがって、遭徳的行為（ないしその実践者）とr天命」すなわち運

命との調和（’和解）ということが、人間主体（主観）において果たされるという孟子の主

張には、すでに論じてきたような、心一性一天の論理がその根底にあるといえるのである。

そして、こうした論理は、一見したところ楽観的ども受け取れ、また思弁的で抽象的な思

惟には違いないとしても、その論理自体はやはり性善説から導出されうるものである。

　以上のような諭理禰造に基づいて、孟子の「天」は理法として規定されていたのである。

すなわち、天と人の関係が、　「性」（遭徳的本性）を媒介として一貫する論理で結ぱれて

いるということは、そこに遺徽的本性にかかる天遭が思議され、そこから遭徳法則の一環

としての人遭が導出されたということである。孟子における天遭と人道との相閲という論

理の本闘はここにあったのである、

　そして、人遭のもとにある仁鐵の漉は、天遭のもとに一一・・元的に収鰍されて「誠Jの一字

で示される。すなわち、

　　この故に、誠は天の遺なり、誠を思うは人の遺なり。至誠にして動かさざるものは、

　　未だこれあらざるなり。誠ならざれば未だよく勤かすものあらざるなり。　（離婁上篇）

　　万物皆我れに備わる。身に反りみて誠なる、楽これより大なるはなし。強恕して行う、

　　仁を求むることこれより近きはなし。　　　　　　　　　　　　　　　（尽心上篇）

とあるように、「誠」を本質とする天遭の分化が、「仁義」一それは所徳を統一一・するもの

であった一を本質とする人遺であるとされている。天遺は理法の総体であり、万物を貫く

（遭徳）法則の端的な表現であるとすれぱ、人遺はその人倫へと投影された姿であり、限

定的な表現である。したがって、孟子においては、人遭の実践は同時に人倫的遺徳規範へ
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の合一であることになり、「聖人は人倫の至り」（離婁上篇）とあるように、その到連の

境位に理想的人格としての聖人を措定したのである。ということは、孟子の倫理教説から

すれぱ、人倫共同体の根元的価憧の所在は、かかる「聖人Jの概念によって示されるので

あり、それを保言正する諭理が前節で論じた性醤説であった。

　かくて、孟子は、人（心一性）一天の一一婁する体系は、っまるところ性～遺磁的本性二

天遣を具有する人間主体（われ）に回帰するというのが「万物皆我れに備わる」というこ

との主旨であり、こうして遺徳的実践者としの人間存在を措定し、そこに遭徳法則を内在

化させたのである。

注、

　（一）『中国思想史』第一巻において、氏は、「天はすでに、一種の客観的理法である」

（三九五頁）ことを断言している。

　（二）『中国哲学史』一六一頁。

　（三）既出、第二章第三節、注（…○）を参照されたい。武内義雄氏は、おそらく院元の所

説を承けたものと想像されるが、性と命との関連から、っぎのように論じている。「孔子

の天命は天から賦命されたものという意味で、主鵬的には吾々の人間の心の中に先天的に

植えっけられた道徳心を意昧するが、客観的には吾々の遭逢する運命をも意味する、孔子

がr命を知らざれぱ以て君子たるなきなり』といわれた命は即ち前義1に当るが、その意に

叶わないとき唆息してr命なるかな』といわれた場合の命は後の義に属する。然るに孟子

は孔子の命を分って二っの概念に区分した、即ち其主観的な方面、人間の遭徳心をあらわ

すには性という字を以て、其客観的な方面即ち運命の意を示すには命の字を以てした。」

（六○～六一頁）孔子のことぱの引用に示されるように、氏はその前者を徳命、後者を禄命

とみている。したがって、氏もまた徳命一性、禄命一命という論理型において孔子から孟

子への諭理的推移をみていたということである、

　（四）原當男『現代語訳　孟子』一六～一七頁。

第三節　小結

孟子が、人倫の依って立つべき原理を内禰に求め、人間存在にかかる一切を圭観的側面
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から規定して四端と心の官を導出して性善説を立て、またそこから一転して親から疏へ、

近から遭へと及ぼすべきことを説いたことは、孔予を臓矢とする対己から対他へという倫

理教説の型を継承したものといってよい。こうして、恩恵の心を押し広めていけば天下さ

え安んじることができる（梁恵王上篇）、どいう王遺思想の理想、がここに掲げられたこと

は無論のこと、「天下の本は国にあり、国の本は家にあり、家の本は身にある」（離婁上

瀞）とある諭理に属目すれば、個人倫理を社会倫理の基礎におくという考えかた、っまり

「修己」の基礎のうえに「治人Jを構築するという総理が、孟子によって卿瞭に論理づけ

られたのである。したがって、孟子の論理は、その基本構造からみれぱ孔子によって開陳

された対己から対他へという理論の型をそのまま踏襲したものにほかならない。しかし、

孔子の礼論との第一の大きな違いは、繰り返すように、四端とともに善への志向性を本質

とする思惟作用（良知良能）を有する性の構造を理諭的に鯛らかにしたことである。さら

にそのうえで、これを所与（天の所産）と看倣し、っいには心一性一天の一貴せる一応の

理論を組織し、天概念をその教説のうちに定位したのである、ここにおいて天が人間主体

に内在する性の根拠として設定されるともに、人間の遭漉的行為を可能ならしめる根拠が

諭理としてはじめて明確にされたのである。この論理の型に注目すれぱ、孔子以来の「推

己及人」の倫理教説の型はここにほぼ極まったのであり、それが古代儒家思想における人

閥鰯の展開における蕃しい逃歩を示していることはいうまでもない。

　ところで、孟子の倫理教説は後世に間題を残したことも多くの研究者によって指摘され

ている。いま、本諭の主魍である天命思想に即して中心となる間魍の戸巧在を咽確にしてお

きたいと周、う。まず指摘すべきは天の理法、っまり天遭の概念はその内に外的臼然の理法

を含まない純粋な遭徳法則を意昧したということである。換言すれぱ、このこどは、孟子

のいう「天」の概念が外的自然をそのまま対象化したものではなく、したがって、その内

には自然の理法が欠けていたか、ないしは閑却されていたことを含意する。鳥一氏は、一一

般に孟子は天人合一思想を噌遭したとされるが、外的自然界と人間存在とは明確に区別さ

れていることを指摘している川。すなわち、

　　　農時を遼えずんぱ、穀、勝げて食らうべからず、…斧斤時を以って山林に入れば、

　　　材木、勝げて用うべからず。…鶏豚狗巌の畜、その時を奪う無くんぱ、七十の者以

　　　って肉を食らうべし。…人、死すれぱ、則ち我れに非ざるなり、歳なりど日う。…

　　　王、歳を罪する無くんぱ、ここに天下の民至らん。　　　　　　　（梁恵王上篇）

どいうところに、それが顕著に示されているであろう。農、林、畜産の生業に従ってそれ
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ぞれの時を遼えないどいうこと、このことは自然界における一定の秩序が孟子においても

意識されていたことを意昧している、そして、自然の生産と消費とはときに均櫛を失うこ

とは当然予想されることであるが、孟子の論理に従えぱ、それも王みずからの罪に帰され

るべきで凶歳の罪ではないという。いい換えれぱ、人為は自然に左右されるべきではない

と1する主張がここにあったのである。このことは、「天時は地利に如かず、地利は人和に

如かず」（公孫丑下篇）という言測にも示されている。

　こうした点から敷衙して考えれぱ、遺徽的理法としての天の概念が如何に形成されたか

という間駆にっいても、おおよその説明がっくであろう。すなわち、「蠕子将入井」の一

事を根拠に性に内在する四端を説明し、近親者への親愛の憎から良知。良能を導出したこ

とからすれぱ、適徳的本性を天の所巌といっている意味も、後天的な獲樽形質でないとい

うだけの意昧にすぎないであろう。それは個々の人閲にもともと普遜的に具わった性質と

して恩識されたもので、そこからいわば個別者において普遜者を捉えたのが粛子の天人柵

閲という主搬であったと思われる。こうした理解に大過ないとすれぱ、この「天」は、人

性を棚め尽くしたぎりぎりのところに普遁僧∵一般性を認め、これを蒼空に向かって投影

し、そこから人性の根拠たるr天」の存在をなかぱ要講として逆規定したものと考えられ

る。「誠は天の遭、誠を思うは人の遭」といった、きわめて揃象的で主襯的な内容が天適

の本質とされていることも、ここから説明されてくるであろう。このことは従来ほとんど

閑却されてきたところであるが、苛子の思想との比鮫においてとくに注意を要する点であ

ると思われる。

　また、かかる粛子の天遺が、人性からの導出であるという兇方は、「耳目の官」っまり

ここでいう感覚的本性と天遭との閲係からも簸付けられる。すでにふれたように、孟子の

いう「耳目の官」は、やはり「天」の所産とされる以上、天遺との間に何らかの論理的脈

絡はありそうである。しかし、天遺（理法としての天）と「耳目の官」（感覚作用）どの

つながりは、孟子において結賜は説咽がなされていない。それを悪の起淑に関する説明要

素とみてもなお不十分であろう。いずれにしても、心一性一天の論理からr耳目の官」が

排除されている。そのこと1は「天」から外的自然の要素が抜け落ちていることと棚応する

であろう。萄子において明らかにされるように、　「耳目の官J、いい換えれぱ遭徳的価伽

とは無閥係に存在する人間の本竹という側面は、外的自然との関係においてはじめてその

存在根拠が言党閉されるからである。

　このように、孟子の思想においては、その人間搬において属目すべき展開があった反面、
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自然襯においてはとくに璽要な発展はみられなかったと思われる。

注、

　（一）「天人論における孔孟と苛の異同」（「文化」第四三巻椛一・二号、昭和五四年）

二～四頁、
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第四童、萄子の倫理思想

　　　　一理法の性格どその成立根拠一

　郁子のもっとも古い伝記は、周知のように、　『史記』孟子荷卿列伝である。そこにおい

ては荷子は趨の人であるとされているが、その生没隼に関しては閉確にされていないもの

の、少なくともそこにおいて明らかなこと1は、爽ヨ三の頃五十才にして斉に遊学し、楚の称

申君の死後数万言の1薄を著して死に、そのまま蘭陵に葬られたということである。こうし

た球柄から推湖し、さらに斉嚢王の在位が前二八四年から前二六五年であることから、そ

の末年頃に斉に赴いたとすると、萄子の牛隼は前三一五年あたりになる。また没年は、楚

考烈王の死（前二三八年）のあと春申君が暗殺され、そのまま蘭陵に留まって霧1を著した

とすれぱ、前二三八年からさらに引き下げられることになる。湖適1氏は、帯子の没年を前

二三○年頃とみているし、また璽沢俊郎氏の考証によれば、それが前二三五隼のこととさ

れている。もっとも重沢氏は荷子の牛年を前三三九年と推定しているから、荷子は百才を

越えて長寿をまっとうしたことになる（1〕。こうした諮説の真偽は、今日、無論確かめよう

もないが、萄子が戦国の末期に生存したことはほぼ確認される。そしてこの時期は、前二

五六年｛2〕に秦昭壬によって周が減ぼされ、周王棚の残像までもが歴史の舞台からその姿を

消し、西周の伝統をもっともよく保存したとされる魯固が前二四九年に楚考烈王によって

減亡した時代であった。前二四七年に秦王政が即位し、前二二一年の中岡統一への幣梯が

すでに決定的となりつつあった頃であり、したがて）てそれは、秦の郡県制による法家的支

配が確立された時期でもあった。

　また、いうまでもなく、現在までのところ、荷子の思想を知ることのできる賛料は、　『

飾子』三二篇が存在するのみである。知られているように、現行本が定まったのは、唐の

　ふ楊f、正が、劉向のr孫卿新欝』三二篇を二○巻三二篇に改篇し、注釈を付したことに始まる。

この『荷子』が一時の成立でないことは定説であるが、どの程皮までを荷子その人の思想

と1みるかは、異説があってまちまちである。とりあえず、本論では先学の研究を総合して、

正1名、解蔽、常国、天論、性悪、性諭、礼論、の各篇を中心として、大略から魂間を除く、

二六篇に荷子思想がf云来しているという見解に立つことにしたい。また、圭要部分を構成

する各篇ど矛幡する簡所にっいては採らないこととする（3〕。

注、
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　（…）棚適『古代中国哲学史』（台湾商務印欝館、一九一九年）（三）二五頁。重沢俊郎断

周漢思想研究』に収める「萄況研究J四九～五五頁。

　（二）これは『史記』「周本紀」、　「六国年表」による。周の減亡は「六国年表」では、

前二五五年と1なっている。

　（三）r中国古f尤哲学史』（三）二六頁、参照。いま、本諭のおおよその某準としたところ

　　　　　　　　　　灼ケ
は、胡適氏を襲った褐勾如『荷子研究』（台湾商務印書館一一九三一年）の考証に主とし

て依拠したものである。補足すれば、楊氏は「孫卿子日」とある箇所については、これを

萄子の思想として採用すべきでないことも主張している←一二～三一頁）。なるほどそう

ともいえようが、『論語』における有若・曾子といった例もあるように、先後の諭理閲係、

圭要部分との閲係といった留保はあるものの、これを…概には排除できないように思われ

る。これに続く金谷治「『苛子』の文献学的研究」（「日本学土院紀要」九巻一○号、昭

和二五年）は、文献研究として喬羊細な論及であると：ともに、思想解釈にもふれている。本

童の執簸にあたっては同論文から多くの示唆を得た。このほかで参照したものに、内山俊

彦『萄子』（評論祉、昭和五…年、五六～五八頁）といったところがある。なお引用文は

褐注肝萄子』（「四部備要」）に基づき、王先謙『荷子集解』、久保愛『苛子増注2（と

もに「漢文体系」に収める）、梁啓雄『苛子簡釈』（中華書局刊行本）等の注釈を参照し

た。

第一節、礼論

　荷子の倫理思想にっいて諭じようとすれぱ、やはりこれに先行する孔子・需子のそれに

ふれておかねばならない。その孔子の倫理教説は、礼と仁とがその骨子であったが、その

論理を支えるものとして、天と人という関係が大きなモチーフとしてあった。これを承け

た需子と荷子とが、他の諸子学各派との諭争や時代の刺激に呼応してその諭理に精致を加

えっっ、倫理教説のなかで天人関係を次第にその論理の表面に出してきた理由もこうした

ところにあったのである。

　ところで、孟子における礼の内面化ということは、本質的には礼そのものを否定したと

いっても遡言ではない。それは人倫を形体的名分においてみずに、むしろ内繭的仁鍍にお

いて把幌したところからくる帰結であった川。需子は民旅億仰としての天の棚念の本質を
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人間の本性のなかに見出し、ここに礼を論理的に位置づけたのであった。礼は仁、鵜、智

と同列に心の徳とされ、それが拡充され行為に押し出されると1ころに実践があるというこ

とになり、結果的には、礼そのものが修養諭に入り込んでしまった。したがって、遭触的

行為の可能性を天の概念によって基礎づけ、適徳的実践者たるべき人間主体を喚起した点

では特筆すべき展閲があったが、礼に限定していえぱその本来的意鍾と実践カとを蕃しく

減じたことは否めない。

　かかる孟子の思想を批判的に摂取しながら、孔子の礼諭にみられた形式重視の立場に固

帰しつつ、また時代の刺激に呼応して礼の事実根拠へという探求のなかに、その新たな存

在意義を模索したのが苛子であった。そこにはまた天ないし天命の思想との関連も見出さ

れるのである、葡予の倫理思想、を論述するにあたり、これを礼論と天諭とに大別して考究

してみたいと周、う。そこでまず重要なことは、萄＾子の礼は、そ．の根底にある臼然鰯から導

出されているどいうこと1である。そこで、あらかじめ葡子の自然観を確認しておきたい。

1、白然観

　まず、前童で述べた、孟子の心一性一天の論理を想、起してみよう。この天人一貴と呼ば

れる論理が感覚的本性（「耳目の官」）を捨象するところに成立したものであるこどは諭

述したとおりである。またこのことと相．表裏して、この「天」が外在的自然をその内包か

ら排除したものであること、したがってそれは、人の遺徳的本性を抽象化。一般化し、こ

れを蒼空に向かって投影することによって、かえってその論理的根拠として措定されてい

ることを指摘した。かかる論旨は孟予のいう天を萄子のそれと比較してみたとき、よりい

っそう咽解になるであろう。また、こ1うした観点に立脚するならぱ、萄子の倫理思想、と

りわけその天人観にみられるきわめて特徴ある思推が、その自然観に由来するものであっ

たこともおのずから理解されよう。

　では、葡子において自然の構造はどのように解釈されていたのであろうか。つぎのこと

ぱは、この間題にっいて検討するうえでもっとも重要な手がかりと：なる、

　　列星一随旋し、日月遁昭し、四時代御し、陰陽大化し、風雨博施す。万物各々その和を

　　f号てもって生じ、各々その擬を得て以って成る。その事を兇さずしてその功を見す。

　　それ最を榊と調う。皆その成る所以を知るも、その無形を知るなし。それこれを天功

　　という。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（天論篇）
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すなわち、＜星星のめぐること、日月のかわるがわる照らすこと、四季の交代、陰陽の変

化、風雨の広くいきわたること、これらの調和を得て万物は生まれ酒：鐘を得て成長する＞

という。ここに「陰陽」とみえているが、　『荷子』において陰陽論は論理と1してすでに現

れていると考えてよいであろう、ただし、その内容については、r易伝』に至って閥明さ

れるであろう。ここではとりあえず陰陽二気と解釈しておきたい。この一文にいわれてい

ることは、寓国篇に「かの天地は万物を生ず、隙陽接して変化起こるJとあることと、意、

妹内容からいえぱまったく同様の趣旨を開陳していることが知られる、そこで、當国篇の

一文を補いながら解釈すると、この文章は、〈天地～天の生成は、はたらきそのものは現

さないが、万物の成育の結果には歴然と現れている。この正体のはっきりしない造化の妙

が「神」である。縦しも万物の成育の腺因がこの造化の妙にあることは理解できるが、か

たちに現われないその正体はっいに解らない。こうしたかたちにあらわれないもの、それ

がまさに天のはたらきである＞というものである。この「神」は造化の妙であり、万物の

自生・自化・自転の運鋤そのものを指すことぱである。またそれが定形ないし原因をもた

ないことを意味することぱが「天」である。それらはともに、自然睨象どそれに相即する

自然の坐成。運動とを指示する概’念であり、端的に両者をくくれぱこれを「自然」という

ことができる。しかもこの天～神は、「天行常あり」、「天に常遺あり」（天論篇）とあ

るように、恒常性をもっものであるとされる、ここにおいて、郭沫若氏が姻眼にも指摘し

たように、　r萄子』の「天」、「神」、「遭」の三者を…体とみる見解は菖肯されてよい

｝。より勝義にいうならば、前記の三者が指し示すところの当体は、万物の自生・臼化・

自転であり、それが定形、定体をもたないこと、っまり無形であることをそのまま実体に

擬らえて「天」といい、運動（はたらき）に属目して「抑」といい、はたらきに法則性を

認めて「遺」（天適）と称するというのが『萄子』にみえる自然観の構造である。

2、礼論

　以上のような葡子の自然鯛を踏まえながら、っぎに、葡子の礼とは何かを咽らかにする

ことにしたい。『葡子』礼論篇の冒頭には、礼の起源にっいて以下のように説明されてい

る。

　　礼は何に起こるや。日く、人は生まれて欲有り。欲して得ざれぱ、求むるなきこと能

　　わず、求めて度最分界なければ、争わざること能わず、争えば乱る、乱るれば窮す、
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　　先王その乱を悪む。故に礼銭を制して以ってこれを分かち、以って人の欲を養い、人

　　の求めを給す。欲をして必ず物を窮めず、物必ず欲を屈せざらしめ、両者相持して長

　　ず。これ礼の起こるところなり。故に礼なるものは養なり。　　　　　　（礼諭篇）

この一段で苛子のいわんとするところは、ふたっの要点に分けられる。（一）人間は誰しも

生まれながらに欲望をもっており、欲望が遂げられないとどうしてもそれを遭求しないわ

けにはいかない。誰もが欲望を遣求してそこに規準・分限がなけれぱ争いが起こり、祉会

秋序が混乱していきづまる。（二）そこで先王は祉会的秋序の混乱をにくみ、礼義を設けて

分を与えた。こうして欲望を養い求めを棚たし、欲望が対象物の不足でいきづまったり対

象物が欲望のために枯渇しないよう、欲望と対象物とがあいまって永続するようにした。

ここに礼の制定を不可欠とする理由と、その存在意叢があったというものである。

　行論の都合上、この第二点目から諭じていこう。さて、社会的秩序の混乱をにくんだ先

王（聖人）が、礼鞍を設けて分限を与え、こうして人欲を養い、求めを満たし、人欲が対

象物の不足でいきづまったり、対象物が人欲のために枯渇しないよう、人欲と対象物とが

相侯って永続するようにしたという趣意によると、礼は人の欲を抑制するとともにこれを

満たすものとされている。ここでいう「礼義」は、「義は礼に循う」（非相篇）とあるよ

うに、「礼」といい換えても間魎なく、荷子の思想においては、鞍は礼に包摂されるとみ

てよいであろう｝。ここで注意したいこどは、苛子が、共同体一荷子のことぱでいえば「

群」一を人問の生存にとって不可欠の要f牛とみたということである。このことは、荷子の

礼論が共同体～社会を出発点としていることを示すと同時に、その礼が個別的規範として

ではなく、本来的に社会的規範として思考されていることを示峻している。っぎの言書童を

みてみよう。

　　カは牛にしかず、走ること馬にしかずして、牛馬用を為すは何ぞ。日く、人は群し、

　　彼は群する能わざれぱなり。人は阿を以って能く群するか。日く、分なり。分は何を

　　以って能く行わるか。日く、鍍あればなり。故に鍍を以って分かてぱ和す。和すれぱ

　　…、一一なれぱ多カなり。多カなれば彊し、彊ければ物に勝っ。…故に、人生は群無き

　　こと能わず、群して分無ければ争う、争えぱ乱る、乱るれば離る。離るれば弱し、弱

　　ければ物に勝つこと能わず。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（王制篇）

　　人の生は群する無き能わず。群して分無けれぱ争う。争えば乱る、乱るれぱ窮す。故

　　に分無きは、人の大害なり、分有るは天下の本利なり。　　　　　　　　（當国篇）

こオ1、らの主旨は…種の人間社会起源論ともいえる。荷子は群のない自然状態を想定し、放
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っておけぱ自然条件の下で淘汰される定めにある人間存在にとって、群生活を必然的要件

とみたわけである。ここから、その共同体は分によって営まれ、分を縦持するのが義すな

わち礼義である以上、礼は人間存在が「ある」というもっとも原初的な事実に基づいて、

おのずからそれが要請されるという論理として構築されていることが理解される。ここで

いう「分」とは、「礼なるものは、賛艘に等有り、長幼に差有り、貧當軽重にみな称有る

ものなり」（當国篇）とあるように、費鰹、一長幼、’貧當といった蓬等であり、いい鞭えれ

ぱ位階的秩序である。「治」「乱」とは、礼の有無である（「礼義をこれ治と謂い、礼鍍

に非ざるをこれ乱と謂う」不萄篇）。

　そうすると、礼の秋序によって維持される群生活は、個人に対して制約を加えることは

必至である。しかし、その制約・限定を去るよりは、無制約や無限定の方がより多大の損

審を人のうえに及ぼすから、群秩序に適って他者どの間に協調を求めることが、結果的に

は自己の欲望の満足を得る方途であり、互いの利益であるとされる。これだけから判断す

るところ、苛子の考え方ははなはだ功利的であるが、確かにそうした側面が苛子の思想、の

なかにあることは否定できないものの、あくまで儒家思想の立場に留まった苛子思想にお

いては、こうした傾向を功利的と1みるよりは、現実的と捉えるのがより妥当であろう、苛

子は個々の存在をそれぞれの分に相応しいところで充足を齎す、そうした共同体規範が礼

であると1説いたのである。これを、利を説かなかった孔子や、利を否定した孟子に比して

みるとき、あらためて儒者としてのその独自性に気づかれることはいうまでもない。ただ

し、『荷子』においても、義と利と1が対立概念であることは、栄辱篇に、「義の在る所、

…その利に徹かず」、　「栄辱の大分、…鍍を先にして利を後にする者は栄え、利を先にし

て．簸を後にする者は唇めらる」とあることによって理解される。こうした点をも勘案すれ

ば、右に述べられていた「本利」とは、その基底においてあくまで礼（義）を予想するも

のであったと考えられるのである。

　ところで、その礼は利害関係のみを媒介として人々を共同体に閉じ込めているわけでは

ないようである。そうした葡子の主張には、もともと自然界には生産と消費の均衡が保た

れているという経済思想が反映している。たとえぱ、當国篇に、

　　国を足らしむ遺は、用を節して民を裕かにし、善くその余を械川す。用を節するに礼

　　を以ってし、民を裕かにするに政を以ってす。それ民を裕かにす、故に余多し、民を

　　裕かにすれぱ民は當む、民富めぱ田は肥にして以って易まる。田肥にして以って場ま

　　れば、出実は百倍す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（當国篇）
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とあるのが、それであり、礼はまた生産と消費の準則でもあるとされる。かくて、節度あ

る経済行為が維持されるかぎり、礼は口禰の充足をはじめ、さまざまな欲望を物心両面か

ら満たすとされ川、こうした経済思想に立脚して、さきにあった「礼は養なり」の主張が

述べられていることはいうまでもない。またここに、　「国を足らしむJとあるように、そ

れ（礼）が国家微序としての役割をも担うどされる。そのことをさらに㎎陥にしているの

が、「礼義は治の始めなり」（王制篇）、「国、礼なけれぱ正しからず」（王覇繍）、「

礼を隆び法を至せぱ、則ち国に常あり」（君遺篇）といったことぱである。あるいは、　「

程は物の准なり、礼は節の推なり、程以って数を立て礼以って倫を定む」（致士篇）’ξ’と

あることなども勘案するならぱ、r萄子』における礼とは、共同体を成立させ運営させる

原理であるといえる。

　これを要するに、自然界における生産と消費の均衡が人間に群生活（社会生活）を本来

的に保証するという視点から、そうした均衡を破壊せずに群生活を維持する原理が礼であ

るとされたのである。このことは、礼を区別と和譜の原理とみたf云統的立場を継承したも

のであるが、そこに経済理諭の基礎を与えている点がきわめて特微的である。そして、そ

うした経済思想は、さきに述べた葡子の自然湖に由来していることはいうまでもないであ

ろう。人間と外的自然との関係が、礼論のなかに明確に看取されるということは、従来の

儒家思想には存在しなかった思惟である、この点は礼の成立根拠の間題と相倹って後にさ

らに考究してみるべき点である。

　さらにまた、従来の儒家が家族関係を形成する基盤としての槻愛のこころを人倫的関係

の本質と規定し、家族の紐帯を社会関係の基本に掘えたことを想起するとき、苛子が「群」

すなわち共剛本・祉会を出発点としてかかる礼の、葱携を馴出したこととの対照にもやはり

大きな距離があるといわねぱならない。苛子が法家寄りの儒者と呼ぱれるのには、それ相

応の理由があったことを示唆するものがある。したがって、r苛予』における礼がかかる

意義をもっということは、それが従来の儒家思想にみられない程に法規範の性格に近接し

ていたことを物語っている。後論のために、あらかじめ礼の遭徽規範としての性格につい

て、これを確認しておかねばならないであろう、そこで注目されるのが、荷子の礼論にお

いて儒家的政治諭の特色をもっともよく示すと思われる以下の諸章である。

　　礼は法の大分にして、獺の綱紀なり。　　　　　　　　　　　　　　　　（勧学篇）

　　乱君ありて乱国なく、治人ありて治法なし、…法は治の端なり、君子は法の原なり。

　　故に君子有れぱ、則ち法、省くと雄も、以って偏きに足る。君子無ければ、則ち法、
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　　具わると雄も、先後の施を失い、事の変に応ずること能わずして、以って乱るるに足

　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（君道篇）

萄子が刑罰を含む法律制度を重視したことは定説であるが、確かに王制篇では、法の比獺

適用といった内容にまで突っ込んだ諭及がみられる。にもかかわらず、「礼」を法の上位

においていることは前者の引用から明白である。ここでいう「獺」は閲魍であるが、楊注

に、「類とは礼法の無き所、類に触れて長ずるものを謂う。猶お律条の比附するがごとし」

とあるように、約条・憎習といった意昧に理解するのが妥当であろう。そうすると：この一

文の主意は、法律・約条・慣習などの一切を「礼」に従属させるというものであるから、

かかる「礼」が、法律等の上位概念であること：は疑いないところである。しかも、後者と

の関連からみるど、群秩序の維持にとっては、法は省くこどができても礼は不可欠とされ

ている以上、荷子の主張する礼治はやはり徳治であって、かれが徳治の理念に立っている

ことは間違いないことになる。このことは、「君子は徳を以ってし、小人はカを以ってす」

（密圃篇）とあるように、　「肴子」が遭憾的な完成者として思・考されている点からも裏付

けられる。かかる主張は、従来の儒家思想と基本的に変わりないものである。ただし、君

子（君主を理想化したものと解される）が法の制定者として明確に言及されていることか

らみても一これは、後に述べる「天人の分」と相俊って自然法の否定を合意している一、

葡子が徳治主義に留まったとはいえ、現実の君権をかなり強く肯定した論理を展開したこ

とも否定できない。

3、’性理奏蕃党

　以上のような所諭を踏まえて、さきに指摘した第一一の間魎である人と礼と1の閲連に言及

していきたい。ここで考究されるべきは、倫理規範としての礼とそれを担うものとの関わ

りであり、荷子においてはそれが、いわゆる性悪説の閲魍に直結していたのである。まず、

かの性悪篇の冒頭の一一文から検討してみよう。

　　人の性は悪にして、その善なるものは偽なり。今、人の性は生まれながらにして利を

　　好むこと有り。これに順う、故に争奪坐じて辞譲亡ぶ。生まれながらにして、疾悪の

　　こと有り。これに順う、故に残賊生じて忠f言亡ぶ。生まれながらにして耳目の欲、声

　　色を好むこと有り。これに順う、故に淫乱生じて礼義文理亡ぶ。然らば、則ち人の性

　　に従い、人の憎に順えぱ、必ず争韓出で、犯文乱理に合いて暴に帰す。赦に必ず将に
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　　師法の化ど礼義の道有り、然る後に辞譲に出で文理に台いて治に帰す。これを用って

　　これを観る、然らぱ則ち人の性の悪なること明らかなり。その善なるものは偽なり。

ここでは人の性が悪と断じられているかにみえるが、荷子のいう善悪が相対的なものであ

ることはすでに多くの研究者が指摘したとおりである川。性の善悪という問魍をひとまず

おいておくと、ここで萄子が論じているような、いわゆる性悪説のいわんとするところは、

「性」と「偽」どを峻別して、後者に善を配し、遭徳的価値の根拠としての意義をf寸すこ

とに主眼をおくものであったとみられる。また、この「性悪」ということばそのものは、

孟子への反駁という意図が多分に含まれるとみられ、修辞的な誇張を伴うものでもあった

ろう。

　そこで、以下の諮章から検討していこう。

　①生の然る所以のもの、これを性と1謂う。…事とせずして自然、これを性と1謂う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正名篇）

　②およそ性は天の就なり、学ぶべからず、瑛とするべからず。…学ぶべからず、塾とす

　　べからずして人に在るもの、これを性と調う。　　　　　　　　　　　　（性悪篇）

　③性は本始材木なり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（礼論篇）

　④性は、天の就なり。憎は性の質なり。欲は憎の応なり。欲を以って得べしと為してこ

　　れを求む。憎の必ずや免れざる所なり。　　　　　　　　　　　　　　　（正名篇）

すでに自明のように、萄子の定義によれぱ、性どは天の所産であり学習・循力によらない

生まれたままの生地であり（①、②）、本始材木であるとされる（③）。ここでいう天の

所産ということはすでに論じた白然襯に即して理解される。褐注に、「性なるものは、天

の自然に成る」とあるのが、それを明らかにしているように、性を天の所産と：する意妹は、

性が自然（天）の…遜として人に具わることを意昧するのであり、ここから端的にいえば、

性とは人の内的自然であるといって差し支えない（④）。さらに第四の例文に注目してみ

ると、その主意は、やはり楊注に、「憎なるものは、性の質体、欲はまた憎の感ずる所、

人の必ずや欲有るを免れざる所以なり」とある謂に沿って理解されよう。此文の意昧は、

＜人の性は自然の衝動としての喜怒哀楽の情を実質とし、その憎が対象物に反応するとこ

ろに欲が生じ、欲を追求するのは憎の免れないところだ＞というものであり、ここに苛子

が欲望の成困を性に帰した理由があったこどは㎎らかである。

　では、蔚子の性がどういった禰成要索をもつのかがつぎに間魍とされねぱならないので

あるが、とくに重要な点は、「性の質」とされる「憎Jと、それが外物に応じて欲を生じ
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るということにある⑪

　　性の好。悪・喜・怒。哀・楽、これを憎と＝いう。　　　　　　　　　　　　（正名篇）

　　故に人の憎、口、昧を好んで、臭味これより美なるは無し。耳、声を好んで、声楽こ

　　れより大なるは無し。目、色を好んで、文童繁を致し、婦女これより衆なるは無し。

　　形体侠を好んで、安重間鯛これより愉なるは無し。心、利を好んで、穀禄これより厚

　　きは無し。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（王弼篇）

これによってみると、「憎」の意蛛は喜怒哀楽の感憎であ7）、それらが口耳目形体心とさ

れている、正名篇ではこれらを五官一楊注は「五官は、耳目轟、口心なり」とするがこの差

異は間魍にならない一と呼んでいるが、それは性に内在する感覚作用と看倣されてよい。

ところで注目されるのが、この「心」であり、

　　人、何を以って遭を知る、日く、心、心、何を以って知る。日く、廠壱にして静、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（解蔽篇）

　　心は中廠に居り、以って五官を治む、それこれをこれ天君という。　　　＜天論篇）

ここでいわれている「遣」を礼鍍ないし仁鍍と看倣すことは可能であり（注（三）参照）、

さらにいえぱ葡子においては、端的にこれを「礼」といい換えうる。したがって、苛子が

性を「五官」と「心」（「五官」の主宰としての狭薮の意、昧）とに大別したことからすれ

ぱ、葡子と孟子の間において性蓄翁の基本構造には大差はなく、萄子もまた「五官」を支配

するr心」の機能を言忍めていたと考えねぱならない｛8、。ただし重要な間魍は、「心」は「

五官」ないしこれら二者にかかる感憎や欲望を全く超えて機能しえないとされたところに、

萄子の礼論が孟子のそれと大きく懸隔した理山があった、

　すなわち、ここでいう「天君Jとは「おのずからなる主宰」と解釈される。解蔽篇では

それが、自禁、白瞳、自薄、自取、自行、自止、ということぱで表現されている、暢注は、

「この六っは、皆心のこれを然ら使しむるによる」どいう。そして、その「主宰」の意妹

は、孟子の性諭において明らかにしたような、白己目的的に遭徳行為の実現に向かうあり

かたとは相遼するということである。そのありかたは自律的ではあっても、あくまでそれ

自体としてあるありかたである。そのはたらきは、無目的であり無規定であり、おのがま

まに動くというはたらきである。別なことぱでいえぱ、「心」は一方で功利の側面をもち、

他方では「五宮」にはたらくという遭徳性の側面を、自己のおのずからなる機能として兼

ね合わせているにすぎない。したがって、そのはたらき自体は、価値とは無関係にあり、

功利といい遭徳といってもその境界は「心」そのものにおいてあるのではなく、結果とし
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てそうなるまでにすぎないということであると解されるf9、、ところで、孟子の性論が感覚

的本性一「耳目の宮」すなわち荷子のいう「五官」一を捨象するところに成立したことは

述べた。苛子は性そのものから遺徳的原理を排除することで、人性と天とを整合的に結ん

だものである。ただし、それが荷子自身にとっては重視されなかったことは後述する。

　かくて、萄子が惟のままに無限に欲望を追求することは他者との間に争乱を招くとした

のもこの点に起因する。さらにいえぱ、萄子は「正理平治」と「偏険惇乱」をもって善悪

を分かったわけで（惟悪篇）、この醤悪は明らかに社会的価f直を問題としたものであった。

この論理からすでに自咽のように、価値は行為において生起するもので、それが性そのも

のとは本来的に無関係にあることは裏付けられうる、仮に性そのものが悪であるとするな

ら、善は偽っまり作為から生まれるとする根拠をどこに求めうるのかがあらためて間魍と

なろう。事実、「性」には「五官」を節制する心の機能としての慮（思慮）や知があり、

さらに慮・知を駆使する力としての能が具わるとされ（．正名篇）、性を素材とし慮・・知に

従って能が鋤くところに偽（醤）が成り立っという諭理が醤取されるのである、これを要

するに、「心」は好利的傾向をもっ一方で、五官を制御し憎欲を節制するという機能を有

するというものであった。このように、苛子においても「性」が善的行為を担いうる能カ

を与えられていたことは閉白である。かくて、人は自已の内に何らの遺磁的価他（原理）

をもたないが故に、且っ性に内在する遭徽的要索（心）を前斑として、礼の存在もその鴛

鍾をもっといってよいであろう。

　では、合礼的行為はいかにして可能であろうか、この間魎を間うことは、萄子において

は、人閲の適徳的価憾～善が如何にして創造されるかを間うことであり、また同時に人倫

規範に合致した臼己脩率を如何にして確立するかを閲うことでもある。葡子は性悪、篇のな

かで聖人が作礼をなしえた理由に範をとり、礼の実践のありかたを示して礼と性の関係を

つぎのように位置づけた。すなわち、聖人作礼の所以は性を化して偽を起こし、偽が起こ

って礼を制作したことにあるといい、ここに化性一起偽一作礼の順序が示されている。こ

の「偽」は作為であり、またその所産である、「化」は苛子の比峨によれば曲がった木を

矯正するといったことであり、別なことばでいえぱ、教化。化育である。そして、礼が聖

人の性から生じたのではなく偽から生じたことをきっぱ1）と区切って「性偽之分」を帽遺

した主意は、聖人も暴君、盗賊と同様にその性においては何等変わるところがなく、ただ

性（憎）のままに行動した者と礼を学び偽を欄んだ者との差異として表れた結果だという

ものである。ここから、箭子は路をいく人の言経もが萬（聖人）になりうる本質を具有して
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いるとして、あくまで後天的努力を強調した。そして、およそ価値的ものは無為（性）か

らではなく作為（偽）によって生じるという主張がここにあった。そうすると、この偽と

は、自然の一貫としてある「惟」を、実践のなかで化していくことであると解される。こ

れを人間主体の立場におき換えてみると、「偽」とは、臼然の一環どして存在する「われ」

の主体が生物としての原初的存在要伴だけを満たす存在から、礼という客体に向かって自

己を変革する運動であり、共同体目的（聖人）に向かってなる「われ」への移行であると

解釈できる。端的にいえぱ、「性偽の分」とは、人間主体における存在と実践の分にほか

ならない、さらにここで、曽参その他が孝行者の名声を得たことを例を用いて示し、礼の

修得にその理出を帰したことは、学礼を出発点として化性に至る修撞の経路を示したもの

と理解できる。

　以上の諭理をより厳密にするために、諸篇より若干の引用文を補ってみよう。

　①およそ人の善を為さんと欲するは、性の悪、なるがためなり。それ薄きものは厚からん

　　ことを願い、悪きものは芙ならんことを．願い、狭きものは広からんことを願い、貧し

　　きものは、當まんことを願い、鰹しきものは、貴からんこと1を願い、萄しくも中に無

　　きものは、必ず外に求む、…今、人の性固より礼義なし。故に彊めて学びてこれを有

　　たんことを求むるなり。性は礼義を知らず。故に思慮してこれを知らんことを求むる

　　なり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（性悪補）

　②礼は人遭の極なり。然り耐うして礼に法らず礼に足らざるを無方の民と謂い、礼に法

　　り礼に足るを有方の土と謂う。礼の中にして能く思索するを能慮と謂い、礼の中にし

　　て能く易わる勿きを能固と謂う。能慮能固、加えてこれを好むものは、これ聖人なり。

　　故に天なるものは高きの極なり、地なるものは下きの極なり、無窮なるものは、広き

　　の極なり、聖人なるものは遭の極なり。故に学者は固より聖人たるを学ぶものにして、

　　ただに無方の民たるを学ぷには非ざるなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（礼諭篇）

　③故に師法あるは、人の大宝なり。師法無きは、人の大殊なり。人、師法無ければ、則

　　ち性を隆び、師法有れぱ、則ち横を隆ぶ。塗の人百姓、善を積みて、全く尽くす、こ

　　れを聖人という。彼これを求めて而うして後にこれを得、これを為して耐しうて後に

　　成1）、これを横みて而うして後に高く、これを尽くして而うして後に聖なり。故に聖

　　人なるものは、人の積む所なり。…楚に居りては楚たり。越に居りては越たり。夏に

　　居りては夏たり。これ天性に非ざるなり、積駆の然らしむる所なり。故に人、注錯を

　　謹み、習俗を慎むことを知りて、大いに積嚥すれば、則ち君子たり。　　（儒効篇）
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ここで、何故に聖人のみが礼によらずしてみずからの性を化しえたのかは不r睨である。聖

人の存在が何らかの価値をすでに前提としているようにも思われるが、その詮索はいまは

必要ではないであろう。むしろ重要なことは、聖人において出発点であった化性が、人間

主体において目的に転化したことであり、孔子以来の伝統であった自己を起点として他者

に及ぼすという倫理教説の型が、ここに転換したことの意義にあると思われる。この論理

のなかで座視できない点は、人はその本性を一旦は悪としてみずから否定することによっ

て善への意欲は堅固なものとなるどされていることにある、っまり、実践の出発点に自己

否定‘19、の契機があるということは、主体の己自身に対する関わり方が単に内省的である

ということではなくして、そこには上に述べたように、あるべき存在と現実の存在との懸

隔を意識するというこどが含意されているのである。ここに当為を根底として「ある」（

性）からrなる」（偽）への実践の出発点がある（①）、したがって、心に具わる知慮の

能力を発揮して群秩序としての礼に外れずにこれを固持するという営為は、没我的に群秩

序としての礼を受け入れ、これに冥合することでは遼行しえない（②）、師法・礼教・習

俗を導きとして、主体的・欄極的に価f箇（偽）を生み出していくという営みのなかで、自

己を変革（化）するところに、しかもその究極点に、理念的人格どしての聖人の境位があ

る（③）、一というのが、荷子の礼論から読み取れる論理である。一兇したところこの諭

理の型は、従来のそれと相違しないようであるが、その到達点は、実はあらかじめ出発点

において措定されていた理念型であった。換雷すれぱ、この論理は自己否定の契機にはじ

まり対他に向かい、対己を経てふたたび対他に回帰するというものである。視点を鞭えて、

これを倫理教説の型としてみてみると、それは、ある存在としての人間主体は自己否定を

契機として聖人を徴表とする礼へと向かい、さらに行為する主体に折れ返るという運動の

なかでふたたび聖人二礼に回帰する、どいう論理構造をもっものであることが理解される、

かくて、この理論の型を孔孟のそれに比較して一見して知られるように、対他から対己へ

という諭理のなかに遭徳規範、遭徳行為を位置づけているのである。すなわち、この論理

の型からすれぱ、全体規範から個別規範は容男に導かれるとともに、全体規範の種類ない

し拘束カの程度と相表嚢して、個々の主体にとっては、主体性・自律性の幅がそれだけ狭

められることになるのは必定である。

　すでに指摘したように、孔子によって定立された修己治人の理念は、最終的に如何に治

めるかを志向するものであった。孟子の倫理教説が修己を治人の基礎とする方向に押し遮

めて、その到達点を示すものであったことは述べたどおりである。これと対照すれば直ち
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に気づかれるように、かかる論理は治人のなかに修已を包摂するという論理であり、需子

のそれと対をなす他の…方の到達点を示したものといっても過言ではないであろう。

　かくて、荷子の遺徳規範は人倫の規範から自己の確立が導かれるという諭理徽造をもっ

ものであったこと、群秋序（礼）に合致するという行為においてのみ、その行為が善とさ

れること、この二点が明らかになったものと思われる、このことは共同体・社会的を出発

点どして思想を構築した葡子の立場においては当然予想された結論であるといえる。仮に

このr礼」をr法」に置き換えてみれぱ、この理諭はそのまま法治思想の論理としても成

立可能であるとみられる程に多分に法家的色彩の強いものである。しかし、荷子の礼が法

に近接しながら、法に対する優位を失っていないことはすでに述べたとおりである、すで

に多くの研究者によって指摘されているように、荷子の思想は、人間に対する絶対不僑の

立場に立っ法家思想とは相容れないものである。そして、法家思想と一線を画した、その

最大の理由は、その人間鰯の相違にあったといって差し支えないであろう。そのことは、

葡子が道触的実践者としての人間存在に対する層頼を傑持し、人の主体性と自律性とに期

待して礼による教導を説いたことによって明らかである。このようにみてみると、苛子が

儒家思想に留まった最大の原因は、あくまで儒家思想の系譜のなかから説咽しようとする

ならぱ、孟子を批判的に継承したその性論にあったといえる。荷子においても、遺倣性を

担いうるものとしての性が人間圭体に内在するどいう恩想は承認されていた。この点にお

いては萄子は明らかに孟子の継承者であったし、それはまた孔子の思想にも連なるこどは

いうまでもない。しかし、その反面では性のなかから価噛的存在（遭徳的原理）を排除し

たことによって、孟子の性論を改変し、対己から対他へという従来の倫理教説の型を倒置

させたのであった。

　そうすると、人倫共同体の価値の基準を指示する礼にとって、その客観的妥当性の如何

という間魍は、従来になくいっそう重要なものになってくることは見易いことである。こ

のことは、荷子の倫理教説の諭理幟造そのものからすでにいえることである。まして周代

封建制の残像すら完全に消え去ろうとする時代憎勢は一当然諸学との対抗という面もある

が一、儒効篇等に示されているように、周代礼楽制度の理想的復興という孔子以来の理念

を掲げた苛子に対して、単なる聖人の遺制に代わる、礼楽制度への新たな根拠づけを迫っ

たのは当然の趨勢であった、これから明らかにされるように、苛子が従来の礼論の枠組み

を越えて、礼楽制度の客鰯的根拠に論及したのには、こうしたところに理由があったもの

と思われる。そして、そこに荷子恩想における「天」と「礼」どの関連が見出されるので
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ある。

注、

　（一）小糸夏次郎『礼の意鵜と＝櫛造』九○～九四頁、参照。

　（二）「周易之制作時代」（一九三五年、　『金築』歴史篇一、人民出版社、一九八二隼、

所収）三九九頁。

　（三）原寓努r現代諮訳　荷子』（春秋社、昭和五三年）は、この点を明解に指摘して、

「礼は当然競を包摂し、義は仁と表窺し、仁は楽と相渉る」と述べている（二六頁）。

　（四）『荷子菓解』、　『餅子簡釈』は、廠文3召の「滅、蔵也」を引いている。

　（五）ただし、この節度が、墨子のいう消極的な節用論でなく、平衡を考えた積極な経済

思想であったことは、煎沢俊郎氏が論じている（前掲輯、七六～七八頁）。

　（六）梯注に、　「程は痩録の総名である」とあるに従えぱ、　「程」は度最衡と解される。

　（七）敢沢氏、前掲欝、一二二～一二四頁。内山俊産『荷子』一〇一～一〇二頁。また金

谷治「『荷子』の文献学的研究」は、性悪説は韓非子一派の弟子によるっけたりであって、

萄子の思想ではないことを論じている（三一頁）。確かに、　「性悪」という術語自体が他

の諾篇にみえないこともあり、この一篇の特異さを示すものであろう。ただし、それを修

辞的誇張と考えるならぱ、性悪説のいわんとする主旨は他の諸篇にも認められるのであり、

『荷子』のなかにあって、この篇はそれほど異質なものではないであろう。同様の圭旨は、

すでに沢田多喜男「荷子の杣象的人間観」（「東洋学」四号、昭和三五年、四八頁）にみ

えている。

　（八）「性Jの概念榊造は、内山氏の『中国古代思想史における自然認識』（八三～八四

頁）を参照した。

　（九）重沢氏、前掲書、一二三頁、参照。

　（一○）赤塚忠「荷子研究の二三の間魑」（「斯文」二一号、昭和三三隼、　『赤塚忠著作

集』第三巻、所収）、参照。氏はそこで、　「『性は悪』という命題は自已否定の圭棚的表

蝸であり、そこには適徳実践の理論が根底になっている」（四○四頁）としたうえで、　「

人間界の倫珊秩序の意義を考え、人の爽践活動がそれを内化して人格の発展をとげ、外的

意燕を充足し、内外相一致して人間の意義生活が実現することを遺破した、それは古代儒

家思想のほとんど完成であったとすべきであろう」（同前）と述べている。また、r孔子

一158一



より孟子にいたる自己観の展閥にっいて」（『斯文』二四輯一二号、同上）において、「

孟子の性論は善の展開は説き碍ても、それのみで徳の上逮を説くこどは困難である。すな

わち孔子の示す人の実践的意義が希薄になる」（三六二頁）ことを指摘している。本論は

同氏の立論から多くの示唆を得たものであるが、私見によれば、その後の研究のなかで氏

の所論を展開したものがほとんどみあたらない。思うに、萄子の「人」を社会的人間と規

定し、その前提から諭じているために、「主体」ということは論じられても、それが個別

の次元にまで引き下げて把握されなかったという鄭憎があるものと思われる。

第二節、天諭

1、理法

　ここまでの所諭では、礼の存在意擁に論及して、それが群秋序の調和の連成にかかる実

践基準を指示する役割を担うべきことは述べてきたのであるが、そこではいまだ礼の客鯛

妥当性には論及してこなかった。しかし、周知のように、荷子はそれを与件としたわけで

はなかったのである。

　　三年の喪、二十五月にして畢ること、駆の隙を過ぐるが如し。然り而うしてこれを遂

　　ぐれぱこれ窮まり無きなり。故に先王聖人、すなわちこれがために中を立て節を制し、

　　…日く、至親は期を以って断ず、これ何ぞ。日く、天地はすなわちこれを以ってこれ

　　に象るなり。り’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（礼論篇）

これは孔子の礼論でもふれた「三年の喪Jに閲する間答の一部である。先後閲係を補いな

がら解釈すると、〈人のその槻に対する愛憎は死ぬまで尽きないのも世の遺理であるが、

まるで四頭立ての馬がわずかの隙間を過ぎるようだといっていつまでも喪に服していては

際限がない。そこで古代の聖王聖人は標準を立て節度を設けた＞というものである。論理

の明証を尊ぶ萄子が伝承の礼制に意妹を付会したことはここからも窺われるが、注目すべ

きは後半で、これを…・年区切りにする根拠として天地に象るとしたことである。すなわち、

期（一一年）の喪の根拠は、＜一年を過ぎると天地はすでに変化し、季節すでにめぐり、宇

倣の万物のひとつとしてあらたまって始めに返らないものはない。そこで、北コ三（聖人）

は天地に象ってこれを定めた〉ことにあるという、この一投に続く後文には、喪に等差の

あるこどが述べられており、そこに「上は天地に象り、下は地に象り、中は人に象る、人
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の群居和一するの理なり」といわれている。繰り返すまでもなく、この天地は自然を指示

することは自明であるが、　「人」といっている意味は少々閲懸がある。楊注は、　「また以

って人の聚屑純厚の恩を尽くすに足る」と1いい、対人関係のなかで醸し出される恩憎とで

も解しているようであるが、意味不明の点もある（『荷子集解』は本来は「恩」の字が「

聚」の上にあったという）。この場合の「人」は、上の三一年の喪にかけて人憎の自然と解

釈するのがもっとも簡咽であろう（2）。それがr人」と表現されているのは、　「本姶材木」

としてのある人、つまり’本性のままなる存在という意味を舎意しているのであり、したが

って、それは人の本性としての自然と岡燕であると解釈される。こうした理解に立つなら

ぱここでいう天地人は人間存在の内と外とを包摂した懲昧での自然一帯子のことぱでいえ

ぱ「字中万物」（礼論篇）一ということになる、ここに明らかなように、荷子のいう礼は、

人をも合めた自然のなかに法象の対象を描定し、そこから群屠和一する理として導出され

たものであった。

　このこどは、礼が自然界の法則性、すなわち天遭から韓かれたことを遭破し、礼の客襯

的妥当牲を天すなわち自然においたことにほかならない、かかる論理のなかに定位された

ところの礼は存在の理法であり、且っそこに当為を舎むものであるから、これを遺徳法則

すなわち実践の理法と捉えて藻し支えないであろう。これを窺付けるのが、王制篇の、　「

葛臣、父子、兄弟、夫婦、始まれぱ則ち終わり、終われぱ則ち始まり、天地と理を同じう

し、万世と久しきを同じうす、これこれをこれ大本という」（王制篇）である。また、儒

効篇には、礼を「万世の則」と規定した鵬文がある。この論理榊造に注目すれぱ、礼は天

遺の一貫として、つまり人遭として思識されていたといって差し支えないであろう（3〕。し

かし、荷子はそのような礼を、「人遺の極」（礼論篇）と表現している。このことは、

　　遭は天の遺に非ず、地の遭に非ず、人の遭う所以にして、君子の遺う所なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（儒効篇）

とある。このように、萄子においては、天遭は臓ちに人遭（礼）ではなかった。っまり、

天遭は自然の理法ではあっても、価個と：は無関係にあるために、それが実践の理法どして

は定立されえないということである。また、諭理的にみても天遺即礼の命魑は成り立たな

い。っまり、両者は、存在の理法としては本来的に遭続の関係にあるものの、実践の理法

としては決定的な断絶がある。その間に作為（偽）が介在し、偽を媒介とすることによっ

て自然の法則性（天道）は、礼（人遭）として確立されるのである。ここに荷子のr天人

の分」の主張があった。
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2、天人の分

　両者の関連をさらに槻座を換えて論じてみよう、突践の理法は、遭守されないことはあ

っても、純粋な自撚法則つまり存在の理法としての天遭には例外がないはずである、この

ことは以下の例文に明確に示されている。

　　天行常あり、藷のために存せず、桀のために亡びず。これに応ずるに、治を以ってす

　　れぱ吉、これに応ずるに乱を以ってすれぱ凶。本を概めて用を節すれぱ、天も貧にす

　　ること能わず、擬うこと備わりて、動くこと時なれぱ、天も病ましむること能わず、

　　…遺に倍きて妄行すれぱ天もこれをして吉ならしむること能わず。故に水皐いまだ至

　　らずして飢え、寒籍いまだ薄らずして疾み、妖怪いまだ生ぜずして凶なり。時を受く

　　ること治世と同じくして、秋禍は治世と．異なる。以って天を怨むべからず、それ遭然

　　るなり。故に天人の分に明らかなれぱ、至人というべし、　　　　　　　（天論篇）

すなわち、この前半の圭意は天適の性格を’物語るものである。この点に関しては、概注に、

「吉凶は人による、天は尭を愛して桀を悪むに非ざるなり」とある解釈が、その意妹を尽

くしているであろう。天遭は、それが白然法則として規定される以、ヒ、それ自休において

はよしあし（吉凶）抜きである。したがって、治と乱はあくまでも人為に帰される。そし

て、荷子の論理において治乱とは礼の有無の謂であるから、礼を践めば吉、その逆は凶で

あるということになη、要するに吉凶は人間の行為の結果であって天遺に即してあるので

はないということになる。また、人為にかかる弼本、節用、擬備、酬時はすべて礼であり、

同時に天遺に巾るものである。天適はそうした人間の営みにおいて、貧。病としてはたら

．かないとされる。後半の部分は、これと同様の謂を礼の立場で説いたものである。この場

舎の遭は人遺であり礼である。したがって、礼に外れればおのずから天遭に合致しないこ

とは自閉であるから、荷子はそのような人は太平の〃二にいながら、その締果としての秋禍

は乱廿にいるかの如くであるという。しかも、それは天がそうしたのではなく、遭を逸脱

するという人為のなせるところであるから、天を怨むべきではないとされる。っまり、結

果はあくまでも人閥の行為が遭（礼）に外れるということに曲来しているのである、

　ところで、最後の一文にある「天人の分」にっいては識騎があるが、ここまでの論述か

ら解釈するとっぎのようになる。すなわち、天遺、人遭（礼）は、存在の理法としてはあ

くまで連続である。そのことの故に、礼は天遭を客搬的妥当竹の根拠として獲得しうるの
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である。しかし、当為を根底として実践の理法を履践するという場合には、あくまで人間

主体は、礼を実践するのであって天遭を行うのではないどされる。かくて、そうした天遣

と人道（礼）のありかたに明らかな人、よくわきまえた人は「至人」であるという。この

「至人Jとは、人遭に完全に到達した人という謂に解され、葡子のなかでは聖人ないし君

子という概念とほぼ同義である’い。

　しかも、そうした「至人」は、天ないし天遺に対して、慮、能、察を加えないというの

が、上記の一殴に続く以下の一節の主意である、

　　為さずして成り、求めずして碍、それこれをこれ天職と謂う。かくの如くなるものは、

　　その人、深しと跳も慮を加えず、大なりと跳も、能を加えず、精なりと跳も、察を加

　　えず、それこれをこれ天と職を争わずと調う。

この冒頭の一旬については、楊注が、「為さずして成り、求めずして得、四時行われ、百

物生ず、天の幟f壬かくの如し」と述べているように、万物の自生、自化、自転そのものを

天の仕箏～腋費に擬らえたものと解しているのは正鵠を門1た見解であろう。職を争わない

という主旨は、心のはたらきとしての慮、能、察（知）を人為の頒城に限定することであ

る。っまり、それらは、人間本性の自然に根ざした「五官」を統制する「心の官」（心の

はたらき）の属性であって、そのはたらきは、天為を統べるものではないという諭理とし

て理解される～。かくて、「天人の分」とは、天為（天のはたらき）と人為（人の行為～

偽）の境界を区切るという咽確な主張を伴うものであった。より厳密にいえば、　「天人の

分」は、純粋な白然の理法（天遺）と人遭との区分である。したがって、これを人間主体

におき換えてみれば、それが「性偽の分」にそのまま符合していることはいうまでもない。

　この「天人の分」について、さらに別の角度から検討してみよう、苛子は、純粋な臼然

の法則性としての天遺には、人遭（礼）に関わらない領域が存在するとした。同じく天論

篇には、

　　星墜ち木鴫る、国人みな恐れて日く、これ何ぞや。日く、何も無きなり。これ天地の

　　変、陰陽の化にして、物の琴に至るものなり。これを怪しむは可なるも、これを畏る

　　るは非なり。…上、r蜴らかにして政も平らかなれぱ、則ち並世にして起こると雛も傷

　　むこと無きなり。…それ星の墜ち木の嶋るは、これ天地の変、陰陽の化にして、物の

　　翠に至るものなれぱ、これを怪しむは可なるも、これを畏るるは非なり。物の已（は

　　なはだ）だ至るものにして、人妖なれぱ、則ち畏るべきなり⑪棺耕して稼を傷い、†：茎

紅して歳を失い、政は険にして民を失い、田は歳れて稼は悪く、耀（いりよね）は貴
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　　くして民は飢え、遭路に死人有り、それこれをこれ人妖と謂う。

とある。ここで萄子のいわんとするところは、〈天の法則性には、人にとって不可解なこ

とは、多々ある、しかし、それは天の営み（万物の自生自化自梅）として、天為に任せて

おけば、人為にとって間魍となることはない、むしろ真に愛うべき深刻な間魍は、人為が

惹起するところの妖怪、「人妖」である。＞と解釈される、この点と関連して、この後の

一段では、

嘗（う）して雨るは何猟日／、佗1照き肌猶お誓せずして雨るがごとき肌

日月の食してこれを救い、天翠して雪し、ト螢して然る後大靴決するは、以って求

　　めを碍ると為すには非ず、以ってこれを文（かざ）るなり。

ということがいわれ、「雨ごい」や、日食月食のときに社。朝廷で催される太鼓を打っf叢

式、あるいはト麸に論及して、それらはすべて「文」すなわち飾りであるとされている。

この飾りという意昧は内容は空廠でありながら、それはそれでこころの安楽は得られると

いう謂であろう。凋友蘭氏がr史記』孟子荷卿列伝を引いて述べているように、「天人の

分」の主張は、迷信の弥漫した当時の祉会的状況に対する否定の命魍としての意昧を伴う

ものと考えられる州。そのことはまた多くの研究者によって論及されたことでもあるが、

そのように奮倣してよいならぱ、この「分」のもっ意妹もそれほど強いものではないであ

ろう。すなわち、天ど人（天遭と人遺）の領域を区分するというこどは、両者の境界を咽

確にし呪術・迷憎が紛れるのを防ぐというこどに主意があろうが、他方で、結果的には互

いの接点を鮮明にすることにもつながるであろう。したがって、真に恐れるべきは天為に

よる異変ではなくして人為による異変（人妖）だどする論旨からすれば、天遺ど人遭とを

裁然と区分することに重点があるのではなく、むしろ人為の重要性を強調する修辞的な意

義が多分に含まれているように思われる。この点にっいては後にさらに検討する。

　ところで、有の事例とは逆に、天ないし天遺の範麟に合まれるものでありながら、人為

に関わるものがある。これが葡子の「人の命は天にあり」（彊国篇）の一文にいうところ

の「命」である。以下の例文をみてみよう、

　　楚王は後車千乗なるも、知には非ざるなり。君子は萩（まめかゆ）を畷（すす）りて

　　水を飲むも、愚には非ざるなり。これ節の然らしめるところなり、その志意修まり徽

　　行厚く、知旛1㎎らかにして、今に生まれて占に志すが若きは、則ちこれその我オしに在

　　るものなり。君子はその己に在るものを敬みて、その天に在るものを慕わず。小人は

　　その己に在るものを錯きて、その天に在るものを慕う。　　　　　　　　（天論篇）
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ここでいう「知」は知。慮でありひいては知。慮をはたらかせることであり、いい換えれ

ぱそれは人．為であり偽である。人為に属さない璃象は、萄子の論理からすれば、すべて天

意すなわち天遭の棚鵬にくくられることになる。それ故に、楚王の栄華は努力（偽）の結

果によるものではないし、君子が「まめかゆ」をすすり「みず」を飲むといった貧窮にあ

まんじることは、かえって知・慮がない（愚）ということではない。これらのことはとも

に、時節のめぐり合わせにすぎず、人為の締果として化旭したわけではないというのが荷

子の主張である。この場合の「節」の意味は、正名篇に「節遇これを命と調う」とある論

旨に沿って理解されてくる。要するに、葡子のいう「命」つまり「節遇」とは、　「たまた

まめぐりあう」という調である。

　そして、　「命」が天遭の範騰に包括されるということが、いま述べたとおり、自然現象

と社会現象の如何を間わず、人為（偽）から生み出されたものではないという諭理として

挽えられる以上、荷子のいう「命」もまた人為に外在しこれを抑制・限定するという竹樒

を有するとみて誤りない。したがって、人間主体の営為が、外在的な自然法則性（天遭）

に由来する偶然（命）に左右されることは、萄子もこれを否定しなかったものと理解され

ねばならない。かくて、　「天人の分」の主張が、人の天からの独立を意昧するものでない

ことは咽白であり、板野長八氏がっとに指摘しているように、飾子においても孔孟と同様

に人の世界は天の下に設定され、人遭もまた天遭の下にあったことは否定できない川。こ

れを要するに、かかる論理においては、人為に限界があることは明確に表自されていると

しなければならない。

　したがって、そこには迎；命的なものは望んで得られるものではないという趣意1が当然の

如く認められる。ただし、より重要なことに、葡子においては、そうした消極的な受け止

め方よりも、むしろ遜命は隙陽の化と同じくまれに起こるもの、いい換えれば自然現象の

一環であるとみる泰然とした態度が溜んでいるようである。上文に、　「潜子は己にあるも

の（礼～人遭）を求めて、天にあるもの（天遭）を敬慕しない」といい、あるいはまた、

「命を知るものは天を怨まない」（栄暦篇）といった、kうなこと1ばは、そうした意妹を表

白するものでもある。萄子にみられるこうした「命」の受け止め方は、孟子における如く

主棚内在的で、且っ受動的であったのとはやや異なるようである。確かに、萄子において

も、　「学礼」を中心として「聖．人」に至る欄習の階梯が策視されていたことはすでにふれ

たとおりである、自已修養の間魎はそこでも枢要な位置を占めていることは指摘するまで

もないであろうユ8，。しかし、上述の内容にもすでに示されているように、葡子の天命思想
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は、人間主体と天（ないし天命）との懸隔を、単に主体（主観）のなかに解消しようとし

たものではなくして、人間主体のより横極的なはたらきかけを通じて、対象つまり「命」

そのものにおいて解消しようとする方向を打ち出している点において注目される。

　　天を大としてこれを思うは、物の畜えられてこれを裁するに軌（いずれ）ぞ。天に従

　　いてこれを頒するは、天命を制してこれを用うるに軌ぞ。時を望みてこれを待っは、

　　時に応じてこれを使うに軌ぞ。物に因りてこれを多くせんとするは、能を聰してこれ

　　を化するに軌ぞ。物を思いてこれを物とするは、物を理めてこれを失う勿らんとする

　　に軌ぞ。物の生ずる所以を願うは、物の成る所以を有するに凱ぞ。故に、人を錯きて

　　天を思わぱ則ち万物の憎を失う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（天論篇）

ここでいう「物」は人間を含めた自然界の存在一般と解釈され、いい扱えれぱ、それは万

物であり…切の事象を包摂する「物…般」（楽物）であるといえる。そうした事物を生み

出すものとしての自然に対して、人間はただこれに依存的に関わるのでは、かえって、自

然（万物）の実状を見失うことになるという、苛子によれぱ、自然界のなかにおいて人間

の果たすべき役剖は、主体的に自然にはたらきかけて、これを積極的に裁成していくこと

にあるという。そしてさらに重要なことは、　『苛子』のなかに唯一見出されるこ1の「天命」

という術語が、ここにおいて、万物と同じ層次に定位されたことである。それはすでに指

摘したように人問に外在する力には相違ないものの、同時にそれが人間の立暢から対処可

能なものとされ、人為を圧例するカではないこと1が闘㎎されていることである、かくて、

思想史における天命思想の展閲のうえからみれぱ、人間主体に対する覚醒と、自然の対象

化という発展のうえに立って、萄子は「天命」の概念を天遭の運行（万物の自生・自化・

自転）のなかに措定したと解釈されるのである。

　このようにみてくると、萄子における天人論の基調は、人為の意義を高調することに圭

眼をおくものであったことは見易いことである。そのことは、「人の命は天にあり」に続

く、「国の命は礼にあり」（彊国篇）の一文に開陳された「命」の術語がいっそう明瞭に

物語っているであろう。すなわち、前者の「命」が、上に説明したように、天遭にかかる

運命を指しているのに対して、後者のそれは群秩序を維持する礼～人遺にかかるものであ

る。このことは、共同体秩序の達成があくまで人為によることを噌遣したものにほかなら

ない。しかも、この場合の「命」は、明らかに人問主体の積極的な営為に委ねられるもの

として規定されている。．さらには、「命」の二面性ということも、天遺っまり万物の運動

の法則性が、天為（自然のはたらき）に即していわれるものと、人為に反映するものとの
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梱遼として、人間の圭体において臼覚されたところの区別にすぎず、その当体はあくまで

も…意である。こうした視点に立てば、性と命との関係は、「性」が天遺（天）の一般性

として人間に内在するところの存在相であるのに対して、「命」はその個別性であると解

される。

　そして、萄子は臼然に横極的にはたらきかける人間主体のありかたを表象して、鮮の頂

点に立つ「君子Jないし「聖人」という理想的人楮を徴表どし、人倫共同体の目的を以下

のように規定している。

　　天にその暗有り、地にその材有り、人にその治有り。それこれをこれ能く参すと言胃う。

　　水火は気ありて生無く、草木は生ありて知なく、禽獣は知ありて義無し。人は気有り、

　　生有り、知有り、また且つ義あり。故に最も天下の貴と為す。　　　　　（王制篇一）

　　天地は生の始めなり、礼鍾は治の始めなり、君子は礼義の始めなり。故に天地、君子

　　を生じ、君子、天地を理む。君子は天地の参なり。万物の花なり、民の母なり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

このように、苛子は、人間をそれが属すべき「群」とともに、これまでに諭じてきた「宇

中」（万物）の存在構造のなかに定位して、その主体的な営みを「参」と規定したのであ

る。楊注に、「参とはこれに与り相参ずるを謂う」とあるように、「参」とは万物の生成

に与ることである。人間の積極的営為の微表である「聖人」ないし「番子」の概念は、か

かる群秩序の目的（価憾）の所在を指示するものであった。

注、

　（・一・一）金谷冶『秦漢思想史研究』（日本学術振興会、昭和三五年）は、これが苛子後学の

ことばであるとしながらも、礼の客観的根拠を自然界の法則に求めようとする傾向はすで

に萄子にあったとし、　r礼記』三年間篇にほぼ同文がみえるのと比較すると、これが祖型

らしいことを指摘している（三四八頁）。

　（二）同様の解釈は、北京大学荷子注釈組r苛子』（中華書局、一一九七九年）にみえる。

　（三）「礼也者、理之不可易者也」、「礼者、天地之序也」（『礼記』楽記篇）、「礼也

者、理也」（同、仲尼燕居篇）、「夫礼必本於天」（同、礼運篇）とあるのは、こうした

思惟を継承したものである。

　（四）荷子のいう聖人と君子の意昧頷域はやや暖昧であるが、「上為聖人、下為土君子」
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（儒効篇）とあることからみれば、一応の層次的区分はありそうである。しかし、かかる

表現は荷子においては例外的とも思われ、またr易伝』における聖人の著しい抽象的理念

化とはかなり趣きが違うことは否定できない。このことは『易伝』のなかで取り扱う。

　（五）「易の聖人と形耐上の遺」（「広鳥大学文学部紀要」二五、一九六五年）一一五頁。

　（六）r中国哲学史』三四九頁。

　（七）同上、一五七頁⑪

　（八）市川本太郎氏は、　『原始儒教の遺徳思想』（敬文社、昭和四二年）のなかで萄子の

修養諭を、「博学参省」、「切礒琢磨」、「横響努カ」、「自得実践」の四項目に分けて

論じている（四三七～四三九頁）。

第三節、小結

　これまでの所諭における要∫、気はつぎのような琳柄であった、萄子は、孟子の倫理教説と

りわけ、その性論を批判的に摂取し、遺触的要素（心）の主体内在を受け入れることによ

って、遺徳惟を担いうるものとしての性の存在を承認した。しかし、その根拠を孟予と同

撤に天の概念に論理的に位置づけたものの、天そのものを外的自然と同視したために、性

を内的白然と規定するに至り、孟子の性諭をなかぱ否定して、性の概念から遺触原理（価

値）の内在を担否したのである。ここにおいて、客鯛的形式としての礼の存在意義は回復

された。そして、苛子においては、共同体が人の生存に不可欠どされた以上、共同体秋序

を維持するものとしての、礼の実践は身分を間わず人としての当為であった。その性悪説

の主搬とも相俊って自己否定を媒介として共同体の目的へと遭進する遺徳的実践のありか

たが思惟され、孔孟以来の対己から対他へと向かう倫理教説の型は倒置された。ここに、

全体規範から個別規範を導出するという倫理教説が明確に成立したのである。

　このことと梱表褒して、客鰯的客体としての礼の存在根拠は、その重要性をおのずから

増大させたのである。かかる諭理的要請によって、荷子はこれを自然法則（天遺）に基づ

けると同時に、礼を人倫の理法（人遭）へと昇華し、天遺と礼（人遺）の相応を明らかに

したのであったが、倫理教説としてはこれを説かず、天遭と人遺の間に境界を設け、あく

まで人為を強調したものであった。

　そして、「天命Jの概念が、そこにおいて万物と同じ層次に定位され、人間の主体的は

たらきかけのなかでこれに対処することが可能なものとされたのである。このように、人
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為を抑制する非合理的力として伝統的に意識されてきた「天命」概念は、自然観の展開の

なかで、天遺の運行（万物の自生自化自転）のなかに措定され、ようやく客観的実在のな

かにその消極的意味を解消される方向を見出したということができるであろう、

　荷子に至る吉代儒家思想の倫理教説は、その論理的枠組みがほぼそのまま8馴云』に継

承され、存在と実践の理論を統一し、天逆と人遺を一一貴した論理によって結び、人遺の根

拠を天遭におくことによって完成されるのである。
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第五章、　『馴云』の倫理思想

　既述の論旨ども多分に重複するが、念のために、r周易』の性樒についてあらかじめふ

れておかねぱならない。本来、占銃は上古の宗教的儀式（祭祇）に起源を有するもので、

地上的椛力を代表するシャーマンとしての王が策を媒介として天上の権威に閥与するのが

その原型であった。そのような一種の呪術としての占撞が神聖視される背景には、有意志

的天の権威が人間の思推に擬越し、その天の意志を知りうる手段が占笠であるどする共通

の了解があったことは繁言を要しないであろう。換言すれぱ、有意志的天の絶対性が人間

の如何なる思惚にも優越すぺきものと信じられていた時代においては、天の意志を知るた

めの手段としての占簸は無条件に神聖な行為と奮倣され、そのうえで巫。醐といった特殊

の能カを有する一群の人々によって当面する塾態に応じた指針なり教講がこれから導出さ

れえたのであった、要するに、祭政一致の社会にあっては、かかる占鑑はそのまま統治の

教導原理となりえたのである。

　このようにして、占簸は大きな権威をもちえたわけであるが、占簸を背後から権威f寸け

る根拠一それは同時に占簸の結果に即して行為することを人に意欲させるカである一は、

諭理の頬にではなくして、古代天命思想へも反映していた、いわぱ天の主宰的有意志的性

格にあったということである。そして、すでに論じたとおり、古代天命思想は、本質的に

は、・一般民衆の心憎に根ざす不可視的カヘの畏敬の感憎を、人為的に統治の理諭として組

繊したものであった。善に禰し悪に禍するといった天の二面的性格は、統治に対する従順

と反逆とに同義とされ、一般民衆が天を権威として仰視することに相応して、王確の強化

が期待されたのである。Iいい換えれぱ、シャーマンとしてのヨ三が地上的権カを代表して天

上の権戚に対して籏を媒介として関与し、民衆がその権威を承認するところに占策の機能

が成立したのである（名目上、巫醐は王を補佐する位置にあった）。

　そして、・・一般的には、このように占策の起源は宗教的鱗式（祭祇）にあり、また睨行本

『周易』の『易経』に相当する部分が、占籏に供された占いのテクストであったと考えら

れている。こうしたr易経』の淵源と1は対腋的に、r周易』のr易伝』はr易経』の解釈

として創出されたものであり、いうなればr易経』の理論化の精華であり集大成である、

したがって、場の理総、つまり・一一般的にまた本論においてもr易的論理」と呼ぶ、そうし

走論理構造は、　『易伝』を通じて知られるのである。周知のとおり、長くその制作者が孔

子の名に仮託されて、その真の作者にっいて詮索することが欄かられたという事憎もあっ
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て、　r易f云』の成立過程については今日なお定論をみていないのが実状である。ただし、

r易伝』の制作者が孔子に仮託され、しかも漢代に至って五経の首先の地位を確立しえた

という事実は、まぎれもなく儒家的思推のもとに『易伝』が成ったこどを物語っている。

漠代に至ってr岡易』の権威が確立するまでの複雑な経緯については、本諭の目的からは

必須とは看倣されず、よっていまはそれを省くことに間魍はないと思われるが、後述の論

旨とも関連して以下の諮点をあらかじめ指摘しておかねぱならない、

　詩。蕃。礼。楽を旨とする孔子の教科は、　『荷子』の頃にはこれに春秋を加えるのみで

あった。それが秦を経て前漢に至ると、　r史記』儒林伝が詩・書・礼・場・森秋を列記し

てそこに甥を列し、　『漢欝』儒林伝および芸文志が場。欝。詩。礼・春秋を挙げて『閥屠』

を五経の簸頭に配している。このように、前一三六年の焚仲箭の献策によって五経博士が

おかれて以来、儒学そのものの変容とともにr周場』の頂要惟が高調されたことは判然と

しており、国教化以隣の儒学における肝周場』の位置が他の四経を陵駕するものであった

ことも、今口ではほぼ定説として承認されている。しかし、ここでいう場（『閥易』）が

どのような体裁のものであったのかにっいては、厳密にはいまだもってわからないとしな

くてはならない川。そして、　『易経』の成立にっいての論及は本論では多とするを要しな

いが、　『易f云』の楠成年代のおよそのところを知っておくこどは必要であろう。その場合

に、’これまでに薪された締研究の成，県に依拠するのが最も自然であろう。胴知のとおり、

『易伝』（十翼）は、象（上下）、象（上下）、文言、繋辞（上下）、説卦、序卦、雑卦

の七種十編からなる。無諭、一人一時期の作ではないから、各伝の先後をどう捉えるかと

いう被雑な間駆も絡んで容易に論定はできない。それらは、ごくおおまかにいえば、全体

として春秋後期から前漢にかけて成ったものとみて大過ないであろう。ただし、各伝の先

後にっいては、柵当に異論がある。

　また、ここでの考察の中心となる「繋辞f云」の成立伝承については、近隼になって、客

棚的事柄を通してようやくその事傭が知られるようになった。その手がかりとなったのは、

前漢の初頭あたりに紗写されたと推定される一群の畠書が、一九七三隼、中国湖南省長沙

から出土したことである。それが馬ヨ三堆漢纂串警であり、ここに『易伝』とりわけ「繋辞

伝」を中心どする伝承の経線を知るための事実が発見されたことは重要である。この鼎欝

の中に現行本『周場』に梱当する写本が見出されることは、現物のままでは公開されてい

ないが、すでに多くの研究者によって確認がなされている。それによれぱ戦国末期から前

漢初期に至るまでの間に、「繋辞伝」がすでに現行本に近い姿で伝えられていことが鶏わ
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れ、その『馴云』に閲する内容は、およそ以下のようなものである｛2〕（童分けは『周易正

薮』によるものと判断される）。

　一、甥行本「繋辞伝」にあたるとみられる部分は、六千七百余字（現行本は四千四百余

字である）。

　二、上下二篇に分かれる。第八童を欠く（「犬術之数五十、其用四九」以下のいわゆる

数理を説くとみられる部分がない）。

　三、現行本「説卦伝」の「替者聖人之作易也…是故易逆数也」が含まれる。

　四、現行本に欠けている部分が二千百字程度合まれる、

公表された結果には矛盾する報告もみられるので細部にっいてはわからないが、これらの

璃柄については、ほぼ一致した兇解がみられる。したがって、今日のr馴云』に閲するか

ぎり、この当時における他の伝にっいてはまったくその存在の事実が明らかでないといえ

よう。おそらく、それらは独自に別行していたものと思われる。

注、

　（一）『易経』の成立に閲しては、大きく分けて三説がある。もっとも古いと捉える説で

は、余永梁「易卦交辞的時代及作者」（中央研究院「歴史語言研究所築刊」第一本・第一

部、一九‘二七年、　『吉史弁』錦三冊、所収）、願韻剛「周易卦交辞中的故靭」（「燕京学

報」第六期、一九1二九年、同前、所収）を中心とする、西圃初期説がある。これとほぼ近

いが、年代をより限定して、武王の蹄とするのが、願万里「閥甥卦交辞成於閥武王階考」

（「台湾大学文史哲学報」一九五〇年一期）である。氏は、「卦交辞は創作亡あって雑纂

ではないことは、卦交辞白身がこれを言征明している。すでにそれが周武王の時に成ったこ

とを証明するものが三箇所に屍出され、且っそれは克般の後にあたる。全ての卦交辞が著

されたのも、またこの時であることは疑いないJ（九八頁）という。氏のいう論拠は、誓

卦卦辞および、随卦上六、益卦六四の交辞にある。しかし、わずかに三っの箇所に依拠し

て、六十四卦三百八十四交の全体を論断することが可能であるかどうかは疑間である。し

かも、それが、武王が般を滅ぼし圃王朝を樹立したあとの在位期間とされているが、遜説

ではそれは前一○二七～一○二五年のわずか二年間であった、氏は武王の在位年には雷及

していないが、氏の説は成立が難しいであろう。

　っぎに古くは、李鏑池「閥甥籏辞続考」（「纐南学報」八巻一期、一九四七年、肝闇扇
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探源』中華欝局、一九八O年、所収）を中心とする西周末期説がある。これは、近年に宋

詐胤氏が「周甥新論」（湖繭教育出版社、一九八二年）を著し、李鋭池氏の論拠を批判し

ながら再定立しているもので、目下の資料から知られるところでは、この説がもっとも説

得的である。

　さて、成立年をもっとも引き下げてみるのは、戦国初期説である。この説はわが国の本

田成之「作甥年代考」（「支那学」窮一巻一二号、昭和九年）によって首唱され、郭沫若

r易の構成時代」がさらに論詞1を詳しくして同じ立場に立っている、この説は推論の領域

がもっとも多く、したがって、批判者も多い、

　これらの言者説は、いずれも卦交辞の内容分析から、その制作年代を考定するものである

が、卦の配列にっいては、さらにいっそう困難な閲題を合んでおり、卦交辞の成立とその

編纂との間にはなお距離のあったことも想像される。

　（二）本諭では主に以下の資料に依拠した、韓仲民「長沙馬王堆漢墓串書概述」（「文物」

一九七四年九期）。中国科学院考古研究所「馬王堆二。三号漢纂発掘的璽繋収穫」（「考

古」一九七五年・一期）。子豪亮「幣書『周易』」（「文物」一九八四年三期）。韓仲民「

綿書『繋辞』浅説」（「孔子研究」一九八八年四期）。

第一節、太極

　存在と実践の論理を考究することは、まず、存在論の一一元という間魍から始められねぱ

ならないであろう。春秋・戦国の諦家は、それぞれの恩索のなかに存在の根源があること

を明確に意言破していた川。r馴云』のなかでそれを徴するとすれぱ、天、太趣、遭（天遺）

が、この存在の一元を示す概念である。その中心は、太極と遺であるが、そのまえに、古

代の有意志的主宰であづた天の概念が、その人格神的惟格を捨象していることを確認して

おきたい。

　っぎの一段に開陳された「易伝」の自然観が『葡子ガ2，のそれときわめて近いものであ

ることは異論の余地がない（引用文は、基本的に、宋刊本『周易正義』、台湾芸文印書館

刊行による）⑪

　　神なるものは万物に妙にして言を為すものなり。万物を勤かすものは雷より疾きはな

　　し。万物を構むるものは風より疾きはなし。……故に水火相い逮ぴ、雷風相い惇らず、

　　山沢気を遁じ、然る後能く変化し、既く万物を成すなり。　　　　　　　（説卦伝）
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一見して明らかなように、ここに示された「神」の概念はさきに述べたr萄子』のそれと

全く符合する。あるいはそれをr荷子』の焼き直しであるとみた方が、むしろ正鵠を得た

見解ではないかとも考えられる。そうした詮索はともかく、この「神」の術語によってす

でに咽らかなように、先秦の自然思想の発展が『易伝』に色濃く反映していることは容易

に窺い知ることができる、あるいは、繋辞伝に、「易の書たるや広大悉く備わる。天遭あ

り、人遣あり、地遭あり。三材を兼ねてこれを両にす。故に六。六はほかにあらず。三材

の遭なり」（下。第八童）とあるのもその証左である。ここにおいて、遺は、天・地・人

の万有に一欝せる理法として定立されており、天適、人遭、地遺の呼称によってみれぱ、

外的自然の威力の反映として絶対的権威を付与された「天」の有意志的性格はもはや抜け

落ちていることを示すものといえる。確かに、　『易伝』においても、「天」という術語は

援用されているけれども、それは人格神を意蛛するわけではなく、天・乾・陽と地・坤・

陰とはそれぞれ互いに密接に関連する謡として説かれていることに留意すべきであろう。

　そこで、本魑の太極に入ることにしたい。鱗辞伝の上。第一一童に、

　　是故に易に太極あり。これ両鶴を生ず。両儀、四象を生ず。四象、八卦を生ず。八卦、

　　吉凶を定む。吉凶、大薬を生ず。

といわれる。太棚に輸及する場合、有のとおり雨儀との閲係が重要になってくる。ここで

いう両儀とは、両燦一四象一八卦の展開から考えて、基本的には「陰陽」と祝えるのが適

当である。このことは、『呂氏春秋パ巾夏紀大楽篇と、『礼記』礼運篇のっぎの内容が証

左となるであろう。従来の研究によれぱこれらはともに成欝年代が繋辞伝と近いとされ、

思想的にも、これから述べる「太一」の如くきわめて類似する概念のあることはよく知ら

れている。たとえぱ、仲夏紀大楽篇（「諮子燦成」、台湾世界欝局刊行本）には、

　　太一、両儀を出だす。両儀、陰陽を出だす。陰隅変化す。一上一下。合して童を成す。

　　…万物の出づる所、太一に遺（はじ）まりて陰陽に化す。

とある。また、礼運篇には次のようにいわれる。

　　この故にそれ礼は必ず大一に本づく、分かれて天地と為り、転じて陰陽と為る。その

　　降するを命と日う。それ天に官（のっと）る。

これら、繋辞伝。大楽篇・礼運篇にみえるところの太極ないし太一（大一）を起点とする

論理的展開を以下に示してみよう。

　　繋辞、太極一一両繊一一四象一一八卦

　　大楽、太一一一両f競一一芦婁陽一一万物
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　　礼運、大一一一天地一一陰陽一一四時

繋辞伝の内容が直接的には八卦の成立にっいていっていることは自明であるが、これを別

な角度からみると、卦交に象られるものとしての万物の論理的生成過程を説いているとい

える。っまり、八卦（ないし六十四卦）は、総じてこの世界の万物を象ると考えられてお

り、太棚一八韮トの図式はそのまま太樋一万物におき換えてよいのである。ところで、繋辞

f云の論理的展開を大楽、礼運のそれと比較してみた場合に直ちに気づかれるのはつぎの点

である。大楽では両儀一隙陽、礼運では天地一陰陽とあるのに対して、繋辞伝においてこ

れに該当するのは「両儀」のみである。一見したところ両儀と1陰陽とは二物であって、両

者の間に区別があるかの如く考えられよう。しかしそうではないと思われる。すでにみた

とおり、大楽篇の下文に「万物の出づる所、太一に造まりて陰隅に化す。」とあり、両傲

が省略されている。この点はどうみても、本田済氏が述べているように、両儀は、「その

まま陰陽に置き換え得ることを示している」“3）と考えざるをえない。かくて、太極は陰陽

を生ずるものである、この場合の「生ず」とは「成立せしめる」ということである。ちな

みに、「四象、八卦を生ず」の文によって説明すると、これは多言を要するまでもなく、

たとえぱ二（小陰）の上に陽の一交が加われぱ三（離卦）になるこどを指している。した

がって、端的に、「四象は八卦を成立せしむ。」ということもできる。以上の諭理からす

れぱ、、太極にっいても、原則的にはこれを＜陰陽を成立せしめるもの＞と解してよいので

ある、

1、、隙隅

　太極の思想を解明するためには、陰隅思想との連関に留意すべきこどが鯛らかになった

と思われる。そこで、あらかじめその原初的意義を瞥見しておく必要があろう。許偵の『

説文解字』には、隙を「閥なり、水の南、山の北なり」、陽を「商明なり」と説明してい

る、すなわち、陰陽の原義は、〈くらい＞ど＜あかるい〉であったと思われる。それと同

時に、この暗・噸が、地の向背に即して〈かげ〉・〈ひなた＞としても把捉されている。

ちなみに、　r岡易』に現れた事例では、中孚卦九二の交辞に「鴫鶴、陰にあり」とある。

これも〈かげ〉である。

　この＜陰陽＞が発麗し展開した跡が、　r春秋左氏伝』のなかに蕎取できる。いくつかあ

る用例の中から、本論の旨意にとってもっとも璽要と思われるのが以下の三例である。
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　（1）天子陽に当たり、諸候命を用うるなり。　　　　　　　　　　　　（文公四年伝）

ここに、「陽」をもって天予に峨える謂のことが述べられている。すれぱ、この陽そのも

のは、いわぱ一種の記号ないし符号と解される、

（1）帥宋に隈つる五とは鯉なり。磯退飛して宋の都を過ぐるは風なり、……是れ

　　　陰陽の事なり。吉凶の生ずる所に非ざるなり。吉凶は人に由る。　（懐公一六年f云）

隈石、大風は隙陽の仕業であり、吉凶は人の醤悪によるという。すれぱ、この陰陽は自然

現象を引き起こす〈はたらき＞、ないし〈作用＞と解されよう。

　（3）天に六気あり。1…“六気は陰、陽、風、雨、晦、明を日う。　　　（昭公元年伝）

この陰陽は陰陽二気である。ここにおいて〈隙陽＞は〈気＞と結び、明確に陰陽二気の概

念を形成している。

　ところで、その気とは何か。いろいろと複雑な間題も含まれるが、ごく簡革にいうど、

それは本来く雲気＞とか、坐物の生命現象にかかるくいき〉といったものであった。それ

はr濫子』公孫丑上篇に、「潜然之気」を間われたのに答えて、rその気たるや、至りて

大、至りて剛。直をもって養ないて審うことなけれぱ、天地の閲にも塞つ。」というよう

に、字宙に充満するものと：された。また、　r荘子』には、「人の生は気の聚まれるなり。

聚まれぱ則ち生と為り、敵ずれば則ち死となる。」（知北沸篇）とあって、気の聚敵がす

なわち人の生死だと説かれている。また、「陰陽は気の大なる者なり。」（則陽篇）に示

されているとおり、陰陽と1気との連関がここにも提起される。ここからほぼ知られるよう

に、気は万物を構成する窮極の要索である。しかも、それは字宙に充満し、物質的であり

ながら運動性をもっものである。かくて、　「陰陽」とは、いわぱ一種の記号であったこと、

それが同時に、宇宙のあらゆる存在物の窮極の要素であったこと、この二点を兇定めるこ

とができたと思われる。ただし、この「記号」という意疎はいまだ十分に分明であるわけ

ではなく、また「窮極的要講」の謂どの兼ね合いからも、さらにいっそうの諭究が求めら

れるのは勿諭である。そして、この点を明らかにするにおいて、もっとも重要槻されねぱ

ならない讃料の一つが、ほかならぬ十翼なのである川、以下、十翼にみえるr陰陽」の用

例について分析を加えつつ、　r易伝』において太極が本来的に如何なる思想的意義を有す

るのかを論究することにしたい。

2、繋辞伝の陰陽
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　いったい陰陽は十翼においてどのように措定されているのであろうか。陰陽の用語それ

自体は、繋辞f云にもっとも多くみえている⑪繋辞伝が恩想的にみて、十翼中もっとも重要

な内容をもつことは圃知のとおりであるが、まず同伝にみえる陰陽の意妹・内容を総揺し

て述べてみよう。

　陰陽が「隙陽二気」を意蛛していることは、繋辞伝においても同様であるが、難をいえ

ぱ、陽気。陰気といった直接的な表現がなされていないことは確かである。後に述べるが、

そのような表現は、十翼においては、わずかに乾卦文書伝に「陽気」の一例を数えるのみ

である。にもかかわらず、繋辞伝にみえる用例を分析するならぱ、この間題は十分に解決

されうるであろう。繋辞伝には、「精気は物となり、遊魂して変を為す。」（上・第四童）

とある。これは純粋糟霊なる（まじ1）けがなくすぐれたはたらきをもつ）気が欄聚するこ

とによって物が生まれ、聚りきわまれぱ遊散して、物が消減（死）ないしは異類となるこ

とを意蛛している。ではいったい、そうした積聚。遊敵はどのようなしくみで起こるのか。

これについて繁辞f云には、「天地綱繍し、万物化醇す。男女精を榊せて万物化坐す。」（

下。第四章）といわれている。ここにいう天地は万物を生成し、膏む天地である。天地自

然ないし端的に自然といい換えてもよいであろう。またこの男女は、雌雄。牡牝の一切を

合む象徴である。したがって、天地が密に交わるという意味では無論なく、包括的にいう

と、天～男は自然界における生成の能動的側面、地～女はその受動的側面を象徴的に表現

するものである。従来の所説に従ってこれを、天～男の気（陽気）と地～女の気（陰気）

が交合。感応することと理解しなくてはならない。

　このように、陰陽は一義的には陰陽二気を意昧している、と同時に、この二気、っまり

陰～消極、陽～欄極は世界におけるあらゆる対立相の象徴でもある。人間界を合めた世界

の万象を相対ないし相待において捉えるという考え方が陰陽論の基本であり、これは中国

に固有の世界観である。天斑い日月・寒籍・水火・男女・生死・盛衰・閣闘など、これら

対旬によって指し示される事象は、一屍したところ対立的にみえながら実は禍待的であり

互いが互いの成立因となる。こうした対待的構造において存在し運勤している宇宙の実相

を、隙陽二気の作用、即ち横極（陽）と消極（陰）とにあてはめ、この二気を字宙の最小

の構成要謙として提えるとともに、一切の存在・運鋤の象徴と看倣すことによって、字宙

の坐成・変化・迦鋤を、隙から陽へ、隅から隙へという禰環。交欝の禰図（型）において

みて取るのが険陽諭の根幹である。繋辞伝においても一切の事物の存在は、その運動・変

化を含めて対立相において捉えられている。そのことは、繋辞伝が、「天は尊く地は卑く

イ76一



して乾坤定まる。」（上・第一章）の一文で始まることによっても明白に知りえよう。ま

た、「陰陽の義は日月に配す。」（上1第五童）とも記されており、隙陽二気が互いに盛

んになったり衰えたりすること、いわゆる消長。往来が日月の運行と似遜っているという

調が述べられている。かかる天と地、尊と卑、日と：同、の如き対語は繋辞伝のいたるとこ

ろに見出され、ほとんど枚挙にいどまがない程である。書羊論するまでもなく、すでに言及

したところの天。尊。日ないしは、往。暑。闘などの動的。横極的諸禍が陽である。これ

に対して、地。卑・月ないし、来。寒。闘などの瀞的。消極的諸相が陰と捉えられる。も

っと細かくみれぱ、同じ「日Jにも昇る～陽、沈む～隙があり、まさに陽中に陰ありとい

うべきであろう。にもかかわらず、結局のところ一切の事物の存在する機相は、その性質

の如何にかかわらず、横極と消極の二面、すなわち陰陽二相からなるというのが、繋辞f云

に記されたところの「陰陽」の意蛛である。

　これに加えて、既に検討した交は無論のこと、卦についても隙陽の用語がなされている。

陽卦は陰多く、陰卦は陽多し。その故は何ぞや。陽卦は奇。陰卦淋その徳行は阿

　　ぞや。陽は一君にして二民。君子の遺なり。陰は二君にして一民。小人の遺なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下・第三童）

これは三画卦に「陰陽」をあてていっているもので、卦交の基本原則に従えぱ、一ないし

φのいずれかが一交としてあるもの、それが一卦の圭となる。この点に留意しながら有の

文章を解してみよう。すなわち、＜陽卦（震…三、攻三、艮三）は陰交が多く、陰卦（巽三、

離三、党多）は陽交が多い。どうしてか。隅卦は陽交がひとっ陰卦はそれがふたっあるか

らである＞というのが、その綱である。ここまでの「陰陽」は明らかに卦ないし交を指し

ている。下文では右の事柄を人事に擬えて、＜そこに表白された徳行はいかなるものか、

（陽交を君、陰交を民に兇立てるから）陽卦は一君二民である。一人の君に多くの民が帰

属するのであれぱ君が主となる。故に一君二民は上下の秩序が正しく君子の徳が行われる

かたちである。このように君が（徳をもって）民を導くのが君子の遺である。これとは反

対に、陰卦は二君一民の姿である。二君が一民を求めて争えぱ民の私意が行われる。すな

わち、民が二君の間に在って私利を得る。これは小人の遺である。〉どいうものである。

後半部の隆陽の用例では、卦交を構成する〃と一を「陰と陽」と捉え、これを存在の妻畜相

に相即させている。こうすることによって、世界のあらゆる窮物にっいて、その存在と坐

成・変化が易によって説明されるというもので、これは繋辞伝の基本的立場であるといえ

る。繋辞伝の、「易は天地に準ず」（上・第三章）という一文は、易が世界の一切の事物
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を象っているというかかる基本姿勢の端的な表現でもある、それ故に、観点を換えていう

ならぱ、「陰陽」も「生成。変化」も、本質的には、世界における寧物にっいていわれて

いるものとみるべきである。一見したところ卦交に限定されているかにみえる表現が、一

面性をもっものでないことを抑さえておかねぱならないであろう。

　これまでのところは要するに、繋辞伝における陰鵬の意妹が基本的には陰陽二気である

こと、しかもこの二気は世界のあらゆる事物の窮棚の構成要索であるとともに、また世界

のあらゆる対立相の象徴でもあることを述べてきたもので、「陰陽」にはかかる両義性が

含まれていると考えねぱならない。

3、十翼各伝の陰陽

　っぎに十駕のほかの伝にっいても考察してみよう。陰陽の術語にっいて、そのすべてを

列挙すると、本論のみるかぎり以下のとおりである。

　＜象伝＞

　　泰、小往大来、吉亨、則是天地交耐万物通也、上下交耐其志同也、内陽而外陰、内健

　　耐外順、内君子耐外小人、君子遺長、小人遺消也、　　　　　　　　　　　（泰卦）

　　否之匪人、不利君子貞、大往小来、則是天地不交而万物不通也、上下不交而天下禿邦

　　也、内陰而外陽、内柔耐外剛、内小人而外君子、小人遺長、君子遺消也、　　（否卦）

　く小象伝〉

　　潜龍勿用、陽在下也、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾卦、初九）

　　履霜竪沐［至］、陰始凝也、馴到其遺、至堅沐也、　　　　　　　　　（坤卦、初六）

’く文言伝〉

　　潜龍勿用、陽気潜蔵、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾圭ト）

　　隙雄優莱、禽之以従王窮、弗敢成也、地遺也、泰遭也、臣遺也、…陰疑於隅必戦、為

　　其嫌於禿陽也、乎称龍罵、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卿卦）

　〈蕎党圭トイ云＞

　　鯛変於陰陽而立卦、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一童）

　　曹者聖人之作易也、將以順性命之理、是以立天之遺、日陰与陽、立地之遭、日柔与剛、

　　立人之遭、日仁与議、兼三才耐両之、故易六画而成卦、分陰分陽、迭用柔剛、故易六

　　位、而成章、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第二童）
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　　戦乎乾、乾西北之卦也、言陰陽相薄也、　　　　　　　　　　　　　　　（第四童）

有に示されたr陰陽」の用語について、各々の意味内容を考え、すでにみてきた繋辞伝の

それとも比較対照し、十翼における陰陽の思想内．容を明らかにすることがっぎの課題であ

る。

　まず録f云の用例からみていこう。、泰卦（妻）は、内韮トが純隅（乾）、外卦が純隙（坤）

という櫛成である。否卦（葦　）は、内卦、外卦が泰とは正反対の欄成になっている。し

たがって、　「内、陽にして、外、隙」（泰卦）ないし、　「内、陰にして、外、陽」（否卦）

とある「陰陽」が、卦（三画卦）を指し示していることは容易に理解できる、

　っぎに小銀f云においてはどうであろうか。乾卦のもっとも下付に位’置する隅交、っまり

初九の交辞に、　「潜確、用うること勿れ。」とある。いうまでもなくこの「龍」は、隅交

のことである⑪初九は龍が水中に潜んでいる象で、まだ、世に出るべき時ではないことを

表わす。そこで、妄りに動いてはならない、というのが「勿用」とある占の意妹である。

小象伝のこの一文は、象と占のっながりを補足し、　「勿用」いう占断が生じてくる理由を

解釈して、　「陽が下にあるからだ」というものである。初九は卦金体からみて最下位の陽

には違いない。ここにいう「隅」は陽交を指すのである。付会すれぱほかの意昧にも取れ

ようが、有の理解がもっども自然であろう。

　さて、坤卦初六に、「霜を履みて竪汰至る。」とある、霜を履んでいるうちに、しまい

には堅い氷が張るという内容である。小象の一文はこれを解釈して、「陰、始めて凝るな

り。その・遺を訓致して堅汰に至る、」という。このr隙」は諦注がおおむね一致して指摘

しているとおり「陰気」である。隙気一この場合は、寒気の意昧である一がはじめて凝結

したのが霜であり、こうした遺（ありかた）を繰り返して、やがて竪い氷が張るようにな

る、というのが小象を週してみた受辞の解釈である。

　つぎに文肴伝の用例であるが、ここにもすでに考察した「瀞搬勿用」と1いう一旬がみえ

ている乾卦初九の交辞を解したもので、　「陽気潜蔵すれぱなり」とある。文言伝は初九の

交辞を、陽気がひそみかくれているためだと解釈しているのである。

　また、坤韮トの文言f云に、「陰は芙ありと雄も、これを合みて以って王事に従い、敢えて

成さざるなり。地の遭なり。泰の遺なり。臣の遺なり。」とあるのに注目してみよう。「

陰」はすぐれたところ（芙点）を持っていても、これを表面に出さない。むしろこれを包

みかくして王の箏に従い、あえて何らかの璃を企図しようとはしない。それが地の遺であ

り、妻の遭であり、臣の遭、っまりは「隙の遺」であるという謂である。ここでいわれて
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いる「陰」は、対立相において捉えられる、存在の諸相の消極的側面である、同伝にはま

た、　「陰、陽に疑わるれぱ必ず戦う。その陽なきに嫌わしきがために、故に寵と称す。」

という。はじめに、この一文が坤卦上六の解釈の一部であることを押さえておかねばなら

ない。上六とは、最上位に位置する陰交であることはいうまでもない。坤卦上六の交辞に、

「龍、野に戦う。その血玄黄」とあり、有はこの前半部を解していったものである。ここ

の文言伝にいうところの要点はふたっある。まず、乾卦の初九の交辞に「潜寵」とあり、

それ（龍）が陽（交）の象微であることはすでに述べたとおりである。ところで、ほかの

交辞にも、九二に「見龍」、九五に「飛龍」、上九に「尤龍Jとあるが、これらはいずれ

も陽交を指している。では、いったい陰（交）である上六の交辞に、　「龍」の語がみえる

のはどういうことであろうか。これが一点である。そして二点目は、「隙、用に雛わるれ

ぱ必ず戦う」といい、ここで「戦うJといっていることの理由を述べているのである。

　順序は逆であるが、第二点目から述ぺてみよう。陰は直前の乾卦の文蓄伝においてみた

とおり、本来は陽に従うべきものである。にもかかわらず、この隙は上六の位にあって勢

いがっよい。そこで陽の疑う所となる。陽が動いて、この陰を除去しようとするが、陰も

勢い盛んであるから後へはひかない。そこで戦いどなると解しているのである。では、何

故に「龍」の術語がみえるのかという第一点目について考えてみよう。繰り返すと、その

理由は、「その禿陽に嫌わんがために、故に龍と称す」というものであった。ここで、「

元」の字について、まずふれておきたい。孔頼逮のr周易正義』においては、「陰」の盛

んなことが「陽」に似ており、しかもすべてが「陰」一坤卦は純陰の卦である一で、　「陽」

がないと考えられそうだから龍と称したと解している。しかしながら、この解釈はいかに

も苦しいであろう。李鼎杵の『周易菓解』（中国書店刊行本）にも「元」の字はなく、「

元」の字は桁字であると考えた方がよいようである‘5、。むしろ、rその（陰の）隅に嫌わ

しきがために、故に龍と称す」というように、　「充」を去って読む方が自然である。つま

り、　「陰」の勢いが盛んで「陽」と1まがうほどだから龍と称する、ということで無理なく

意、昧も通じるのである。以上のところから、文言伝のさきの例文に「陽気」どあったのに

対して、後の例文にいわれる陰陽は直接的には、陰交、陽交を指すものと思われる。ただ

し、かかる陰交、陽交に相即するものとして、　「陰なるもの」、　「陽なるものJのありか

たが示されていると考えられる。

　最後に、残る説卦伝にみえる用例について検討してみよう。冒頭には、　r変を陰陽に鰯

て卦を立っ。」とある。これを換言すると、万物の変化を陰陽の消長として捉え、そこか
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ら卦を画したどいうことになろう。この主意は、すでに繋辞伝においてみてきたところの、

陰陽の意昧内容一陰陽二気の消畏が世界の薙物の生成であり、同時に、陰陽二気は存在す

る一切の事物が、生成。消減を含めておよそ対立相においてある象徴である一と1いう謂と

おおむね同じものである。すなわち、ここにいわれる「隆陽」は必ずしも「陰陽二気」に

限定されたものではない、孔穎達もこの部分で、　「天地陰陽に象りて、乾坤等の卦を立つ」

（『正義』）と疏した。説卦伝と繋辞伝の類似性は、今日ではほぼ定説といってよい。説

卦伝の記載は陰陽に限らず、これまでにみてきた象・小象の各伝よりも、諭理的には整合

的でしかもやや蓄羊細である。このことは第二番目の引用文に、　「…ここを以って天の遺を

立つ。日く、陰と陽と。地の遺を立つ、日く、柔と：剛と。人の遺を立つ。日く、仁と義と。

」とあることによっても知られる。天遺・地遭・人遭の語は繋辞伝にもみられる。しかし

これらに陰陽・剛柔。仁義を配当するのは説卦伝にのみみられる思惟である。詳しい解釈

は次節において述べるが、ここでは天遭。地遺・人適を互いに対応するものとみて、これ

らと一卦が六交の欄成であることを関連づけ、それによって画卦を説明していることを確

認しておきたい。すなわち、「三才を兼ねてこれを両つにす。故に易は六画にして卦を成

す。」ともいう。すでに述べたように、画卦の最も基本的な考え方は万有を三大別して天

・地。人の三本の祉を立てることにある。これら万有の三大要索がここで三才と記されて

いる内容である。一卦は三才を、各々二交ずっ兼備するから、六交（醐）によって榊成さ

れるというものである。したがって、ここにみえる「陰陽」はさきの内容と同じように、

気ないしは交の一方に限定された意蛛ではなく、むしろ、繋辞伝のそれと類似するもので

あると考えられよう。

　それではさらに続く、「陰を分かち隅を分かち、迭いに柔剛を用う。故に易は六位にし

て章を成す。」とある「険陽」はどういった意妹であろうか。この文は前文の六画（交）

による一卦の構成に続いて、その各々の一画（交）に陰の位。陽の位一韓康伯、孔願達は

ともに二。四を陰位、三。五を陽位と：し、初・上を定位とする一があることをいっている

のである、たとえぱ下から二交目は隙の位であり、ここに一すなわち陰交が来ると「位が

正しい」ということになる。「迭いに柔剛を用う。」というのは各々の位置に陰交、陽交

のいずれかが位することである。その故にこそ易は六っの位（六交～函）によって、いろ

いろな文（あや）を成し、天地の事物の変化に応じうるということになる、「分陰分陽」

とある「隙陽」とは、陰位。陽位のことである。

　また、「乾に戦う。乾は、西北の卦なり。陰陽相薄（せま）るを言うなり。」とあるの
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を検討しよう。右は八卦と方位との関係を説く部分である。朱子はこの童にっいて、「卦

位を推すの説、多く未だ群かならざる所のものなり」（『周易本義』、中国欝店刊行本）と1

いう。確かに、論理的にみてよくわからない部分ではあるが、いま孔穎達に従うとすれば、

く乾は西北の卦であり、西北は陰の地であるから、陰陽相い薄る＞ということになる（『

正鑑』）。ここから、卦ないし方向を単に「陰陽」にあてたものと受け取れる。

　以上は十翼にみえる陰陽のすべての用例について、逐次その意昧内容を検討してきたも

のである。ここでこれまでのところを総括すると、およそっぎのようにいいうるであろう。

十翼の成書年f尤は各伝によって異なることは従来の研究においてっとに指摘がなされてい

る。にもかかわらず、今現在に伝わる十鰯の全体をみわたして、陰陽の恩想は繋辞伝にみ

えるところの思惟に撞着するものではない。否むしろ、隙陽の意昧内容のほぼ全体は、繋

辞伝に盛られてあることが確蓄忍できたと思われる。

　これを踏まえると、太極にはおよそっぎのふたとおりの掘え方が可能である。ひとっに

は除陽を二気と槻え、太概は隙陽二気を成り立たせる、すなわち二気に分化する前の「一

気」ないし「原初の気」とする、いわぱ狭義の解釈がある。そもそも「一」ないし「原初」

がどういう意昧かは究明されるべき間題であるが、この点は後にふれたい。これに対して、

世界の存在の様態を隙陽二気に象徴される対立相として捉え、その対立相を統一するのが

太極だとする広義の解釈も成り立っであろう⑰いうまでもなく両者の解釈の相遼は、すで

にみてきた陰陽の思想内容そのもの、いうなれぱ「陰隅」の爾義性に根ざしていることが

明らかになったものと思われる。

4、太極

　漢代の易学において、太極が多くは「気」をもって把握されていたことは、閥知のとお

りである、どいうことは、漢易は象数によって易を解したのであって、義理（論理）をも

って解したのではなかったというこどになる。簸言を要するまでもなく、易が本来ト策の

書であった点を考慮するならぱ、象数をも捨象すべきではないであろうが、易の思想性を

より璽視し、易的論理を探求しようとする冠地に立てぱ、おのずから義理に依拠せざるを

えないことは明自である。魏の王弼（二二六～二四九年）に始まる義理易に連なる諸家の

なかで、太極を「気」によって説明し、しかも後世に伝わる人物といえぱ、筆者のみるか

ぎりでは孔穎逮をその築頭に挙げるこ1とができるであろう。そこで以下の考察において、
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はじめに孔穎逮の解釈を取り上げながら、太極一隙陽二気の論理的関係を閥命したいと思

う。しかも、ここでの考察の端緒としては、高田真治氏の所論を合わせて参照したい。氏

は、一見ぱらぱらの如くみえる繋辞伝の記載を、統一的に論理的に把握することを企図し、

その姿勢は太棚に関する論究においても竪持されており、また同時に、氏の太概の解釈は、

孔穎達の昆解を利用して立論がなされていることもあって、本節の主魑にとっては、きわ

めて示峻に當むものと考えられるからである。

　まず、高田氏は、「孔穎達の正義に、『太極調天地未分之前、元気混而為一』とあるの

が、恐らく最も古義を得ていると思われる」（6）と前置きして、「此の一元の気が変化して

或は隙と為り或は隅と為る無限の作用を為すのである。故に太極は陰陽を包括する太陽の

気であると1調うことが出来る。」（同前）という、氏は、孔穎逮において、太極が「一元

の気」と把握されているものと掘え、氏独自の思考によってこれを敷桁し、あたらめて「

太陽の気」と規定した。その理由を述べて、　r易の思想は、隙陽を対待して説くけれども、

最も琉んずる所は生成と雅展を主とする太陽に在るのである。…故に易は一険一陽之調甥

（この「易」は「遭」の誤り。築者注）と日って、陰隅二気の作用を説くのであるが、其

が来だ隙脇に分かれないで或は隙となり、或は陽と為る所の根元的な一元気は、活動的流

行作用を説く腸に在っては、其が漱集締止する隙に属すべきものではなくて、活動流行の

1陽的なものであることが予惣されねばならぬ。」（同前）と罰湖している。このように、

氏によれば、太極とは陰陽未分でしかも根元的な一元気であり、この「一」は陰陽未分を

意昧し、「元」は根元を意妹する。っまり、太極とは根元と：しての「気」であり、しかも、

その「気」は陽的なものであって「太陽の気」であるという。この「太陽」が「日」を意

蛛するのか、あるいは「陽の大いなるもの」であるのかは閉らかでないが、「陰隅を包括

する」とあることから、おそらくは後者であろうど思われるものの、1躍昧さは残るであろ

う。いずれにしても、高田氏は孔穎達の見解を利用しっっ、このように太極を解した。

　以上の所論と脇まえて、孔顎達自身の思想の検討に移ろう。孔穎逮はいう。

　　正義に日く、太棚は天地未だ分かれざるの前、元気混じて一を為すを調う。即ちこれ

　　太初太一なり。故に老子に云く、遺一を生ずと。即ちこの太極これなり。また謂く、

　　根元既に分かるれぱ即ち天地あり。　　　　　（『正籍』繋辞伝上。第一一童、注）

孔鯛逮の解釈によれぱ太棚とは、原文で示すと、　「謂天地未分之前、元気混而而為一」で

ある。高田氏はここから「一元気」ないし「一元の気」をもって太極と解釈したのである、

ただし、孔穎逮の疏に即してみれば、後者のいい方は必ずしも適切な表現とはいえない。
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まず、く元気が混じり合っている、これを太極と呼ぶのだ＞と1いう点に注目してみたい。

高田氏は「太極」が「元気」そのものを指すものと把擬したが、細かく分析してみると、

「太極」が「元気」それ自体を指すとも受け取れるし、あるいは「元気」が「為一」にあ

る、そうした気の様態を指すとも解釈される。仮に、後者であるとすれぱ、太極は「気」

そのものを鰍れ、むしろ存在様態の調に近づくことになる。しかし、どちらを是とするか

ということ1になれぱ、右の部分からは簡単に諭定できるとは思われない。この閉胆の考究

のためには、ここにみえるr太一」の語が参考になろう。

　すでに引用したとおり、　『利、記』礼逝篇には、　「是故に、夫れ礼は必ず．太一に木づく。

分かれて天地と為り、砿じて隙陽と為る。その陳するを命という。それ入に宮る」とみえ

ており、孔穎達はその疏のなかで右の間魍に関してより詳細に論じている、そこにっぎの

ような既述がある。

　○必ず大一に本づくとは、天地未だ分かれざるの混沌の元気を調うなり。概めて大なる

　　を天ど日う、未だ分かれざるを一と日う。その気既に極めて大にして未だ分かれず。

　　故に大一と日うなり。

　○分かれて天地と為るとは、混沌の元気すでに分かれて、軽満なるは天と為りて．上1に在

　　り、重濁なるは地と為りて下に布る。而うして礼を糊する者はこれに法りて以って尊

　　螂の位を立っるなり。

すなわち、太概と同義とされる大一は、孔穎逮においては、「謂天地未分混沌之元気也」

と規定されているのである。孔顎逮が「元気」それ自休を指して太概と考えていたことは、

ここに一応は肴取される。では、その「元気」とは何であろうか。さきの高田氏はこれを

「太隅の気」といい換え、陰陽が明確に分かれずに陰となり陽となっているとし、しかも

それは活動流行する陽的なものであるという。この解釈はすでに述べたとおり、孔穎達の

思推を鮒れた氏独自のものである。しかし、高田氏に従って解釈を誠みる場合に、かかる

陽的な気が何故に陰陽二気、とりわけ隙気に分化（転化）しうるのかが、あらためて間わ

れねぱならないであろう。加えて、陰隅二気といわれる場合の「気」と、かかる隙陽二気

の以前に存在し、しかもそれらを包括する太陽の「気」とが概1念的に同一であるのかとい

う郷閉をも牛むであろう。陰陽二気の「気」と太陽の「気」とではすでにその内包に変化

を勾三じていないとは断書できない。仮に双方の「気」が内包を同じくするとするならば、

易はむしろ太極一元論を根幹としていると：蕎徽されるべきであろう。場がいわゆる陰陽二

元をみずからの搬本としていることとはどうみても相い容れるものではない。r元気」と
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「隙陽二気」の閲係は、一気から二気への分化といった、平面的な図式による把握では掴

みきれない間魍であることがここにもはや予兇されよう。

　そこで右に引いた礼運篇の疏の後半部に注目したい。原文で示すと、

　　分而為天地者、混沌元気既分、軽漕為天在上、重濁為地在下、

というものである。ここに、　（大一が）分かれて天地となると1いっている調は、孔穎逮に

よれぱ、混沌の元気が分かれて、軽清なるものは天となって上にあり、璽濁なるものは地

となって下にあるこどだという。これは、字鑑通り解すれぱ一種の「天地開闘」の思想と

なろう。『列子』天瑞篇にこれと類似した記載を見出すことができるから、おそらくは、

こうした考え方が古代中国人の思惟の根底にあったのかもしれない。今日、われわれがみ

るところでは、存在する万物の坐成する過程を、素朴な論理によって跡付けようとしたも

のとみるのが妥当であろう。ここで璽要と思われるのは、むしろかかる思惟の構造そのも

のである。っまり、有に示された「混沌元気Jどいう表現の内に、すでに彼が「軽溝の気」

と「重濁の気」の二種を考えているとみることは、論理的にみて十分に可能である。孔穎

逮は「元気」を「根元」ないし「混沌」と説明し、しかもそれが分かれるというのみで、

「元気」それ自体を規定してはいない。実はその混沌の元気が分化する過程において、軽

清。重濁ということがいわれているにすぎない。そうすると、彼の疏に一気ないし二気と

いった載然たる区別が設けられているとみることには決定的論拠がないであろう。したが

って、かかる二気を離れて別のいわゆる一気～一元気があるということ1ではないと奮傲さ

れる。このように細見すれぱ、孔穎逮の思考はあくまで二元論の枠を出ないことが知られ

る。確かに、彼の疏から「一・気」ということ1はいいえよう。だがその「一」とは「来分」

を意蛛するだけである。故にその「一」に、もとより異種のものが含まれえないとは断書

できないのである。高田氏の提える如く、一気から二気へという判然たる図式を、孔頼達

の思惟のうちに見出すことはほとんど不可能であろう。むしろ、かれは陰陽二気（孔穎逮

ではそれが軽滴・璽濁であり、天地である）を金体として掘えて一元気といい、さらに『

老子』にいうと1ころの「一」に比定したとみるべきであろう。

　これを要するに孔穎逮のいう太極は、陰陽二気を全体把握として、端的に「（元）気」

と捉えたものにほかならない。とするとかかる「一」は一見思弁的なものであるとも考え

られるが、『論語』などに記されている北辰（北極星）の例が示すように、根源邊究極・

中心を意味するものとして、いっの時代にも絶えず志向されていたことと思われる。この

点を以下においてさらた諭究してみたい。
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　そこで、広義の意味での太極一陰陽の連関にっいて考える場合に、まず太極を対立相を

統一するものと：解しうる、そうした思惟が繋辞伝にみられるかどうかが、璽要な間魍とな

ってくるであろう。繋辞伝の下。第三章にはっぎのようにある、

　　易に日く、瞳憧として往来すれぱ朋、爾の思いに従わん、子日く、天下、f可をか思い

　　何をか慮らん、天下、帰を同じくして塗を殊にす。致を一にして慮を百にす。天下、

　　何をか思い何をか慮らん。日往けぱ月来たる。肩往けぱ日来たる。日周相い推して明

　　生ず。寒往けぱ暑来たる。暑往けぱ寒来たる。寒暑相い推して歳なる。

ここで、「天下同帰而殊塗、一致而百慮」とあることに注目してみよう。その要旨は、＜

天下の事は結果を同じくするにもかかわらず、人は違った行い方をし、突き諾めれぱひと

っと＝ころに至るにもかかわらず、人はいろいろと思慮をめぐらすものだ＞というのである。

ここにはっきりと「同帰」「一致」ということがいわれている。すると、一方では寧象を

舎む万物の存在様態を対立相において捉えながら、天下（世界）の事は、　「帰を同じくし

致を一にする」と規定することは一兇矛盾であるかのように受け取れる。しかし、そうで

はないことは、引用文にみえる日月、寒籍の例によって説明されよう、すなわち、「日注

員卜・歳成駕」という要爵は、〈日が去れぱ月が昇り、月が去れぱ日が昇る。日と月とが互

いに推移し、この世界の「明るさ」が生じる。また冬の寒さが去ると夏の籍さが来る。麗

の暑さが去ると再び冬の寒さが来る。寒暑が互いに推移し一年が成る＞というものである。

日と月、寒と暑はそれぞれ「対立的」な現象である。一日局も古代人の目には自然現象の

一部と映っていたであろうし、それはまた「対立的」というには必ずしも相応しくないが、

いわぱ「一対」ということはいえる。一しかも、日肩・寒暑は単に対立的であるのではな

い。日月の運行がこの世界の明るさをなしている。翻って、「明」において両者は互いの

相い異なる属性を捨象し、不可分の全体、っまり「一Jを形成しているのである。これを

要するに、日月と「明」とは本来「二而一、一而二」である。というのも、「日と月が往

来し終って明が生ずるJということではなくして、日月の一方が現象することによって、

すでに「明」は生じているからである。寒暑にっいても、寒があって暑が自覚され、暑が

あって寒が自覚されるというように、両者はむしろ相待的であるといえる。っまり、単に

現象としてみたかぎりにおいては、寒暑は相対的。対立的であるが、「歳」において爾者

は相待的であり、且っ連続でさえある。かかる相待の関係を支えるのは「歳」である。し

からぱ「歳」においては寒暑は、いわぱ「一」といえる。われわれの日常的経験からは、

寒さ、暑さが一巡しで「歳」が成る（一年過ぎる）ことを知るのであるが、経験的には寒
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暑がさきである。だが常に「歳」は運行している。故に、この場合も前者と同様に寒籍と

歳とは「二而一、一而二」の関係にある。この「二而一、一而二Jの諭理を．元の文脈に即

していい換えると、〈咽は日月によって成立する。逆に日月は贋坦においてある＞といえる

であろう。後者も同様に、＜歳は寒暑によって成立し、逆に寒暑は歳においてある＞とい

える。

　かくて、日月と明、寒籍と歳はそれぞれ相即不離の閲係にある。ここで述べた、日月と

明、寒暑と歳にみえる「二而一、一而二」の論理の理は、あらゆる対立、相待の諮相にあ

てはまると思われる。ちなみに、人～男女の論理的関係もまた有の「論理の型」に符合す

るであろう。すなわち、社会の楴成、輿としては、あくまで男の人であり女の人である。だ

が両者ともに「人」である。逝に努といい女というも、「．人」であるということにおいて

はじめて、そのようにいいうるのである。

　以上を要するに、一・切の事物の存在撚態を対立・相侍の相において提えることと、同時

にかかる存在楴造を「同帰」「一致」と肴倣すこととは、有に考寮したとおり、両者の禍

待閲係において．止揚されるのである。ここに対立（相符）相を統一するものを導出する思

推の楴造を、日胴瞭に認めることができる。これまでの所論に大過ないとすれぱ、いわゆる

広鞠に解しての．太棚とは、っぎのように規定されよう。すなわち、陰陽と太概、両者の連

閥は本質的には「二而一、一耐二」f7）であるが、経験的には勢物一般（万物）の存在榊造

は、万物…陰陽一太極の構図として認識される、しかも、万物を存在せしめるもと1から辿

れぱ、かかる楴図は太’棚に始まらざるをえない。っまり、論理的には「一」がさきである。

「太棚牛両俄Jはこのように定式化されたものと：瑚解できる。換雷すれば、太極は険陽に

支えられ、陰陽は太極に支えられる。しかし、太棚を起点とする論理櫛成からみれぱ、険

陽は太棚によって成立するのであるから、太棚は陰陽すなわち対立。相符を支える「一者」

である。しかも、この「一者」が発出論的にいわれているのでなく、まして剣造．主たる「

一者」でないことは右の所論からすでに明らかであると思われる。繰り返すと、運動。変

化を合む一切の事物は対立相において掘えられ、この対立。相待をそのようにあらしめる

「一者」が太棚であるとされているのである。かかる「一者Jが、対立相において挽えら

れる万有と離在してあるわけではなく、あくまでこれと相即してあることも右に述べたと

おりである⑪

　ここでこれまでの所論を踏まえて、太棚にっいては、およそっぎのようにいうことがで

きよう。陰隅思想、に内包されてある両一義性の故に、太極をr一気」とみるか、あるいは対
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立。相待を支えるr一者」とみるかの解釈の相遼が生じる。この太械ど陰陽との関係は、

後世の言老家の間に解釈上のさま1ざまな相違を生起せしめた要閃であったが、　r周場』の思

想内容に即してみれぱ、r陰隅」がr二気」であり、かつ世界の対立相の象微である如く、

太概もまた「気」に限定されるべきではないであろう。すなわち、「一気Jないし「原初

の気」を班に時間的に掘えて、陰陽に分化する以前の気ということではなくして、険隅二

気を金体把撮として「一気」とみるべきであり、その「一気」とは、羅寛するところ、広

携に搬えての「一者」に符合するものと思われる。

注、

　（一）赤塚忠「中国古代の思想家たちの『一』の探求」（『字野哲人先坐白欝祝賀記念

東洋学諭叢』、東方学会、昭和四九年）、参照。

　（二）『荷子』と『場伝』との先後閲駆にっいては、若干の識論はあるものの、　『勧’子』

が『場伝』に先行すると1みることは、今日ではほとんど定説であるといっても過言ではな

い。李境池『周易探源』（中華欝局、一九七八隼）、郭沫若「『周易』之舳乍時代」、金

谷治亙秦漠思想史研究』、板野長八『中国古代における人間搬の展開』（「葡子と場伝」）

、参照。とくに郭沫若氏は、　『馴云』は萄子の門学から出たことを論じている。

　（三）r易学』（平楽寺欝店、昭和三五年）一一三頁。

　（四）小林f蕎咽氏は、　『隙陽五行思想の研究』（識談社、昭和二八年）において、前漢に

おける険陽思想の展開においてとくに注目されるものにr馴云』があることを述べている

（一三頁）。

　（五）鈴木山次郎『扇経』（築英社、昭和四九年）．。ヒ、一二六頁。高亨『周易大伝今注』

（」斉衝欝社、一九七九年）八七頁。両者も「元」を桁字とみている。

　（六）「易の思想」（『東洋思潮』、岩波欝店、昭和一三年）二八頁。

　（七）田辺元「儒教的存在論にっいて」（『全築』第四巻、岩波蕃店、昭和三六年）は、

陰陽の相待を捉えて、「抗争によって無秩序の葛藤に作するものの対立ではなく、…同一

秩序に於ける二つのものの本分の対立、その資格の相反という、棚念．止二の質的反対を意蛛

する。これ陰陽が男女、夫婦、夫地、君匿等の対立に於てその二典型を見出す所以である」

（二九八頁）と述べている。
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第二節、遣

　さて、上古の天にかわる価倣の究極が意識されていたということは、それを中心とする

存在の構造が論理的に把握されていたことを合意している。とすれぱ、それに即して、人’

間主体の行為のありかたも組立られてくるであろう。無窮の変化を前提とする（陰陽の）

対立。相待を支える太極は直ちに遭と1して自覚される。その変化の相は、畢寛するところ、

「一険一陽」という陰陽の交替・循環の型に帰されるのである。そこに天遭と人遺と1の一

貫の諭理が看取されることはいうまでもないが、そうした思、惟に到逮するに至る、いわぱ

形而下～人遭から形而．．ト～天・遺へどいう思想史的展開の・過程については、　r場経』とr場

伝』における「遭」の対比を遜じていっそう㎎瞭に知られるであろう。

］．、　『腸経』の遭

　r賜経』すなわち卦父辞において、　r遭Jの術語は全部で四櫛所にみえている、六十凶

卦の噸序に従って示すと以下のとおりである。

　○小薪卦。初九。彼るに遭よりす。何ぞそれ1絆あらん。吉。

　○履卦。九二。遭を履むこと坦坦たり幽人（隠者）虞しくして吉なり。

　○随卦、九四。随いて獲るあり。貞なれど凶、孚あり遭に布りて以って明らかなれば、

　　何の答かあらん。

　○復卦。　（卦辞）復は亨る。出入に疾なし、朋来たりて替なし。その遭を反復し、七日

　　にして来たり復る。住くところあるによろし。

この四例のなかでとくに注目されるのは、今日の．資料からみて、小畜1卦初九の交辞である。

いま、これを細かく分析していくことによって、　『易経』における「遭」の意蛛内容を窺

い知ることができるであろう。

　まず、「復るに遺よりす」と＝いう一其は、　「傲る」の意峡からして、すでに識論のある

ところであるが、　『周易折中』（台湾輿善美出版刊行本）にこの点に関する嬰約がある。

　　伝義、皆復を以って上がり逃むと為す。ヨ三弼の旧説に沿うなり。大落初二交の例を以

　　つてこれを概れ臥王氏糞氏の緒説を長ずと為す。　　　（巻二一七）

すなわち、程蝉の『易伝』、柴子『本義』ともに、王弼の「乾の始に処る、以って巽初に

升る、四とすでに応じると＝ころと為る。陽を以って陰に升る。その遭より復る」（『正義』
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を、易とは直接的に関係のないほかの資料によって究明していかなくてはならない、そこ

で、r苛子』等に小畜卦初九の交辞が引かれていることに注目したい。これらは、卦交辞

の解釈としては、いわぱ古説である。はじめに、古説での解釈を明らかにしたうえで、そ

の解釈がどこまで時代を遡ることができるのか、最終的にはおよそ易（卦交辞二）のある程

度予想されている構成時期にまでその解釈を及ぼしうるのかという観点に沿って、検討を

進めていくことにしたいと思う。

　まず、楊樹逮氏が先秦から三国時代にわたる典籍をほぼ渉猟し、卦交辞の引用例を纏め

てr周易古義ガいの一蓄を草しており、そのなかで小蓄卦初九の項にはr葡子』ほか三例

を挙げているが、もっとも古いのは『萄’子』である。

　　易日、復自遺、何其笛、春秋賢穆公、以為能変也、（『衛子』大略篇、交辞の「吉」

　　の字は省かれている。）

この大略篇にみえる小畜卦初九の交辞の意味は、それに続く一文から知られる。「春秋に

穆公を賢なりとせるは、能く変ずることを為せるを以てなり」とは、胡自逮氏によれぱ『

春秋三伝』にみえる、許穆公の故事に由来するものとされ、穆公が賢者とされるのは過ち

を改め善にかえることの故だという。ここにいう「遭Jとは善に帰するうえで辿るべ巻正

しい方途（みち）ということである。また、氏は、遺は行為の規範を意蛛し、しかもそれ

が引伸義であるという趣旨を開陳している｛2〕。つまり氏の説明によれぱ、葡子の解釈にみ

える「遺」は「行為の規範」であり、しかも「適」の原義からの「術綴」的意昧（引伸義）

であるという。『萄子』においては、このほかにも『易経』の威卦の卦辞を解して、　「易

の威は、夫婦に見ゆ。夫婦の遣は、正しからざるべからざるなりJ（大略篇）とある。こ

の一文のなかでも、　「遺Jは規範的意昧において語られているが、胡氏によれぱそれも引

伸義ということになる。いずれにしても、　『葡子』においてすでに「遺」にっいてこうし

た挽え方がなされていたということは、卦交成立当時の思想状況を窺い知る貴璽な手がか

りとなろう。萄子の「遺」の解釈が思想解釈として妥当であると考えられるとすれぱ、そ

れが卦交辞製作時における本来の意義といいうるのか否か、試みにこれを別な資料によっ

て論証してみたい。ここで注目されるのは、やはりr書経』である。たとえぱr洪範Jに

は、「無有作好、遭王之遺」とあり、明らかにこれは「道Jの原義からの引伸義とみられ

るが、同篇の晩出はすでに指摘されているのでこの用例を取り上げないのが無難である。

　ところで、原當男氏が『補史記芸文志』｛3，において、孔子以前に存したものどして挙げ

た四十七篇中で、「逆」の術語はおよそ十篇において看取される。
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　　（1）欽崇天遭、永保天命、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中旭之諮篇）

　　（2）天遺禍善禍淫、降災干夏、以彰蕨罪、　　　　　　　　　　　　　（湯許篇）

　　（3）与治同遺、岡不興、与乱同事、岡不亡、　　　　　　　　　　　（太甲下篇）

　　（4）天有顕遭、厭類惟類、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（泰醤篇）

　　（5）惟有遭曾孫、閥王発、將有大正干商、今商王受無遭、　　　　　　　（武成篇）

　　（6）乃有大罪、非終、乃惟會災、適爾、既遭極豚專、時乃不可殺、　　（康藷篇）

　　（7）又日、天不可信、我遺惟寧王徳延、　　　　　　　　　　　　　　（君爽篇）

　　（8）乃大淫昏、不克終日勧子帝之殖、　　　　　　　　　　　　　　　1多方篇）

　　　　　（孔安国注「言桀乃大為過昏之行不能終日勧於天之遺」）

　　（91）遺欄未命、命汝嗣訓、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（願命精）

　　（10）皇天用訓豚遺、付卑四方、　　　　　　　　　　　　　　　　（康王之諮篇）

そして、『史蕎己』の内容と、『醤経』それ臼体にっいての今日に至る研究とを総合すると、

（6）康譜から（10）康王之譜の各篇については資料としての僑煙性がもてるであろう。したが

って、康諮驚にみえる「適」の用例をその時代の見存とみるのは、きわめて確からしいと

いうこと：になる。「遺」は、遅くとも周王鞠成王の時期の記事には登場したとみて大過な

いであろう・ちなみに・今文にみえる（7）君爽篇の「我遺」、あるいは・（1O）康王之諮篇の

「豚遭」などは、名詞的に解釈される。しかも、その「遺」は歩くみちではない。これら

はみな引伸義であり、したがって、抽象的意味での用例であることはおのずと理解される。

ところが、遡って康譜篇のそれは少なからず識諭を要するであろう。ただ幸いに、　『警経』

の各篇は易の卦交辞とは異なり、各々ある目的のもとに著わされた文童であり、本文の内

容そのものに即して意昧を取ることは可能であろう。そこで、康諮篇の用例にっいて引用

部分の先後関係に留意しながら検討していきたい。

　　ああ、封（康叔の字）よ。敬しんで乃（康叔）の罰を明らかにせよ。人、小罪有る。

　　着（あやまち）に非ず。すなわちこれを終え、自ら不典を作して、式てしかる。豚の罪

　　小なる有るも、すなわち殺さざるべからず。すなわち大罪有る、終ふるに非ず。すな

　　わちこれ青災（あやまち）なり。…既遺極豚事。これすなわち殺すべからず。

すなわち、周公は康叔を誠めるなかで、罰則の適用を厳正公明にすべきことに言及して、

〈人が小罪を犯したとする。過失からではなく、故意に法にそむく行為をはたらいたもの

だ。その罪はたとえ軽いとしても、極刑を免れない。逆に、大罪を犯した者がいたとする。

ただし、終始一貫して故意に行ったことではなく、過ちから罪を犯す結果になってしまっ
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たものだ。…この場合には処刑してはならない。＞といったとされる、この「既遭極豚事」

にっいては解釈が分かれるが、その後半部には「その事を樋む」とあり、これは要するに

最刑するこどであると解される。すれぱ、この「遺」は、刑を婦るに依拠すべきところと：

考えるのが最も自然であり、具体的にはこれを法律と解してもよいであろうい1）。しかも「

既に遼もてその事を極む」と無理なく訓めるのである。ところが、一説にこの「遭」にっ

いては、r遭う」という訓み方もある。たとえぱ、　r漢文体系』（r尚欝』）ではそのよ

うに訓読している。大系本（以下略してこう称する）はもっぱら朱子の弟子、察沈の『築

伝』に、「既自称遭、尽愉其情不敢隠匿」（同前）とあるに従ったものである。察注の意

味は、これをしぱらくおくとして、同本には別に『偽孔伝』があわせて挙げられている。

この点にまず注目してみると、本節の注（四）に原文を掲げたとおり、　r偽孔伝』では、　「

聴訟の理を尽くし、以ってその罪を棚む」といっている、こ1の意口未は、孔穎達が疏で、　「

汝、当に断獄の遭を尽くし、以ってその罪を窮極すべし」と受けているのが妥当であろう。

r偽孔伝』は、本文の「遺」を「理」と解釈しており、　「言う」と：いうことではない。繋

注は、内容的にみて咽らかにr孔f云』に掘触するであろう。無論、大系本のかかる不幣合

は無理からぬところである。

　ではその薬沈の解釈に注目してみよう。すでに原文で示したとおり、「すでに自ら称遭

して、ことごと：く其の憎を楡し、敢えて隠暖せず。Jという。く自分から述べて、洗い凌

いありのま1麦を打ち湖け、隠さない〉と解している。これもそれ自休としては意味が遜じ

るであろう。ただ、　「幕Jはただちに「憎」（この場合、あ｝）のまま、まこと、と解され

よう）ではないのが燃点となる。　「遺」を「理」と解釈した場含には、ある者が自白して、

裁く煮が刑を婦旗するというように主語を扱えて訓むことになるので、昆方によっては、

原文に照らしてみてかえって況雑する。この解釈は、そこを巧みに固避したのであろうが、

しかし、「幕」をただちに「1榊」と：解釈するのは強引であろう。ここでやはり、　r逝」を

人のふみ行うべきこと（∬三遭）と解すべきである。それが具休的に犯罪の撮二刑に適用され

る場合に、いわゆるおきて（法律）としても措定されるのである。

　以上の考察から、康諮篇の「遣」にはその原義からの変遷の跡をみて取ることができる

のである。そして、卦交辞の成蕃年代は、もっとも古く看倣しても西周初期である、かか

る拙銀的意昧における「遺」の用例が周初（成三ピの頃）の記鄭に毘出せると：いうことは、

卦交辞の編纂期以前ないし、そう遼くない時代において、すでにr道」は抽象的概念へと

展開していたものと考えてよいであろう。
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　ここで、再び当面の論及の対象である小畜初九の交辞に立ち雇って論じてみよう。端的

にいって、高亨氏の「人出正脇一返故屠、有何筈哉、自為吉桑」とする理解こそ、かかる交

辞の真偽を説き切るものであろう。いうまでもなく正路とは、人に接し、事に処するうえ

での正しい仕方である。現代中国において、禰広く利用されているr現代漉譜詞典』にも

「逆」にっいて「傲人倣薙的正当遼径」という説明がある、こうした点からも、この交辞

の意、妹は、〈人が正脇をたどってもとの居場所にかえる。どうして替なぞあろうか。おの

ずからよい結果（吉）となる。〉と瑚解してよいものと1思われる、

　かくて、　『荷子』において、この交辞は前述のとおり、穆公の故確に即して説かれてい

た。確公は過を改め、辮にかえることの故に賢者とされた。そしてしかも、r苛子』に閉

陳された趣旨と高氏の解釈との整合性は多諭を要しない。ここにいう「遭」は善に帰する

に辿るべきj正しい方途ということであり、それは、高氏が示している解釈とも一無理なく符

合している。かくて、小畜卦初九の交辞にみえる「遭」は、「人のふみ行うべき正しいみ

ち」であるという解釈に到逮するのである。また、交辞の成諦時一期に近いと思われる資料

においても、　「遭」をそのように祝えうる下地があったことは、　r輯綴』の諦補から論証二

できたものと思われる。

　ただし、　「遺」の思想全休についての解明は十翼（易f云）の検討を待たねばならない。

まえもって、この点に少しくふれておきたい。卦交辞（経）における「遭」は、人の歩く

みちから杣象された規範としての意義をもっものの、それはあくまで形而下的概念の領城

を越えてはいない。すなわち、卦交辞においては、究極的には天意が占われたものである

が、アニミズム的天遭襯の時代であるから、かかる対象そのもののなかには、存在論の根

元は指示さカ、ていないことはいうまでもない。　「遭」の概念は、低次の地毅化から実践の

理法へさらに存一在の理法へと展閲していったと考えてよいであろう。そのこと：は卵1論、

古代儒家思想の天遭榊の展闘とも基本的に符合している。かかる「人遭」の内容が存布論

的に、よりいっそう深められ、字宙論にまで及んで「形而」二者」として排定され、天遭か

ら人遭1を蝉出するという論理楴造を具えるためにはr馴幻の成立を候たねぱならなかっ

たのである、また、そこに易の思想と古代儒家思想との融合もあったと考えられる。

2，　r賜f云』（禦梓伝）の遭

繋辞伝に、　「一一険…陽、これを逝という」（上・珊四章）とあり、古来よη遭の巾心思
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想がここにあるとされ、従来からしぱしぱ引用されてきたところである。この一文の解釈

に関しては、はじめに先学のすぐれた数多くの研究のなかから郭沫若1橘友蘭。張岱年の

三氏の所説を瞥見しておきたい。私昆によれぱ、従来の遺の解釈において、明確な相違を

呈しながらその相違せる理由がほとんど解明されないまま閑却されてきた、解釈上のふた

つの観点（立場）があり、そのことが有の三氏の所説にはっきりと打ち出されている。

　まず、三氏の所説から注祝すべきと1ころを摘記しよう。郭沫若氏は「易の欄成時代」に

おいて、荷子のいう「遭」に書及し、「遺は宇宙の中に行なわれている秩序のある変化で

あり、所謂天、所謂神であった。……彼は神、天、遺を…体として白然の中にある秩序正

しき変化と見倣したJ（5，と述べている。そして、繋辞伝の道についても、「本体的なr遺』

の術語を用いるぱかりでなく、道は即易、即神であることは金く荷子思想の複写である」

（同上）と述べた。要するに、郭氏によれぱ、．繁辞f云の遭は『箭子』にいうそれと同隷で

あるとし、その遭を＜秩序ある変化＞であると規定したのである。これに対して据友蘭氏

は、　「易伝にいうところの遺とは、法則1ことわり、すじみちの謂。原文は“規律”）で

ある。易伝によれぱ、すべてのもの・ことにそれぞれの遣がある。天に『天の遺』、地に

r地の遺』、人にr人の適』がある」f6、といい郭氏とは異なる圭張を展開している。ただ、

氏のこうした解釈は、氏自身が後に披濯しているいまひとっの見解とは背馳する。一九八

四年、湖南省武漢で關催された「『周易』学術討論会」に寄せた「代祝詞」の中で、　「朱

喜と察淵が、ひと：しく説くように、周易にふたっの基本原則がある。それは、　『流行』で

あり、『対侍』である。この見解はきわめて枢要である。周易によれぱ、あらゆるもの・

ことは、すべてはひとっの過程であり、ひとっの流行である。したがって、字宙全体はひ

とっの大過程であり、大流行である、中国哲学でいうところの『大化』である、・…・・『…

陰一陽之謂遺』にっいても、この遺を一種の実体と番倣し、西瓜を裂いて一半を陰、一半

を陽とするような、そうした捉え方をしてはならない。ここにいう遺は、かの『大化』で

あり、『大流行』である。」’了1と述べている。氏ははじめに遭を法則（規律）と捉えたの

であるが、後にまたこれを「大化J。「大流行Jと規定し直したのである。氏の解釈には、

前後において相反。撞着するところがあることは否めない。ともあれ、氏が遺を解してそ

こにふたっの意妹、すなわち法則と「大化・大流行」とを認めていることは、これから知

られる。っぎに、張岱年氏の昆解は、当初においては郭氏、後期の凋氏と同じであった。

氏は、「中国古代哲学中若干基本概念的起源与演変」において、「繋辞伝に8一陰一陽こ

れを遺と謂う』とある。陰隅二気が、相互に推移すること：、っまり陽によりて陽、陰によ
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りて険となり、　（両者は）相いに交替し相述続すること、これがすなわち遭である。遭と

いうのは、険陽二気が万いに移1）変わる（推彬）過程である。」川と二した。弧氏は険陽二

気の移り変わる遡程をもって遭を解釈したのである。しかし、氏もまた後に臼説に改修を

施している。有の論文を『巾国暫学発微』に収めるに際して、これに注を付’して、「『易

伝』にいう遺とは、普逓的法則（普逓規律）である。」（三八頁）と述べている。そして、

遭とは耕遜的法則であるという見解は、その後の氏の一賢した主張のようである。かくて、

張岱年氏の所説に従えぱ道は法則であり、その法則とは、隙隅の「相亙撚移」、　「禍互郊云

化」を基本内容とするものであることが理解される。

　以．トはわずか三例ではあるが、それでもこれまでに著わされた先人の研究の概要をある

程度欄い知ることはできるであろう、遭の根本思想にっいては、このように諦家の所論は

大別しノて二獅の見解に集約される。その…屍相反するふたっの見解は、端的に、遭を変化

そのものとみる立j場と、こ杓、を原理・法則とみる立』場どに分岐するのである。これらの点

を視蜥におきっっ遭の思想、にっいて検討しようと思う。

①一隙一陽

　まず、沐目したいことは、この「…陰一陽」と獺似するいい方（旬型）が、繋辞f云の二

筒所に見受けられることである。

　①日月逝行して一寒一轟す。　　　　　　　　　　　　　　　　　（上・第一．童）

　②この故に、声を闇づる、これを坤と謂い、戸を闘く、これを乾と調う。一闇一閥、

　　これを変と調う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上・第一○童）

一毘して閉らかな、たうに、かかる旬型に共通してみられる表現上の特徴は、「交替・循環」

の変化を表白する点にある。しかも、その交替・循環の当休が、乾。暑ないし闘。闘とい

った、いわば相対立する関係に立っ事象であることも認められる。ここから、一陰一陽は、

「隙陽」の交替・循環を言表することばであると蕎倣されてよい。かかる見地からは、「

一陰一陽は、対立と迭運の二義を兼ぬ、」（r周場折中』繋辞f云上・第四童沖）とした李

光地の解釈が注目されよう。彼のいう「対立」と「迭運（かオ）るがわるめぐる）」がまさ

に本諭の「対立」と「循1畷1交替」に等しい内実を持っことはいうまでもない。しぱらく、

李光地の薬語に沿って検討を逃めてみよう。

　　対立とは、夫地、口月の獺これなり、すなわち前菰で所調の剛乗なり。迭運は、寒僻、
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　　往来の郷これなり。即ち前童で所謂の変化なり。　　　　　　　　　　　　（同前）

これによると、天。地。日。月は、それぞれ相対立し、寒と1暑、往と来とは、それぞれ相

互に運行（運鋤）する、この「相対」と「相互迎行」とがおしなべて一陰一陽に包含され

る、という。まず、この対立どいう語旬についてであるが、これは単に対概ポ対敵という

意昧ではない。それは、先述の張岱年氏の所説にもみられた「由隙而隅、由陽而陰」の論

理を含意する。っまり、天が天として定位されうるのは、地によってであり、その逆もま

た然りである。したがって、天は地を侯って天となり、地もまた天を候って地となるとい

える。かかる棚待の理論が、対立かっ相即という意蛛の根底にある。この諭理からすれぱ、

寒籍、往来もまたそれぞれ相待の関係にある璃象であることは欝言を要しない。さらには、

ここに捉示された天と地、日と月、寒と籍、往と来、そのすべては相待の閲係にある。ま

た、李光地が「迭運」について寒暑、・往来のことと述べて、さらにこれを「変化」である

と規定したのは如何なる理山によるものであろか。たとえぱ、寒が舞に変わるということ

も、それは決して両者が驚的変化を遂げること、っまり．寒そのものが忽然として籍へど変

質するということではない。その変化といっている内実は、寒が過ぎれぱ舞となり、やが

てまた寒となるという循環（交替）の調にほかならない。では、天と地、日と月はかかる

術環（交替）とは全く無閲係であろうか。いったい難辞伝における天地という語が包摂す

る内容は、おおむねふたっに大別されると思われる。ひと＝っには、「場与天地準J（上。

第三童）、ないし「以言乎天地之間、則備夷、」（上・第五童）に端的に示される天地が

ある。これは、天禰地織の全休、っまり世界ないし字市にあたる。他方では、　「天獅．地卑、

乾坤定突」（、止・第一童）、　「天地鯛綿、万物化醇」（下・棚四童）にいわれている天地

がある。この天地はそっくりそのまま乾坤に投影されているとみるべきものである。すな

わち、これは前節で述べた、璃物の欄極・消概の二相を指し示すことばであるといえる。

李光地のいう「天地」とは、剛柔に相当する天地であるから、まさにこれにあたるわけで、

そうであるならぱ運行する日月はおろか、かかる天地にさえ迭運があると捉えてよいとい

う結諭に至るのである。かくて、対立・迭運をそれぞれ．異なる事象に分けてあてはめ、こ

れによって「一一陰一陽」を解釈することは、実は論理的徹底を欠いていることが明らかに

なろう。要するに、対立（相対～相待）ということのうちには、存在しかっ運亘ガ変化す

ることをも・含んでいるのである。

　以上の所論を総合していいうることは、この対1立と迭運とは相即関係において把捉され

るべきものであろう。すなわち、相対（柵待）するということのうちには、すでに運動・
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変化（循環・交替）が予想され、逆に循環・交替ということも必然的に相依相待にある事

（こと）。物（もの）を前提とするのである。故に、世界のあらゆる事物が、存在し生成、

変化する様相は、ときに陰（消極）となり、ときに陽（横極）となり、循環。交替して無

窮に展開する、というのが一陰一陽の内実にほかならない。

②遺

　そして、これまでに論述した、かかる「一陰…陽」と「道」との連関という点にこそ、

適の解釈上さまざまな意見を生む根本理由が蔵されているのである。すでに指摘したよう

に、一陰一陽と遺とを緒合する内的論理の把握をめぐって、解釈は大きくふたっの立場に

分岐する。繰り返すと、ひとっには、万物の存在、運動、変化そのものを捉えて遺と解す

る見解がある。ここにおいては陰陽がすなわち遺であるとされる。もうひとっの立場は、

万物の存在、運動、変化の種々なる様態も諦観すれば緒局のところ隙陽二相の無窮に迦続

する循環の型（一陰一陽’）に帰着するとみて、これを遺と規定するものである、両者の差

異の根本は、遺を「変化」とみるか、あるいは、これを「原理・法則」とみるかにある。

これが、郭沫若、凋友蘭両氏に代表される説と、張岱年氏をはじめとする兇解とに分岐し

相遼する所以である。こうした兇地から捉え直すと：、両者の相遼点はいっそう分明になっ

てくるであろう。そこで、つぎになされるべき課題は、有に提起した両様の解釈をめぐっ

てその是否を究明することにある。

　はじめに、遺を「変化」と解する毘解について考察してみよう。いったい、生成といい

変化というも、みな存在する事物一般についていわれるこどである。そこで、一事：物一般と

遭との闘係から検討に入ろう。繋辞伝において、遭と勢物一般とは、遭と器として措定さ

れる。繋辞伝の上・第一二童にはっぎのようにある。

　　形よりして上なるもの、これを遭と謂う。形よりして下なるもの、これを器と謂う。

ここでは、まず形而上者竃遭、形而下者竃器という点をおさえておく必要があろう。そし

て、かかる遺一器の論理構造を解明するには、形而下者二器から説き起こすのが捷径とな

る。器にっいての繋辞伝の記述はっぎのようなものである。

　　幾は動の微にして、吉の先ず見るるものなり、　　　　　　　　　（下。第四童）

　　兇（あらわ）るれぱすなわちこれを象と謂う。形すれぱすなわちこれを器という。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上。第一一童）
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このように、事物の如何によらず、動きのかすかなものが「幾」である。それは、畢寛す

るところきざしである。ここでは、万物の坐成との関連において「幾」を解しているので

あるから、気の積聚しようとするそのきざしが幾であるということができる、そして、気

の櫨聚がより鮮㎎になり、なんらかのすがたとなって現象したもの、これが「象」（しょ

う）である。これを『韓非子』はこういっている。

　　人、生象を見ること希なり。而うして死象の骨を得て、その図を案じて以ってその生

　　を想う。故に講人の意想する所以のもの、皆これを象と調うなり。　　　（解老篇）

人が坐きた象（ぞう）をみることはまれで、死象の骨から生象を想像した。ここから、人

々が想像したものすべてを象（しょう）と呼ぶようになった、という。この説咽は繋辞伝

の記述とも符合している。すなわち、ここに表白されている意昧は、「銀（しょう）なる

ものは、これに像るものなり。」（下・第一章）という主旨と同様の内容を開陳している

とみてよいであろう。かくて、「象」とは、端的に像（すがた）と解されるべきものであ

る。そして、かかる気の横聚の完成が明確な形を有すると「器」となる。すなわち、「君

子の器」（上・第七章）、「弓矢は器なりJ（下・第四章）に示されているように、「推」

とは具体的な籍物を意昧する語である。いったい、それはわれわれの感覚にのぼる個物で

あり、物一般である。

　これを要するに、繋辞f云によれぱ、気の横聚、すなわち物（もの）の生成には、およそ

幾。象・器の三段階がある。しかも、具体的存在物、っまりこの世界を構成する万物は、

おしなべて形而下者である。その形而下者という意味は、ごく単純化していえぱ、「形が

あるもの」である。以上が、これまでの所論からほぼ明らかにされた瑛柄である。

　これらの事柄を視野に掘えて、さらに形而上者二遺に目を転じてみよう。この形而上者

とは形而下者と相表裏すること：ぱであり、そこから、これが「形のないもの」であるとい

う見通しに立っことができる。では、その「形のないもの」とは、畢寛するに如何なる意

妹か。この点を論究するにっいては、繋辞f云の以下の一文が重要な示唆を与えている。

　　六交の鋤は、三極の遭なり。　　　　　　　　　　　　　　　　　（上。第二章）

　　易の蕃たるや、広大悉く備わる。天遭あり。人遣あり。地遭あり、三材を兼ねてこ

　　れを両にす。故に六。六は官にあらず、三材の遺なり。　　　　　（下・第八童）

はじめに、ふたつの文の要旨を簡潔に述べよう。これらは、ともにすでに述べたように、

六交および画卦（卦を構成すること）の説明である。宋子に従えぱ、一卦六交のうち、下

から初・二交が地、三。四交が人、五・上交が天である、こうして、一卦のうちには、天
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・人。地の三材が具わり、各々二交ずっ六交から成る（『本鍾』）。これによって知られ

るように、画卦のもっとも基本的思惟は、世界の一切の事物において、天・地。人を三本

の柱として立てることにある。換書すれぱ、万有を三大別して、天・人。地の三極（三材）

に見立てるのである。それ故に、一卦六交は、三極（三材）におけるところの遭を、その

運動のうえに開示するというものである。

　以上の所論において明らかなように、この遭は、天。人。地に一貫するものである、と

りもなおさず、それは、万有に普遜的、…般的なるものである。いったい、この世界の一

切の瑛物は、たとえそれがいかに微細な要素（気）であって感覚できない存在であっても、

物賞性を持っかぎり、やはり時・空に制約される個別者としての境位を脱却することはで

きない。したがって、それは万有に一般的。普逓的たりえない。形而下者たる所以である。

以上の所諭を翻していえぱ、遺とは物質性を一切包合しない形耐上者であるといえる、し

たがって、形而上者をして「形のないもの」と解釈しうる意味も、単にそれが感覚を超越

しているということではなくして、もとよりそれが形質・形休にかかる一切の物、質的．要素

を捨象しているという謂にほかならない。

　これまでの論旨を纏めると、（一）変化というのも、それが事物一般にかかるかぎり、感

覚の対象たると否とにかかわらず、おしなべて形而下者にっいていわれるにすぎない、（二

）遺は形而上者である、（三）したがって、遺（そのもの）は変化ではない、一という結論に

到達するのである。

　かくて、遺を変化とみてそこから立説する立場に対しては著しい困難が提起される。婁

実、張岱年氏が指摘するどおり、「変化の遭を知るものは、それ神の為すところを知るか。

」（繋辞伝上・第九章一）とあるように、この遺は、変化でも「流行」でもありえない。こ

れは、変化の経路であり、すじみちである。すでに提示した「三材（三極）の遺Jについ

ても然りといえる。かくて、天。人・地に一貴する原理。法則がすなわち遭である。また、

これはすでにr葡子』にみえた思惟でもある。これのみならず、繋辞伝に散見されるr聖

人の遭J、「君子の遺」、「小人の適Jなど一連の「遺Jの術語にしても、これらはすべ

て変化の謂ではない。これらは、適の根本規定が「変化」とは看倣されえないことの証左

となるもので、やはりどれも理法と解しうるものである。

③神
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　すでにふれたように、繋辞伝上。第九章には、「子日く、変化の遺を知るものは、それ

抑の為すと1ころを知るか」といって、「変化の遭Jを知ることが直ちに神の所為を知るこ

ととされた。この一文は、変化の遭が神の所為と：同義であると習倣しうる根拠になるもの

で、遺の思想的意義をより囎確にするための閲鍵ともいうべき箇所である。

　さて、変化の適とは、すでに述べたように、変化のすじみち～経路である。包播的に捉

えて、これを原理ないし法則といい表わすこともできる、そこで、間魍となるのがこの「

神の所為」である、一見して、この「神Jは作用を具有する主体ないしは成因のようにみ

えるが、実はそうではない。この点をあらかじめ咽確にしたうえで、「神の所為」とは阿

かという間魍にっいて閥明していかなくてはならないであろう。

　「神」はまた鬼紳と1もいわれ、古くから気の消畏と密接にかかわる語であったとされる。

繋辞伝に、「精気為物、遊碗為変、是故知鬼神之憎状」（上・第四童）、「凡天地之数五

十有五、此所以成変化而行鬼神也J（上・第八章）とあり、ここに表自された「神」はい

ずれも気の消畏を懲蛛している一厳密には鬼と神とを屈（チヂム）・伸（ノビル）という

べきであろう一。しかし、繋辞f云の「神」はこの意蛛ではない、すなわち、

　　神は方なくして、易は体なし。　　　　　　　　　　　　　　　　　（上・第四童）

　　卦の徳は、円にして神。　　　　　　　　　　　　　　　　　（上・策十遼）

とあるように、それは、一方にかたよらない（偏碕しない）、あるいは霊妙である、とい

った意昧であるとされる。しかもこの神は、

　　陰陽測られず、これを神と謂う。　　　　　　　　　　　　　　　　（上。第五章）

に示されるとおり、＜陰陽の循環・交替して運動。変化するその寧曲はわからない＞川と

いう謡鑑を含むことばでもある。およそ…兇全くぱらばらの如くみえるかかる断片的意味

内容も、論理化すれぱっぎのようになろう。すなわち、陰陽（二気）の変化は、その事由

はわからない、にもかかわらずそれは十全として妙である、一というものである。かかる

意妹内容が、端的に、繋辞伝においては、

　　唯、神なり、故に疾くせずして遮か、行かずして至る。　　　　　　（上・第九童）

ということぱに凝縮されていると考えられる。ここでいう「神Jとは、くっとめて速く進

もうとせずにおのずから連く、あえて行き着こうと1せずおのずから至る＞、という意妹で

ある。これを要するに、繋辞伝の「神」とは自然（おのずからしかる）という謂であると

いえる。したがって、　「神の所為」どいうのも、いわば「榊」を、万物の運動・遺化の主

宰に擬らえたまでのことで、堺寛、「神の所為」とは、万物の白生。自化・自転をいうの
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である。っぎに掲げる説卦伝の一段は、かかる趣意、を明碓に説き示していよう。すでに例

示したところであるが、殖搬を厭わずに引胴する。

　　神なるものは、万物に妙にして喬を為すものなり。万物を動かすもの、需より疾きは

　　菓し。万物を桟むるもの、風より疾きは莫し。万物を燦かすもの、火よりフく董1けるは莫

　　し、万物を説ぱすもの、沢より説ぱしきは菓し、万物を澗すもの、水より澗えるは莫

　　し。万物を終え万物を始むるもの、艮より盛んなるは菓し。故に水火相逮び、箏風棚

　　惇らず、山沢遜気し、然る後能く変化し、万物を既成するなり。

すでに述べたように、この一文の謂が『葡子』を受けていることは間違いないであろう。

晋の榊康伯が、此文の要諦を捉えて、　「抑は無物」と規定し、しかも、　「雷疾・風行・火

炎・水澗がおのずからそのようにあり、互いに応じて化育の功を為す。これによって万物

が生成するのだ。」（r正義』説卦f云注）と説いたのは、この簡所の主意を遭破したもの

である。これをさらに舖って耀開すれぱ、需（麗）・風（巽）・火（螂二）。沢（免）・水

（炊）・山（艮）の隙隅一巽・理・党鴛険、露一グ艮二隅一は、それぞれが独立もしく

は独行するのではなく、おのずから、互いに感応・推移して万’物を生成するという意味で

ある。したがって、いわゆるr神の所為」とは、万物の自生。自化・自転を意、昧するので

あるから、それは物に外在してこれを制約する力ではなくむしろ内在するものである。突

き諾めれぱ、それは、隙陽二気のはたらき、すなわちその自箏・一臼化。帥云にまでも遼元

されうるであろう。かくて、これまでに諭じてきた原理ないし法則という謂も、それが万

物に外花してあるのではなく、内在的な膜理。法則ということであること、それは、まさ

にrξ榊的なものであって、いうなれぱ〈おのずからあるありかた＞であること、以．上の二

点が木節において岬1らかになったものと思われる。

　これまでの所諭を粟するに、繋辞伝における遭の根本思想。某本思想、について以下の如

くいい表わすことメバできる。繋辞伝によれぱ、万物のさまざまなる徽態もこれを諦観すれ

ぱ結1属のところ陰陽二相（二気）の無窮に連続する循環。交替の型に帰溝する、これが適

と規定される。したがって、遭とは端的にいって、およそ存在する碓物の、おのずからあ

るありかたである。『場織乾灘度』には、　「易は場簡なり、変賜ない、不易なり」H艘）と

ある。このいい方をもってすれぱ、およそ存在する事物はときに陰となりと1きに陽となっ

て循環・交替する、その変化は無窮に連続して留まるところがない（変易）、にもかかわ

らず、おしきわめてみれば複雑に錯綜してみえる変化も陰隅の循環。交替であるかぎり、

こ1れを一隙一隅の型に帰すことができる（易簡）、この変化の型（ありかた）は万物に一
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般的でありまた常に普遜的であって変わらない（不易）、一ということになる。繰り返す

が、この万物に一般的。普週的（形耐上）な型ないし＜ありかた＞が、遺である。しかも、

上記の所論によってすでに自明のように、遺は、運動を含む万物の存在（形而下者）に相

即してある。それは、馬が陸を駆け、魚が水を潜るといった個々の事物に証示されて人間

の感覚にのぼり、恩識され、全体把握として、およそ存在する塾物の〈おのずからあるあ

りかた＞として措定されるのである。繋辞伝に「遭たるや、しぱしぱ遷る。」（下。第七

章）といい、また「遭に変動あり。」（下。第八章）とあって、遺（形而上者）が、万物

の存在ないし変化（形而下者）と相即的に説かれた所以はここにある。

注

　（一）『周易古義』（台湾大通書局、一九二八年）六三～六四頁。

　（二）『先秦易説通行』（台湾文史哲出版社、…九七四年）に「穆公之改過遷善、則以復

自遭之『遺』、為行為之規範、皆即『遺』字而桁緯其義也」とある（一一頁）。

　（三）『補史記芸文志』（春秋社、昭和五六年）。氏の一書は、　『史記』の記述に従い、

「一書名ないし一篇名あるいは一引用ごとに、その時代とそれに関係する不可欠の人物お

よびその記述のだいたいを採録し築成したものJ（三頁）である。同書の冒頭に「孔丘以

前」すなわち、「文化一般の状態の推移。変遷に即する時代の区分では、疑嬰・孔丘の活

動を中心とする時期以前に当たる。」（七頁）という分類がなされている。いま、本論に

とってきわめて璽要と思われるのは、①「この時期では、のちのいわゆる六経中の欝・易

。詩が、だいたいこの順序で成立して在る」（八頁）こと、　r醤経』に閲しての兇出は計

四十七篇であり、②「それぞれ・…“下の王朝代に制作された、というのであるから、その

時代の見存と解釈しないわけにはいかない」（同前）こと、これら二点である。無論『史

記』の記述がすべてにおいて蕎呉りないという確証はないが、来斤たな璃実が発掘され『史記』

の記述が決定的に覆されることのないかぎり、目下のところこれら一連の資料としての価

値は高いと思われる。

　（四）孫星桁肝尚審今古文注疏』はこれを「以正遺尽其罪」と注している。同様の意妹で

は、　『十三経尚響注疏』に引く孔安国の注に「尽聴訟之理Jとある、

　（五）同論文は、前掲論文「『周易』之制作時代」の日本語版である（「恩想J特輯、東

洋の思想と芸術、岩波欝店、昭和一○年）四七五～四七六頁。しかし、この点にっいては
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反証がある⑰　肝萄子J天論篤に、一「万物は遭の一鰯為りJとあり、遭が天地自然と岡義と1

されていることである、梁啓雄氏は断葡子簡釈3の中で、　断葡子』中の遭の多くが遭理な

いし遺術を指すのに対して、ここでは「大自撚」を意疎する旨を開陳している。このこと1

は、　『荷子』の天遺観の全容を知るうえで璽要な指摘であり、繋辞伝に、「変化の遺を知

るものは、それ神の為すところを知るか」（上1第九章）とあって、変化と1遺すなわち理

法とが繊然と区別されているのとは璃憎が異なり、肝衛子』においては万物運鋤1変化に

おける理法性が繋辞伝ほど強調されていないことの証左となるものである。

　（六）r　r易経J的哲学思想」（r哲学研究J、一九六〇隼、七1八）三二頁。

　（七）r周易縦欄禄』（湖北人民出版社、一九八六隼、所収）七～一〇頁。

　（八）「哲学研究」一九五七年第二期（『中国哲学発微3山西人民出版社、一九八一隼、

所収）二四頁Φ

　（九）牽だし、くこのわからない＞、という意昧はわれわれの日常経験的知によっては、

湖知できないと1いうことであり、いわゆる不可知論ではない⑧その理由は、認識（日徽艦

験的知）のレペルにおける知ではなく、体会、体得といった、いうなれぱ、実践的知にそ

の解決が嚢ねられるという調である。すなわち、霊妙なるものと一体化することによって、

そのはたらき一このくはたら警＞とは「徳」のことである一を獲得し、もってこの霊妙な

るものに関与できるというのが、ひと1っに「神物」（繋辞伝上・第一〇童、第一一童）と

呼ぱれる「易」である③霧妙なるはたらきを具えた甥によって、　「来を知り」（同、第一

〇童）、「天下の故に遜ずる」（岡、第九童）ことができると：説くこと1によって「甥」の

功照を宣暢することは、「礫辞伝」金般の基調でもある、豪た、他方では、「神にしてこ

れを明らかにするはその人に存す」（同、第一二遼）とあって、やはりこの霊妙なるはた。

らきと一体化した理念的人格としての聖人を立てる。同時に、ここ1には、聖人に対する著

しい摘象的理念化があったことは後に述べる。

　（一〇）安層香山・中村璃八繍『易緯乾難度迎（『緯欝築成』漢魏文化研究会、昭和一五

年、所収）巻。上。

第三節、天遺と人遺

1、遺徳的行為の基準
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　太吉の昔その猛威によって人々を圧倒した有意志的天は、　r易伝』においても万物の自

生・自化・自転として新たな角度から認識されたのである。この背景には、天文・暦数に

代表される自然思想の深まりということが直ちに考えられるが、これと相表裏して人間主

体に対する覚醒という点もまた座視できない璽要な要素であるといえる、こうした思想的

傾向は、要するに、人間主体の思惟能力に信頼をおくものであり、その自然観・人間観に

着目すれぱ、すでに論じてきた古代儒家思想の展開と融合することによって成立したもの

であったということができる、

　すなわち、孔子に始まるいわゆる合理主義。人間中心主義の萌芽は、すでに述べてきた

ように荷子に至っていっそう顕著なものになっている。前童において指摘したところであ

るが、　『衛子』には雨乞いして雨が降るのはどうしてかを白問して、「なにも理由はない、

雨乞いせずして雨が隣るのと同じだ」（．天諭篇）と答えている。また、衛子は、「天は人

が寒さを嫌うからといって冬をやめない」（同前）といい、天変地異にっいて、「陰陽の

変化であって、めったに起こるものではない」（同前）ともいい、したがってわれわれは、

「天に従ってその偉大さを誉め讃えるよりは、むしろこれを利用すべきであるJ（同前）

と主張した。周知のとおり、かかる苛子思想の重要な骨子は「天人の分Jを明らかにする

ことにあった。それはと1りもなおさず人為を強調するものであった。ということの意妹は、

苛子においても孔子、孟子と同様に人の世界は天の下に設定され、人遺もまた天道の下に

あったことは否めず、天ないし天遺の下において人為・人遺の意鍵を強調しようとしたこ

とは周知のとおりである。ところが、葡子の思想があえて「天人の分」を強調することで、

人遣の立場に留まったのとは対瞭的に、以下に述べるように、繋辞伝は一転して人遺の根

拠を天遺におくのである。

　すなわち、遺が形而上的存在として定立される以上、それはいい換えれぱ抽象的・瑚念

的存在ということであり、したがって、そこには如何なる具体的作用も含まれない。天地

人に一貴せる理法ということをいいながら、実は天遺を現実に実効あるものとし、現実具

体の場において人道を実現することは、あくまで個々人の営為に委ねられねぱならないの

である。この点を明らかにするうえで注目されるのが「一陰一陽之謂遺」に続くっぎの一

節である。

　　これを継ぐものは善なり。これを成すものは性なり。仁者これを冠てこれを仁と謂い、

　　知者これを見てこれを知と謂う。百姓は日用して知らず。故に君子の遺すくなし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（繋辞伝上。第四童）
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はじめに、　r継之者善也」に潜目してみよう。この「継」の語義については、満の李光地

『周易折中』に従って、「猶お、人の子のいわゆる継体、いわゆる継志のごときなり」と

解釈するのが、もっとも繁直であろう、また、「之」は「逝」を指示していることは自閉

である。ここでいわれている圭旨は、＜万物のおのずから在るありかた（理法）に従うこ

とが善である＞というものである。ここにおいては、天遭は人の行為にかかる善悪を弁別

する普週的価個尺度であるとされている。このことは、善悪が普逓的煩理に幕づくと同時

に、これを継承するという不断の営みのなかで人の実1践において奥現することを意昧して

いる、このように解釈するならぱ、人の遭徽的価摘の刺造は人みずからの主休性に委ねら

れると理解され、さらにいえば、この繋辞伝の一文は、人間主休の自律牲と三セ体性とに期

待する、孔子を職矢とする古代儒家思想の遭徳思想の主、張を承けて、さらに人間の遭徳的

行為を普週的原理（天遺）と閉確に接合したことにおいて、諭理的にはきわめて閉解に輯

的行為の原型を示したものといえる。しかし、これはあくまで静の原型ないし、輯的行為

の理念’型を示したまでであって、その奥体的な内容については論じられていないことはい

うまでもない。そして、この論理の型は孟子の倫理教説の型とは明らかに相違しており、

むしろ、その形式に注目すれば、人ないし人遭を天（天遭）の下に設定した荷子の倫理教

識にきわめて似遡った榊造を示している。したがって、これが萄予思想、からの継承的展開

であるとみることは十分に可能であろう。

　っぎに、これを脇まえて「成之者性也」の考察に移ろう。やはり、さきに引用した李光

地の案語によれぱ、

　　灘し、人は天地の子なり、天地の理、すべからく人に付して、人、これを受く。…個

　　し、これを付すと調えぱ、則ち天地を主として言い、これを受くと諦えぱ、則ち人を

　　主と’して言うなり。惟、これを継ぐと調えば、天人承接の意、付と受とみなその中に

　　あるを得て見るべし、天、人に付して、人、これを受く。その理既に不善無けれぱ、

　　則ち人の性たる所以のもの、また嶽に不善ならんや。故に孟子の竹醤をいうはこれに

　　本づく、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『燭甥折中』同伝、注）

とある。そうすると、上文の意妹は、〈遭の継承を行いうるのは人に具有する本性による

＞と解釈される。ところで、その末文に、く孟子の性善説はこれに木づく＞といっている

こと1からも閉かなように、李光地はr易チ云』を孔子の作とするf云説の立場に立ち、孟子の

性輯説から遡るという意識に某づいてこの一文を解したものである。いうまでもなく、こ

の兇方は、両将の成立の先後を言呉っている。また内容的には、この解釈は、孟干に対して
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きわめて高い位贋を与えた宋学の解釈をそのまま蹄簸したもののようである。朱子の沐に、

「成はそれ具うるを雷うなり。謂うこ二ころは、物の受くる所、物生ずれぱ性あり、おのお

のこの逆を貝うるを言うなり」（『周易本義、1注）とあるのが、そのことを示峻している。

したがって、李光地は宋学の解釈を承けて、性を天の理法の人における内在梱と1稀倣し、

これを内在的に貝有する人閉主休の災跳は、本来的に天遭へと合冒的的に統一あるものと

解釈したのである。しかし、こうした理解に立つならぱ、後に詳しく論じるように、人間

の道倣的行為は狐媒介に天遊と合一することとなり、それはっいに占嫉（易）の存在を捨

象することに至らざるをえず、むしろ占策の効用を高調した繋辞伝全体の主意との間に馴

漸をきたさざるをえないであろう、

　ここで、孟子と萄’子の倣論において、その概念椛造には大薙がないにもかかわらず、結

果的に大きく乖離する倫理教説を構築した根木的梱遜がその自然鯛にあったことを想起し

たい。孟子のいう性は本来約には遭徳灼本性を意昧するものであり、そこにはあらかじめ

r自然」の範鵬が除外されていたことはすでに指摘したとおりである。しかしながら、前

節において繋辞伝を中心とするr易伝』の自然鯛を論じて、それがほぼ荷子のそれを継承

的に展開したものであることが確認できた以上、あくまでr易伝』の論理に即していえぱ、

荷子思想と同様に人もまた、万物の一環として天遭の遡行（自生。自化。自転）から生ま

れる自然物と看倣されねばならない。っまり、萄子の自然襯の枠紺みをそのまま取り入れ

た繋辞伝の諭理において、そのいうところの「性．1には、遺徳的価備が合まれないとみる

べきであろう。縦かに、前節において「遺」について論じた際に、繋絆伝においては万物

に一貫する岬沫ないし法則（遭）が思惟されていたことは指摘した。ここから宋学が主張

するように性にも理法は含まれると考えることは可能であるが、しかしその理法はあくま

で棚個以前の自然の法則性というべきものである。価個そのものは、あくまでも遭を継承

するという突搬（行為）において馴造されると理解すべきであろう。このこと1は子二菱に詳し

く諭じることにしたい。

　そこで、上文の解釈に戻るならば、人の本性は、遺徳的棚倣を含むいわゆる性善ではな

いものの、遭を継ぐ（実職する）こどのできる形質は具えているという程の謂に理解を留

めておきたい。この点と閲連して、　r中廠』のr天の命ずる、これを惟とい、性に率う、

これを遭という」（第一童）という有名な童旬に言及しておこう、、ヒ文と比較しておのず

から明らかなように、　「天」の人における所産が性であり、その性こそは「誠」の徳を内

在し、したがってその「性」が「遭」を行う出発点であるという謂は、徳が性にア・プリ
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オリに内在するとみる点において、繋辞伝の論理とはその主張が明確に異なっているので

ある。また、現行本の繁辞伝には、さらに「性」に書及する箇所がある。すなわち、「性

を成し、存を存するは適義の門なり」（上・第五童）とみえる「性」の術語がそれである。

これは、「性」を成就し、人を合む万物を存することが遭鐘の始めであると解釈される。

ここでもやはり、まったく自己目的的に性の内実を拡充して遭に至るという意妹ではない

ように思われる⑪

　それでは、みずからに内在する本惟を導きとして、天遺の継承に参与することは、書従に

とっても等しく容易なのかというと、繋辞伝は、これに対して必ずしも肯定的ではない。

上文の意を受けて、「仁者兇之調之仁、知者兇之謂知」以下、＜仁・知の徳を有する者に

して、適（天遺）の一隅一朱子注「仁は陽、知は陰、おのおのこの遺の一隅を得るなり」

一をもってその全体と看倣している、まして市井一般の人々に至っては、日常の生活のな

かで遭（天道）の恩恵に浴しながら、みずからが遣（天遺）に即してあることを自覚しな

い、したがって、君子の遭（人遺）はすくない＞ということがいわれている。　『周易正鑑』

の韓康伯の注に、「仁者は遭を資りて以ってその仁を兇（あら）わし、知者は、遺を資り

て以ってその知を兇わす、おのおのその分を尽くすなりjというのも、やはり朱子の解釈

とほぼ同義に理解される。さらにいえぱ、性にっいて、仁といい知というも、それらは、

遺を得る（さきに述べた遣を継ぐ二醤）という絶ゆまざる実践になかで自己の本惟に具わ

るもの（徳）となる、ということである⑫ここで注目すべきは、孔穎達が、「もし能くこ

の遣を成就すれぱ、これ人の本性なり」（『正義』）と解していることである、これは、

人が性を不断に陶冶することを通じて到達した漉の高みに応じて、道はそれ自身を開示す

ることを適破したものといえる。そして、かかる理念的実践の微表が全徳者として定立さ

れる「君子」である。それは、遺の一隅を得ているにすぎない仁者・知者のさらに上位に

位醒する金徳の人である。かくて、　「程子の遺」とは、自己の本性を研鍍し自然の理法を

諦鯛し、これ（天適’）につき順（したが）っていく金倣者によって現爽・具体の世界に櫛

された理法（人遭）である。換言すれぱそれは、形而上的遺が形而下に投影された姿であ

る。この「君子」は庶人に梱対する概念であるともいえるが、同時にそれは小人に対立す

る概念であり、総じていえぱ、人遺を身に負うた有徳者の最たる遺徳的爽践者の呼称であ

る。主体的であるが故にまた個別的でもある実践のありかたは、君子という理想的人格に

よってその指標が示されるのである、『孟子Jに、「これを行うてしかも著（あきら）か

ならず、習うてしかも察（っまびら）かならず、終身これによりてしかもその遺を知らざ
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る者、衆（おお）きなりJ（尽心上篇）といい、『巾魔』に遭を妹覚にたとえて、飲食し

ない者はいないが輿に蛛を知る者は少ないということがいわれており、それらの韮意はこ

の一段の趣旨とも通底するであろう川。

　以上を要するに、繁辞伝の遣徳諭め骨子は、存在の理法と＝しての遺が、人の徳を媒介と

して爽戯の理法（人遭）へと転化するという論理によって、天遺と人遺と1の統…一が果たさ

れるというものであった。

2、遭徳的行為の主体

　すでにふれたように、人の適徽行為の可能根拠がどこにあるのかどいう課魎ないし、も

っと一般的にいって、人間が遭徳的存在たりうるのかどいう間魍意識のもとに、「性」の

間魍が扱われるといったことは、　r易伝Jにおいては、これを徴することができない。し

たがって、孟子・萄子にみられたような「性」の構造から出発して人間存在のありかたを

規定するといった論理は、　『易伝』からは認められないのである。ただし、そこには遺徳

的実践の範を君子に取り、かかる理想的人格を通して行為する人のありかたが語られてい

る。その内容は大別すると、修徳と教識の二方向に渉るものである。．こうした点に属目一し

ながら、『易伝』における遺徳的実践者としての人間存在のありかたを析出することが可

能であろう⑪

　はじめに、修徳の間魍に比較的多く論及している文言f云の思想からみていきたい。

　　元は、善の長なり。亨は嘉の会なり。利は謹の和なり。貞は事の幹なり。君子、仁を

　　体し、以って人に長じ、会を嘉して以って礼に合し、物を利して以って義を和するに

　　足り、貞固なれぱ以って婁に幹たるに足る。君子はこの四徳を行う者なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乾卦）

文言伝は、乾坤の二卦にっいて象イ云・象伝の趣意をさらに敷術的に説明したものであるが、

ここでは乾卦の卦辞‘2，に遭憾的意味を付会して、君子の四徳として説明したものである。

「元」は天にあっては物を生む始まりを象徴し、それが人に投影しては「仁」徳を象徴し、

仁憾は遺徳的価値（善）の頂点であるとされ、またかかる愛（仁）をもって人の上に立っ

ことができるという。「享」の漉は人の巣まるところを嘉するというのは、嘉が美に遜じ、

それはまた礼容の美すなわち礼義を象徴するものであり、人々の間に礼を行うことである

という意昧に立脚している。また、　「利」は、　「毅」によって理非曲直を峻別することか
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らくる対立関係を調和あるものとし、人々がそれぞれに宜とするところを得させる徳であ

るとされる。さらに、「貞Jは正しいところを守ることであり、その故に君子は事を行う

その根幹（中心）たりうると：いうものである。以上が上文の解釈であるが、ここから知ら

れるように、かかる四徳を身に負うた「君子Jは、おのずから「君圭」と重なってくる。

そしてその傾向は『易伝』の各伝にっいてもいえることであるが、かといって『易伝』の

「君子Jを直ちに「、君主」におき換えるのは早計であろう。一般的に有徹者として語られ

る場合においては、それが必ずしも「君主」に限定されていないことに留意したい。

　さて、文言伝は、こうした君子像を措定しながら、君子たるべき徳目ならぴに教譲をも

示している。それらを列挙すれぱ以下のようなものである。

　①魔琶をこれ憎にし、魔行をこれ謹み、邪を閑（ふせ）ぎて、その誠を存す。世を善く

　　して伐（ほこ）らず、憾、博くして化す。

　②君予は徳に進み、薬を修む。忠信は、徳に進む所以なり。辞を修め、その誠を立つる

　　は業に居る所以なり。至るを知りて、これ、に至る、ともに幾を言うべきなり。終わり

　　を知りてこれを終う、ともに義を存すべきなり。’＝；〕

　③上下常なきは、邪を為すに非ざるなり。遼退恒なきは、群を離るるに非ざるなり、

　④君子は学以ってこれを巣め、間以ってこれを弁じ、寛以ってこれに居1）、仁以ってこ

　　れを行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上、乾韮ト）

　⑤君子は、敬以って内を直くし、義以って外を方にす。敬義立ちて、徳、孤ならず。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坤卦）

すなわち、①の主意は、日常の書行に偽りなく、またこれを融み、邪念を防いでr誠」の

憾を守るということにある。②では、日々憾行に励み、忠憎を圭と：して憾を商くし、こと

ぱに偽りなく、「誠」の徳を体得すべく修業するということがいわれ川、徳の到逮点を見

定めてこれに到達すべきであること、修業においては、その終着点を知って、そこに至っ

て終わるべきことが記されている。③は九四の交辞に、「あるいは躍りて淵にあり、讐な

しJという一一旬に続く部分である。ここでは邪を防ぎ、遊退に恒常性があるべきことが教

言睡とされている。それとともに、醤過できない点は、明らかに「群Jが承認されているこ

とである。これを、さきの乾卦の四徳に関する記述のなかで、外在的な礼（「礼に合す」

とある）に言及されていたこどと思い合わせるならば、およそ文言伝においても葡子思想

からの歴然たる影饗は否定できないであろう。④は、学間の必要性と、寛恕、仁愛をもっ

て政事にあたることをいったものである。⑤においては、敬（つつしむ）と義とが、それ
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ぞれ対己対他にかかる徳として挙げられている。己の内心を正直にし、外形を正しく（方

正）すれぱ、その徳は孤立的ではありえないという謂は、いい挽えれぱ、　『論謡』の「徳

は弧ならず、必ず隣有り」（里仁篇）という主意、と同様に、かかる徳をもっ者は必ずや類

（仲間）を得ると理解してよいであろう。

　かかる君子が、「隅Jないし「陽気」の横極性。能勤性に象徴されるのに対して、他方

では、「陰」（「陰気J）の消極性・受動性に象徴される臣下のありかたにっいても、っ

ぎのように言及されている。

　　陰は美ありと雛も、これを含んで以って王事に従い、敢えて成さざるなり。地の遺な

　　り。妻の遺なり。臣の遭なり。地の遺は成すこと1なくして、代わって終うることあり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坤卦）

ここでいわんとする意昧は、さきにもふれたように、く陰の適として、己に葵点はあって

もそれを包み隠して表に現さず、王者の仕事に従事し、あえてみずから率先して成就しよ

うとはしない。これが、地の遺であり、妻の遭であり、臣の遺である。かかる地の道（こ

の地は前三者の総称であり、地の遺とは「陰」をシンボルとするあ｝）かたである）は、み

ずから欄極的に成就を期して動こうとはしない。王（隅～天）の発動を待って、王者の仕

事を完遂しながら、その功は王に譲る＞というものである、ここから知られるように、こ

うした君子の概念は、陰陽論と儒家の遺徳層、想とを巧みに融合したところに成立したもの

であり、陰陽の横極・消極とは、そのまま習臣の高下とその対待的関係を象徴するものと

されているのである。

　これによってみると1、文蕎’伝の倫理恩想は、隙陽諭を巧みに取り入れながら、遺徳論を

基底として為政諭に渉る儒家的理念を構築するものであったといえる。より勝識にいえぱ、

それは、群を想定し、群秩序どしての礼を承認するもので、その頂点に立っ君主（君子）

に対しては、誠の徳を中心とする緒徳を修め、あわせてその実践を欄棚的に押し遮めるこ

とを要請するものであり、また他方で臣下に対しては、君主に従順な処しかたを求め、両

者の関係を陰陽二気の積極と消極とに見立て、これを対待の論理のなかで調和したもので

あった。また、さきにもふれた「君子」と「君主」の意昧領域についていえぱ、臣遺を得

た者もまた「潜子」の範畷に包摂されるわけであり、したがって、「君子」とは広義には

有徳者一般であり、また狭義には「君主」であることも以上の所説によって知られるので

ある。

　そこで、肴子たる者の実践のありかたについて、繋辞伝に即してさらに検討してみよう。
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①鵬鰯陰に在り、その子これに和す、我れに好爵有り、吾れ爾とともに廉せん。子日く、

　君子、その室においてその書を出だす、醤けれぱ千里の外これに応ず。況や近き者を

　や。…書は身より出でて、民に加わり、行いは適きより発して逮きに見わる、菖行は

　君子の枢機なり、枢機の発は栄辱の主なり。書行は君子の天地を鋤かす所以なり、慎

　まざる可けんや。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上・第六童）

　乱の生ずる所は、書語を以って階と為す。君子、密ならざれぱ臣を失う、臣、密なら

　ざれぱ身を失う。幾事、密ならざれぱ害成る。ここを以って君子、慎密にして出ださ

　ざるなり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・第七童）

②初六は、籍（し）くに白茅を用ってす、笛禿し。子日く、萄しくもこれを地に錯いて

　可なり。これを籍くに茅を用ってす。何の替かこれ有らん。慎の至りなり。それ茅の

　物たる薄けれど、用は重んずべきなり。　　　　　　　　　　　　　　（同上）

③労藷推たる君子、終わり有り、吉。子日く、労して伐（ほこ）らず、功有りて徳とせず、

　厚きの至りなり、川徳には盛といい、礼には恭という。謙なる者は、恭を致して以っ

　てその位を存する者なり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

④易に日く、負い且っ棄る、憲（あだ）の至るを致す。負うとは、小人の塾なり。乗る

　とは君子の器なり。小人にして君子の器に乗れぱ、盗これを奪わんと思う。上、慢に

　して、下、暴なれぱ盗これを伐たんと恩う。慢蔵は盗を言毎（おし）え、冶容は淫を言毎

　う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

⑤子日く、小人不仁を恥じず、不鐵を畏れず、利を見ざれぱ動かず、”噌、横まざれぱ、

　もって名を成すに足らず。悪、櫨まざれぱ、以って身を減するに足らず。小人、小醤

　を以って無益として為さず、小悪を以って傷（やぷ）る無しと為して去らざるなり。

　故に悪欄んで掩うべからず。罪、大にして解くべからず。易に日く、校（カ）せ）を何

　（にな）いて耳を滅す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下。第三童）

⑥子日く、危うき者は、その位に安んずる者なり。亡ぶる者は、その存を保っ者なり。

　乱るる者は、その治を保っ者なり。この故に、君子は、安くして危を忘れず、存して

　亡を忘れず、治にして乱を忘れず。ここを以って身安くして国家保っ可きなり。易に

　日く、それ亡びんそれ亡ぴんと1して、包桑に繋がる。　　　　　　　（同・第四童）

⑦子日く、徳薄くして位尊く、知小にして謀りごと大に、力少｛5〕にして任重きは、及ぱ

ざること鮮し⑪易に日く、鼎足を折る、公の蜘覆（こ1£）すパの形渥（あく）た

り、凶。言うこころはその任に勝えざるなり。 1同上）
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⑧子日く、幾を知るはそれ神か。君子は上交して諮わず、下交して多重れず。それ幾を知

　　るか、幾は動の微にして、吉の先づ兇るるものなり。君子、幾去みて作（た）ち、日

　　を終うるを俊たず。易に日く、石に介たり、日を終えず、貞にして吉。介たること石

　　の如し、寧（いずく）んぞ日を終うるを用いん、断じて識るべし。君子は微を知り彰

　　を知り柔を知り剛を知る。万夫の望なり。　　　　　　　　　　　　　　（同上）

　⑨子日く、顔氏の子はそれ殆ど庶幾からんか。不善あれば未だ嘗て知らずんぱあらず。

　　これを知れぱ未だ嘗て復た行わざるなり、易に日く、遼からずして復る。悔いに概（

　　いた）ること充し、元吉。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同上）

以上は、繋辞伝にいうどころの教言壕の内容を摘録したものであるが、これらに補足を加え

ながらその意昧をより闘明してみよう。

　①の内容は、醐］らかに書行を懐むことをいうものであるが、冒頭に中孚卦九二の交辞を

引いているところからみると、　「感応」ということにも意義をもっらしいことがわかる。

っまり、その交辞の意、味は、〈鶴が物陰に嶋けぱ、その子は姿がみえずともこれに和す。

わたしによき爵（爵位、ないし杯と解される）がある、これを汝とともにしよう＞｛6〕どい

うものである。交辞の後半は君子の枢機としての言行ということとすっきりとっながらな

いが、「鴫鶴」に意妹があるとみるぺきであり、君子の言行が他者を感化することの重要

性を説いたものと解される。また、「子日く」とあるのは、いうまでもなく孔子に仮託し

たものであるが、繋辞伝をはじめとする『易伝』の作者が孔子でないことはもはや疑いよ

うがない。．第二の引用文は、すでに自明のように、もっぱら「こと：ぱ」に謹むことを教識

したものであるが、それが「乱」にいたる階梯として、いわぱ時間的推移の観念を伴うも

のであることに注意したい。

　②は大過卦の初六に、「お供えの皿の下に白いちがやを敷く、替はない」とある交辞の

意昧を蚊術して、推の下に茅を蚊くという、その憧重さこそ重要であるという教言毎である。

　③に引く謙卦九三の交辞には、「よく働いて謙廠な君子、終わりには報いられる、吉」

とある、この交辞が、己に功鎖がありながら、他に遜ることをいっているどころから、繋

辞伝の作者は、徳は盛んな（高い）のが望ましく、礼は恭しいのがよいという教えとした

ものである。

　④の「易に日く」は、解卦六三の交辞を指すものである。その意昧は、「荷物を背負っ

て馬車に乗れぱ、強盗をまねく」というもので、分に不相応なことをすれぱ、かえってそ

の害を招くという欝峨である。後半の慢蔵は財産をしっかり所蔵しないこと、冶容は容貌
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を艶めかしくすることである。それらはともに、盗みや姦淫を教峻するというもので、前

半の趣旨とは若千意峡に開きがあるが、やがて到来する禍の原因は、あらかじめ已の所作

に伏在するという趣旨において、両者の意は通じているようである。

　⑤は嚇蟻卦上九の交辞に、「首かせを荷うという璽刑を科されて耳をっぶす、凶」とあ

る謂から教識を引き出したもので、小悪を去り横善を働戒する内容である。これは、文言

伝に、　「横善の家、必ず余魔有り。横不善の家、必ず余殊有り、臣その君を絨し、子その

父を拭する、一靱一・タの故に非ず。その由って来る所のもの漸なり。これを弁ずるの早く

弁ぜざるに由るなり」（坤卦）とも意蛛において通底している。

　⑥は否卦九五に、「亡びるぞ亡びるぞと白戒していれば、しっかりした根株にっなぎ止

められる」という交辞の意蛛から、安泰の時において危難を忘れることなく、存続してい

る時も減亡を志れることなく、治平の時において乱世を忘れることのないように、常に鋤

勉言璽懐に心がける旨の醤峨を導いたものである。

　⑦は鼎卦九四の交辞に、「鼎が足を折り、君主（公）の食物をひっくりかえし、あたり

一面を濡らす、凶」とあることに意義を付会したものである。その内容は、徳が低くして

位高く、智慈が小さいのに謀り事大で、力少なくしてf壬の璽い旨の戒めである。

　⑧は予卦六二の交辞に、「介然として石の如くであれば、日を終えず、貞にして吉」ど

あること：から教維を導いたものであるが、後半の字旬は意昧が難解である。小象f云にも「

中正を以ってすれぱなりJといい、六二の陰が中正の位を得ていると説明しているが、そ

れでも意映はど1）鮒い川。王弼、孔頬達、朱子等の注釈をみるところ、むしろこの難辞伝

の解釈から交辞の意昧を引き出す傾向にあるようである。その部分に閲する繋辞伝の解釈

によれぱ、予卦の六二が中正に位置することを実践の場面に適用して、諮らいなく、かっ

獅れ過ぎない君子の行動に擬えたものである。恭しさと言蟹らい、親しみと獅れ、それぞれ

の区別はきわめて隠微であることから、幾（きざし、かすかな兆候）を知るこどは君子に

して可能であるという。それが何故に可能かといえば、介然として志を守れぱその思慮は

卿蜥で、事（易の諭理では塾はまた時である）にあたっては速やかに対処できる、という

ものである。このような解釈に立つならぱ、ここで教言毎とされていることの主意は、端的

にいって幾に慎むということに収戯するとみてよい。孔穎達が、「時に当りては則ち断知

るべし」（繋辞伝下。第四章注）と疏している意妹も、っまるところはここに築約される

であろう。

　⑨の「易」とは腹卦九二の交辞であり、その意味は、「遠からずして復ってくる。悔い
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に至ることはない、大いに吉」というものである。顔回は遺に近い川、遺を外れても逮か

らずしてまた遭に戻るという。この一節は、遭を改めて醤に遷（うっ）ることを教えるも

のである⑪

　ここまでのところから、ほぼ明らかにされたように、遺徳的実践者としての君子の要件

を規定した諸々の教識において高調されている内容は、①言行に懐む、②小勢をなおざり

にしない、③礼譲をもって位を保っ、④分相応、⑤横善に心がける．、⑥安楽の時に居て危

難の時を忘れない、⑦己の本分を弁える、⑧幾に慎む、⑨改過遷醤、といった事柄にほぼ

収敏するものであった。そして、これら教言毎事項において儒家の遺憾が色漉く反映してい

ることはいうまでもなく、本来は多分に功利的意蛛を帯ぴている吉凶を、遺徳的善悪に転

化させているところに易を儒家思想に取り入れた繋辞伝の作者の腐心の跡も窺われる。こ

うしたことは、文書伝の倫理恩想と趣を一一にするものであり、そのことの故に従来から文

言、繋辞両伝の近緑性が指摘され、また本論の論旨もかかる定説ともいうべき見解を裏付

けたことになったのである。

　ここでさらに璽要なことは、文書伝においてその萌芽が認められた変化の意味を伴う「

時間性」と＝いう鰯念が（⑤参照）、いっそう明確に打ち出されていることである。一般に

「易は時。処・位にかかる人の出処遭退を囎らかにする」といういい方がなされるが、以

上の所論からいうならぱ、そのなかでもとくに璽要視されるべきは「階」の観念である。

ここでいう「時」とは時間の推移ということであるが、繋辞伝、文雷伝においては、それ

が前節で論じた陰陽の循環・交轡の無窮の変化と表裏の関係にあるといえる。ところで、

「処」はごく簡潔にいえぱ「場Jである。それは人と人とがかかわり合うところであり、

人倫的関係をもそこに包摂するものである。また「位」は端的にいえぱ身分であり、すで

に文言伝のなかで指摘したように、これを「群」と相即的に捉えてよいであろう。そこで、

この三者の関連にっいていうと、まず「処」と「位」はときに意味領域を等しくしている。

一『馴云』の舳乍時代という要素を勘薬すれぱ、両者が相即するものであることは容易に説

明がっくと思われる。そして、「処」ないし「位」にかかる人倫的関係の構造は対立と相

待を基底としながらも、そこには「時」（変化）の観念が賛ぬいている。ということは、

その対待的関係が、実は固定的でも不変的でもないということである。こうしたことは、

万有の存在を対立・相待とみると同時に、循環。交替の相のなかに提えたr易伝』の論理

を想起することによって説明がなされうる。

　このような視点から、さきの教識と1された内容をあらためて見直してみるど、そこには
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対待を根底とする人と人のかかわりということが、変化を基底とする時間性のなかに措定

されていることをはっきりと看取することができる。たとえぱ、書行に憤むという教言毎に

しても、それは単に自他の関係性だけを摘出し拙象するところにおいていわれているわけ

ではなく、書語行為は時間的推移の地平のうえで「乱」と結ぱれている。かかる時間の観

念の存在をもっとも明確に示しているのが「幾に慎む」という内容である。以上の観点か

らいえぱ、これら教言毎楽項の核心がここにあるどいっても過言ではないであろう、一この

ような時間の観念は、繋辞伝、文言伝に先行すると醤傲される象伝、象伝においては明確

ではない（9〕。このことは、従来から『易伝』の中心思想が繋辞伝、文言伝にあるとされる

理曲の一端を盛付けるものである。それと同時に、これから明らかにされるように、この

ことは天命思想とも深い関わりをもっと考えられる。一

　以上の論述内容を要約すれば、およそ以下のようにいうことができるであろう。すなわ

ち、　『易伝』における遺憾的実践者とは、まず不断に変化する種々の状況に誤りなく対応

しうる存在であり、いい換えれば、時処位に応じて分を守り、またその分に適って、常に

逮やかに主体的行動のとれる存在である。換言すれぱ、それは、行為する圭体としての「

なる存在」としてのあるべき自己（われ）を自覚し、その行為のうちに遭を継承すること

が蜘待される存在である。かかる適憾的実践の徴表、すなわち理想的人樒が、肝易f云』に

おいては「君子」と呼称されているのである。

3、天適と人道（聖人と君子）

　以上においてわれわれは、遺徳的実践の準則が天遺の継承にあり、その徴表ともいうべ

き存在が「君子」とされたことについて述べてきた。ではr馴云』において、現実具体の

なかで遭徳的実践は如何にして遂行されうるのであろうか。この間魍は、存在の理法（天

遺）が、どのような論理によって実践の理法（人遭）として、人（君子）の行為に体現さ

れうるのかを間うことである。賛言を要するまでもなく、『論諮』には、「子日く、人能

く適を弘む。遺の人を弘むるにあらず」（衛霊公篇）といい、繋辞伝においても、「萄し

くもその人に非ざれぱ、遭、虚しく行われず」（下。第七章）といわれている。人閲の主

体的営為によって、天遺は人遺となる、っまり遺徳は遂行されるのである。ところが、易

的論理のなかでは、天遣は無媒介に君子の知り行うどころとなるのではなく、形而上～天

遣に対して、形而下～君子（人間存在）が関与する特殊な関わり方が設定されている。こ
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のことは、

　　聖人、圭トを設け銀を観、辞を灘けて吉凶を明らかにす。…君子居て安んじるところの

　　ものは、易の序なり。楽しみて玩ぶところのものは、交辞なり。この故に、君子屈れ

　　ぱ則ちその数を玩び、鋤けぱ則ちその変を観てその占を玩ぶ。ここを以って天よりこ

　　れを祐く。吉にして利しからざるなし。　　　　　　　　　（繋辞伝上。第二童）

という文童のなかに端的に示されている。すなわち、君子は易（占簸）に与ることによっ

て、安心立命を得るものとされ、また、その占笠は聖人によって人間世界に齋されたもの

だという。っぎのことぱは、聖人と君子との境界をいっそう鮮明にし、両者が別々の層位

に配されてあることを咽確に示しているであろう。

　・子日く、欝、言を尽さず。書、意を尽さず。然らぱ則ち聖人の意、それ兇るべからざ

　　らんや。子日く、聖人、象を立てて以って意を尽くし、卦を設けて以って憎偽を尽く

　　し、繋辞して以ってその奮を尽くす。　　　　　　　　　　　　（同・第一二章）

ここにおいて注意したいことは、〈聖人の心意は書によらずしてむしろ卦象とその辞に尽

きる＞というのは、「書」を蔑にするものではないと1いうことである。繋辞伝においても、

君子たるべき要件としてのr言Jの璽要性はつとに注意されていた。すなわち、「言行は

君子の枢機なり」（上・第六童）といい、　「乱の生ずるところ言語以って階と：為す、……

ここを以って君子、慎密にして出さざるなり」（同。第七章）とあったように、言行に慎

むべしとする教譲は繋辞伝にはっきりと携起されている。したがって、これらの主意は、

「君子Jと「聖人Jと1を緒ぶ媒介者として占簸があるということ、換言すれぱ、「聖人」

とr君子」のふたつの範臓の間に「占鑑Jを介在させ、かかる媒介者によって、「君子」

が天遭の運行に与るという意蛛を表白するものにほかならないいo）。いまこれを図式的に

結んでみると、形耐下（人適）と形耐上（天遭）との対応という論理においては、個別具

体の人間存在と聖人との相閲という理論として把捉することができると同時に、かかる論

理においては、形而上の遺を表現する媒介者として’の占撞は、必然的にその不可欠の要素

とならざるをえないということである。

　ここからは、要するに、人間の遭徳的行為と天遺との間にはなお懸隔のあることが知ら

れるとと：もに、r易伝』においては、占簸の役剖がなおも確保されていることを物謡って

いる。「君子Jは遣徳的実践者の指標であり、修養論の中心であるといえるが、その到連

目標は人倫の領域のなかに設定されていることを確認しておく必要があろう、しかし、人

間主体による遺徳的実践の範囲が人倫に限定されていることは、以下に述べるように、結
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果としては卿術的傾向を払拭していないとはいえ、『易伝』があくまで遭徳・思想の書で

あって、呪術・宗教の審でないことの証左でもある、またここには、こうした「君子」の

概念と相表窺して「聖人」の概念に対する著しい抽象化。理念化があったわけであるが、

r聖人」については、後述することとし、ここであらためて天遺と人遺の媒介物としての

「占笠」（占い）の意義から問い直してみよう。

①、占鑑

　占笠の究極目的は、すでに引用したところから知られるように、未来の曹凶を判断する

ことにあった。では、なぜ来事が予知されるのであろうか。

　　数を極めて来を知る、これを占という。　　　　　　　　　　（繋辞伝上・第五童）

　　その数を極め遂に天下の象を定む。天下の至変に非ざれば、それだれか能くこれに与

　　らん。易は無思なり、無為なり、寂然不動、感じて遂に天下の故（こと）に遜ず、天

　　下の至神に非ざれぱ、それだれかこれに与らん。　　　　　　　　　（同・窮九童）

　　八卦相錯す。往を数うるは順にして、来を知るは逆なり。この故に、易は逆数なり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説卦伝・第三章）

すなわち、それは、「数」によるとされる。この「数」によって未来が予知できるという

のは、森三樹三郎氏のいうように、『易伝』が、天地の運動の法則を数理的構造を翼えた

ものとみていたからにほかならないいい。と：ころで、繋辞伝の主張する数は、あくまでも

運命を支配する天の意志を聞く呪術的遺具という外衣から、占笠の意薮をいわぱ合理的に

説明することに主眼をおくものであった。換言すれぱ、万有の存在相を卦象に映し出すも

のとしての占笠の意義は、すでに論じたような陰陽論の構図のなかに措定されているわけ

であるから、天地自然の変化を陰陽の循環・交替の論理のなかに織り込むことは、「数」

の担うべき重要な役割であったといえる。しかしいうまでもなく、このような「数」を媒

介とする天地自然の運行と易の卦象との整合性ということは、今日からみれぱ実蓄正的でも

科学的でもない。ちなみに、「馬王堆漢墓常欝」にみえていない「大桁之数五十」以下の

今本繋辞伝上第八章に相当する部分は、数理を説いたとみられる部分であるが、仮にこの

一章を勘案したと1しても、占鑓から偶然性の衣を取り去ることは不可能であろう〕ハ。醤

の蜘乍を通して得られる奇数と偶数の組合せによって一卦が構成される以上、占麸それ自

体はどのような説明をしたところで偶然性から脱却しえない。藷の操作にかかる人為の問
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魍はしぱらくおいて、占銃ないし「数Jに対する繋辞伝の説明はある種の神秘主銭を払拭

してはいないであろう。それは、右の第二番目の例文に示されているように、護の運用と

未来の運命（このことぱの意昧は後に説明する）と：は、冥冥の感応のなかに妙合するとい

うことを含意しているからである、したがって、そうした構図のなかで「数」を諮るとい

うことは、かえって数理的な合理化とは正反対の方向に占鑑を誘導することにならざるを

えず、後世の漢易（象数易）が最終的に逢着したところはそこにあったであろう。しかし

ここで注意したいことは、古来の天人思想を想起することによって理解されるように、天

意と人為とを一方的な従属関係から解き放ち、疑似科学的ではあっても両者の懸隔の間に

一種’の論理による架橘を設けたことの意義は、古代中国史における合理的思惟の腰開のう

えで、大きな進展を示すものであったどいえよう。

　かくて、字宙万物の生成変化の実相は「数Jを媒介として易の卦象に齎され、陰隅諭の

榊図に映し出されて、繋辞伝において、以下のように展開されている。

　　それ易は広なり、大なり、。・似って天地の間を言えば備わる。広大は天地に配し、変

　　遁は四時に配し、陰陽の義は日月に配す。　　　　　　　　　　　　（上・第五童）

ここで繋辞伝は、易の能力の及ぶ範囲は広大であるという⑰その広大さは天地にも比肩し、

陰陽が相通じることは、四季の変化して止まない様子に通じ、その交替のよろしき（義・・

宜、すじみちのあるさま）は日月の運行に通じているとされる、そして、そこに一定の法

則性があるというのが、前節で論じてきた、

　　一陰一陽、これを遺と謂う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（既出）

　　一闘一闘、これを変と謂う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1既出）

といった諸章において開陳されたところの内容であった。そうした易を介在させることに

よって、来事が予知されるというのが、つぎの一童である。

　　易に聖人の遺四っあり、川ト笠を以ってする者はその占を尚ぶ。…ここを以って君子

　　将に為す有らんとするや、将に行う有らんとするや、これに閲いて以って言う。その

　　命を受くるや響くがごと1く、逮近幽深、っいに来物を知る。天下の至糟に非ざれぱ、

　　それだれか能くこれに与からん。　　　　　　　　　　　　（繋辞伝上・第九章）

この点にっいて『周易折中』に引く呉澄の説によれぱ、「有為Jは「事を内に行う」こと

であり、っまりはわが身を処することである。　「有行Jは、　「外事をなす」こと、繋辞伝

のことぱでいえぱ「事薬」を行うことである。したがって、人間主体のなかに自覚された

間いに対する感応として、欝の操作を通じ卦象に現れるのが「命」であり、それがまさに
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来事を指示しているとされる。

　これを要するに、占簸は人に「命Jを告げるというこ：とが来婁予知ということの意妹で

ある。また、このことは、蓄笠の運用に際しては、あらかじめ明瞭に自覚された行動の目

標のあることが前提となることを舎意している。こうした点は往々にした閑却されがちで

あるが、仮にそれが看過されるならぱ、易は宿命論を説いたといういい方も可能となり、

ひいては繋辞伝全体の論理を見誤ることになると思われる。この間魍は後述することにし

て、まずこの「命Jの意義から論じていこう。

②、命

　r易伝』にみえるr命」の術語はきわめて少なく、その意鞍を杷握することは著しく困

難であるが、いまは、今本説韮ト伝にあり、「馬王堆漢墓鼎書Jにも認められる、

　　変を陰陽に観て卦を立て、剛柔を発摺して交を生じ、遣徳に和順し義を理め、理を窮

　　め性を尽くし、以って命に至る。　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一章）

とある一文によって考察するのがもっとも捷径となろう。万物の変化が陰陽であり、それ

が卦交に現れたものが剛柔である1川、ここでは、天遺とその投影としての卦交という構

図のもとに陰陽と剛柔の対応が述べられている。これは、形耐上と形耐下の相即という論

理形式であり、実践の間魍に移し換えていえぱ、遭（形耐上）は人間主体に獲碍されて触

（形而下）となることを合意する。ここで重要なところは、＜すでに己に獲得されてある

遺徳（徳）を守り、他者との間に義があるようにし、そうした人絡（圭体1）にして物事に

応じてそこに具わる理法（理）と、人の性に内在する理法（理）とを諦観し、命を知るに

至る〉という点にある’川。これを要約すれぱ、万物、人の性を一・賢している理を窮め、

夫命に至るという主旨である。しかし、これだけでは性、理と天命の関係はいまだ微妙な

点を残しているが、同じ説卦伝に、

　　替は聖人の易を咋すや、将に以って性命の理に順わんとす、ここを以って天の遺を立

　　て、日く、陰と陽と。地の遺を立て、日く、柔と剛と。人の遺を立て、日く、仁と義

　　と。三才を兼ねてこれを両にす。故に易は六画にして卦を成す。　　　　（第二童）

とあることによって、三者の関係は明確になろう。この繋辞伝下・第一○童と同じく画卦

を説明した一文のなかで注目したいのは、　「性命の理Jということぱであり、性と天命と

に一貫せる理にっいて論及がなされ、しかも天命が理法として認識されていることである。
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では、ここでいう天命簑理法とは如何なる意蛛であろうか。これを「遺」と対置すること

によって知られるように、「命」という限りにおいては、それが理法の一般性を意峡する

ことぱではないことはいうまでもない。この間魍を天遺と陰陽との関係から述べていくと

（地一剛柔についても、これを天一陰陽に包摂して差し支えないであろう）、前節で諭じ

たように、遺は理法であり隙隅は変化であるといえる。より勝鑑には、「一隙一陽」とい

う循環。交替のありかた、それは万物に普週的・一般的な、存在し生成することわり（理

法）であって、遺と呼称されるべきものであった、しかし、いま。ここにいるわれを起点

として、篭竹に感応し卦象に映し出される命（理法）は、理論的には、存在の理法の一般

性ではない。端的にいえぱ、存在の理法の個別性が命である。そして、この存在の理法の

一般性（遺）と個別性（命二）の関係から、人遺（実践の理法）が説明される。すなわち、

存在の理法の…般性は、人にあっては性である。それは人としてのもっとも原初的な存在

を支えるものであるが、同時に人間を禽獣から区別する程度のありかたを保証するものに

すぎない。そうした性の裁成に与るのが易書であり、占簸であるとされるのである。前述

の教講事項において、そのすべてに交辞が配置されているのは、実は意蛛のあることで、

遭憾的行為の典範となる実際的な戒めは、それを行わんとして実践を積む者にとっては遭

徳的修養の導きとなることを示峻するものであった。かくて、易書による遣徳的教纐を手

引とし、占簸によって時処位（時宜簑命）にかなって行為するところに仁義が行われる。

これがまさに人遺の実現であり、天遺の継承である。以上が、繋辞伝を中心とする『易f云』

にみえる遺徳論の構造である。

4、遺徳論における占撞の位置

　では、実際の占塞行為が『易伝』の遺徳諭のなかでどのように規定されると考えるべき

であろうか。この間魍について考寮することは、儒家的遺徳論と占笈の本質とは両立する

のかという、しぱしぱ取り上げられる課魍にっいて検討することでもある。

　そこで注目したいのは、r国語』、r春秋左氏f云』に記載された二二例にのぼる占笠記

事である。鎌田正氏は劉逢禄の所説及びこれを支持する康有為等の兇解を批判的に検討し、

その緒果としてr左f云』偽作説をしりぞけているが、しぱらく氏の説に従うとすれば、占

錐と占者（ないしこれに関与する者）の徳にかかる間魍は『易伝』の成立以前から人々の

思識にのぼっていたことが想像されるH5’、
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　そこでまず、．斑公九年伝に、

　　穆養、東宙に灘ず。始め往かんとして之を策す。艮の八に之くに遭う。史日く、これ

　　を艮の随に之．くと謂う。随はそれ出づるなり。君必ず速やかに出でん。護日く、亡か

　　らん。これ、　r周易』において日く、　「随は元亨利貞、給なし」と。…四徳萄るもの

　　は随にして袷なし。我れ皆これなし。豊に随ならんや。我れは則ち悪を取る、よく二瞥

　　なからんや。必ずここに死せん。出づるを得ざらん。

とある内容から検討を始めよう。穆妾は橡の成公の母であり、榔の三卿の一人である叔孫

氏儒如ど遡じ、季孫、孟孫の二卿を追放しようと謀って失敗し束宮に幽閉された。東宮に

移った頃に史官に占わせたのがこの餓占で、史官はおそらく策辞によったものと思われる

が、逃やかにここから出られると断じて櫨護を慰めている。劉大鈎氏も指摘するとおり、

この籏辞は吉辞であることは疑いなく、史官の占断もそれ自体として誤りとはいえないで

あろう｛16，。このことぱに対して稚一姜は、随卦に「無給」どあるのは．元亨利貞の四徳を有

する人にとってであり、わが身に四徳が、輿わらないことに照らして、必ずやここに死ぬで

あろうといい、史官のことぱを退けている。はたして穆姜は幽閉のうちに籍去した、

　また、肝左伝』昭公一二年の伝に記された南洲による謀反の企てに関しては、つぎのよ

うな占策の記璃がある。商榊が圭君の季孫氏平子に抗して挙兵しようとし枚館（目的を明

示せずに占簸）したところ、　「坤の比に之く」という占卦を得た。彼はこの場合の主交で

あるj＝巾卦の六五の交辞に「黄裳元吉」とあることからこれを吉占と判断したが、念のため

樽の大夫の子服恵、伯に間うた。恵伯はこう答えている。

　　吾れかってこれを学べり、忠儘のことなれぱ可なるも、然らざれぱ必ず敗れん。…外

　　内偶和するを忠となし、薙に．率うに信をもってするを共となし、三徳を供養するを善

　　となす。この三者にあらざれぱ当らず。かっそれ易はもって険を占う可からず。…・“。

一兇して閉かなように、ここにおいては占者の徳の如何によって術往にして誤った占断を

碑き出しうることが述べられており、そもそも易というものは険悪な事を占ってならない

とさえ明書しているのは、占簸に対して、呪術に代わる新たな性格づけを行ったものであ

る。しかも恵、伯が、　「猶お閥くるところあらぱ、籏沓なりと＝いえども未だし」といい、三

徳が貝わらなけれぱ雛が吉であったとしても卒の1当否はわからないとさえ述べている。

　これらの琳例に共遁する思’帷は、占椛と占断とを触との迦閥によって絡んでいることで

ある。しかも、穆着の場合には占断の結果をr命」と1してみずから引き受けたのであり、

宿・命論に概われて白己の韮休性を没却したのでないこどは閉らかである。加藤大括氏が、
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穆姜を称して、「『淫妖不貞』の婦人として片付けてしまうのには悩しまれるほどの資性」

｛川と表現しているのは当を得ているであろう。穆萎自身がみずから自悔して「悪を取る」

といったのが事実と＝すれぱ、確かにそれは自己自身と厳しく対座し、過去に連なる自已を

超克することによってはじめて発せられたことばであろう。

　また同時に、こうした占笠の事例は、人が単に無自覚的に天遣から逸脱する消極的な臼

由を保持しているぱかりではなく、占断を享受するも忌避するも結局のところ占者の意志

決定に委ねられることを示したものであり、このことはとりもなおさず宿命諭的な運命観

の否定にっながる思惟であったといえる｛川。すなわち、占断を単に宿命的なものとかた

ずけてしまうことは、未来を昆遜してすべては予定された成行きのなかにあると断じるの

と同義であるから、そこには当為の間魍は存在しない。それぱかりか、占うということ白

体が無意蛛とされねばならない。なぜならぱ、現実の塾態に直面して「われ如何にある可

きか」、「われ如何に為す可きか」という間いが、そもそも存在しえないからである。

　ところで、そうすると他方では、徳者においては占簸の用が捨象されてよいとする兇方

もできよう。本田済氏〔9〕、および劉大鉤氏（前掲醤、同前二）等はこの点を指摘する。こ

の間魍は、荷子が、「善く易を為める者は、占わずJ（大略篇）といっている内容に帰納

すると思われる。苛子のことぱは、はたして荷子本人のことぱかどうかは確認できないけ

れども、いうところの「善為易者」とは、苛子の思想に即して考えれぱ現実的・具体的存

在者を指すものと理解できる。これに対して、　『易伝』では易の体会者ということの究極

には「聖人」が設定されていることに注意しなくてはならない。ここには、聖人の概念に

対する著しい抽象化があったのである。すなわち、人が遺徳性を陶冶することと、神明に

与り天地の化育に参画することとは、確かに相即している。しかしそれらは、同時に層位

を異にするものとして措定されていることによって、占笠が遺徳論の体系内に受容される

余地を残したことは指摘したとおりである。このように、修徳の窮境に至って「易を為め

る」ことと、真の易の体会者という聖人の境泣との間には、なお両者の媒介物としての占

笠を入れる余地があったのである、

　かくて、真に易を知るということ1自体を理念化することは、占麸の必要性を捨象すると

いうことではなく、むしろその璽要性を強調することに等しいことになる。人間主体（君

子）にとっては、修養と占笠（易）の運用とは、天遺と人遺とを統合して「開物成務」（

繋辞f云上。第九章）を遂行する聖人、っまり理念的人格への階梯であるとされる意妹も、

反面ではそこに占蛍を独く位蟹づけることにつながったのである。こうして、天命、鬼神
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は新たな意義とともに復活したのである。

　さて、最後に残された課魍がある。すなわち、’突践の目的が天命によって指示されると

され、しかもその媒介となるのが占簸であるとされたこどから、かかる占笠（易）と天命

との一致を何が保証するのかという間魍がある。すでにふれたように、そこにもやはり聖

人の概念が設定されている。すなわ’ち、

　　聖人、卦を設け象を観、辞を繋けて吉凶を明らかにす。…君子居て安んじるところの

　　ものは、易の序なり。楽しみて玩ぶところのものは、交辞なり、この故に、君子居れ

　　ぱ則ちその数を玩び、動けぱ則ちその変を観てその占を玩ぷ。ここを以って天よりこ

　　れを祐く。吉にして利しからざるなし。　　　　　　　　　　　　　　（既出）

君子は易（占簸）に与ることで、安心立命を陽るといい、占簸は聖人によって人閲世界に

齋されたというのが、それである。こうしたことぱは、以下の諸章においても看取される。

○聖人有以兇天下之俸蚕而擬緒其形容、象其物宜、是故謂之象、（繋辞伝上・第六童）

　○是故天生神物聖人則之、天地変化聖人効之、天垂象見吉凶聖人象之、河出図洛出書聖

　　人則之、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同・第一一童）

　○是故夫象聖人有以見天下之晦擬諸其形容象其物宜、聖人有以見天下之動、而観其会

　　通、以行其典礼、繋辞罵以断其吉凶、是故謂之交、　　　　　　　　（同・籍一一二童）

　○吉者包犠氏之一王天下、仰則観象於天、臓則観法於地、観鳥獣之文与地之宜、近取鰭身

　　遼取諸物、於是始作八卦、以通神明之憾、以類万物之憎、　　　（同f云下。第二童）、

　○昔者聖人之作易也、将以順性命之理、是以立天之遭日陰与陽、立地之遺日柔与剛、立

　　人之遭日仁与薮、兼三才而両之、故易六画而成卦、　　　　　　（説卦f云、鏑二童）

ここで述べられているように、「聖人」は天地（字宙）の造化の妙に通暁し、これに倣っ

て易を製作した存在である。同時にそれは、

　　黄帝、尭、舜、衣裳を垂れ天下治まる、蓋し諮を乾坤に取る、（繋辞伝下・第二章）

とあるように、もっともすぐれたれた易の運用者とされる。これに類似する記述は、繋辞

伝下・第二童を巾心として繰り返し、散見される。一見して明らかなとおり、この「聖人」

は天遺と同じ層位において措定されているのであって、それはいわぱ遺の擬人化ないしは、

いわぱ人樒的表現と奮傲すことができるであろうf2ω。天地自然（宇宙）と聖人、易の三

者を一体とみる考え方は、繋辞伝に限らず『易f云』各伝にも通底するきわめて特色ある思

惟である。その主張するところが、聖人の著しい神格化（抽象化・理念化）を意味するも

のであることはいうまでもない。占銃の運用を含む易の機能と天地自然の変化の整合性は、
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『易f云坦の論理のおいては、　「易は天地に準ず」（繋辞伝上。菊三童）とあるように、っ

まるところ場一天地齋同の説を根拠とするのであるが、それは同時に易的論理の出発点で

あり、また到逮点でもあった。ということは、この閲魎についての十分な説醐はなされて

いないと＝いうことであり、「聖人」の概念にその整合性の根拠が帰納されているにすぎな

い。無諭、こうした説明は、今日からみれぱ何ら合理的なものではないが、占策の理論に

限界のあることは、あらかじめ予想されたことでもある。あくまで、それが意図するとこ

ろは、かかる「聖人」概念を剣出することで、究極的には、占餓目的が遭徳目的に緒合す

ることを説くことにあったと理解される。別の視点からいえば、この論理は、人倫を率い

て共同休の共逝目灼へと遇遮する「承子」の概念を定立し、さらに天遭を・写した場を媒介

とすることによって、それを聖人という上位概念に合一させ、天と人（天遺と人遭）の相

闘を棚長するものであった。また、このことは、他方では占籏から宗教的儀式という古来

の呪術的性楮を払拭して、これを遺徽諭の鰍臓に定位したものともいえる。

　そして、この「聖人」概念の著しい理念化というこどは、天命の新たな澱鵜と1禍候って

天と人との関係を論理的に一応は位履づけることになった。太古における天人関係を、占

籏を媒介とした天の権威への隷属関係として規定するならぱ、繋辞伝の論理は、これに代

わる天人の柵閲閲係の成立を意昧している。こ：こに、新たな天の権威が復渦したのである、

注、

　（一）子日、遭之不行也、我知之集、知者遡之、愚著不及也、遭之．不囎也、我知之夷、賢

者過之、不肖者不及也1、人菓不飲食也、鮮能知味也、。（『中魔』第四童）

　（二）この乾卦の卦辞「元亨利貞」にっいては、歴代のさまざまな解釈があるが、ここで

は李鼎杵『周易築解』に「子夏易伝」を引き、　「元始也、亨逓也、利和也、貞正也」とあ

るに従って解釈しておきたい、講注もほぼこれに倣っているが、しかしこれはあくまでも

『易伝』からみた場合の解釈であることにも留意しなくてはならないであろう。付言すれ

ぱ、　『易経』の原義としては、おそらく高亨『周易古経遜説』（中華書店、一几六三隼）

が三着張しているように、「元、大也。亨、享祀之事；利、利益之利；貞、即貞ト之貞也（

第五篇「元亨利貞解」）と解釈するのが正鵠を得ているであろう。なおこの一節以下は、

『集解』および『本鵜』、『正義』を参照しながら解釈した。

　（三）「ともに幾を喬うべきなりJは原文では、一般には「可与幾也」で、　「書」の字が
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ない。いま李鼎酢『周易巣解』に従って、　「蓄」を補った。本田済『易』（靭日新聞社、

昭和西一年）一五～一六頁、参照。

　（四）武内義雄氏は『易と中庸の研究』（昭和九年、　『全巣』第三巻、岩波書店、昭和…

八年、所収）において、こうした点を掘えて、文言伝の遭徳思想、と1りわけ徳論の中心が

「誠」にあることを指摘している（一三九頁）。強いてその中心を求めるならぱ氏の主張

は首肯されると：思われる。

　（五）『正義』は、「カ小」にっくるが、院元の校勘記、　『巣解』に従って「少」にあら、

ためた。その理由はすでに「知小」とあって、さらに「力小」とすれぱ、　「小」が重複す

ると考えられるためである。

　（六）高亨『周易大伝今注』（斉魯書社、一九七九年）は、この交辞を貴族の父子がその

爵位を世襲することの調と解している（四七九～四八○頁）。

　（七）予卦六二の交辞の前半と後半部分を整合的に結ぶとすれぱ、朱子『本義』に指摘す

るように、　灰大学迎の「安んじて后に能く慮し、慮して后に能く得Jという論理をもって

するのが妥当であると思われる。

　（八）『正銭』の韓康泊、孔穎逮は「幾に庶（ちか）い」と解釈して上文と同様の意昧に

捉えるが、ここでは、朱子の解釈に従って、「庶幾」を「近い」と訓んだ。そうするど、

やはり朱子がいうように、その目的語を「道」と解するのがもっとも素直である。

　（九）金谷治『秦漢思想史研究』（昭和四五年、日本学術振興会元版発行、昭和五六年、

平楽寺欝店、加訂増補）にすでに、この点に関する諭及がある（三九二～三九三頁）。

　（一○）王新野「『棚』『孟』与『馴云』」（「周易研究」…九八八年二期）のなかで、

「監了と馴云の君子は聖人と同鞍である」と述べているのは、　『易伝』に閲するかぎり、

誤りであるとしなくてはならないであろう（三五頁）。

　（一一）『上古より漢代に至る惟命鰯の展開』（創文社、昭和四六年）…四八頁。また、

氏は『漢曹』芸文志の数術略瀞を引きながら、そこに天文・歴竃い五行・醤租。雑占。形

法の六家がいずれも数を用いたとされることを前置きして、とくにその形法家が、「鬼神

有るに非ず、数おのずから然る」と説明されていることを挙げて、未来予知は「運命を支

配する榊の意志を間うのではなく、数そのものに内在する理による」（一四七頁）という

見解を披濯しているのは、きわめて示唆に富むものである。

　（・一二）確かに「河図・洛書」の名があり、一般に繋辞伝の「大衙之数五十、其用四十有

九」で始まる、　『易f云』においてほとんど唯一いわぱ「数の理論」を説く一段としぱしぱ
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結び合わせて解釈される。しかし、現在われわれが目にすることのできる河図洛書なるも

のが、　『論語』ないし『欝経』にいわれているそれと同一視されてよいのかは甚だ擬閲で

ある、むしろ、これは宋の郡康節の創始にかかるもので、朱子が『周易本義』に納めたの

が現存する河図洛書と『易伝』との関係の始まりではないかと考えられる（原田正已「河

図洛欝0）一考察」、　「東洋文学研究」…六号、昭和四三年。氏の論旨もその起源を明確に

しえないとする緒論に落ち着くようである）。また、そもそも「大桁之数五十りの一説

は、雑築とされる繋辞f云のなかでも比較的新しい部分と想像される。『易伝』の成立以前

から占簸法があったことは否定しようもないわけであるから、何等かの「数の理論」は存

在したであろう。しかし、それは半ぱつけたりとして後々「伝Jに付加され、現行本の繋

辞伝においてさえ主たる位置を占めておらず、しかも数理というにはあまりに貧弱な理論

であるということから、『馴云』の編纂。剛定の過程においては数理に関心があったので

はなく、むしろ遣徳論に注意が向けられていたと考えざるをえない。しかも、・その遺憾論

は政治論から分離されない、多分に統治としての意薮を帯ぴるものであった。なお、繋辞

f云上・第八童が後世の付加であり、先秦の笠法でないことは張政フ娘「易弁」（「中国哲学」

第一四輯、一九八八年、人民出版社）がすでに明確にこれを指摘している、

　（一三）この場合の「陰隅」と「剛築」にっいては、韓康伯が同伝の第二童の注に、「陰

陽はその気を言い、剛柔はその形を言う」といっている。ここでは、天地・卦交に即して

それぞれ陰陽・剛柔がいわれていると解釈してよいと思われる。

　（一四）この解釈は、　肝折中』に引く項安世の「遺即命、触即性、籍即理、和噸於適徽而

理於載、窮理尽性以至命、反復互蓄也」、および肝朱子語獺』巻七七（中文出版社刊行木）

を参照した。

　（一五）『春秋左氏f云』にみえる占筑の事例は以下の鰯所である。荘公二二年f云、関公元

年伝、関公二年伝、憾公一五年伝（二例）、憾公二五年伝、宣公六年伝、宣公一二年伝、

成公一六年、嚢公九年伝、襲公二五年伝、襲公二八年伝、昭公五年伝（二例）一、昭公七年

f云、昭公一二年伝、昭公二九年伝、昭公三二年伝、哀公九年伝。このなかで、先頭から数

えて、第二、三、四、九の事例が『易経』によらないと認められるだけで、あとはすべて

r易経』を用いたものらしい。宣公六年の記事にはr周易』の名がみえている。ただし、

『春秋左氏伝』には劉微の偽作説もあり、この点からだけでは『圃易』の成立も論じられ

ないであろう。また、占撞の辞がことごとく的中しているのも、それが後世書かれたこと

を証示しているが、本諭では鎌田正『左伝の成立とその展開』（大修館書店、昭和四○年）
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に従ってr春秋左氏伝』の成立を一一応は先秦（戦国中期）の頃とみておきたい。

　（一六）『周易概諭』（斉魯書社、一九八六年）一三八頁。

　（一七）『春秋左伝占謡考』（紀元醤房、昭和四二年）一五三頁。

　（一八）鈴木由次郎「易の運命観」（『中央大学八十周年記念諭菓（文学部）』昭和四○

年）、参照。

　（一九）『易学ガー一八～一二五買。

　（二〇）根本通明『周陽象譲弁正』（恨本博土遺著、昭和一二年）には、　「易即天地、聖

人即易、聖人生知、与天地同神、故其作場、与天地同、惟其能彌総浬合乎天地之神、天下

之遺、而与天地為一案、藩聖人之作易也、仰観天象之文童、腋察地形之彊理、草木之栄棺、

以画卦設象、」（九五○頁）とあり、易、天地臼然、聖人の三者が一体であるどする兇解

が示されている。このように解釈するならぱ、聖人とは遭のいわば人格的表睨であり、な

いしは擬人的表現であったといえる。

第四節、小緒

　太古の有意志的天は、　r易伝』において万物の自生・自化・自転として新たな角度から

認識されたのである。この背景には、天文。暦数に代表される自然思想の深まりというこ

とと相表裏して、人間圭体に対する覚醒という点もまた座視できない璽要な要素であった。

こうした思想的傾向は、人間の思惟の能力にf菖楓をおくものであり、その自然観・人間観

に着目すれぱ、それは、すでに論じてきたような古代儒家思想の腿開と融合するこどによ

って成立したものであった。そして、とりわけその自然鰯に注目したと：き、古代儒家思想

からの連関において注意されねぱならないのが荷子の思想であった。

　すでに述べたとおり、荷子において礼の根拠は自然界の法則惟であるところの天遭にお

かれていた。礼は天遺の一螺として思識され、当為を含むが故に実践の理法であった。し

たがって、荷子恩想においてすでに、自然法則（存在の理法）と実践の理法との相関（な

いし合一）ということは、明確に思議されていたのである。しかし、自然法則が直ちに礼

（実践の理法）ではないとする「天人の分」の諭理によって、このことは萄子においては

重要な意吠をもちえなかった。というのも、かかる諭理は、天為と人為を区切ると1いう日凹

確な意昧を伴うものであったから、「性偽の分」とも符合して、その基底において統一が

予想されているにもかかわらず、教説の上からは白然界と人間社会との因果閲係は否定さ
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れ、その故にかえって人間の主沐的実践を強調するというものであった。そして、この「

天人の分」の論理から析出される「命」は、自然法則としての天遺にかかる命と、人遭に

かかる命という二義性をもっものであった。人遺にかかる命が人間の主体的実践による価

値の創造という独自の頷域を独調する反面において、夫遭にかかる命は人間存在の被制約

性を示していた。しかし、人間の主体的営為とそれを限界づける運命との対立関係は、人

間主体のなかで趨克されるという従来の圭観的解決と1は異なり、萄子の思想においては、

天遣の運行という客観的対象のなかで、その消極性が解消されるという方向に近接したの

であった。

　その自然観を中心として苛子の諭理型を継承した『易伝』、とりわけ繋辞f云は、存在と

実践の理法を統一して、天遺と人遺を一賛した論理で緒ぶこどによって、天命思想に新た

な意義を付与したものである。そこでは、占籏から古来の呪術的性格を批、拭してこれを遭

徳論の範鵬に細み入れるはたらきを担う存在としての聖人の概念が高調され、人倫の究極

的価値を指示する聖人は、いわぱ天遭の擬人的表現というべきものであり、これと人倫を

率いる遺徳的実践者としての君子との相関は、そのまま天遺と人遭、天と人と：の相関どい

う意義を伴うものであった。ここに創出された天人閲係によって、人遺の根拠としての天

遭が明確に論理化されたのである。それは天人相関という理論を基底どした漸たな意義に

おける天の権威の回復であったといえる。

　さらに重要なことは、葡子の天遺観をさらに徹底した繋辞伝の天遺観は、畢寛するどこ

ろ「天命」の概念を、陰陽の循環・交替の法則の個別性として措定したものであった。し

がって、このことは「天命」をその循環論のなかに定位し、従来において人閉存在を制約

するものとして思議されてきた天命（運命）が、陰陽の循環・消長という論理のなかでそ

の非合理性を解消したことを意昧する。これは、天命思想の歴史的展開のなかで、はじめ

て明確な論理としてその解消が図られたものであった。r易伝』（繋辞伝）が、古代儒家

思想と漢代以降の儒家思想と：を連緒する架橘であったこどは、ここからも知られるのであ

る。
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第六童、緒論

　儒家思想の伝統における天命思想は、その礼楽制度（礼制）と密接な関連をもっており、

その礼制は本来的には周代封建制の秩序であったが、古代天命恩想の動揺とともに崩壊し

たものであった。そもそも、吉代天命思想は、自然の絶対的威カに対して、人間がこれに

関与するありかたをそのまま社会秩序のなかに反映したものであり、王命を天命に比擬す

ることによって、祭祀の形式とそれに応じた身分制痩を組織した政治理論であったと考え

られる。しかし、自然の威力と王権と1の閲の懸隔は人々の注意するところとなり、宗教的

俄礼の榊聖性が失われ、神聖で絶対の形式として思念されていた古代礼制に対しても、合

理的批判の目が向けられたのである6こうした経緯からみれぱ、古代天命思想とそれに立

脚した古代礼制の動揺という間魑の本質には、まず第一に自然襯の変容ということが挙げ

られる、そして、その第二点には、人間自身がその主体性ないし思推能カに覚醒していっ

たという、いわば人間襯の変遷という要困が潜んでいたのである。

　こうして人倫共同体の価値襯は崩壊し、それによって人倫共同体はいやおうなく無秩序

のなかに投げ出されたのである。かかる人倫を、人間の主体性を根底にして再確立しよう

と図ったのが、孔子であった。r修己治人」を標機する日用実践の学としての儒家思想の

礎はこうして築かれたものであった。人倫共同体は礼を媒介として再建されるという孔子

の理念においては、礼が個々の主体における格率であると同時に、人倫の統制原理として

思識されていた。これには、いうところの礼が、西周の礼制とはその惟格を異にしたとい

うこと、換言すれぱ、それが仁に築約される諦徳を内包する形式として措定されていたと

いう事憎があった。つまり、礼は遺徳規範として再規定されていたのである。こうして、

伝承の礼制に対する新たな意鞠づけがなされた反繭、孔子の思想においては、そうした礼

制の客鯛的根拠が明らかにされなかったこととあわせて、人間主体における徳の所在をど

こに求めるべきかという間題についても解決が保留されていたのである。その背景には、

対象としての自然と：またそれを観る人間主体に対する認識の未成熟ということ、いい換え

れぱ自然観の未発逮ということと、またこれと表簸する関係にある人間観の未発達という

事憎があったものと考えられる。このことは、当然、あらゆる古代思想（ないし古代の思

想家）が負うべき歴史的限界でもあったであろう。とまれ、古代儒家思想は、孔子によっ

て残された言梁魍に向かって適進したといっても過言ではないであろう。

　そして、古代儒家思想は、自然と人間の閲題を「天」とr人」を輔として展開したと1い

一23ト



う視点において推えるとき、常にその枢要な位置を一賢して占めていた間魑が、古代観念

に淵源する「天命」概念であったどいえる。

　ところで、孔子の倫理教説において、外的形式としての礼制を支える人閲の遭徳性の根

拠にっいては、論理的には明示されなかったとはいえ、それが天に由来する自已の使命と

いう強い自負を通して語られていたのである。その使命と＝は「天命」にほかならない。換

書すれぱ、それは遺徳的使命（徳命）ということであった。孔子における天命の概念には

ふたっの側面があり、人間の遺徳的実践を欄極的に支持するという一面（徳命）と1、それ

を阻む外在的な運命という他の一繭（禄命）を有するものであった。この矛庸的対立は、

実践主体者としての孔子個人の内面において、ままならぬ運命を深く感得しながら、使命

を縦信してこれを貴徽するというかたちで一応の解決が図られたのである。この確信を媒

介とする天人関係、っまり天（天命）と＝自己との自覚的調和という解決は、孔子において

はあくまで主観漕自己内在的なものであった。孔子の倫理教説のなかに天の概念が明確に

位置づけられなかった所以　がここにあったと1いえよう。

　孔子において明確にされなかった性ないし天遭の間魍は、やがて遭徳規範と1しての礼の

探求のなかでおのずから展關される趨勢にあった。孟子は孔子の教説の主鯛化をなしたと1

されているが、天人関係を教説の表面に出しながら、礼を人間主体の内面に位置づけ、こ

れを徳と同視することによって、礼を舎む遺徳的要素（四端）の所在である心ないし性の

間魍に教説の璽点を移したのである。

　孟子は、人の性のなかに醤への志向性を本質と1する思榊乍用（良知。虞能）を認め、こ

れらを天の所産と肴倣し、心一性一天の一貴せる論理体系を細織した。また他方で、天の

範鵬に属するものとして棚念されていた「命」は、人間主体に外在しこれを制約し隈界を

与えるものとして思識されていたものの、孟子においては、自然概念を排除したかかるr

天」と「性」の一賀という論理構遭のなかで、修擬諭を基底としながら、遭徳的本性とし

ての「惟」のなかに「命」を解消するどいう、いわぱきわめて主観的な解決が図られたの

である、このことを別の観点から捉え直してみると、性と命とはともに天の範臓に属する

ものとして思識されていたこと1は間遼いなく、思想史的には、それが西周の天命思想にみ

られた天ないし天命の二面性に洲源するものと考えられる。古代天命思想は、孔子の徳命、

禄命に反映し、孟子もまたそうした思推の型を継承していたといえる。しかも、両者はと

もに天から賦与されたものと規定されていることからみれぱ、人間存在に即していうなら

ぱ、孟子の論理においては、性は天より与えられる一般的。積極的側面であり、命はその
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個別的1消棚的側而であるという意昧も認められる。そうすると、ここに古代儒家思想の

性命観の原型があり、ひいてはr易伝迎の性命観につながる萌芽があったということもで

きる。しかし、この横極的という意昧は孟子においては、遺徳的と：いうことと同鞠であっ

た。すなわち、人は本来的に遭徳的本性を具えているという性醤説の主張からすれぱ、か

かる本性の充足こそが人閥存在に課せられた課魍であった。したがって、孟子においては、

感覚的本性にかかる命は否定されるべき対象でしかなかったのである。かくて、　「身を修

めて以ってこれ（命）を俊っ」（尽心上篇）、「君子は法を行いて以って命を侯っのみ」

（尽心下篤）といい、ひたすら人為を尽くしてあと：は天命に委ねようという姿勢が、ここ

から坐まれてきたのである。

　そして、この閲魍のより本質的な意昧は、孟子の倫蝦教説における理法が、その内に外

的自然の理法を舎まない純粋な遺徳法則であったということ：に帰瀞している⑥このことは、

孟子のいう天の概念が外的自然をそのまま対象化したものではなく、その内に自然の要繋

を欠いていたとみられると1いうことである。この点において、本論の主張は従来の通説と

は異なるものである。っまり、遭徳的理法としての天の概念は、人性を窮め尽くしたぎり

ぎりのところに普逓惟1一般惟を認め、これを蒼空に向かって投影したものであった。こ

のような理解に立っならぱ、孟子のいう天遭と1「耳目の官」との関係がほとんど不明であ

ることは、心一性一天の関係から「耳目の官・」が排除されていることを舎めて、「天」か

ら外的自然が抜け落ちていることに相応すると肴倣され、論理的には無理なく説明がっく

のである。この自然（天）と性との閲連を舎め、孟子が礼を人間の本性（性）のなかに耕

定したために、礼そのものが修養論に入り込んでしまい、結果的にはこ1れを否定したこと

を勘案すれぱ、孟子の性論を批判的に摂取しながら、孔子の礼論にみられた形式重槻の立

場に固帰しつつ、また時代の刺激に呼応して礼の客観的根拠の探求のなかに新たな意鞍を

閲明した、そうした萄子の倫理思想のもっ意義もいっそう鮮明なものと：なるのである。

　荷子の礼論においては礼と天との関連が昆出され、またその独自性が自然観によること

も定説とされている。さらに、孟子のいう天を葡子のそれと比較してみるとき、荷子にみ

られるきわめて特徴ある恩推が、やはりその自然観に由来していることも異論ないところ

であろう。荷予の自然観の骨子は天、神、遺にあり、その当体は万物の自生。自化。自転

であった。より勝義にいうならぱ、その論理は、定形定体をもたないことをそのまま実体

に擬らえて「天」といい、運動に属目して「神」といい、運動に法則性を認めて「遭」（

天遭）というものであった。これらの諮点を踏まえると、性悪説のいわんとするところが
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「性偽の分」にあり、「偽」に遭徳的価値を付することに主眼のあったことも理解される。

ということは、惟論の構造のうえでは、葡子と孟子と＝の間には慕本欄造において叢異はな

く、荷子もまた感覚作用（「五官」）を支配する精神作用（「心」）を認めていたことは

疑えない。ただし、「心」は「五官」ないしこれら二者にかかる感憎や欲望を金く趨えて

機能しえないとされたところに、荷子の性論が孟子のそれと決定的に相遼した理由が求め

られる。にもかかわらず、遺徳的価値を性に内在させないと1はいえ、性に内在する遺徳的

要索としての「心」を前提としなくては、遭徳を担いうるものが明確にされず、したがっ

て礼の存在もその実践の楓拠を失うとみたところに、儒者としての萄予の立場が明確に看

取され、それがまた孟子の恩想を継承したものであったことも毘場いことである。

　ところで、礼を孔子と同様に外在的形式と看傲しながら、合礼的行為はいかに可能かを

間うことは、荷子においては、孔子思想とは違った意昧をもっことになる。いうまでもな

く、それは徳（ないしその端締）を憧の概念から除外したこと1に起因するわけで、萄子に

おいては、合礼的行為はそのまま人間の遺徳的価憾～善の創造を意蛛した。このことは、

およそ個個的なものは無為（性）からではなく作為（偽）によって生まれるというr性偽

の分」の主張の核心であり、それはあくまで後天的努力を強調したものであった。かくて、

「性偽の分」とは、人閲韮体のおける存在と爽職の分にほかならない。したがって、人閉

主体に課せられた喬梁魑は、自然の一環として存在する「われ」、っまり埜物としての原初

的存在要件だけを満たす存在としての「われ」を超克し、礼（客体）に向かって不断に性

を化す（偽）ということにあった。

　ここにおいて重要な点は、孔子以来の伝統であった、自己を起点として他者に及ぼすと

いう倫理教説の型が転換したことであり、その論理のなかでは自已否定の契機がきわめて

璽要な位置を占めるということである。人間主体がその本性を一旦は悪としてみずから否

定することによって醤への意欲は竪固なものとなり、ここに当為を槻底としてrある」（

性）から「なる」（偽）への実践の出発点がある。そして、心に具わる知慮の能カを発欄

して群秩序としての礼に外れず、これを固持すると1いう営為は、没我的に群秩序としての

礼を受け入れ、これに冥舎することでは完遂しえない。師法1礼教1習俗を導きとして主

体的・欄極的に価傭（偽）を生み出していくという営みのなかで、主体的に自己を変革（

化）するところに遭徳的行為（菜践）があり、その究極点に理念的人格としての聖人の境

位があるとされたのである。この論理の型は、その到達点が、実はあらかじめ出雅点にお

いて措定されていた理念型であること、しかも、自己否定の契機に始まり対他（礼）に向
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かい、対己を経てふたたび対他に阿帰するという粥遭をもつ論理であることが理解される。

別の観点からいえぱ、それは、礼へと向かいさらに行為する主体に折れ返るという運動の

なかで、ふたたぴ聖人鷺礼に回帰するという諭理である。これを孟子の倫理教説の型と対

照すれぱ、それが対他（礼）から対己（われ）という論理に意昧をもっものであり、為政

論としては治人を基底として修己の到逮目標を設定するという論理であったといえる。ま

た、これを孔子の倫理教説に比較してみた場合に、孟子のそれとの間にみられる顕蕃な相

違を示してはいないものの、やはり論理型としては決定的に差異のあることはいうまでも

ないであろう。

　このように、対己から対他へという従来の倫理教説の型を倒置させたというととは、人

倫共同体の価傭の劣嘩を指示する礼に対して、その客鯛的妥当性の如何と：いう間魍をいっ

そう重要なものにした。ここに、礼制に対して、周公の遺制に代わる新たな根拠づけが迫

られたのは当然であり、荷子が従来の礼論の枠細みを越えて、礼制の客観的妥当性に論及

した理由があったと考えられる。そこに、さきに指摘した萄子思想における「天」と「礼」

との閲連が肴取されるのである。葡子は、人をも舎めた自撚のなかに法象の対象を措定し、

そこから群屠和一する理として礼を導出した。礼は自然界の法則牲、すなわち天遺から導

かれたことがここにおいて閲明され、礼の客観的妥当性は天すなわち自然に位置づけられ

ること1になったのである。かかる礼は存在の理法であり、且っその内に当為を舎む遺徳法

則と解釈される。いい換えれぱ、それは天遺の一環としての人遭として恩識されていたこ

とは確かであり、荷子思想を簸ったとみられるr礼記』の緒篇においても岡様の思推が認

められる。しかし、周知のとおり、ここに「天人の分」が主張するところの意昧があった。

すなわち、両者は存在の理法としては本来的に連続の関係にあるものの、萄子においては、

実践の理法としては決定的な断絶があるとされたのである。このように、自然の法則性が

直ちに礼ではないとするその主張は、天為と人為とを区切るものであり、それは純粋な自

然の理法（天遺）と人遺との区分であるとともに、これを人間主体のうえにおき換えてみ

れば、それがまた「性偽の分」にまったく符合しているとみてよいであろう。かくて、　r

天人の分」の主張が、人の天からの分離ないし独立でないとする説は首肯されると1考えら

れる⑪

　そして、本論の主魑にと1ってさらに重要なことは、この「天人の分」の論理から萄子に

おける「命」の意義が析出されることである。「天人の分」の圭張に従えぱ、命は純粋な

自然法則としての天遭にかかる命と＝、礼～人遺にかかる命とに区別される。しかも、天遺
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にかかる命には人為に及ぶものと、人為に及ぱないものとがある。後者は天変地異の類で

あり、陰陽の変化によって生起する自然現簸であるとされ、この点は、荷子思想がすでに

有意志的（アニミズム的）自然観から脱却していたことを知るうえでの明確な記1拠となる、

ただし、ここで注意したい闘魑は、こうした萄子の主張が伝統的な天命思想の枠組みを否

定したことにはならないということである。この閲魍は、「天命を糊してこれを用いる」

（天論篇）という論旨ともおのずから重なってくる。っまり、葡子がこの論述のなかで恩

考していたことは、より具体的には王制篇に記されたような、農。林。漁等といった営み

であったと思われ、そこには自然に対する横極的なはたらきかけが主張されていると同時

に、「その時を失わない」（同篤）とあって、自然的法則の遭守が述べられている。この

ことぱは、いい換えれぱ、自然法則への適応をいうものであり、その意蛛を敷術的に解釈

すれぱ、まさしく天人合一思想とも番傲しうるものである｛1｝。この点も、その主張する「

天人の分」が、存在と実践ないし、存在の理法と実践の理法とを、その主張するところの

教説の某底においては、明確に分離したものとはいえないという理解を正当化する証左と

なる。したがって、人ないし人適はあくまで天ないし天遭の下に設定されていたのであり、

そこから「人の命は天にあり」という人間存在の被制約性に書及されたのである、

　ここで、自然法則でありながら人為にかかる命が間題となる。かかる命は自然現象と社

会現象との如何を閲わず、人の鴬為ないし努カ（偽）から生み出されたものではないとい

う謂において、萄子においては天遺の範鵬に包描されるものであった。葡子はかかる命す

なわち運命を「節遇」とみた。このことぱは、運命的なものは望んで得られるものではな

いという意昧を舎むと同時に、むしろその根底には、運命は除陽の変化と1同じくまれに起

こるもの、端的にいえぱ、自然現象の一環であると1する泰然とした態度が看取されるので

ある。それと閲連してより璽要なことは、人間の主体的営為とそれを隈界づける命との対

立が、荷子の思想においては、人間主体のなかで趨事されるという従来の主観的解決とは

異なり、天適の運行と1いう客観的対象のなかで命のもっ非合理性が解消されるどいう方向

に近接したことであった。このことは、r易伝』の惟命観を準備するものであったといえ

よう。

　また他方では、「天人の分」という論理のなかでは、人為による価値の創造という独自

の領域が設定されていた。この人為は人遺（礼）によって律せられる領城であり、かかる

人遭（礼）にかかる命、すなわち「国の命」は人為に委ねられるものである。そうすると

ここでは、孔子のいう徳命との関係にっいても考廠されねぱならない。確かに、両者は人
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間圭体の実践にかかる適徳的「命」と：しては共遜する意映領域をもっこと1に注意されねぱ

ならないであろう。荷子は群（ないし国）のない自然状態を想定し、そのままでは自然条

件の下に淘汰される必然にある人間存在にとって群坐活が不可欠の要件としたわけである

から、その秩序としての礼の実践は身分の如何を閥わず人としての当為であった。これを

孔子の倫理思想と比鮫していいうること：は、それが人の適徳的実践を支えるというよりは、

むしろ明確に裁務としての性格を帯ぴていることである。強いて厳密に両著を区別すると

すれぱ、孔子においてはそれが徳論の概念であるのに対して、葡予においては義務論の範

臓に属するという相違が認められる。かかる「命」は古代儒家思想における適徳論そのも

のの変遜を示す概念としても注目される。

　そして、以上に論じた「命」の意昧を総合すると、それが天為（天遺）に反映するもの

と、人為（人遺）に反映するものとの二籍に大別されること：はすでに摘摘したとおりであ

る。1しかし、そうした意蛛上の差異は、人閥主体の白覚による相遼ということに帰される

ことも指摘を候たない。したがって、その当体はあくまで一意であり、天と人とを一貫す

る法則性（天遺）であるということ1ができる。しかも、これを性との閲連からいえぱ、惟

は天遭の一般性であり、命は（人遺を舎めた）その個別性であると解釈される。ここで璽

要なことは、性と命とがともに天遺の概念との闘係において、その位置を明確に示されて

いることである。このことは、すでに孟子の性、命の観念において示唆されていたことで

あったが、荷子の倫理思想においては、それが論理のうえからより閲明されたのである。

そして、この点もまた明らかに『易伝』の牲命襯へと連なる思推であったと思われる。

　そして、その自然鰯をはじめとして荷子の論理型が『甥伝』にほぼ継承されたことは、

すでに述べたとおりである。　『場伝』の恩想が、存在と実践の理論を統一し、天遭と人遺

を一蟹した論理によって結び、人遺の根拠を天遭においたことは、論理の型としては、萄

子の思想からの発展であった。そして、それはまた、以後の儒家思想の展開に大きな影饗

カを与えたという意昧において、古代儒家思想と漢代以隣の儒家思想を連結する架橘であ

ったとみてよいであろう。とりわけ萄子思想と繋辞伝との関係のなかで注冒されるのは、

有に述べた性命鯛とともにr聖人一君子」の論理にあ一る。聖人の概念は、占籏目的を遺徳

目的に究極的に結合するものであり、占鑑から宗教的儲式という古来の呪術的性格を払拭

して、これを遺徳論の範臓に組み入れたものであった。これを別の槻点からいうならぱ、

聖人の概念は、天遭のいわぱ擬人的（人格的）表現である。したがって、人倫の究極的価

備を指示する聖人と、人倫を率いてその共適目的に適遼する君子との相応（相閥）にみら
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れるこの論理構造は、そのまま天遺と人遭、天と人の相関という意義を伴うものであった。

これは、太古における天人関係を、ト占（占鐙）を媒介とする天意（天威）への隷属関係

と規定す。るならぱ、これに代わる天人の相関関係が誕生したものであり、ここに新たな天

の権威の固復があったと1いえるであろう。

　ここでさらに璽要なことは、かかる天人相関のなかにおける天命思想のもっ意義である。

繋辞伝に、「楽天知命、故に憂えず」（上。第四童）とある。これは中国語特有のいいま

わしであるが、辞義のうえ如らは、天命を知り素直に従順するという意昧に捉えられてよ

いであろう。ただし、繋辞伝においては、「命」の意昧は躍昧さを残しており、これだけ

からみるところ、命は運命と解するよりほかないようであるが、また少なくとも遡命に対

する人間主体のありかたに属目するところ、遜命の璽圧といったニュアンスがそこからは

感じられない。この点においても説卦伝の性命観ないし天命観と共通するものがある。

　すでに論じたこととも重複するが、　r性」r命」は、それぞれ「天」（天適）の一般性

と個別性とを意昧するものであった。性は天遭の人間韮体における内在相であることは、

孟荷以来の性論と軌を一にするものである。また、命にっいても、それが時処位にっいて

の自覚であり、占鐙1を通して得られる時宜の理であったことはすでに指摘したとおりであ

る。『易伝』のなかにおいて明確に漠代以前の成立であると考えられ、また恩想的にもも

っとも注目される繋辞伝の「天遭」概念は、畢寛するところ、隙陽の循環。交替に相即す

るものである。この論理に基づいていえぱ、　「命」もまたその循環論のなかに定位されて

いると考えねぱならない。したがって、この論理のうえでは人の遺徳的行為の一切は天命

のもとにあるとはいえ、人間存在にとっては欄極的に変通の理を悟るということにおいて、

主体性を発榔する領域は残されていることになる。さらにいえぱ、人間存在を隈界づける

ものとして意識されてきた伝統的「天命」観念は、その消極的意昧の解消を主観的な思索

に依存していたのであるが、説卦伝の成立に至って陰陽の循環。消長という普逓的論理を

得て、そこに客観的解消の方逮を見出したのである、清の焦循が、上に引用の繋辞伝の一

文に注して、r命は窮通無きこと能わず」121といっている如く、循環1交替の相において

は、天命も窮すれぱ遡じるという理を悟り、人間主体は悲観に留まることなく「命」を受

容できるという解釈は、正鵠を得たものと思われる。そして、「馬王堆漢慕幣書」が蕎己す

るところでは、説卦伝の該当簡所が繋辞伝のなかに舎まれるかたちで伝えられていること

からして、かかる思推はやはり繋辞伝にも通底するものであったと考えられる。したがっ

て、　『易伝』、とりわけ灘辞伝が古代儒家思想と漢代以降の儒家恩想をっなぐ架橘であっ
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たことは、ここからも知られるのである。

注

（一）李沢膵『中国古代思想史論』（人民出版社、一九八五年）一一六～一一七頁、参照。

（二）蜴章旬』（『皇滴経解』、台湾鼎文書局刊行本）巻一千八十三。
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付篇、

　r易経」にはとぐに異本が多いため、本論で使用したテキストを以下に掲載する③これ

は宋刊本『周易正義1を底本とし、院元の校勘記に基づいて諸本と対校したものである③

字旬の変更については下段に記した。また、区切りその他についても、r周易正義坦によ

らないのが妥当と思われる箇所にっいては、その基づくところを下段に示した。

一、く乾卦＞乾下乾上

乾、元亨利貞、

初九、潜龍勿用、

九二、見寵在田、利見大人

九三、君子終日乾乾、夕111易若、麗禿警、

九四、或躍在淵、禿答、

九五、飛寵在天、利皐大人、

上九、充寵有悔、

用九、見群寵兎首、吉

二、く坤卦＞坤下坤上

坤、元亨利牝馬之貞、君子有枚往、先迷後得主利、西南得朋、東北喪朋、安貞吉、
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六二、屯如遇如、乗馬班如、匪憲、婚構、女子貞不字、十年乃字、

初六、履霜堅氷至、

六二、直方大、不習、元不利、

六三、含章可貞、或従王事、禿成有終、

六四、括嚢、禿筈、禿誉、

黄裳、元吉、
、

五
」

六

上六、龍戦干野、其血玄黄、

用六、利永貞、

屯卦＞水雷屯
　、
三

元亨利貞、勿用有枚往、利建侯、

利建侯、
、

貞層u禾初九、磐桓、

六三、即鹿禿虞、惟入干林申、君子几、不如舎、往書

六四、乗馬班如、求婚嫡、往吉売不利、

九五、屯其膏、小貞吉、大貞凶、

上六、乗馬班如、泣血漣如、
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蒙、亨、匪我求童蒙、童蒙求我、初磯告、再三滴、煩則不告、利貞、

山水蒙蒙卦く
、

四

初六、発蒙、利用刑人、用説樫槽、以往書、

吉、子克家、、
　
　
、

婦納包蒙、吉、
、二九

六三、勿用取女、見金夫、不有躬、禿彼利、

、
書六四、困蒙、

六五、童蒙、吉、

、
窟御

螂
　
　
．

矛上九、撃蒙、不利為窟、

需卦＞水天需、
五

需、有孚、光亨、貞吉、利渉大川

初九、需干郊、利用恒、禿轡、

九二、需干沙、小有言、終吉、

需干泥、致窟至、
、

三九

六四、需干血、出自穴、

九五、需干酒食、貞吉、
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上六、入干穴、有不遠之客三人来、敬之、終吉、

訟卦＞天水訟山ノ、、

訟、有孚、窒帽、中吉、終凶、利見大人、不利渉大川、

初六、不永所事、小有言、終吉、

瞳圏、九二、不克訟、帰耐適、其邑人三百戸、

麗、終吉、或従王事兎成、
、

徳六三、食旧

九四、不克訟、復即命、楡安貞、吉、

九五、訟、元吉、

上九、或錫盤帯、終朝三襯之、

七、〈師卦＞地水師

師、貞丈人吉、元替、

初六、師出以律、否滅、凶、

九二、在師中、吉、売轡、王三錫命、

六三、師或輿戸、凶

六四、師左次、兎笛
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六五、田有禽、利執言、元替、畏子帥師、弟子輿戸、貞凶、

上六、大君有命、開国承家、小人勿用、

八、く比卦＞水地比

比、吉、原簸、元永貞、兎轡、不寧方来、後夫凶、

初六、有孚、比之、禿替、有孚、盈缶、終来有宮吉、

他

六二、比之自内、貞吉、

六三、比之匪人、

六四、外比之、貞吉、

九五、顕比、王用三駆、失前禽、邑人不誠、吉、

上六、比之兎首、凶、

九、く小畜卦＞風天小畜

小畜、亨密雲不雨、自我西郊、

初九、復自遺、何其轡、吉、

九二、牽復、吉、

九三、輿説輻、夫妻反目、
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、
凶幾望君子征、

六三、妙能視、破能履、履虎尾、哩、凶、武人為子大君、

、
行中

　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
4

子
　
　
　
　
　
↓

尚得

六四、有孚、血去暢著、禿警、

九五、有孚撃如、富以其隣、

上九、既雨既処、尚徳載、婦貞鰯、

十、く履卦＞天沢履

履虎尾、不唾人、亨、

初九、索履往禿笹、

履道坦坦、幽人貞吉、
、二九

九四、履虎尾、態態、終吉、

臥九五、央履、

、
吉元上九、視履、考詳其旋、

泰卦＞地天泰一十

泰、小往大来、吉亨、

初九、抜茅茄、以其彙征吉、

九二、包荒、用凋河、不遇遺、朋亡、



九三、兎平不鮫、禿往不復、簸貞、元替、勿池、其孚、干食有福、

　　　李鑛池『周易通義』は「其孚干食、有福」で切る。

六四、醐醐、不富以其隣、不戒以孚、

六五、帝乙帰妹、以祉、元吉、

上六、城復干陰勿用師、自邑告命、貞音、

十二、く否卦＞天地否

否之匪人、不利君子貞、大往小来、

初穴抜茅菰以其彙・、貞春曳

六二、包承、小人吉、大人否亨、

六三、包養、

九四、有命、元替、礪離祉、

九五、休否、大人吉、其亡其亡、繋干琶桑、

上九、傾否、先否、後喜、

十三、く同人卦＞天火同人

同人子野、亨、利渉大川、利君子貞、

初九、同人干門、禿轡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一245一
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六二、同人子宗、書、

九三、伏戎干葬、升其高陵、三歳不興

九四、乗其蠣、弗克攻、吉

九五、同人先号眺而後笑、大師克相遇、

上九、同人子郊、禿悔、

大有卦＞火天大有十四、

大有、元亨、

初九、禿交害、匪笹、嚢艮則禿警、

九二、大車以載、有彼往、禿笛

九三、公用亨干天子、小人弗克、

九四、匪其彰、元笛

六五、豚孚、交如、威如、吉

天祐之、吉売不利、上九、

謙卦＞地山謙十五、

君子有終、
、

亨
、

謙



初六、識謙、君子、用渉大川、吉

六二、鴫謙、貞吉、

九三、労謙、君子有終吉、

六四、禿不利、禰謙

六五、不富以其隣、利用侵伐、売不利

上六、鳴謙、利用行師征邑国、

十六、＜予卦＞雷地予

予、利建侯、行師、

初六、鳴予、凶、

六二、介干石、不終日、貞吉、

六三、肝予、悔、遅有悔、

　　　鈴木由次郎肝易経Jは「肝予、悔遅有悔」で切る。

九四、由予、大有得、勿疑、朋蓋轡、

六五、貞疾、恒不死、

上六、冥予、成有楡、兎筈、

十七、＜随卦＞沢雷随
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随、元亨、利貞、元笛、

初九、宮有楡、貞吉、出門交有功、

六二、繋小子、失丈夫、

六三、繋丈夫、失小子、随有求得、利層貞、

九四、随有獲、貞凶、有孚在遺、以明、何笛、

九五、孚干嘉、吉、

上六、拘繋之、乃従維之、王用亨干西山、

十八、く轟卦＞山風轟

、
後甲三鑑、元亨、利渉大川、先甲三

終吉、初六、幹父之轟、有子、考禿替、

幹母之轟、不可貞、
、二九

九三、幹父之鑑、小有概、禿大答、

六四、裕父之鑑、往見音、

六五、幹父之鑑、用誉、

上九、不事王侯、高尚其事、
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十九、く臨卦＞地沢臨

臨、元亨、利貞、至子八月有、凶、

初九、威臨、貞吉、

威臨、吉禿不利、
、二九

六三、甘臨、禿彼利、既憂之、禿替、

六四、至臨、禿替、

六五、知臨、大君之宜、吉、

上六、敦臨、吉、禿替、

観卦＞風地観、
十二

観、盤而不薦、有孚願若、

初穴、童観、小人禿轡、君子畜、

六二、闘観、利女貞、

六三、観我生進退、

賓干王、用リ禾六四、観国之光、

九五、観我生、君子禿磐、



上九、観其生、君子禿響、

二一、く聡睦卦＞火雷嘘暗

艦蟻、亨、利用獄、

初九、履校減趾、兎轡、

六二、幟膚減鼻、禿笛、

六三、幟購肉、遇毒、小吝、元筈、

九四、嘘乾脇、得金矢、利簸貞、吉、

六五、嚇乾肉、得黄金、貞鰯、禿警、

上九、何校減耳、凶、

　　　荷

二二、〈貴卦＞山火貴

貴、亨、小利　有枚往、

　　　　　利貞

初九、責其趾、舎車而徒、

六二、費其須、

九三、費如濡如、永貞、吉、

六四、貴如自番如、白馬翰如、匪漉、婚嫡、
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復、亨、出入禿疾、朋来禿替、反復其遺、七日来復、利有仮往、

一251一

六五、費干丘園、東串義義、書終吉、

上九、白費、禿轡、

く剥卦＞山地剥

不利有枚往、
、

剥

初六、剥躰以足、蔑貞、凶、

六二、剥林以弁、蔑貞、凶、

六三、剥之、禿替、

六四、剥抹以膚、凶、

六五、貴魚、以宮人寵、禿不利、

上九、碩果不食、君子得輿、小人剥魔、

く復圭卜＞地雷復
、

四二

初九、不遠復、元祇悔、元吉、

J~ ::~ - f~f~. /~ C:" ~, 

六三、頻復、麗元替、



六四、中行独復、

六五、敦復、元悔、

上穴迷㍗有災鼠用行臥鮪大駄学其国肌至干十年不克征

二五、＜元妄卦＞天雷禿妄

元妄、元亨、利貞、其匪正、有竃、不利有枚往、

初九、禿妄、往吉、

六二、不耕穫、不笛禽、則利有枚往、

六三、禿妄之災、或繋之牛、行人之得、邑人之災、

九四、可貞、禿替、

九五、元妄之疾、勿薬、有喜、

上九、元妄行、有竃、元枚利、

二六、＜大畜卦＞山天大畜

大畜、利貞、不家食、吉、利渉大川、

初九、有鷹、利已

　　　肝周易通義3は「已」を「巳jと看傲して細の借字とする、

九二、輿説鞍、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一252一



閑輿衛、利有彼往、良馬逐、利銀貞、
、

三九

六四、童牛之轄、元吉、

六五、頚琢之牙、吉、

上九、何天之衛、亨、

願卦＞山雷願
、

七二

顕、貞吉、観願、自求口実、

初九、舎爾霊亀、観我架願、凶、

六二、顛顕、払経干丘、願征、凶、

六三、払願、貞吉、十年勿用、禿枚利、

六四、顛願、吉、虎視眈眈、其欲逐逐、禿替、

六五、払経、屠貞吉、不可渉大川、

上九、由願、麗、吉、利渉大川、

犬過卦＞沢風大過
、

八二

大過、棟穣、利有枚往亨、

白茅、禿轡、用籍~~l 7~. 
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九二、枯楊生梯、老夫得其女妻、禿不利、

九三、棟篠、凶、

九四、棟隆、吉、有官、吝、

九五、枯楊生華、老婦得琴士夫、禿替禿誉、

上六、過渉減頂、凶、兎省、

二九、く敢卦＞攻為水

習攻、有孚、維心、亨、行有尚、

初六、習玖、入干軟奮、凶、

九二、玖有険、求小得

六三、来之炊、坂険且枕、入干坂窟、勿用、

　　　　　　　　　　沈

六四、樽酒、箆戴、用缶、納約自隔、終元讐、

　　　　　　　　　　　　　　　誘

九五、軟不盈、砥既平、兎響、

上六、係用徽纏、置干叢嫌、三歳不得、凶、

三〇、〈離卦＞

離、利貞、亨、畜牝牛吉、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一254一



初九、履錯然、敬之、禿響、

J~- ~i:~t , ~~~¥ 7t 

/¥- D~ 
戻之離、不鼓缶而歌、則大嚢之嵯、凶、

、
三九

九四、突如其来如、焚如、死如、棄如、

六五、出沸滝若、戚嵯著、吉、

上九、王用出征、有可嘉折首、獲匪其醜、禿笛、

成卦＞沢山威　一三

威、亨、利貞、取女吉、

初六、威其栂、

六二、威其腓、凶、屠吉、

九三、威其般、執其随、往吉、

九四、貞吉悔亡、憧憧往来、朋従爾恩、

九五、威其胸、兎悔、

上六、威其輔頬舌、

恒卦＞雷風恒
　　、
　二三
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憧、亨、禿饗、利貞、利有枚往、

初六、淺恒、貞凶、禿枚利、

悔亡、
、二九

九三、不恒其徳、或承之養、虞吝、

九四、田元禽、

六五、恒其徳、貞婦人吉、夫子凶、

、
凶上六、振恒、

遜卦＞天山遜
　　、
　三三

小利貞、
、

亨
、

遜

有仮往、用勿臥初六、遜尾、

六二、執之用黄牛之革、翼之勝説、

畜臣妾吉、臥係遜有疾
、

三九

九四、好遊、君子吉、小人凶、

九五、嘉遜、貞吉、

上九、肥滋、元不利、



＜大壮卦＞雷天大壮
、

四三

大壮、利貞、

初九、壮干趾、征、凶、有孚、

貞吉、
、二九

鰯、翔羊触藩、蘇其角、小人用壮、君子用岡、
、

三九

九四、貞吉、悔亡、

六五、喪羊干易、元悔、

上六、掘羊触藩、不能退、不能遂、禿枚利、簸則吉、

晋卦＞火地誓、
五三

　
、接三康侯用錫馬蕃庶、昼日

初六、醤如擢如、貞吉、 岡孚裕、

六二、晋如愁如、受裁介福干其王母、

六三、衆允、悔亡、

臥九四、晋如鮎鼠、

六五、悔亡、失得勿倣、往吉、元不利、
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上九、晋其角、維用伐邑、。魔、吉、禿笛、貞書、

三六、＜明夷卦＞地火明夷

明爽、利嚢艮貞、

初九、明夷干飛、垂其翼、君子子行、三日不食、育枚往、主人有書、

六二、明夷、夷干左股、用掻、馬壮、吉

九三、明夷子南狩、得言其大首、不可疾貞、

六四、入千左腹、獲明夷之心干出門庭、

六五、箕子之明夷、利貞、

上六、不明、晦、初登子天、後入干地、

三七、＜家人卦＞風火家人

家人、利女貞、

初九、閑有家、悔亡、

六二、兎枚遂、在中饅、貞吉、

九三、家人礪嘱、悔鰯、吉、婦子噛噛、終吉、
　　　　　塙塙

六四、富家、大吉、
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上九、験弧、見家負塗載鬼一車、先張之弧二後説之弧、匪窟、婚婿、往遇雨則吉、

九五、王仮有家、勿倣、吉、

上九、有孚威如、終吉、

験卦＞火沢験
、

八三

小事吉、
、

験

初九、悔亡、喪馬、勿逐、自復、見悪人、禿笛、

遇主干巷、禿響、
、二九

六三、見輿曵、其牛禦、其人天且則、元初有終、

九四、験孤、遇元夫、交孚、鷹、元笛、

六五、悔亡、豚宗幟膚、往、何笹、

嚢山水＞嚢卦＜
、

九三

饗、利西南、不利東北、利見大人、貞吉、

初九、往餐来替、

六二、王臣嚢嚢、匪躬之故、

往嚢来反、
、

三九
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六四、往嚢来連、

九五、大餐、朋来、

上六、往餐来慣、吉、利見大人、

四〇、〈解卦＞雷水解

解、利西南、禿所往、其来復、吉、有仮往、夙吉、

初六、禿答

九二、田獲三狐、得黄矢、貞吉、

六三、負且乗、致窟至、貞書、

九四、解而掲、朋至斯孚、

六五、君子維有解、吉、有仮子小人、

上六、公用射隼干高桶之上、獲之、禿不利、

四一、く損卦＞山沢損

損、有孚、元吉、元笛、可貞、利有枚往、罵之用二麗、可用事、

初九、已而遮往、禿讐、酌損之、

　　　『周易通義迎は「已」を「巳」に作り、「祀」の惜字とみる。

九二、利貞、征、凶、弗損、益之、
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六二、或益之十朋之亀、弗克違、永貞吉、王用事子帝、吉、

六三、三人行則損一人、一人行則得其友、

六四、損其疾、使遮有喜、禿答、

六五、或益之十朋之亀、弗克違、元吉、

上九、弗損益之、禿笛、貞吉、利有彼往、得臣禿家、

＜益卦＞風震益、二四

益、利有枚往、利渉大川、

元轡、
、

吉元初九、利用為大作、

六三、益之用凶事、禿響、有孚、中行告公用圭、

六四、中行告公従、利用為依遷国、

有孚、恵我徳、
、

吉元九五、有孚、恵心勿間、

上九、翼益之、或撃之、立心勿恒、凶、

央卦＞沢天央、
三四

央、揚干王庭、孚号有麗、告自邑不利即戎、利有枚往、

初九、壮干前趾、往、不勝為笛、
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九二、帽号、莫夜有戎、勿枕、

九三、壮干瀬、有凶、君子央夫独行、遇雨著濡、有盤、禿警、

九四、轡禿膚、其行次且、牽羊悔亡、聞言不信、

九五、菟陸央央中行、禿笛、

上六、禿号、終有凶、

四四、く媚卦＞天風媚

嫉、女壮、勿用取女、

初六、繋干金梶、虞吉、有枚往、見凶、鼠家孚繭燭、

包有魚、元替、不利賓、
、二九

九三、腎禿膚、其行次且、麗、禿嘗、

九四、包禿魚、起凶、

九五、以紀包瓜、含章、有陽自天、

上九、媚其角、吝元笛、

四五、く華卦＞沢地率

利有彼往、
、

吉犠大
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
6

用
　
　
　
　
　
↓

率、亨、王仮有廟、利見大人、亨、利貞、



初六、有孚不終、乃乱乃華、若号、一握為笑、勿倣、往、禿替、

六二、引吉、禿答、孚乃利用補、

六三、牽如嵯如、禿彼利、往、元笛、小吝、

九四、大吉、禿答、

九五、牽有位、禿省、匪孚、元永貞、悔亡、

上六、齎沓沸漢、禿轡、

四六、く升卦＞地風升

升、元亨、利見大人、勿位、南征吉、

初六、允升、大吉、

孚乃利用繍、禿警、
、二九

升虚邑、
、

三九

六四、王用亨予岐山、吉、禿笛、

六五、貞吉、升階、

上六、冥升、利干不息之貞、

困卦＞沢水困四七、
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困、亨、貞、大人吉、禿替、有言不信、

初六、蟹困干株木、入子幽谷、三歳不鯛、

九二、困子酒食、朱練方来、利用亨祀、征凶、元笛、

六三、困干石、拠干藻魏、入干其宮、不見其妻、凶、

九四、来徐徐、困干金箪、音、有終、

九五、則則、困干赤繊、乃徐有説、利用祭祀、

上六、困干葛蕊、干難磁、日動悔、有悔征吉、

　　　r周易通義』は「日動、悔有悔」で切る。

四八、く丼卦＞水風井

丼、改邑不改丼、禿喪元得、往来井井、浩至亦未繍井、轟其瓶、凶、

初六、井泥不食、旧井禿禽、

九二、井谷射鮒、襲敵漏、

九三、井漢不食、為我心側隠、可用汲、王明、並受其福、

六四、井鑑、元笛、

九五、丼例、寒泉、食、

上六、井収、勿幕、有孚、元吉、
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四九、く革卦〉沢火革、

革、己日乃孚、元亨利貞、悔亡、

　　『周易通銭』に．「己」を「巳」に作り、　「祀」の惜字と看徴す。

初九、撃用黄牛之革、

六二、己日乃革之、征、吉、元笛、

九三、征凶、貞麗、革言三就、有孚、

九四、悔亡、有孚、改命、吉、

六五、大人虎変、未占有孚、

上六、君子豹変、小人革面、征凶、層貞吉、

五○、〈鼎卦＞火風鼎

鼎、元吉、亨、

初穴、鼎顛趾、利出否、得妾以其子、禿桧、

九二、鼎有実、我仇有疾、不我能即吉、

九三、鼎耳革、其行塞、雑膏不食、方雨慮香悔、終吉、

九四、鼎折足、覆公鯨、其形渥、凶、

　　　鈴木r易経』は「形渥Jを「刑劇」に作る。

六五、鼎黄耳、金鉱、
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上九、鼎玉鉱、大吉、禿不利、

五一、く震卦＞

震、亨、麗来嫉簾、笑言唖唖、震驚百里、不喪一ヒ魁、

初九、震来鱗鱗、後笑言唖唖、吉、

六二、震来麗、聰喪貝、麟干九陵、勿逐、七日得、

六三、震蘇蘇、震行、禿竃、

九四、震遂泥、

六五、震往来鷹、意禿喪有事、

億

上六、震索索、視嬰嬰、征凶、震不干其躬、干其隣、元替、婚婚有言、

五二、＜艮卦＞

艮其背不獲其身、行其庭不見其人、充答、

初六、艮其趾、売替、利永貞、

六二、艮其腓、不低其随、其心不快、

九三、艮其限、列其壷、 薦、薫心、

六四、艮其身、禿替、
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六五、艮其輔、言有序、悔亡、

上九、敦艮、吉、

五三、く漸卦＞風山漸

漸、女帰吉、利貞、

初六、鴻漸干干、小子麗、有言、禿替、

六二、鴻漸干磐、飲食洋湘、吉、

九三、鴻漸干陸、夫征不復、婦孕不育、凶、利御憲、

六四、鴻潮干木、或得其桶、元答、

九五、鴻漸干陵、婦三歳不孕、終菓之勝、吉、

上九、鴻漸干阿、其羽可用為儀、吉、

五四、く帰妹卦＞雷沢帰妹

帰妹、征、凶、元枚利、

初九、帰妹以梯、破能履、征、吉、

九二、砂能視、利幽人之貞、

六三、帰妹以須、反婦以嫡、
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九四、帰妹葱期、遅婦有時、

幾望、吉、六五、帝乙帰妹、其君之裸不如其蝋之被良、

上六、女承筐、禿実、士圭螂羊、元血、元仮利、

五五、＜豊卦＞雷火豊

豊、亨、王仮之、勿憂、宣日中、

初九、遇其配圭、雛旬元答、往有尚、

中見斗、往得疑疾、有孚発若、吉、/¥~. ~~~~. ~ 

九三、豊其流、日中見沫、折其有肱、禿替、

中屍斗、遇其夷主、吉、九四、豊其蔀、

六五、来章、有慶誉、吉、

上六、豊其慶、蔀其家、窺其戸、関其禿人、三歳不魏、凶、

旅卦＞火山旅五六、

小亨、旅貞吉、
、

旅
・

初六、旅墳墳、斯其所取災、

六二、旅即次、懐其資、得童僕、貞、
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士I＝＝1、後庚三

九三、旅焚其次、喪其童僕、貞

九四、旅干処、得其資斧、我心不快、

六五、射雑、一矢亡、終以誉命、

上九、鳥焚其巣、旅人先笑後号眺、喪牛干易、凶、

＞巽卦＜五七、

巽、小亨、利有枚往、利見大人、

初六、進退、利武人之貞、

九二、巽在床下、用史巫紛若、吉、禿替、

　
、吝頻巽、

、
三九

六四、悔亡、田獲三晶、

九五、貞吉、悔亡、禿不利、禿初有終、先庚三

五八、〈免卦〉

利貞、
、

亨
、

免

初九、和免、吉、

孚免、吉、悔亡、
、二九
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一270一

、
凶六三、来免、

九四、商免未寧、介疾有喜、

九五、孚干剥、有麗、

上六、引見、

五九、〈漠卦＞風水換

換、亨、王仮有廟、利渉大川、利貞、

~~7~. ~ FB t~ ~~ ~i. . 
I~ 

換奔其机、悔亡、
、二九

六三、換其躬、元悔、

六四、漠其群、元吉、換有丘、匪夷所思、

九五、漢汗其大号、漠王層、禿替、

上九、換其血去泌出、元警、

六○、く節卦＞水沢節

節、亨、苦節、不可貞、

初九、不出戸庭、禿替、



不宜上、宜下、大吉、

、
凶不出門庭、

、二九

六三、不節苦、即嵯苦、禿笛、

六四、安節、亨、

九五、甘節、吉、往有尚、

上六、苦節、貞凶、悔亡、

中孚卦＞風沢中孚ノ、一

中孚、豚魚吉、利渉大川、利貞、

初九、虞、吉、有官不燕、

九二、嶋鶴在用、其子和之、我有好爵、吾与爾瞬、

六三、得敵、或鼓或罷、或泣或歌、

六四、月幾望、馬匹亡、禿笛、

九五、有孚撃如、元笛、

上九、翰音登干天、貞凶、

六二、 ＜小過卦＞雷山小過

、
音之

　
　
　
　
7
1

遺
　
　
　
　
　
↓

鳥飛小過、亨、利貞、可小事1、不可大事、



初九、飛鳥以凶、

六二、過其祖、遇其枇、不及其君、遇其臣、禿答、

九三、弗過、防之、従或減之、凶、

九四、元瞥、弗過、遇之、往鷹、必戒、勿用永貞、

六五、密雲不雨、自我西郊、公弍取彼在穴、

上六、不遇過之、飛鳥離之、凶、是謂災竃、

六三、＜既済卦＞水火既済

既済、亨、小利貞、初吉、終乱、

初九、曵其輸、濡其尾、禿笛、

六二、婦喪其魂、勿逐七日得、

九三、高宗伐鬼方、三年克之、小人勿用、

六四、編有衣椥、終日戒、

　　　濡

九五、東隣殺牛、不如西隣之補祭、実受其福、

上六、濡其首、腫、

六四、＜未済卦＞火水未済
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未済、亨、小狐；乞済、濡其尾、禿有利、

初六、濡其尾、吝、

九二、曳其輸、貞吉、

六三、未済、征、凶、利渉大川、

九四、貞吉、悔亡、震用伐鬼方、三年有賞予大国、

六五、貞吉、元悔、君子之光、有孚、吉、

上九、有孚干飲酒、禿省、濡其首、有孚、失是、
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奥書

　本論を構成する各章にっいては以下の論稿がもとになっている。ただし、本論の作成に

際してはいずれも相当程度の訂正・増補。削除を施した。

く第二童、第三章、第四章＞

　「試論孔孟萄天遭観之比較一兼論東方倫理学的濫鰯」

　　　　中国孔子基金会・他編『儒学国際学術討論会論文築』下773～789頁、斉魯書社、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成元年4月1日

　「先秦儒教における礼の性格とその成立根拠」

日本倫理学会編『同学会論巣25・規範の基礎』3～22頁、慶応通信、平成2年10月10日

く第五童＞

　「『周易』における太極の思想的意義」

　　　　　「倫理学」1号、41～54頁、筑波大学倫理学原論研究会、昭和58年3月30日

　「『周易』における遺にっいて一経を中心として」

　　　　　「倫理学」2号、41～53頁、筑波大学倫理学原論研究会、昭和59年3月30日

　「『周易』繋辞伝における遺の根本思想」

　　　　　「倫理学」4号、37～48頁、筑波大学倫理学原論研究会、昭和61年3月30日

　「浅探『易伝』的「遺」範鴎一読r易伝。繋辞伝』筍記」

　　　　「中山大学学報」1986年四期、58～62頁、中山大学出版社、昭和61隼10月1日

　「退渓学における敬の哲学の淵源にっいて一易的論理との関係をめぐって」

　　「哲学・思想論集」12号、67～78頁、筑波大学哲学・思想学系、昭和62年3月28日

　「『易伝』の遭徳論における占簸の位置」

　「哲学。思想論巣」14号、！07～126頁、筑波大学哲学・思想学系、平成元年3月28日
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文献一覧

引用文献

1引用欝

　　　　新十三経詩経注鱗』

　　　　肝十三経尚欝注鱗』

　　　　『十三経周場注疏』

　　　　肝十三纏周礼注疏』

　　　　肝十三纏儀礼注疏』

　　　　肝十三経礼嗣注蹴3

　　　　『十三経論謡注疎靱

　　　　τ十三経謙子注疎』

　　　　r＋三経春秋左氏伝注蹴』

　　　　『十三経春秋公羊伝注蹴』

　　　　『十三纏蕃秋穀梁伝注疏靱

　　　　r国謡』

司馬遷　『史蕎引

襲轟繭　　『史記築解3

司馬貞　『史蓄己索隠』

滝川亀太郎肝史記会注考蕎正』

班固　　『漢欝』

班固

応召カ

王聯

王充

許憤

段玉裁

肝白魔通』

r風俗遜籍j

肝孔子塞謡坦

r繍衛』

『説文解字』

断説文解字注迎
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陛徳蜴

孫塁桁

例愚

皇侃

朱子

劉宝楠

『綴典釈文3

肝尚欝今古文注臓』

肝論諮輿解與

肝諭諮難疏』

肝論諮菓享圭』

r論諮正鐘週

伊麟仁斎断識語古義j

柴予　　τ中魔童旬3

趨岐　　『孟予趨注』

柴子　　r番子築注』

安井息軒r孟子定本2

欄麻

王先識

久保愛

梁啓雄

程願

柴子

李鼎肺

李光地

焦循

『萄予注迎

r葡子築解』

肝葡子槽注3

『葡子簡釈3

r甥伝迦

『周易本義』

『周易築解j

肝周易折巾』

r甥童旬』

程伊川・糧咽遼『二程築』

皮錫瑞

院元

境武男

屈万里

赤塚忠

屈万里

陳夢家

鎌田正

r経学遡蕾細

酎性命古壽川』

r詩経金釈』汲古欝院、昭和五九隼

肝詩経詮釈』台湾聯経出版薙繋公司、一九八三隼

『欝経・場経蜴平凡社、昭和四七隼

r尚講巣釈』台湾聯経出版事薬公司、一九八三年

『尚講遜諭』中華欝局、一九八五隼

r左伝の成立と其の厩關』大修館欝店、昭和四〇年

楊伯峻。徐捉繍『審秋左伝詞典3中華欝局、一九八五年
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武内義雄r諭謡之研究j巻波醤店、昭和一四年

和辻哲郎肝孔子』角川欝店、昭和三〇隼

武内鞍雄『論謡』筑魔欝房再刊、昭和三八隼

吉川幸次郎『論謡迎靭日新闘社、昭和四一隼

木村英一断孔子と論諮』創文社、昭和四六年

割崎市定『論諮の漸研究』潜波欝店、昭和四九年

狩野直欝『論諦孟子研究』みすず欝房、昭和五二年

欄伯峨

薬尚恩

王欝林

鏑購鵬

匡亜明

『論籍訳注j中華欝筒、一九八O隼

『孔子思想体系』上海人民出版社、一九八二隼

『論語訳注及異文校勘』台湾商務印書館、一九八二年

『孔子研究』中国社会科学出版社、一九八三隼

『孔子評伝』斉橡欝社、一九八五年

内野熊一郎『孟子』明治欝院、昭和三七年

原寓男　『現代謡雷尺孟予』審秋社、昭和四七年

内山俊彦『荷子』評論社、昭和五一年

原欝男　『璃代語訳葡子』潜秋社、昭和五三年

欄弩如　肝葡子研究3台湾商務印欝駄一九三一年

北京大学飾子注釈組『萄子迎中華欝局、一九七九年

武内義雄『易と中魔の研究』箸波欝店、昭和九隼。肝全集3第三巻、所収

梱本通明『周易象義弁正』（根本博士遺蕃）、昭和一二年

本田済　肝甥学J平楽寺醤店、昭和三五年

本田済　『甥』期日新聞社、昭和四一年

加藤大揺『蕃秋左伝占識考』紀元欝房、昭和四二年

鈴木由次郎r易経』築英社、昭和四九年

楊樹逮

高亨

胡自逮

李鋭池

商亨

宋詐胤

『閥甥古識』台湾大遜欝燭、一九二八隼．

r周易古経遜説』中撃書局く一九六三隼

肝先泰場説適行』台湾文史哲出版社、一九七四年

『閥甥探源』中雑欝周、一九七八年

『周易大伝今注』斉魯欝社、一九七九年

r周易新論』湖南教曹出版社、一九八二年
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劉大均　『周易概論』斉轡欝社、一九八六年

書蕎橘轍次豚鰭橘轍次著作輿』第一巻（儒学の目的と1栄儒の活勤）犬修館欝店、昭和五〇隼

識橘轍次『支那の家族捌J大修鮒欝店、昭和八隼

武内義雄8欄教の糟抑』替波薬府欝、昭和一四年、　『全築』雛四巻、昭和五四隼、所収、

西醤一螂りJ、糸麗次郎肝礼の撤競と構遭3畝傍欝瞬、昭和一六隼

踊沢傲郎『閥淡鳳搬研究パム文堂、昭和｝八年

平岡武雄肝纏欝の成立』昭和二一隼初版、劔文社、昭和五八年再刊

加藤常賢『中国原始観念の発達3脅寵社、昭和二六年

佐野学　『般周薙命ユ曹山欝院、昭和二六隼

小林億咽『隙隅五行恩想の研究』講談社、昭和二八年

板野長八『中国酋代における人間鰯の懸關迎箸波欝店、昭和四二隼

市川本太郎『原姶儒教の遺徳恩想』敬文社、昭和四二年

竹内実　肝中国の思想3日本放送出版協会、昭和四二年

燕三樹三郎『上古より漢代に至る性命観の展開』創文社、昭和四六隼

渡辺卓　肝古代中国恩想の研究』創文社、昭和四八年

犬演階　『中国古代恩想諭』顕箪欝房、昭和五二年

赤塚忠　肝中国古代の宗教と1文化』角川欝店、昭和五二年

佐藤嘉祐『蒐洋倫理学大鯛』明徳出版社、昭和五三年

原當男　『中国思想源流の考察週鞠日出版社、昭和五四年

原當努　『補史記義文窓』春秋社、昭和五五年

高橋遼　『人倫の理法J大明堂、昭和五六年

穴沢辰雄肝中圃古代思想論考』汲古欝院、昭和五七隼

内山俊彦断巾国古代思惣史における自然蕃忍識J劔文社、昭和六二年

郭沫若　『中国古代社会研究』一九三〇隼初版、　『金築。歴史篇ハ第一巻、人民出版社、

　　　　　一九八二年、所収

郭沫著　『奴隷糊社余』一九五二隼初版、一九五六年科学出版社、

銭穫　　翫先秦識子繋年』番潜大学出版社、一九五六隼

張岱年　『中国哲学発微』山西人民出版社、一九八一年

朱伯昆　肝先秦傭理学概輸迎北京大学出版社、一九八四年

李沢厚　『中国古代恩想史論』人民出版社、一九八五年
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劉蔚華。趨宗正繍『山東吉代恩想蒙3山菓人民出版社、一九八五年

余英階　r土与中圃文化3上海人民出版社、一九八七年

武内銭雄『中国恩想史迎替波欝店、昭和一一隼

狩野直喜駈中国哲学史迎磐波欝店、昭和二五年

金谷治　肝秦漢思想史研究』日本学術振興会、昭和三五年

宰都當滴畜ポ中国古代中世史研究迎創文社、昭和五二年

戸川芳郎1蜂魔邦夫。溝口雄三蕃肝鰯教史迎山川出版社、昭和六二年

胡適　　駅中圃古代哲学史』台湾商務印欝館、一九一九年

候外慮。趣紀彬。杜圃庫『中国恩想通奥』人民出版社、一九五七年

鴻友蘭　『中国哲学史坦中文出版社、一九六九年

凋友蘭　『中国哲学史新編J第一冊、人民出版社、一九八O年修訂本

中国人民大学繍『中国哲学遁史』中国人民大学出版社、一九八七年

梁啓超　肝先秦政治思想史』台湾蒐大図欝出版公司、一九八七隼

朱日綴韮繍『中圃古代政治思想史』吉林大学出版社、一九八八年

柳諮徴　『中圃文化史』中国大百家全欝出版社、一九八八隼

宮崎市定『中国古代史論』平凡社、昭和六三年

貝塚茂樹。伊臓適治繍肝中国の歴史』第一巻、識談社、南和四九隼．

候外廠　肝中国古代社会史論』上海新知蓄店、一九四七年初版。三聯書店、一九七九年修

　　　　　訂再刊

銭橡　　『国史木綱』台湾商務印書館、一九五七年修訂本

事亜麟　肝中国的封建頒主糊和地主糊3上海人民出版社、一九六一年

張習孔／旦繍『中国歴史大事繍隼』北京出版社、一九八七年

楊欄・蒋禰亜1田培棟主繍r中国古代史』光明日報出版社、一九八八年

加藤常賢『漢字の趨源』角川欝店、昭和四五隼

2　引用論文

郭沫若　「天の思想」。「東洋恩潮」岩波欝店、昭和一〇年

池田末利「釈帝1天」。「広大文学都紀要」第三号、昭和二八年

赤塚忠　「中圃倫理思想の淵源」。肝中国の倫理思想史一東洋思想の遜歴一ユ学芸欝房、
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　　　　　昭和三八年。『赤塚忠薯作築』第二巻（申国古代思想史研究）研文社、昭和六

　　　　　二年、所収

陳田正巳「河図洛欝の一考察J。「東洋文学研究」一六号、昭和四三年

三浦吉明「縫欝よりみた天の恩想」。「東洋学」三四、昭和五〇年

服蔀宇之吉「孔子と知天命」1「斯文」九篇九号、昭和二年

金谷治　「孔孟の『命Jにっいて」1「日本中国学会報」昭和三一隼、　肝死と＝運命』法蔵

當崎市定「孔子の宗教的立場J・「東洋学J六巣、昭和三六隼

當崎市定「中国吉代における天と命と天命の思想一孔子から孟子に至る革命思想の発軍一」

　　　　　。「史林」四六巻一号、昭和三八隼

島一　　「天人論における孔孟と葡の異同J・「文化」四三巻一号、昭和五四年

鴻友蘭　「孔子在中国魔史中之位置」。「燕京学報」二期、一九二七隼

鴻友蘭　「原儒。原鑑」。「糟華学報」一〇巻二期、一九三五年

梁漱漢　「今天瑚門応当如何奮平棚孔子」一九七四隼。『東方学術概論』台湾醗駝出販社、

　　　　　一九八七年、所収

張岱年　「孔子与中国文化」。「孔子研究論文築」教曹科学出版社、一九八七年

金谷治　「『衛子』の文献学的研究ガ「日本学士院紀要」九巻一〇号、昭和二五年

赤塚忠　「葡子酬究の二三の閥騒J1「斯文」二一号、昭和三三年

本田成之「作易年代考」・「支那学」一巻二号、弘文堂、大正九年

板野畏八「易の聖人と形而上の適」1「広島大学文学部紀要」二五巻、昭和四〇年

郭沫若　「周易の欄成時代J。「恩想」（特輿東洋の思想と芸術）岩波書店、昭和一〇年、

高田輿治「場の思想」。「東洋思潮」岩波欝店、昭和一三年

余永梁　「易卦交辞的時代及作者」・「歴史謡言研究所築刊」一九二七年

願韻剛

屈万里

李鏡池

鴻友蘭

鱒仲民

「周易卦交辞中的故事」・「燕京学報J第六期、一九二九年

「周場卦交辞成於周武王時考」・「台湾大学文史哲学報」一九五〇年、第一期

「周易簸辞続考」1「嶺繭学報J八巻一期、一九四七年

「場伝之思想」1「哲学研究」七・八期、一九六〇隼

「畏沙馬王堆漢陶欝概述」・「文物」九期、一九七四年

巾国科学院考肯研究所「馬王堆二。三号漢発掘的璽要収穫」1「考古J一獺、一九七五年

千嚢亮　「串欝『閥場迎J。「文物」三期、一九八四年

韓仲民　「鴇欝肝礫辞』浅説」1「孔子研究」四期、一九八八年
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王薪野　「《腐》《孟》与《易伝》」。「周甥研究」二期、一九八八年

張政雌　「易弁J・「中国哲学」第一四築、人民出版社、一九八八年

小鳥祐馬「原商」。「東亜経済研究」二〇巻三号、昭和一一年。　炉古代中国研究必筑摩欝

　　　　　房、昭和四三年、所収

小鳥祐馬「中国の政治思想」ハーバ向ド1燕京・同志社東方文化講座委輿会、昭和三一隼

璽沢俊郎「支那古代に於ける合理的思推の展關」ハーバード。燕京。岡志社東方文化講座

　　　　　委員会、昭和三一隼

田辺元　「儒教的存在論にっいて」。『田辺元金築』第四巻、岩波蕃店、昭和三六年

當川尚志「儒教の宗教的牲格J。「宗教研究J三八巻一輿、’昭和四〇年

赤塚忠　「中国古代の恩想塞たちの『一の研究」。『字野哲人先生白轟祝賀記念　東洋

　　　　　学総欝』、昭和四九隼

金谷治　「中国自然観の研究序説」。「東洋学」三五号、昭和五一隼

貝塚茂樹「古代中国の糟榊」・肝薯作巣』第六巻、中央公諭社、昭和五二年、所収

宇野精一ザ儒家恩想の本賢」r字野糟一著作輿』第一巻、明漕欝院、昭和六一年、所収

岩間一雄「中国の天にっいて」・「中團一社会と文化」三号、昭和六三年

王圃縦　「般周制度論」1『観堂築林』巻第・一〇

杜国庫　「鵬論礼楽趨源及中国礼学的発展J。『杜国摩文築J人民出版社、一九六二隼、

胡適　　「説儒」・『胡適作晶菓吻一五、遼流出版璃業公司、一九八六隼

郭沫箸　「駁説欄」1『郭沫著金築』歴史篤第一醤、人厨出版社、一九八二年

銭穆　　「駁湖適之説儒」・「東方文化」一巻一期、番潜大学。　肝胡適作晶築』一五。

　　　　　付録三、遼流出版璃薬公司、一九八六年、所収

宮1崎市定「古代中国賦税制麗」バ史林」一八轡二。三・四号、昭和八隼。肝アジア史研

　　　　　究』第一、同朋社、昭和三二年

割崎市定「中国上代は封建制か郡市国家かJ1「史林」三三巻二号、昭和二五年、肝中国

　　　　　古代史諭』平凡社、昭和三八隼、所収1一

宮蹄市定「中国古代史概論」ハーバード1燕京1同志社東方文化講座委員会、昭和三〇隼。

　　　　肝中圃古代史論』平凡社、昭和三八年、所収

宮崎市定「私の古代史研究魔」1「古代文化」三七巻四号、昭和六〇隼。肝中圃古代史論』

　　　　　平凡社、昭和三八年、所収

楊根　　「戦国両藻鍛籍的金相学考費初歩報告」1「考古学報」一期、一九六〇隼
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郭守憎 「閥代察榊祈繍」。「中圃史研究」二期、一九八六隼

主要参考文献

1　参考著欝

飯島忠夫肝左伝釈義週弘遼館、昭和九年

内野熊一郎1他断孔子蜴溝水欝院、昭和四四年

簡野遺鯛『大学解識』棚治欝院、昭和三年

簡野遺胴8中腐解識』明治二欝院、昭和五隼

簡野遺明肝孟子通解』㎎治欝院、大正一四年

内野台嶺肝孟子・孝経』大東出版社、昭和一〇隼

内野熊一郎『孟予j脳治欝院、昭和三七年

金谷治　『孟予』岩波新醤、昭和四四年

金谷治　『孟予3靭日新聞社、昭和四一年

小林勝人『需子』（上。下）、岩波文廠、昭和四三1四七隼

伊東倫厚肝孟予一その行勤と1恩想一』評論社、昭和四八隼

講橘轍次8孟子の謡J大修館書店、平成元年

加翼栄治肝孟子1槽水欝院、昭和五五年

木金徳雄『荷子』明憾出版社、昭和四八隼

商瀬武次郎『屠学講謡坦弘遺館、大正一五隼

山口察常『場経』大東出版社、昭和一〇年

北村沢曹『周易十轟糟義』冨山房、昭和一三年

安岡正篤『甥学入門』明徳出版社、昭和三五隼

鈴木由次郎『灘屠研究切明徳出版社、昭和四九年璃補新版

鈴木由次郎肝周甥勢岡契j囎徳出版社、昭和五二隼

山下瀞雄『閥易十翼の成立と展閥エ風間欝瞬、昭和五〇隼

銭穣　　『四欝釈鵜』台湾学坐欝周、一九七八隼

察仁原　肝孔孟荷哲学迦台沸学生欝周、一九八四隼

杜任之・高樹　『孔子学識精撃体系』山西人民出版社、一九八五隼
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錐機

王民

王穣裳

’林漢仕

藷蟻祥踏

脇鰹人

夏貌陶

陳飛瀦

周群振

王夫之

商事

高懐民

干省吾

穀欄．鈍

張立文

尚乗和

属万理．

萢良光

粛冬然

肝孔子伝』台湾東大図欝公岡、一九八七年年

『孔子的形簸輿恩惣』台湾商務印書館、一九八八隼

『孔子思想新論』蘇州大学出版社、一九八七年

肝孟子探微3台湾文史哲出版社、一九七八隼

『孟予思想研究』山東大学出版社、一九八六隼

『孟子竿説体系探畷迎台湾文津出版社、一九八八年

r論葡予的哲学恩撤』上海人民出版社、一九七九年

駅孔孟葡礼学之研究J台湾文史哲出版社、一九八二年

r葡子恩想研究』台湾文津出版社、一九八七年

『周易外伝』中1撃欝騎刊行本、一九七七年

肝周場古経今注』中華欝局、一九六三年

『爾漢易学史』台湾文津出版社、一九七〇年

肝易経新証』台湾芸文印欝館、一九七五年

『易学新探j魔華欝店、一九七八年

『周甥思想研究』湖北人民出版社、一九八○年

『周甥尚氏学迎中華書騎、一九八O年

『先秦漢魏易例評』台湾学生欝駄一九八丁年

『場伝遭徳的形上学』台湾商務印欝鏑、一九八二年

『場経繋伝新解』易学出版社、一九八四年

黄満栄繍『場学論著選薬』台湾畏安出版社、一九八五年

胡機安　肝周場古史観迎上海古籍出版社、一九八六隼

高懐民　r先秦甥学史迎中国学術薔作奨助委員会、一九八六年

金最芳講述　呂紹綱整理肝周扇識座』畜林大学出版社、一九八七年

孫振礫　肝甥経入門』文化芸術出版社、一九八八年

周志一。瀞景明『閥場象同契薪探迦湖蘭教曹出版社、・一九八一年

宋稚胤

蘇淵欝

宋肺胤

牟宗三

鳥恩濁

『周屠新論』湖爾教曹出版社、一九八二隼

肝易学会遜』中州古籍出版社、一九八五年

『周甥訳注与考弁J湖蘭人民出版社、一九八七隼

『周場的自然哲学輿遭徽函畿』台湾文津出版社、一九八八年

『周場古代中国的世界図示』吉林文史出版社、一九八八隼

一283一



林漢仕　匿乾坤伝綿』文史哲出版社、一九八八隼

網島栄一郎r審秋倫理恩想史』早稲田大学出版部、囎治四〇年

飯島忠芙炉天文暦揺と隙陽五行説』第一欝房、昭和一四年

商山岩男断文化類型学研究功弘文堂、昭和一六年

竹内好1他肝菓洋的社会倫理の牲格』白日講院、昭和一八年

鈴木曲次郎『東洋倫理学小史切小雌欝店、昭和二三年

臓欝鶉　豚中国哲学の煩型』大咽堂欝店、昭和二三年

鞘構轍次『欄教の講間鰯3滴水欝店、昭和二三隼

璽沢俊郎『原始儒家思想と1経学』替波欝店、昭和二四年

粟田直窮『中国上代恩獺の研究』岩波欝店、昭和二四年

小島祐馬肝中国の革命思想』弘文堂、昭和二五隼

高橋遼　肝無為自然から作為横極へ』文理欝院、昭和四〇隼

津田左有畜駅津田左右吉金築皿第一八巻（儒教の研究三）、潜波書店、昭和四〇年．

小島祐馬『中国の社会恩想』筑麟欝瞬、昭和四二隼

小鳥祐馬『古代中国研究』筑魔醤房、昭和四三隼

小鳥祐馬『中圃思想史皿創文社、昭和四三年

松本雅明肝中圃古代における自然恩想の展關』松本雅明博士遼暦記念出版会、昭和四六年

狩野直喜肝支那学文藪3みすず欝房、昭和四八年

中江丑吉肝中国古代政治思想』箸波欝店、昭和五〇隼

原寓男　断史論』文理、昭和五二年

小野沢糟一。欄永光司。山井湧『気の恩想』東京大学出版会、昭和五三年

佐藤嘉祐『儒教倫理の遡源的研究必閥徳出版会、昭和五四隼

木村英一『中国哲学の探求迎創文社、昭和五六年

加藤常賢『中国古代倫理学の発達迎二松学舎大学出版部、昭和五八年

湯浅幸孫肝中国倫理思想の研究』同朋舎、昭和五六年

川勝義雄8中国人の歴史意識』平凡社選欝、昭和六一隼

堀池信夫断瀕魏恩撤史研究』明治欝院、昭和六三年

郭沫若　『十批判欝』人畏出版社、一九五四年

方東葵　『原始儒家遭家哲学』台湾黎明文化蓼繁公司、一九八三年
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西鵬定生『中国吉代帝圃の形成と構遺J東大出版会、昭和三六年

木村正雄『中圃古代帝国の形成』不蛛堂蕃店、昭和四〇年

浜口璽國『磨王鞘の臓人制度迎東洋史研究会、昭和四一隼
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馬場英雄「藪仰餅の人性論に蹴いてJ・「東洋学」四三築、昭和六五隼

孔徽成　「論儒家之『礼3」・「民圭評輪」七巻一三期、一九七〇年

羅宗沸

瀦重規

盟文

許抗生

「談欄」。「孔孟月刊」一三巻二期、一九七四年

「識磯教」・「孔孟月刊」一六巻一二期、一九七八年

「｛｛遺榊与“器卵」・「中国哲学史研究」四期、一九八一年

「“天”与“人洲J　l「中国哲学史研究」四期、一九八一年
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王明　　「論先華夫人閥係J・「中国哲学史研究」四期、一九八五年

櫛向蛮　「礼的趨源」。「孔子研究J創刊号、一九八六隼

何漸　　「㈱儒洲的由来与演変」『講神的趨源與三聯欝店、一九八六隼

麿端正　「儒家的天遺鬼神鰯」1「孔子研究」二期、一九八六年

李錦全　「儒家思想的演変及其魔史評価」。「孔子研究」四期、一九八六隼

劉国梁　「鬼榊」1「中團哲学史研究」四期、一九八六隼

張岱年　「中圃哲学閲干人与自然的学説」。「中圃文化与中国哲学」、一九八七隼

許凌云　「先泰藷予倫理観的魔史考察J1「孔予研究」二期、一九八八年

李存山　「飲食。血気・遺徳　務秋階期閥干遺徳起源的討論J。「文史哲」二期、一九八

　　　　　七年

杜雑明　「儒家哲学与現代化」。『論申国伝統文化』三聯欝店、一九八八隼

楊宝忠。任文京「｛｛儒’’源索隠」。「孔子研究」一期、一九八九年
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